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令和元年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（令和元年６月１８日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 
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      議案第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ６号 令和元年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第 ７号 令和元年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

      議案第 ８号 令和元年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第 ９号 宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の 

             制定について 

      議案第１０号 宿毛市森林環境譲与税基金条例の制定について 

      議案第１１号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する 

             条例の制定について 

      議案第１２号 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

      議案第１３号 宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

      議案第１４号 宿毛市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

      議案第１５号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 

      議案第１６号 財産の取得について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第１６号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 



 

－ 2 － 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ６番 山 岡   力 君 

   ７番 髙 倉 真 弓 君     ８番 山 上 庄 一 君 

   ９番 山 戸   寛 君    １０番 岡 﨑 利 久 君 

  １１番 野々下 昌 文 君    １２番 松 浦 英 夫 君 

  １３番 寺 田 公 一 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  和 田 克 哉 君 

   長寿政策課長  桑 原   一 君 

   環 境 課 長  岡 本   武 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  平 井 建 一 君 



 

－ 3 － 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
中 山 佳 久 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

楠 目 健 一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
山 戸 達 朗 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０５分 開会 

○議長（野々下昌文君） これより令和元年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において三木健正君及び川田栄子

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（寺田公一君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

６月１４日、議会運営委員会を開きまして、今

期定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎重

に審査した結果、本日から７月３日までの１６

日間とすることに、全会一致をもって決定をい

たしました。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から７月３日までの１６日間といたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から７月

３日までの１６日間と決定しました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 去る５月２３日に開催されました第８１回四

国市議会議長会定期総会において、岡﨑利久君

が正副議長６年以上の特別表彰、濵田陸紀君が、

議員２４年以上の特別表彰、寺田公一君、宮本

有二君が、議員２０年以上の特別表彰、岡﨑利

久君、松浦英夫君が、議員１２年以上の特別表

彰、髙倉真弓君、山上庄一君、山戸 寛君が、

議員８年以上の一般表彰を受けられました。 

 また、６月１１日に開催されました第９５回

全国市議会議長会定期総会において、寺田公一

君、宮本有二君が、議員２０年以上の特別表彰

を受けられました。 

 本席から、過年にわたり地方議会に貢献され

ましたその功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

を申し上げます。 

 市長から、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、６月１１日付をもって平成３

０年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び決算

書、平成３１年度宿毛市清掃公社事業計画及び

予算書が提出されましたので、お手元へ配付い

たしました。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を本日午後３時と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 皆様、おはようござい

ます。 

 本日は、令和元年第２回宿毛市議会定例会に

御参集をいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 先ほど、議長からも報告がありましたように、

８名の現職議員の方々、及び１名の御勇退議員

の、長年にわたる御功績に対しまして、全国市
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議会議長会並びに四国市議会議長会より表彰を

受けられましたことは、まことに喜ばしいこと

であり、心よりお喜びを申し上げます。 

 受賞されました皆様におかれましては、今後

とも市政発展のため、より一層の御尽力を賜り

ますよう、お願いを申し上げます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明を

申し上げます。 

 報告第１号及び第２号は、和解及び損害賠償

の額の決定についてでございます。 

 詳細はお手元にお配りしております資料のと

おりでございます。 

 報告第３号から第５号までは、平成３０年度

予算の繰越明許費の報告についてでございます。 

 報告第３号は、平成３０年度宿毛市一般会計

予算繰越明許費といたしまして、空家対策総合

支援事業ほか２４事業、総額１８億５，７９２

万円を、報告第４号は、平成３０年度宿毛市下

水道事業特別会計予算繰越明許費としまして、

宿毛ポンプ場長寿命化対策事業、８，１４０万

４，０００円を、それぞれ繰越計算書のとおり、

令和元年度に繰り越ししましたので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により、御報

告申し上げるものでございます。 

 報告第５号は、平成３０年度宿毛市水道事業

会計予算繰越明許費としまして、配水管布設が

え工事、４，６２８万円を繰越計算書のとおり、

令和元年度に繰り越ししましたので、地方公営

企業法第２６条第３項の規定により、御報告申

し上げるものでございます。 

 次に、平成３０年度の各会計の決算状況につ

きまして、お手元に配付しております資料をも

とに、その概要を御説明申し上げます。 

 一般会計では、財政調整基金から５，０３４

万２，０００円の繰り入れを行った結果、実質

収支はゼロ円となっております。 

 特別会計では、国民健康保険事業後期高齢者

医療の２会計が黒字決算となりましたが、学校

給食事業は、給食費の未納により赤字決算とな

り、翌年度会計から３９万５，０００円の繰上

充用を行っております。 

 今後も、庁舎建設などの大型建設事業が控え

ておりますので、引き続き、適正で効率的な行

財政運営を推進してまいります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層の御支援、御協力賜りますようお願い申

し上げまして、報告事項の説明といたします。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、諸般の報告

を終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第１６号ま

で」の１６議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 御提案申し上げました

議案につきまして、提案理由の説明をいたしま

す。 

 議案第１号は、令和元年度宿毛市学校給食事

業特別会計補正予算について、専決処分の承認

を求めるものでございます。 

 内容につきましては、平成３０年度決算に伴

う給食費の未納金について、繰上充用金を緊急

に予算補正する必要が生じましたので、３９万

５，０００円の追加について、地方自治法第１

７９条第１項の規定により専決処分したもので

ございます。 

 議案第２号は、固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについてでござ

います。 

 固定資産評価審査委員会委員３名のうち１名

の委員が任期満了となりますので、現委員の山

本卓助氏を引き続き選任することについて、地

方税法第４２３条第３項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。 

 議案第３号から第５号までは、令和元年９月
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３０日をもって任期満了となる３名の人権擁護

委員につきまして、現委員の１名の方と新たに

２名の方を人権擁護委員候補者として推薦する

に当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の意見を求めるものでございま

す。 

 議案第６号は、令和元年度宿毛市一般会計補

正予算でございます。 

 総額で１億１，１１７万５，０００円を追加

しようとするものです。 

 歳入で増額する主なものは、基金繰入金９，

４９５万４，０００円、雑入１，０４７万２，

０００円となっております。 

 一方、歳出で増額する主なものは、総務費で、

コミュニティ助成事業助成金９２０万円、津波

避難計画改訂業務委託料６５２万３，０００円。

民生費で、幼児教育・保育無償化システム改修

委託料７７７万６，０００円。土木費で、下水

道事業特別会計繰出金６０１万７，０００円。

教育費で、宿毛市における小中学校整備事業６,

２８６万円を計上しております。 

 議案第７号は、令和元年度宿毛市下水道事業

特別会計補正予算でございます。 

 総額で６３１万７，０００円を増額しようと

するもので、主な内容としましては、公共下水

道システムを新たに構築しようとするものです。 

 議案第８号は、令和元年度宿毛市介護保険事

業特別会計補正予算でございます。 

 総額で８９万１，０００円を増額しようとす

るもので、内容としましては、本年１０月１日

から、消費税率及び地方消費税率の引き上げに

対応するために、介護保険システムを改修しよ

うとするものです。 

 議案第９号は、宿毛市防災コミュニティセン

ターの設置及び管理に関する条例の制定につい

てでございます。 

 内容につきましては、南海トラフ地震等の災

害発生時において、災害対策活動の拠点となる

宿毛市防災コミュニティセンターが、本年９月

末に完成する予定となっておりますので、本条

例を制定しようとするものです。 

 議案第１０号は、宿毛市森林環境譲与税基金

条例の制定についてでございます。 

 内容につきましては、森林整備及びその促進

を図るために、本年度より国から譲与されます

森林環境譲与税について、これを基金として積

み立て、適切に管理運用していくために本条例

を制定しようとするものです。 

 議案第１１号は、消費税率及び地方消費税率

の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてでございます。 

 内容につきましては、本年１０月１日からの

消費税率及び地方消費税率の改定に伴い、本市

においては１２本の条例改正が必要となります

が、それらを一括で改正するための条例を制定

しようとするものです。 

 議案第１２号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、国会議員の選挙等の執

行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一

部を改正する法律が、本年６月１日に施行され

たことに伴い、本条例の一部を改正しようとす

るものです。 

 議案第１３号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、不当競争防止法等の一

部を改正する法律の公布により、工業標準化法

の一部が改正され、本年７月１日より施行され

ることに伴い、本条例の一部を改正しようとす

るものです。 

 議案第１４号は、宿毛市災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 
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 内容につきましては、災害弔慰金の支給等に

関する法律施行令の一部を改正する政令が、本

年４月１日に施行されたことに伴い、本条例の

一部を改正しようとするものです。 

 議案第１５号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、介護保険法施行令及び

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の

一部を改正する政令、及び介護保険の医療保険

者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正

する省令が、本年４月１日に施行されたことに

伴い、本条例の一部を改正しようとするもので

す。 

 議案第１６号は、財産の取得についてでござ

います。 

 内容につきましては、消防団の消防力向上の

ため、片島分団に２，５３３万８９０円の消防

ポンプ自動車１台を取得することについて、地

方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（野々下昌文君） これにて、提案理由

の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、６月１９日から６月２１

日まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、６月１９日から６月２１日まで休会

することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１９日から６月２３日までの５日間休会

し、６月２４日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２１分 散会 
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令和元年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１ 議事日程 

    第７日（令和元年６月２４日 月曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ６番 山 岡   力 君 

   ７番 髙 倉 真 弓 君     ８番 山 上 庄 一 君 

   ９番 山 戸   寛 君    １０番 岡 﨑 利 久 君 

  １１番 野々下 昌 文 君    １２番 松 浦 英 夫 君 

  １３番 寺 田 公 一 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 
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   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  和 田 克 哉 君 

   長寿政策課長  桑 原   一 君 

   環 境 課 長  岡 本   武 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  平 井 建 一 君 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
中 山 佳 久 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

楠 目 健 一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
山 戸 達 朗 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） おはようございます。

７番、髙倉真弓でございます。一般質問をいた

します。 

 今回は、３項目８点についてをお伺いいたし

ます。 

 令和元年の最初の質問が、お墓のことで大変

恐縮ですが、誰もが、いつかは、どこかの時点

で考えなければいけない問題ですので、よろし

くお願い申し上げます。 

 事の発端は、東部地区の方から、高齢になっ

て今のお墓は参拝しづらい。坂はきついし、車

は行けないしということで。また、宗派の問題

などが関係がありまして、東部地区に公営の霊

園ができないか、聞いていただきたいとのお話

がありまして、今回の質問に至りました。 

 まず、墓地について、１番目に、宿毛市全体

の状況をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） おはようございます。

髙倉議員の一般質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 全体の状況ということでございます。 

 まず、宿毛市が管理をしております墓地とい

たしましては、和田に所在する宿毛市市立の墓

地公園１カ所となっております。そして、空き

状況は、現在、全ての区画の使用権は完売をし

ている、そういった状況であります。 

 また、本市は、そのほかに正和、手代岡、貝

礎の３カ所に納骨堂を設置をしております。 

 次に、民間の霊園につきましては、昭和２３

年施行の墓地埋葬等に関する法律に伴い、霊園

経営を行う際は、都道府県知事に申請が必要と

なっておりまして、昭和２３年以降に申請がな

されている１５カ所の霊園を把握をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） 髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 自分で考えたときに、

１５カ所もあるというので、想像がつきません

でした。どこそこのお寺さんとかいって、４つ

ぐらいは浮かんだんですが、なかなか、すごく

あるんですね。 

 ２番目に、昨年、被災した城山墓地について

の復旧工事の状況や、流出した墓石の管理、復

元について、どのようにお考えを持っておられ

るのかをお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛市役所の北西に位置をする旧慣墓地であ

る城山墓地の復旧工事の現状についての御質問

でございます。 

 城山墓地ののり面崩壊によりまして、埋没し

た農地の災害復旧については、本年秋ごろに完

了予定となっており、現在の工事進捗状況とい

たしましては、６０％となっているところでご

ざいます。 

 また、崩壊したのり面は、急傾斜崩壊危険区

域に係っている部分もありまして、高知県の急

傾斜地崩壊対策事業や、それ以外の区域は、山

地災害防止事業を活用し、対応してまいりたい

と、そのように考えております。 

 山の頂付近に所在をする墓地の復元につきま

しては、市営墓地ではないことから、困難であ

ると考えておりますが、崩落した墓石や遺骨に

つきましては、土砂撤去の際に、可能な範囲で

仕分けをし、官報での告示や広報、ホームペー
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ジ等で本市において一時保管させていただいて

いることを、周知をしていきたい、そのように

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） ７番、再質問いたしま

す。 

 災害時は、各種支援策、例えば補助金とかが

いろいろあると思いますが、災害基地について

の支援策はございますか、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 災害時の墓地に対する支援策についてであり

ますが、個人の所有物件に対する支援策といた

しましては、全壊家屋の撤去に係る支援策等は

ありますが、被災した墓地に対する支援策はな

いのが今の現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） ７番、何とか支援策が

欲しいですね。災害がなければ、そのまま墓参

できましたのに、流出によって、傷や破損、再

建も大変だと存じます。 

 機会を捉えて、県、国に働きかけをしていた

だきたいと希望いたしております。 

 前段のことを踏まえ、また今後の計画につい

てお伺いいたします。 

 後継者や親類がいない方々がふえてきており

まして、合葬墓などの要望がふえてくると思い

ます。 

 ３番目に、宿毛市は、新規の市営墓地の検討

をなされているのかをお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 合葬墓とは、家族単位ではなくて、広く共同

に利用するお墓のことというふうに認識をして

いるところでございます。 

 今後の新規市営墓地の整備計画についてであ

りますが、髙倉議員の御指摘のとおり、後継者

や親類等がいない方がふえているのは承知をし

ている、そういったところでございます。 

 しかしながら、市内に、先ほども申しました

が、１５カ所の民間霊園が立地していることか

ら、合葬墓も含めまして、新規市営墓地の計画

は、現在のところ持っていない状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 市長に重たいお答えを

させてしまいました。 

 民間霊園のこともありますし、また市民の方

の御希望もあり、今後何かよい方法があれば、

またお知らせいただきたいと願っております。 

 ２項目めに入ります。 

 市民の安心安全についてお伺いいたします。 

 今回、一般質問の要請は、前段のお墓のこと

だけでしたので、質問しようかどうか迷ってお

りました。 

 会派の代表者に返事しなければいけない前の

晩になりまして、市民の方からお電話をいただ

きまして、市道の手入れや草刈り、どこの課に

電話したらいいですかと問い合わせがありまし

て、昨年６月、その件に関して定例会で質問い

たしましたので、担当の箇所によって課も違っ

てきます、と言いまして、あらあらの御説明を

いたしました。 

 ただ、議会だよりの紙面の都合もあって、し

っかり広報できなかった反省を含め、改めて質

問をし、広報にて御報告いたしますと約束しま

した。 

 市長、担当の課の方に対しては、重ねての質

問になって申しわけないのですが、反面、市民
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の方が、市道を含め、関心を持っていただいて

いることは、今後の市政に前向きに御意見をお

寄せていただいていると思いまして、１番目に、

市道の植栽に関してお伺いを申し上げます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 道路の街路樹は、沿道との景観の調和を図り

まして、地域の美観風致の向上に加えまして、

歩行者交通と自動車交通を分離をし、歩行者の

車道横断や、飛び出しの防止、運転者の視線誘

導、自動車の衝突緩和、木陰形成、雨天時の水

はね防止など、さまざまな役割を果たしている

ところでございます。 

 市道の街路樹の管理につきましては、例えば

桜町から宿毛駅前を通って、片島中学校前に至

る市道桜町藻津線では、年５回の剪定、年４回

の植樹帯の除草を行い、良好な状態の維持管理

に努めているところでございます。 

 また、交差点付近や乗入口など、そういった

ところの、特に見通しが悪い箇所、歩道の幅員

が狭い箇所などは、街路樹があることで、逆に

危険を伴う場合もあるため、街路樹の撤去や、

街路樹にかえて草花などを植栽する対応を、現

在、進めているところでございまして、これに

対して、今、力を入れて、そういった対応をさ

せていただいているところでございます。 

 この草花の植栽に当たりましては、昨年から

進めている宿毛でお花おもてなし事業、お聞き

になったことあると思いますが、これによりま

して、地域の皆様にも御協力をいただきながら、

今後も、よりよい環境整備に努めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 駅前のあたりで、少し、今まで街路樹があっ

たところをお花を植えていただいて、管理をし

ていただいている、そういったのを、最近、ふ

えてきたというふうに思っています。また、こ

ういったのを、しっかりと市民の方々の御協力

もいただきながら進めていって、ぜひこの宿毛

市の市道を走る際には、どこを見ても花がいっ

ぱいだよと、そういった宿毛市に、市民の皆さ

んとともに、市役所だけではできませんので、

一緒に進めてまいりたい、そのように思ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 植栽は本当に車のほう

からも歩行者のほうからも、とても大事なこと

だと思います。市長おっしゃいましたように、

今後もずっと、いろいろな視点に立って、御指

導をいただきたいと思います。 

 ２番目に、最近、自転車による事故が紙面に

出てまいります。市長は、宿毛市民はもとより、

県内でも自転車通として認知されております。 

 自転車事故のケースといたしまして、事故を

起こした相手方、意識不明の女性に対して、子

供の母親に９，５２１万円の賠償。歩行者の歯

が折れ、１８０万円の賠償。その他、ハンドル

が車のミラーを傷つけ、９６万円の賠償。通常

の生活をしていては、なかなか支払いできる金

額ではありません。 

 片や、被害に遭い、治療、生活にも影響を及

ぼす被災者のことを考えますと、このままの現

状でいいのか、そういう観点から、２番目の自

転車保険加入の義務化についてをお伺いいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 自転車というのは、実は、皆さん結構、弱者、

弱い立場だというふうに思っておられる方が多

くて、結構けがをするほうは自転車のほうだと

いうふうな認識を持たれている方が多いんです

が、実は最近、髙倉議員おっしゃったように、
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自転車が加害者のほう、強い立場として、歩行

者とか、そういった方々にけがを負わせてしま

うというケースが多々発生をしているというの

は、私自身も承知をしているところでございま

す。 

 自転車保険の加入につきましては、今年度、

４月１日より施行された高知県自転車の安全で

適正な利用の促進に関する条例の中で、自転車

利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するこ

と。また、１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるもの、通常、高校３年生

までということだと思います。こちらについて

は、以降、児童等というふうに言いますが、こ

の児童等の保護者は、保護する児童等が自転車

を利用するときは、当該児童等に自転車損害賠

償保険等に加入するように努めなければならな

い、そういったことが規定をされているところ

でございます。 

 この条例施行を受けまして、宿毛市としても、

広報６月号におきまして、条例の概要を市民に

周知を図ったところでございますが、今後にお

きましても、警察、教育委員会等関係機関と連

携を図る中で、自転車保険への加入の促進に向

けて取り組んでまいりたい、そのように考えて

いるところでございます。 

 なお、自転車保険に加入することは重要なこ

とであると思いますが、宿毛市自転車を活用し

たまちづくり計画の中の具体的施策の基本方針

の一つに、安全性の担保を掲げておりますよう

に、まずは事故を少しでも防ぐ、そういった取

り組みを警察等関係機関と連携をする中で、宿

毛市として、しっかりと進めてまいりたい、そ

のように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 再質問いたします。 

 義務化に向かって、ぜひ御検討いただきたい

です。 

 今、前向きのお返事もいただきましたが、改

めてこの後の質問の項目にもあります、ヘルメ

ットの件にも関連いたしますので、ぜひお願い

いたします。 

 ヘルメットと保険をセットにして、ぜひ宿毛

市が先頭に立って検討している議題、市長、も

う一度その辺、ぜひ検討していただきたいので、

お返事をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 確かに全国的には、条例によりまして、努力

義務ではなくて義務的に保険加入を促している

自治体もありますが、当然ながら、保険加入と

なりますと、自転車利用者や保護者に一定の保

険料の支出が伴うことになりますので、宿毛市

としては、強制ではなくて、一定、自主性を残

す必要もあるのではないかというふうに考えて

おります。 

 私も、保険の制度をしっかり熟知しているわ

けではございませんが、例えば、保護者が自動

車保険に総合型に入っていたりすると、自分の

子供の、そういった保険もカバーするような内

容のものもありますので、現在、入っている保

険で、どこのあたりまでそういったのが特約と

してついているのか、そういったこともしっか

りと、親は確認をしてもらうというのも、ひと

つ大切なことだというふうに思いますし、また

そういったカバーできてないようであれば、単

独の保険もあるという形で、そういったことも

しっかりと周知をしていく、そういった取り組

みも必要ではないかなというふうに思っている

ところでもございます。 

 先ほど御紹介した条例は、高知県で、今年度

よりスタートしたばかりの条例でございますの

で、まずはこの県条例の制定によりまして、ど



 

－ 15 － 

ういった効果が生まれてくるのか、そういった

ところを注視しながら、宿毛市も側面的にその

部分をカバーしていきたい、そのように思って

いるところでございます。 

 しっかりと取り組みをさせていただきたい、

そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 前向きの御返事をあり

がとうございます。 

 私も保険の意味がわからなくて、ちょっと調

べたんですが、毎月３６０円ですけれども。こ

れは調べた１カ所だけだったので、３６０円が

ほかの保険会社にも該当するかどうかというの

は、確かなところではないのですが、ぜひ、ど

こかで契約していただいて、大事にならないと

いうのはおかしいですが、なる前に手だてをと

いうふうに、市長おっしゃったように、今入っ

ている保険を見直していただいて、もう一度、

確認していただくことは本当に大事なことだと

思いますので、ぜひ皆様方にもお勧めしたいと

思います。 

 ヘルメットのことに関しまして、現状を教育

長にお伺いいたします。 

 新聞紙上で拝見しただけですので、もし誤解

があったらお許しください。 

 被災に遭われました児童の死亡原因について、

脳挫傷とかという記載がありまして、もしヘル

メットを着用してあれば、大難を小難にできた

のではないかと思い、登下校とかの現場におい

ての現状をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、おはようご

ざいます。７番、髙倉議員の一般質問にお答え

を申し上げます。 

 児童生徒のヘルメットの着用状況について、

御質問をいただきました。議員御指摘のように、

最近、登下校時の児童生徒や、幼児が交通事故

や、殺傷事件の被害に遭う報道を目にする機会

が多く、当該児童や幼児の無念の思いはもとよ

りでございますけれども、保護者や関係の皆様

のお気持ちを拝察するとき、慰めの言葉もない

というふうに思っております。 

 改めて児童生徒の安全対策について、徹底を

図ってまいらなければならないというふうに考

えておるところでございます。 

 本市におきましては、中学校では登下校時の

ヘルメット着用を校則で規定をしておりまして、

また小学校におきましても、日ごろからヘルメ

ットの着用の指導をしていただいておりますの

で、登下校時の児童や生徒のほぼ全員が、ヘル

メットを着用している状況にあるというふうに

認識をいたしております。 

 ことしの４月には、高知県におきまして、高

知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例が施行され、児童等のヘルメット着用が、

保護者の努力義務として規定をされました。 

 また、本市が策定をいたしました宿毛市自転

車を活用したまちづくり計画におきましても、

交通ルールやマナーの普及に取り組むこととし

ておりますので、登下校時だけでなく、ヘルメ

ットの着用に向けて、学校や関係機関と連携を

し、児童生徒の安全確保に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 安全教育が適正になさ

れていることを伺いまして、本当にうれしく思

います。 

 子供さんが遊んでいるとき、きのうでしたか、

水路のはたで、４人ほど遊んでまして、その中

のひとりは、ヘルメットもかぶっていたんです

よ。普通でもそんなふうにかぶっていただける

んだなと思って、きちんと安全教育なされてい
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る結果が、いいなと思いました。 

 ヘルメットもいろいろあるんですね。初めて

見まして。すごく格好いいのから、私の記憶で

は、真っ白いおわん型のヘルメットに、男の子

はブルーのラインがあって、女子は赤いライン

がという、その程度のヘルメットの記憶しかな

かったんですが、今は物すごく格好いいといい

ますか、似合うなというので、ぜひ幼いときか

ら、できれば外に出て、登下校なんかのときに

は、ヘルメットを着用していただけたら、ある

意味、安全にと思いますので、今後ともその辺

のところは、またよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ３項目めに入ります。 

 成人のひきこもりについての現状をお伺いい

たします。 

 昨今、新聞にも出ております。成人に限りま

せんが、ひきこもりというのは、なかなか御本

人にも、また周りにとっても、大変な状況であ

ると思います。 

 宿毛市の現状などについて、お教えください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 御質問の、引きこもりの定義につきましては、

厚生労働省が示しているものといたしまして、

さまざまな原因の結果として、就学就労、家庭

外での交友などの社会参加を回避し、原則的に

は、６カ月以上にわたって、おおむね家庭にと

どまり続けている状態を示す現象とされている

ところでございます。 

 家庭にとどまり続けている状態には、趣味の

用事のときだけ外出する。また、近所のコンビ

ニなどには出かけるなどといった、他者とは交

わらない形での外出はできる場合、そういった

ものも含んでいるというふうに聞いております。 

 内閣府が平成２７年１２月に、１５歳から３

９歳までの方を対象に行った調査では、近所の

コンビニなどには出かける。趣味や用事のとき

だけ外出するなどの、引きこもり状態にある者

が全国で約５４万人と推計されているところで

もございます。 

 また、平成３０年１２月に４０歳から６４歳

までの方を対象に行った調査では、約６１万人

と推計をされているところでもございます。 

 本市の引きこもりの方がどれだけいるのか、

把握が大変難しく、全てを把握しておりません

が、引きこもりの相談のあった個々のケースに

よって、対応しているのが現状でございます。 

 平成３０年度では、引きこもりに関する、保

健師による訪問活動といたしましては、１４件

です。 

 また、そのほか、心の相談などによる精神保

健に関する相談は７９件となっている、そうい

った現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） ２番目に、対策、対応

について、お伺いいたします。 

 ただいまの市長のお言葉から、保健師による

相談が１４件、それから精神障害、７９件、す

ごい数字だと思うんです。 

 この前、新聞に出ていた分も、どなたかに相

談とか、誰かに打ち明けたら、もしかしたら親

御さんが自分の子供さんを殺めるというような

ことがなかったかもしれないという部分があり

まして、宿毛市では、もし悩んでいる方がいら

っしゃったら、どのように対応したらいいのか、

対策、対応についてお教えください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 本市の引きこもりで悩んでいる方への支援と

いたしましては、引きこもりの原因にはさまざ

まな理由があると思われますので、先ほど申し
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上げましたように、電話相談、及び継続的な訪

問による支援をしつつ、必要があれば、適切な

機関、そういった関係機関へつなげていくと、

そのようにしているところでございます。 

 また、高知県では、地域の第一次相談窓口と

いたしまして、高知市の高知県精神保健センタ

ー内にひきこもり地域支援センターが設置をさ

れております。 

 センターでは、専門的に本人及び家族の支援

が行われているとともに、必要に応じて、医療

機関や福祉保健所等関係機関との連携や、本人

が進学や就職を希望する状況となれば、県内に

３カ所設置されている若者サポートステーショ

ンへつなげるなどの支援があります。 

 昨年度は実人数１５１人、延べ９５４件の相

談件数がありまして、必要に応じて、市担当課

への連絡が行われているとのことでございます

ので、遠方にはなりますが、本市の方も御利用

いただければと、そのように思っているところ

でございます。 

 そのほか、支援者機関との連携強化や、支援

力の向上のための研修会等への参加によりまし

て、職員の資質向上に努めている、そういった

現状でございます。 

 非常にデリケートな問題でもございますし、

しっかりと対応するために、そういった専門機

関、そしてまた先ほど申しましたように、職員

のそういった資質の向上に努めているというの

が現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 安心いたしました。引

きこもりというのは、本当に、実は、９月議会

以降、私も全然外に出られない状態とかが続き

まして、引きこもりというのは、こういうとこ

ろからいくんだなと思って。 

 そのきっかけは、９月議会のときに、高台に

賛成して、その後、スーパーに行ったら、スー

パーのレジのど真ん中で、高台なんてって叱ら

れまして、しばらくそのスーパーには行きませ

んでした。 

 皆さんがそんなふうに思っているのかなとい

う、気持ちがわかるだけにどうしようもなくて、

その３日間というのは、最初の日は１０時まで

寝ました。次の日は起きたんですが、まただめ

で、１２時過ぎまで、また寝て、３日目も、随

分遅くまで寝て。だめなんですね、出ていけな

いんですね。 

 引きこもりというのは、もしかしたら、そう

いうことが発端になったり、人の言葉とかいう

のがあって、だんだん、もしかしたら、いじめ

のきっかけもそういうところがあって、学校に

行けなくなったりするのかなという部分があり

ましたので、他人事ではないと思いました。 

 ですから、誰かに話して、誰かに聞いてもら

って解決できる、前に出れるという感じが必要

だと思います。 

 市長さっきおっしゃっていただきましたよう

に、いろんな研修や何かで、受け皿、対策、話

を聞いていただける方がいらっしゃるというこ

とは、本当に心強く思います。 

 今後も、ぜひそういう形で、引きこもらない

ように対策をとっていただけたらと思います。 

 これで質問を終わります。いろいろありがと

うございます。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時３２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４３分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 皆さん、おはようご
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ざいます。１２番、松浦でございます。先の市

議会議員選挙を受けて、４たびこの議場に来る

ことができました。まだまだ未熟な私ではあり

ますので、同僚の議員各位初め、執行部の皆さ

んの御指導を賜りながら、市民の皆さんから届

けられる声を市政に反映すべく努めてまいる所

存でございますので、どうかよろしくお願いを

いたします。 

 それでは、通告いたしておりますことについ

て、市長並びに教育長に対して一般質問を行い

ます。 

 まず、初めは、児童・生徒の登下校時の安全

対策についてであります。 

 この部分については、先ほどの髙倉議員の質

問でも、若干述べられておりましたので、重複

する部分があろうかと思いますけれども、よろ

しくお願いをいたします。 

 去る５月２８日に、神奈川県川崎市において、

通学途上の児童や保護者の１９名が殺傷される

という、大変痛ましい、悲惨な事件が発生いた

しました。この事件により、小学校６年生の栗

林華子さんと、外務省職員の小山智史さんの２

名が包丁で刺され、死亡いたしました。心から

お悔やみを申し上げます。 

 犠牲となられた以外の１７名の方々のうち、

今なお病院で治療をされている方もいるとのこ

とであります。 

 今回の事件は、通学途上における出来事であ

り、私自身も大変ショックを受けたところであ

ります。 

 この事件を受けて、宿毛市においても、真剣

に受けとめながら、しっかりとした対策を講じ

なければならないと思っておるところでござい

ます。 

 事件の翌日には、早速、柴山文部科学大臣は、

全国の都道府県に対し、登下校時における安全

確保に関して一層の取り組みを求める要請をい

たしたところでございます。 

 宿毛市教育委員会として、常日ごろより、教

職員を初め保護者や地域の方々が連携し、児

童・生徒の登下校時における安全確保に取り組

まれておるとは存じます。 

 まず、教育長として、今回の川崎市における

事件について、どのように受けとめておるのか、

まずお伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、１２番議員

の一般質問にお答えを申し上げます。 

 去る５月２８日に、神奈川県川崎市で発生を

しました殺傷事件につきましては、私も議員同

様、大変ショックを受けると同時に、抵抗する

ことのできない児童に対する、余りにも理不尽

な行為に、強い憤りを感じているところでござ

います。 

 そして、このような事件は、決して他の自治

体のことではなく、本市でも起こり得る可能性

があるとも考えておりますので、保護者や関係

機関との連携を深める中で、より一層、登下校

時の安全対策に取り組まなければならないとの

思いを強くいたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） こうした事案につい

ては、先ほども教育長、少し触れられましたけ

れども、大都会だけに起こるとは思えないと思

います。全国各地に起こる可能性は、十分にあ

るのではないでしょうか。 

 宿毛市教育委員会として、今回の事件を受け

て、宿毛市における児童・生徒の登下校時の安

全対策について、今後どのような対策を講じよ

うとしているのか、教育長の所見をお伺いいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお
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答え申し上げます。 

 児童・生徒の登下校時の安全対策について、

今後どのような対策を講じるのかとの御質問で

ございます。 

 現在、教育委員会におきましては、青少年育

成センターを中心に、学校及び関係機関と連携

を図る中で、登下校及び放課後の児童・生徒の

安全確保に向けて、さまざまな取り組みを行っ

ているところでございます。 

 昨年度は、宿毛市通学路交通安全プログラム

に防犯の観点を取り入れますとともに、宿毛市

通学路安全対策連絡協議会委員に、新たに宿毛

警察署刑事生活安全課長にも加わっていただき、

通学路における危険個所に対する対策について

も、検討を行ってまいりました。 

 今後も引き続き、関係機関と連携を深め、取

り組みを継続してまいりたいというふうに考え

ております。 

 また、スクールガードリーダーや、補導員に

よる登下校時の巡回、見守り活動を初め、小学

校新１年生への防犯ブザー及びランドセルカバ

ーの配布等の取り組みなども継続して行い、児

童・生徒の安全確保に配慮してまいります。 

 児童・生徒が安全に通学するためには、教育

委員会の取り組みだけでなく、保護者や地域の

方々との連携が何より大切であるというふうに

考えておりますので、今後も地域の方々の御協

力をいただきながら、子供たちの安全の確保に

努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今、教育長が答弁さ

れましたように、まさに教育委員会だけの取り

組みではないというふうに思います。ぜひ、今

後においても、地域の皆さんや保護者の皆さん、

そして教職員はもとより、関係機関との連携を

とりながら、子供たちの安心・安全を守る取り

組みを強めていただきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、次の質問に移りますけれども、中

平市長は、３期１２年、宿毛市議会議員として

務めてこられたことは御案内のとおりでありま

す。 

 そこで、議員としての活動を締めくくる最後

の一般質問の内容について、たしか平成２６年

１２月議会だったと思いますが、一般質問の内

容について覚えておると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 松浦議員の一般質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど、冒頭で、松浦議員も４期目スタート

ということで、またいろいろと期待をしており

ます。よろしくお願いをいたします。 

 私も３期１２年務めたということで、その最

後の質問はということでございます。 

 平成２６年第４回定例議会において、何項目

か質問しておりますが、今回の松浦議員からの

通告をいただいております内容の中で、自転車

にかかわる交通ルールについての質問をしたこ

とは、記憶をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今、市長から答弁を

いただきました。まさに自転車にかかわるマナ

ーの問題、ルールの問題であったというふうに

思います。 

 交通事故をなくすとの観点から、正しいルー

ルを守った自転車の乗り方についてが主な内容

とするものであり、そして市民の皆さんにも、

広く御協力をいただくための質問であったと理

解をいたしております。 

 私が自転車の交通ルールとか、自転車に乗る

場合の交通法規を十分に理解をしていないこと
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がありましたので、中平市長、当時は議員であ

りましたが、よく勉強して、児童・生徒の登下

校時における安全対策を真剣に考えていること

に対して、関心をしながら、執行部に対する一

般質問を聞いたところでございます。 

 児童・生徒の登下校時の安全確保の問題が大

きく報道されている現在において、とても重要

な質問であったと思います。 

 そこでお伺いいたしますが、質問の具体的な

内容は、学校における子供たちへの自転車に係

る交通ルールの指導のあり方、保護者に対する

ルールや、マナーの説明と指導、道路における

標識の整備と通学路の設定の方法、そして歩道

の整備の重要性等が主な柱であったと思います

が、これらの事案について、市長への就任以来、

これらの問題を解決すべく、積極的に取り組ん

でこられたと存じますが、市長就任後における

取り組みについて、お伺いをいたします。 

 あわせて、この取り組みにより、どのように

改善されたのかについても、お伺いをいたしま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 御質問ありがとうございます。 

 松浦議員も私の当時の質問を聞いて、十分に

交通ルールについて、特に道路交通法、自転車

の部分について、理解をしてなかったというお

話も、先ほどいただきました。 

 本当に、道路交通法、平成２０年６月にも改

正をされ、そしてその後、平成２５年１２月に

も改正されるという形の中で、非常に複雑にな

っているという形の中での質問をさせていただ

きましたし、それ以後も、非常に自転車を取り

巻く環境、いろいろと難しい面がございます。 

 そういったお話もさせていただきながら、少

しずつ回答もしながら、答弁のほうもさせてい

ただきたいというふうに思っているところでも

ございます。 

 まず、一般質問をした自転車の安全対策に関

しての内容について、市長就任以降のどのよう

な取り組み、そして改善をされたかということ

でございます。 

 まず、子供たちへの交通ルールの徹底や、保

護者へのルールの周知につきましては、教育委

員会の管轄ではございますが、学校現場でしっ

かりと指導を行っていると、そのように認識を

させていただいているところでもございます。 

 具体的には、子供たちや保護者に対する取り

組みといたしまして、学校の教職員を中心とし

た児童・生徒に対する交通安全教育はもとより、

宿毛警察署交通課の協力のもとで、交通安全教

室の開催や、学校から保護者に対する交通安全

に関する啓発文書等を配布するなど、継続した

交通安全教育の推進に努めているところでござ

います。 

 また、昨年の宿毛サイクルフェスティバルで

は、小学生を対象に、自転車に乗る楽しみを感

じながら、安全に乗るための技術習得を行うウ

ィラースクールを実施し、より一層の交通安全

に対する意識向上も図ったところでございます。 

 こちらは、ベルギー発祥の交通安全教室とい

うことで、非常に全国的に、今、脚光を浴びて

いるスクールです。非常に楽しく、子供たちは

自転車の楽しさも味わいながら、そして安全性、

逆に言えば危険性もしっかりと学んでもらおう

というものでございます。 

 質問から４年近く経過をいたしまして、先ほ

ども少しお話をさせていただきましたが、自転

車を取り巻く環境は、今も変化をしております。

現在、全国的には自動車等の運転手に対しまし

て、自転車の側方を通過する際には、間を１．

５メートル以上の安全な間隔を保つか、もしく

は道路事情等から安全な間隔を保つことができ
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ないときは、その横を徐行、ゆっくりと、いつ

でもとまれるようなスピードで走ることを呼び

かける、こちら思いやり１．５メートル運動と

いいます、こちらが進められているところでご

ざいます。 

 宿毛市におきましても、今年度、啓発用のマ

グネットを作成をいたしまして、啓発にも努め

ていくこととしているところでもございます。 

 本議会初日にお配りをした宿毛市自転車を活

用したまちづくり計画でもお示ししましたよう

に、計画していることはほかにもございますが、

今後、必要なソフト、そしてハード対策、こち

らを両面から実施をしていくことで、自転車利

用者にとって、優しいまちづくりを推進してま

いりたい、そのように考えております。 

 その中で、しっかりとそういった児童・生徒

の安全も担保ができる、そういったまちづくり

を進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 １点、具体的な部分についてお伺いをいたし

ますけれども、通学路の設定についての質問も

あったかと思います。幾ら歩道の整備を行って

も、自転車が通行できない歩道では何もならな

いのであります。 

 具体的な問題として、四季の丘地区から通学

路についての内容がありました。 

 四季の丘から小中学校へ通学する場合に、多

くの児童・生徒が毎日新しくできた、この歩道

を利用いたしております。 

 この歩道は、現在でも自転車での通行はでき

ないのかどうか、お伺いいたします。 

 あわせて、通学路の設定はどのように行って

おるのか、お伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 現状、自転車通行可能な歩道、以降、自歩道

と呼びます。自転車が、先ほど議員おっしゃっ

た、歩道の中を自転車が通行しても構わない、

これを自歩道というふうになっております。 

 現状では、自歩道に、今言った歩道はなって

いない状況でございます。道路交通法では、例

外といたしまして、１３歳未満、もしくは７０

歳以上の方や、安全に歩道を通行できない程度

の身体の障害を有する場合、安全のためにやむ

を得ない場合には、自歩道に指定されていなく

ても、歩道の自転車通行が可能となっておりま

すが、自転車は左側通行が原則であります。 

 そういった状況の中、現状では自歩道にする

より、自転車通行帯の整備を進める、そういっ

た取り組みが全国的に始まっているところでも

ございます。 

 また、宿毛市といたしましても、道路管理者、

そして宿毛警察署と協議をしながら、最善の方

法で子供たち、そして自転車を乗っている方々

の安全を確保していかなければならないと考え

ているところでございます。 

 このため、先ほども申し上げた思いやり１．

５メートルによる自動車のほうの運転者への啓

発、要するに、基本的に車道のところを、現在、

左側を走らないといけないという状況の道があ

りますので、その場合に、自動車がしっかりと

自転車の安全を確保するために、思いやり１．

５メートルの間隔を保つ、そういったものを啓

発をしております。 

 そして、自転車利用者に交通ルールを正しく

理解していただくための活動は、非常に重要な

取り組みになってくるものと考えておりますの

で、先ほど申しましたように、今後も引き続き、

これらの活動にしっかりと取り組んでまいりた
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いというふうに考えているところでございます。 

 あわせまして、質問にありました、その区間

だけに限らず、必要な区間については、自歩道

にしていただくように、これからも宿毛警察署

に、引き続き要望も続けてまいりたいというふ

うに考えております。 

 そういった形の中で、自転車の今の取り巻く

環境を、しっかりとキャッチをして、より子供

たち、そして自転車に乗る人たちが安全に通行

できるような、そういった道路環境を、宿毛市

として全力で取り組んでまいりたい、そのよう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今、答弁をいただき

ましたけれども、具体的に、私が提起した部分

についての答弁は、一切なかったというふうに

思います。 

 改めて、市長の答弁を求めます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 済みません、どこの部

分か教えていただけたら助かるんですが。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 四季の丘から宿毛小

中学校に通学する場合に、貝塚の入り口の部分

に歩道を新設をされているわけでございまして、

あの道を、僕も交通安全のときに立つんですけ

れども、ほとんど、１００％といっても近い、

歩道を自転車で通学しているわけでございます。 

 市長、その当時、駅前のほうに行くと、自転

車で通学はできるけれども、この歩道について

は、通学はできないというようなくだりがあり

ましたので、今でもこの道は、自転車での通行

はできないのか。 

 そして、通学路の設定ですね。小中学校へ通

学する場合の通学路の設定についての所見をお

伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをします。 

 一番最初のところで、現状、自転車通行可能

な歩道、自歩道という形にはなっておりません

というのが答えでした。済みません。 

 通学路については、ちょっと抜けてましたの

で、再度、御説明をさせていただきます。 

 通学路の設定につきましては、児童・生徒の

通学状況等を考慮した上で、各学校、それぞれ

の学校で判断をしているところだというふうに

聞いております。 

 そういった形の中で、宿毛小学校、宿毛中学

校は通学路として個別に指定をされていない、

そういった現状だというふうに報告を受けてい

るところでございます。 

 先ほど、現在、そこの歩道が、ここでいう自

歩道になっていないという形の中で、少し背景

を説明したので、わかりにくかったとは思うん

ですが。 

 実は、先ほど、髙倉議員の御質問にもありま

したように、歩道の中に、実は自転車を入れる

と、非常に今度、歩行者が危険だということで、

最近の取り組みとしては、歩道の中に自転車を

走れるように自歩道にするのではなくて、歩道

の中、もしくは車道と歩道の間に自転車通行帯

というものをつくる、こちらの動きが今、盛ん

に行われております。 

 ただ、御承知のように、宿毛市の現在の道路

事情であるとか、それから歩行者の数であると

か、利用状況といったものを勘案する中で、慎

重に判断をしていかないといけないという形の

中で、現在、市長就任後、宿毛警察署とも相談

をさせていただきながら、それから先ほど言っ

たように、全国のそういった情報をキャッチし

ながら、この地域にとって、どういう形をとる

のが一番子供たち、そして自転車に乗る人たち

に安全なのかということを判断しながら、でき
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ることを進めていっているところでございます。 

 正直な話、自転車通行帯を、ないところ全て

につくるというのは、今の道路事情からいくと、

非常に厳しいものがありますので、そのあたり

も、その場所場所でしっかりと判断しながら、

子供たちの安全確保も図っていきたい、そのよ

うに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 市長答弁の中で、今

までも自転車については左側通行、という部分

で、道路交通法の関係の中では、左側通行とい

う部分があるわけでございますが。 

 あの場所を考えていただきたいと思いますけ

れども、橋から、今度は自宅に帰る場合、左側

を通ると、下が川、そして急カーブになってい

るというような関係で、大変、交通事故といい

ますか、自転車の、交通法規上は左側ですよ。

けど、左を通るとかえって、１メートル５０あ

けますよという部分も徹底されていない中で、

大変、子供たちにとって、かえって危険な、交

通ルールを守ると危険な状況に追い込むという

ふうに思いますが、このことについてはどのよ

うに考えていますか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まさに、４年前に私が質問した内容を、今、

松浦議員言っていただいているところでござい

ます。 

 警察署とも相談をさせていただいているとこ

ろでございます。道路交通法上では、あくまで

左側ということで、自転車は左側通行というこ

とでございまして、例えば、現在の状況でお話

をすると、自歩道に設定をされたとしますよね、

貝塚の下が。そのときに、実は、歩道が全てつ

ながってはないんですね。交差点内は歩道があ

りませんので。交差点内は１回自転車をおりて、

押していただくか、もしくは交差点のところで

道を渡ってもらって、交差点のところだけ左側

を走って、また右側の歩道に入ると。非常に複

雑なルールになっております。 

 だから、すっきりとしたお話をするためには、

自転車通行帯を整備するか、もしくは左側通行

での安全確保をしっかりしていくのか、これじ

ゃないと、今の道路交通法上では、非常に難し

い状況になっています。 

 そういう状況の中で、現在、私として、宿毛

市として取り組まさせていただいているのは、

ドライバーの方々に、しっかりと今の道路交通

法を理解していただいて、自転車を乗られる

方々に、安全で安心して乗ってもらえるように、

思いやりの運転をしてもらう、そのための取り

組みが必要だというふうに考えておりまして、

そのために、今回、いろいろな計画も立てまし

たし、それをもとに、車に張るような啓発のパ

ネルというものもつくって、啓発活動、それか

らいろいろなところに行って、お話をさせてい

ただいているということでございます。 

 地道な活動にはなろうかとは思いますが、宿

毛市のドライバーの方々が、自転車は車道の左

側を走るのが原則だよということをしっかり認

知をしていただいて、その自転車の方々に思い

やりを持った運転をしていただける、そんなま

ちづくりをするのが、今のところでは一番早道

なのかなというふうに考えているところでござ

います。 

 ただ、引き続き、自歩道に向けての歩道の自

転車通行ができるような形も、警察署に対して

は、お願いをしているところでございますので、

これについても、あわせて取り組んでいきたい

というふうには考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 
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○１２番（松浦英夫君） 気の長い話になろう

かというふうに思います。子供たちの、特に自

転車に乗っている年代というのは、小中学生を

中心にした部分が、宿毛市内を見渡しても８割

近くは、子供たちだけではないかなというふう

に思います。 

 そういう面で、先ほど質問しました登下校の

安全対策ともかかわりは持つわけでございます

ので、しっかりとした取り組みをお願いをいた

します。 

 次は、自転車を活用したまちづくりについて、

２点ほどお伺いをいたします。 

 市長は、自転車を活用してのまちの活性化を

図っていきたいとの強い思いから、自転車を活

用してのまちづくりを目指しております。その

計画については、先日の議員協議会で配付をさ

れましたが、そのほか、プロデュース事業等、

各種の取り組みを行っていることは、御案内の

とおりであります。 

 また、自転車の利用を促進することだけでは

なく、普及を図ることにより、スポーツ、健康、

教育、観光、環境など、複合的な効果を推進し

ていくことにもつながるとしています。 

 まさに自転車による宿毛のまちづくりであり

ます。 

 しかし、先ほど申し上げましたように、歩道

の整備や標識の整備を初め、自転車に乗る場合

のルールの順守やマナーの徹底をしっかりと行

わなければなりません。あわせて、市民の協力

を仰ぐことを明確にしながら進めていくことが、

重要となってくるのではないでしょうか。 

 私は、何よりも重要と考えるのは、しっかり

とした将来ビジョンを市民に明らかにして、市

民の御理解と御協力を得る中で、計画的に進め

ていくことが重要ではないかと考えます。 

 すなわち、行政だけが先行するのではなく、

市民を巻き込んだ取り組みとしなければなりま

せん。しかし、これまでの取り組みを見てみま

すと、行政だけが先走っているようにしか見え

ませんし、一握りの愛好家中心の取り組みにな

っているのではないかと危惧をいたします。 

 このことについて、市長はどのように考えて

いるのか、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 自転車を活用したまちづくりについての質問

でございます。 

 質問議員も御承知のとおり、本市の自転車を

活用したまちづくり計画につきましては、平成

３１年３月に策定をいたしました。 

 この計画は、自転車を活用したまちづくりに

おける基本計画に位置するものでございまして、

策定段階から庁内の関係課はもとより、警察や

観光協会、体育協会、そして公共交通機関など、

幅広い分野の方々にも参加をしていただきまし

て、自転車活用の一層の推進を図るための協議

を重ね、計画策定に至っているところでござい

ます。 

 計画の内容といたしましては、健康効果等の

発信による自転車利用のきっかけづくり、交通

安全教室の実施などによる、安心して自転車に

乗るまちづくり、そして拠点やサイクリングコ

ースを整備することによる、自転車が一番便利

なまちづくり、オランダホストタウン事業やイ

ベントの実施など、そういったものの地域の魅

力を知るきっかけづくりという４つの基本方針

を定めておりまして、自転車愛好家の方だけで

はなくて、子供からお年寄りまで、皆さんが自

転車に乗ることで、生き生きと暮らせるまちを

目指すものとなっているところでございます。 

 「ジブンに、まちに、地球にいいこと、はじ

めよう！」をキャッチコピーといたしました、

今年度から始まる本計画による目指すべき姿の
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実現に向けて、先ほどお話もありましたが、市

民の皆様とともに取り組んでいきたい、そのよ

うに考えているところでございます。 

 ことしからのスタートでございます。そうい

った形の中で、先ほど言ったように、子供たち

を含む自転車の通学・通勤の安全性の担保であ

るとか、そういったものも、しっかりと発信を

しながら、市民みんなが関心を持ってもらうこ

とが一番だと思います。 

 そういった形の中で取り組みを進めてまいり

たい、そのように考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） なかなかこれも気の

長い話になろうかと思います。どうしても行政

だけではなしに、市民の協力を得る努力という

ものが欠かせないというふうに思いますので、

一層の取り組みを求めておきたいと思います。 

 宿毛のまちで自転車を普及していく取り組み

の一つとして、市民や市内を訪れる観光客に対

して、広く自転車を活用していただきたい。自

転車での観光を満喫していただきたいとの思い

から、宿毛市観光協会に委託をして行っている

レンタサイクルの貸出事業があるわけでござい

ますが、市民や観光客の皆さんに、どれだけ普

及しているのかを探る方法の一つだと考えます

ので、その利用状況等について、お示しをいた

だきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 気の長い話ではあるんですが、できるだけ即

効性があるような形で、しっかりと、子供たち

の命を守るという観点でもございますので、し

っかりと取り組みを進めていきたい。スピーデ

ィーにやっていきたいというふうに思っており

ます。 

 先ほど来、テレビで、本当に悲惨な事件の報

道を受けての質問が続いているところでござい

ます。そういったことが、この宿毛で起こらな

いとも限らないというお話もありました。そう

いった案も、しっかりと前もって、準備という

のはよくないですね、防犯という形で、そうい

うことが起こらないようなまちづくりにしてい

かないといけないというふうに考えているとこ

ろでもございますが、その一方で、子供たちの

交通事故というのは、残念ながら、現在も起こ

っています。実際、子供たちがけがをしていま

すし、頭を打ったことによって、障害が出てい

る、そういった子供たちがいるということで、

高知市内のほうでは、非常に大きな渦となって、

ヘルメットの着用についても動いて、その中で

条例制定まで至ったというお話も聞いていると

ころでございます。 

 そういった背景を受ける中で、しっかりと当

市も取り組みを進めていきたいというふうに思

います。 

 その一方で、観光にも自転車を使っていこう

ということで、観光協会の実施するレンタサイ

クル事業についても取り組みをしておりまして、

こちらは、現在、一般的な電動アシスト自転車

３台、そしてロードバイク等６台、加えて３月

に導入した電動アシストつきマウンテンバイク、

いわゆるＥバイクというふうに、一般的に呼ば

れておりますが、このＥバイクを４台で、事業

を実施をしているところでございます。 

 利用実績につきましては、昨年度は一般的な

電動アシストつき自転車のほうが２１０台、利

用されております。そして、ロードバイクが、

こちらのほうが、ロードバイクだけじゃないの

で、ロードバイク等となっていますが、こちら

が３２台、そしてＥバイクは、３月下旬からの

貸出開始となったために、期間が短かったので、
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３台となっているところでございます。 

 年間合計が２４５台となっております。今年

度におきましては、４月から５月の２カ月間だ

けの実績とはなりますが、一般的な電動アシス

トつき自転車が６３台、ロードバイク等が９台、

Ｅバイクは３７台、２カ月の合計が１０９台と

なっているところでございまして、１日当たり

１．８台の稼働率となっているところでござい

ます。 

 昨年の４月から５月の２カ月間の実績は４４

台で、１日当たり０．７台の稼働率でございま

したので、この２カ月間だけの比較にはなりま

すが、昨年の２倍以上の貸出実績と、ことしは

なっているところでございます。 

 これは、昨今のサイクリングブームを背景に、

特にＥバイク導入によるＰＲ効果や、宿毛市観

光協会の事業といたしまして、昨年度からイン

ドアサイクリングスクールや、ロードバイク初

心者サイクリングの実施、また今年度はガイド

つきＥバイク初心者サイクリング、そういった

ものを企画いたしまして、自転車の楽しさを知

っていただくための取り組みを、市内外に向け

て行っておりますので、その効果が徐々にでは

ありますが、あらわれてきたのではないかとい

うふうに分析をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ありがとうございま

す。 

 次は、シモン芋の活用についてということで、

お伺いをいたします。 

 世はまさに健康ブームであり、健康志向の方

がふえてきている状況であります。 

 先ほど質問しました自転車の活用問題と、シ

モン芋の活用を図っていくこと、まさにキーワ

ードは健康であります。 

 先日、高知新聞に掲載されておりましたイタ

ドリの葉にダイエット効果があるポリフェノー

ルの一つであるネオクロゲン酸が大量に含まれ

ていることが、高知県立大学の研究により、確

認されたとのことであります。 

 これはまさに産学官一体として取り組んでき

た成果のあらわれではないかと思います。 

 このネオクレゲン酸を摂取することにより、

脂肪燃焼効果にとって大変有効であるとのこと

です。高知県食品工業団地事業協同組合では、

本格的にお茶の商品化と販売を目指し、取り組

んでいきたいとのことであります。 

 皆さん御案内のとおり、イタドリは宿毛市内

どこでも採取することができます。どこにでも

あるイタドリでありますが、化学的に、医学的

に研究することにより、その効果は実証され、

広く活用することができます。 

 そして、商品化や企業化につなげる中で、地

産外消へと発展させることができ、まさに中山

間地域で生活をする方々にとって、朗報であり

ます。 

 私は、平成２１年第４回定例会において、シ

モン芋の活用について、一般質問をしてきた経

緯があります。シモン芋の効用については、既

に医学的にも証明をされております。全国の事

例を引き合いに出しながら、このシモン芋を活

用して企業化を進めることは、宿毛市の産業振

興につながるとの思いで、調査研究をすべきで

はないかとの質問であります。 

 あの質問以降、約１０年が経過しております

が、この間、宿毛市として、シモン芋の商品化

や企業化、栽培等についての調査や研究はなさ

れてきたのかどうか、まずお伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 松浦議員、１０年前にそういった質問をされ

たということ、私も記憶に残っておりますし、
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また芋焼酎の工場をつくるという活動の中で、

芋焼酎を何とかこの宿毛でつくろうという活動

の中で、当時、夢いっぱい会という会で、いろ

いろ市民の方々が取り組みをしておりました。 

 その会の中で、私は漁業者の立場から、海を

守る部会という部会に入らせていただいて、と

もに活動をさせていただきましたが、そのとき

に、芋焼酎をつくるんだったら、シモン芋でつ

くったらどうかということを、私自身も実は発

議を、当時、もう１０数年前ですが、させてい

ただいたひとりでもあります。 

 当時は、この後の答弁にも出てきますが、シ

モン芋自体が数が少なかった。それから、新た

につくるといっても、シモン芋と今の黄金千貫

では、同じ芋の量からとれる焼酎の量が違うと

いうことで、そういった形の中で、芋焼酎をつ

くろうという部会の中で協議をする中で、今の

形になったんだというふうに、当時は理解をし

たところでございます。 

 それでは、先ほどの質問についてのお答えを

させていただきます。 

 シモン芋は、昭和５０年代初頭には、市内で

約１００戸の農家が栽培に取り組んでいたよう

でございますが、現在は、ＪＡに出荷をしてい

る農家は１戸のみとなっておりまして、そのほ

かにも、自家消費、要するに自分の家で食べる、

そういったことを含めまして、少量の栽培を行

っている農家が沖の島に数軒、その沖の島以外

にも数軒となっているところでございます。 

 シモン芋の栄養価の高さや、止血などの効果

について、健康雑誌で特集されたこともありま

して、時折、栽培や入手方法、生産者などの問

い合わせがありますが、問い合わせの内容に応

じまして、その都度、担当課が情報収集を行っ

ているものの、具体的な調査や研究は実施して

いないのが現状でございます。 

 なお、沖の島の地域おこし協力隊員が芋のつ

るや種芋の確保など、栽培に向け、準備をして

いるということでございまして、先日、試験的

につるの植えつけを行ったと、そのような情報

を聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ぜひ取り組みをして

いただきたいというふうに思いますけれども、

調査研究がなされてないという答弁でございま

した。 

 中平市長初め歴代の市長は、議会の最終日に、

「今会期中に、一般質問や質疑等を通じて寄せ

ていただきました貴重な御意見や御提言につき

ましては、今後さらに検討しながら、市政の執

行に反映させてまいりたい」というふうに、毎

議会挨拶をされております。 

 ぜひ、このことをしっかりと受けて、商品化

できるものかどうか、そこらあたり等も含めて、

企業化が難しいのかどうか、行政としても取り

組みをしていただきたいというふうに思います。 

 今、市長答弁ありましたように、御案内のと

おり、シモン芋が日本で初めて紹介されたのは

１９７１年に、宿毛市沖の島診療所に赴任しま

した楊博士が、ブラジルのシモン教授から譲り

受けた種芋を沖の島で栽培したのが始まりであ

ります。 

 このように、宿毛市が日本での原点でありま

す。こうした宿毛市に非常に深い縁があり、常

に医学的にも、先ほど市長答弁ありました、そ

の効用については、証明されているシモン芋に

かかわらず、どうしてシモン芋を活用しないの

か、残念でなりません。今からでも遅くないと

思います。ぜひ商品化や企業化について、真剣

に考えるときではないでしょうか。 

 全国の各地で、シモン芋を活用しての商品を

開拓し、販売し、企業化に成功している事例も

数多くあります。 
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 市長の答弁にありましたように、このシモン

芋で焼酎をつくり、販売をしているというとこ

ろもあります。 

 市内の中には、一部の人たちでありますが、

このシモン芋に注目して活動しようと考えてい

る人たちもおられるとお聞きをいたします。私

は、「打たぬ太鼓は鳴らない」との考えのもと、

これまでも取り組んできたと、自負をいたして

おります。 

 今から２０年前、重症心身障害児施設「幡多

希望の家」の建設の問題が起きました。この事

業は、大変な事業であり、私たちのようなもの

に、この重要な取り組みができるかどうか不安

でなりませんでしたが、先ほど申し上げました

ように、打たぬ太鼓は鳴らないとの思いから、

必死になって募金活動に取り組み、現在がある

わけであります。 

 このように、まず行動に移し、取り組んでい

くことが重要であると思います。まさに打たな

い太鼓は鳴りません。ぜひ宿毛市としてもシモ

ン芋に着目し、活用する中で、産業振興を図る

取り組みをすることが重要と考えますけれども、

再度、市長の所見を求めます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど、調査研究なされてないということで、

具体的なということでお話をさせていただいた

つもりでございます。 

 本当に、私もそうですけれども、島に行けば

落花生であるとか、シモン芋であるとか、いろ

んなものが、以前はたくさん栽培されていたと

いうお話も聞く中で、現状はイノシシの問題で

あったりとか、いろいろな問題があって、難し

いよというお話を、行くたびに話をしながら、

いろんな可能性も、そういった中で探っている

ところでございますし、また、担当課としても、

当然、議員の皆さん方から言われたことは、そ

の後も、気にかけるという言い方は失礼な言い

方かもしれませんが、しっかりともって、自分

のそれぞれの業務をしていただいているものだ

というふうに思っているところでございます。 

 また、そういうふうな形の中で、しっかりと

取り組みがなされていかなければならないとい

うふうに思っていますし、また、沖の島の、今

回、案件でもございますので、特にいろんな意

味で、松浦議員は沖の島かかわり深い方でござ

いますので、ぜひいろんな意味で前を引っ張っ

ていただきたいなというふうに、そういった思

いも強く持っておりますので、どうかよろしく

お願いをいたしたいと思います。 

 いろいろな理由はあるんですが、現在、どう

してもシモン芋を開発というか、流通に乗せよ

うと思えば、数量、余りつくられてないという

のが一番のネックになってくると思います。そ

ういった形の中で、個人や企業の方から、ぜひ

やりたいとかという声があれば、しっかりとそ

のプランを確認をさせていただく中にはなりま

すが、宿毛市としてもバックアップをしていき

たいというふうに思っていますし、また、いろ

んな研究というか、いろんなところでお話も、

自分も市長として発信もしていきたいと、その

ようにきょうの質問を聞いて、改めて感じたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ぜひこの問題につい

ても、前向きに取り組みをしていただきたいと

いうふうに思います。 

 最後の質問になりますけれども、宿毛市長選

挙の問題について、質問をさせていただきます。 

 中平市長は、若さと行動力を前面に出しなが

ら、厳しい選挙戦を戦い抜き、今日があるので

あります。 
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 この間、人口が減少する中での移住促進の取

り組みや、子育て支援策等を初めとする宿毛市

が抱える諸問題について、取り組んでこられま

したし、市民の命と財産を守るという防災対策

についても、昨年の７月豪雨を経験する中で、

積極的に取り組んでこられました。 

 しかし、市民の中から聞こえてくるのは、宿

毛市庁舎移転問題や、宿毛小中学校のＰＦＩの

問題について、余りにも市民の声に耳を傾けよ

うとしない、市民に対してしっかりとした説明

責任を果たしていないと、中平市長の市政運営

については、疑問視する声や批判する方々が多

くいるのが実態ではないでしょうか。 

 市民の中で非常に関心の強いこの市長選挙に

ついてでありますが、残すところ６カ月となっ

た今日、誰もその動きが見えてまいりません。

現職の市長として、こうした市民の厳しい意見

がある中、どのような考えなのかどうか、そし

てどのような立場であるのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 大変厳しい質問ではご

ざいますが、お答えをさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 次期市長選についての御質問でございます。

私は、平成２７年１２月に市長に就任して以来、

若者が夢を、そして高齢者が生きがいを持てる、

そんなまちづくりを基本理念といたしまして、

市民の皆様の市政に対する意見をしっかりと受

けとめて、そして全力で宿毛市発展のために取

り組んできたつもりでございます。 

 そういった形の中で、先ほど松浦議員おっし

ゃられた、そういった御意見があることも十分

に承知をしておりますし、しっかりと受けとめ

て、これからの市政運営もしていかなければな

らないというふうに思っているところでござい

ます。 

 本年は、平成から令和へ、新しい時代がスタ

ートをしました。私の任期も、残るところ半年

となりましたが、この間の市政の課題解決のた

め、市民の皆様、議員各位の御協力をいただき

ながら、職員とともに残された任期をしっかり

と全うすることが、私の今の最大の責務だとい

うふうに思っておりますので、しっかりと頑張

っていきたいというふうに思います。 

 厳しい御意見、しっかりと受けとめさせてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） １２月の市長選挙に

ついてどういうふうな、対応するか、明確な答

えはなかったわけですけれども、今、市長の答

弁の中にありました、市民から聞こえてくる、

こうした声にも真摯に耳を傾けるということで

ございますが、このことについては、いささか

も変わりがないということで、確認の意味で質

問をいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市民からは、議員のおっしゃるような声もあ

りますし、また違った声もあります。いろんな

声が届いてきているところでございます。そう

いった声をしっかりと受けとめる形の中で、市

政運営をしていきたいという思いは確かなもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） これで私の一般質問

は終わらせてもらいますけれども、冒頭で、教

育長に対して質問しました、子供たちの安心・

安全、そして自転車の普及、促進、産業振興、

全力で、本当にみずからの課題として取り組ん

でいただくことを求めて、質問を終わります。 
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 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、午後１時ま

で休憩いたします。 

午前１１時３６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０１分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ３番、三木健正でござ

います。この４月に市民の皆様の御支援、御支

持をいただきまして、市議会に参加させていた

だくことになりました。ふなれではございます

が、皆様と同じく、宿毛市民のため、宿毛のた

めに尽力していく、努力していくという目標点

では一緒だと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 さて、早速ですが、通告書に従って質問に移

らせていただきます。 

 公共施設の利用につきましてという内容のも

のではございます。 

 まず、初めに、現在の中央五丁目、旧沖須賀

にあります旧武道館の利用についてですが、現

在は、この武道館の機能は新設された宿毛小学

校敷地内にあります新体育館に移っておるよう

に思っております。 

 この旧武道館は、利用されていないと思われ

ますが、この旧武道館の現状、状態はどのよう

になっておりますでしょうか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 三木議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 旧武道館の現状に関する御質問でございます。 

 旧武道館につきましては、昭和４６年に供用

開始をして以来、本市の社会体育施設の中心と

いたしまして、多くの方に御利用をいただいて

まいりました。 

 しかしながら、時代の流れとともに、施設の

老朽化が進みまして、安全面や耐震面といった

課題を抱えていたそんな中で、昨年度、宿毛小

学校屋内運動場の建築に合わせまして、１階部

分へ併設という形で、新たに整備をいたしまし

て、平成３０年９月１日により供用を開始して

いるところでございます。 

 このため、旧武道館につきましては、昨年９

月から貸し出し等は行わず閉鎖をしている、そ

ういった状況でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 現在、貸し出しは行わ

れていないということで、こちらのほうでお聞

きしましたところ、新設された新武道館ですね、

今の小学校敷地内の武道館では、旧武道館に比

べますと、月平均で約１００名ほど多く利用が

されているということで、一定の効果が、初期

としては出てきているのではないかと思います

ので、より一層、有効活用に御利用いただける

ように、推進を進めていっていただきたいと思

っています。 

 旧武道館につきましてですけれども、旧武道

館の施設の今後の利用についてでございますが、

この旧市街地の中でも、どこも同じなんですけ

れども、かなり高齢化というのは進んできてい

るように思います。 

 その中で、かなり災害時等も含めまして、短

時間で避難できる場所が必要であったりですと

か、またそういった高齢化に伴いまして、日常

生活においても、買い物難民といいますか、日

常品を買うにも困窮してきているような状態が、

ぽつぽつと出てきているように思います。 

 また、今後はさらにそれが進んでいくのでは

ないかと想定されるわけですが、その中におき

まして、地域住民の助け合いやコミュニケーシ

ョンといったものが、特にこれから重要になっ
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てくるように思われます。 

 そうした中で、もう一歩進めまして、例えば

旧武道館の跡地利用につきまして、この場所に

避難タワーの設置や、地域住民のコミュニティ

ーセンターやコミュニティースペースといった

ものへの活用というのはできないものでしょう

か。 

 今後の活用計画と、また想定されていること

がありましたら、お答えをお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、旧武道館につきましては、先ほども申

したとおり、老朽化が進みまして、耐震性もな

い施設でもあります。 

 また、武道館と屋内運動場を集約化するため

の財源といたしまして、活用した起債、こちら

の条件としまして、合築前の旧武道館及び旧屋

内運動場の延べ床面積の合計を超えることはで

きないために、旧武道館を引き続き活用するた

めには、延べ床面積を３分の１程度に減築する

必要があります。 

 以上のことから、旧武道館を転用して活用す

ることは、現実的ではなく、取り壊す方向で検

討をしておりますが、跡地利用につきましては、

今後、先ほど三木議員から御提案のあった点も

含めまして、地域住民の皆様の御意見もしっか

りとお聞きをしながら、地域住民の安全面や、

そして既存市街地の活性化にもつながるような、

そんな活用計画を決定をしてまいりたい、その

ように考えているところでございます。 

 今の建物については、壊す方向で考えていく

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ぜひとも、この旧武道

館の跡地利用で、本当に地域の方々の声をくみ

取っていただいて、ぜひとも有効活用につなげ

ていきたいのと、またこの地域のにぎわい創出

に向けても、何かそういったものも加味した状

態のものというのを、検討の材料の中に入れ込

んでいただければと思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 同じく公共施設の利用についてなんですけれ

ども、再三、幾度となく議会の中でも出てきた

かとは思われますが、新庁舎に移転した後の現

庁舎の利用計画についての質問でございます。 

 平成３０年９月議会におきまして、市長の答

弁の中に、現庁舎を大学や専門学校などのサテ

ライトキャンパス誘致に取り組む。また、現庁

舎の使い方について、移転が決まった上で、し

っかりと話を進めていきたいというふうな答弁

がございましたが、今現在の進捗状況について、

お伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 新庁舎移転後の現庁舎、ここですが、こちら

の活用計画につきましては、現状で確定したも

のはございませんが、今までもいろいろな提案

もさせていただきましたし、またいろんな方々

から、提案も受けているところでございます。 

 そういった形の中で、これからもさまざまな

案をお示ししたり、お聞きをする中で、その実

現性も見きわめつつ、市民の皆様の御意見をし

っかり受けながら、まちのにぎわいづくりに貢

献できる、そんな活用方法の検討を進めてまい

りたい、そのように考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） こちらはまだ煮詰まっ

てないということで、多方面の用途、利用が予

定されるというか、今後、出てくるであろうと
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思われますが、いろんな中で、これもまた先ほ

どの武道館と同じく、この地域の方々に有効に

使っていただける。また、県外から来られたり

とか、そういった部分でのにぎわい創出の面で

も、いろんな観点から、有効な利用を検討して

いただければと思いますので、引き続き、有効

活用に向けて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、新庁舎での市民への行政サービ

スについての質問でございます。 

 新庁舎での市民への行政サービスについてで

すが、新庁舎につきましては、今現在行われて

いる行政サービスより、建物も新しくなり、設

備も新しくなってまいりますので、多方面で機

能化されたり、利便性が向上されるということ

を期待するわけではありますが、その中で、窓

口のワンストップ化であったりですとか、スピ

ード化といった業務改善や新コーナーの新設と

いうものも必要になってくる部分があるかと思

われます。 

 さて、そこで宿毛市でも高齢社会が進みまし

て、窓口に来られる平均年齢も上がっているの

ではないかとお察ししますが、各手続、理解や

その仕方について、苦慮されることも、今後多

くなることが想定されるように思います。 

 その中で、一つ取り上げて、今回、お聞きし

たいのが、現在、市民の方々の死亡に伴う必要

な手続について、担当窓口や、その手続の仕方

の一般的なサンプル例をお伺いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 死亡に伴う手続についてでございます。 

 御逝去される方は、御高齢の方が多いため、

葬祭費の請求手続を含む医療保険の手続や、年

金に関する手続が発生することが多い、そうい

った現状にあります。 

 その中で、後期高齢者医療保険に関する手続

及び年金に関する手続につきましては、市民課

で行っていただいております。 

 そのほか、該当者の方には、介護保険の手続

を長寿政策課、障害者手帳関係の手続を福祉事

務所で行っていただく場合があります。 

 現在、御遺族の方に来庁して行っていただく

手続につきましては、死亡届出の際に、一般的

な手続の内容と、御持参いただく物、担当課と

その連絡先を一覧にしたものをお渡しをしてい

るところでございます。 

 一覧を御確認いただくことで、再度、市役所

のほうに来ていただく、そういった手間の軽減

や、手続漏れを防ぐ、そういった一助として活

用いただければというふうに考えて行っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 特に死亡に関する手続

をなぜお聞きしたかと申しますと、先ほど申し

上げましたように、高齢化が進む中で、手続は

個人情報保護法等の関係もあって、かなり複雑

になってきているのと、いろいろな行政サービ

スがふえてくると、その分だけ、またこういっ

たときの手続というのは、かなりふえてくるの

じゃないかというふうに認識をいたします。 

 その中で、先ほどちょっと市長の答弁にもあ

りました、時間的な部分を考えても、持参すべ

き書類の確認や忘れ物などというものが発生す

ることで、出直ししなければならないといった

ケースは、非常に多くなったりしてくるのでは

ないかというふうに思われます。 

 非常にお葬式等で疲れた後に、こういった手

続が非常に困惑するというのは、市民の気持ち

に寄り添うという形の中で、ぜひともいい形へ

持っていっていただきたいと思うわけですが、

ちなみに、大分県の別府市では、市役所の中に

お悔み手続に関するワンストップサービス窓口
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が設置され、好評を得ているという情報が入っ

ております。 

 これを、お悔みコーナーというそうですが、

この窓口では、亡くなった方の情報をもとに、

死亡に関するお悔み手続をお手伝いし、必要な

課への案内と、関連書類の作成を補助してもら

い、ワンストップでサービスが、まず開始され

ます。 

 関係する課がワンストップ窓口から連絡を受

けた時点で、手続が各課で開始され、ワンスト

ップ窓口へ手続完了後の書類を持ってきてくれ

るというサービスだそうです。非常に便利でわ

かりやすく、すばらしいサービスだなというふ

うに考えるわけですが、そこで、宿毛市におき

ましても、新庁舎におきましては、このような

市民の皆様が大変なときにこそ、寄り添った窓

口のサービスの一環として、こういったお悔み

コーナーのようなものを新設してはどうかと思

うわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 新庁舎につきましては、基本構想に掲げてい

るとおり、来庁者への、わかりやすくスムーズ

な動線の確保や、住民利用が多い窓口同士を近

い場所に配置するなど、利便性の向上や、業務

の効率化を行い、窓口サービスを向上させ、質

が高い市民サービスを提供することを目標とし

ているところでございます。 

 現在も、死亡に伴う各種手続につきましては、

各担当者が連携を図り、スムーズな手続ができ

るよう、取り組んでおりますが、課の配置等に

より、市民の皆様へ御負担をおかけしている部

分があることは、承知をしているところでもご

ざいます。 

 今後、業者選択を行い、基本設計及び実施設

計を進めていく中で、議員の御提案も参考にさ

せていただきながら、庁舎内外の意見を聞きつ

つ、人に優しく、利用しやすい庁舎を目指し、

取り組んでまいりたい、そのように考えている

ところでございます。 

 しっかりとそういったものも考慮していただ

くような、そういった庁舎をつくり上げていき

たい、そのように考えているところでもござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 新庁舎の施設や配置に

つきまして、先ほど答弁にありましたように、

今後ますます煮詰まったところというか、どん

どん深いところへ進めていかれるように思われ

ますが、ぜひともそういった、今の宿毛の現状

を踏まえた中で、非常にわかりやすさ、それが

ある意味、透明性にもつながってくるかと思い

ますので、そういった部分の配置であったり、

設置というものを、必ず検討の中に入れていっ

ていただきたいと思います。 

 最後の質問になりますが、津波の浸水域にあ

る保育園の対応についての質問でございます。 

 せんだって、中央保育園、咸陽保育園を合併

し、新庁舎エリアへの新設設置が決定して進め

ている状況であるとは思いますが、このほかに

は、この津波浸水エリアにある私立の宿毛保育

園、大島保育園、及び公立の二ノ宮保育園への

今後の対応について、質問をいたします。 

 平成３０年６月議会におきまして、この３つ

の保育園につきまして、できる限り早い段階で

の高台移転が望ましいと答弁されておりますが、

この件につきまして、現在の進捗状況はどのよ

うになっておりますでしょうか、お伺いをいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 小深浦高台へ新築予定の統合保育園につきま

しては、統合する咸陽保育園と、中央保育園に
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通う園児はもとより、建設場所の位置的状況か

ら、大島保育園の園児を含めた地域の子供たち

の受け入れを想定しているところでございます。 

 津波浸水区域にある保育園につきましては、

早期の高台移転が望ましいと考えておりますが、

まずは統合保育園の早期完成に、今、取り組ん

でいるところでございます。 

 そういった取り組みの中で、同時に今後の方

向性について、子供たちの安全を最優先しなが

ら、引き続き協議をしてまいりたい、そのよう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 今の答弁にありました

ように、咸陽保育園、中央保育園、それから大

島保育園、この３園を合併した形の中で、新設

して、またそういった状況の中で、いろいろ利

点や改善点等出てこようかと思います。 

 そういったものも含めて、今後の、先ほどの

３園、宿毛保育園、大島保育園、二ノ宮保育園

に関しまして、しっかりとした行政からのフォ

ローアップというものを行っていただきたいと

思います。 

 その子供の安全と保護者の安心というものを

確保することは、その延長上には、少子化対策

であったりですとか、子育て支援といったもの

が必ずそばについて、向上してまいるものだと

考えております。 

 さらにその先には、次世代の宿毛の発展につ

ながっていくんじゃないかと。小さな子供です

けれども、いずれ大人になり、この宿毛に住ん

でよかったな、宿毛にまた住みたい、宿毛で住

んでいきたいというふうな、そういった子育て、

私たちでないとできない、今の時間帯だと思っ

ております。 

 また南海トラフの地震等も懸念される中です

ので、できるだけ早期に、そういった子供たち

の安全、また保護者の方々の安心といったもの

をできる保育システムであったり、そういった

ものに取り組んでいっていただきたいなと思い

ます。 

 余談ではございますが、全国的には、市の財

政面と、あと保育ニーズの多様化というものが

ありまして、その中で、公設民営形式という形

で、運用されている自治体がふえてきていると

いうふうに聞いております。 

 そうした動きも参考にしていただきながら、

できる限り、早い段階で実現に向けていただき

たいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午後 １時２１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３２分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城 隆です。

よろしくお願いいたします。 

 まず、最初に自衛隊誘致について、質問いた

します。 

 ６月６日、衆議院安全保障委員会で、中谷 

元議員から、次のような発言がありました。佐

賀空港では、オスプレイ配備が難航している。

宿毛市は、高知県とともに自衛隊誘致をしてい

るが、支援部隊を受け入れる適地を幅広く検討

すべきではないかと、宿毛へのオスプレイ配備

をにおわせる質問がなされました。 

 市長は、宿毛へのオスプレイ配備構想を持っ

ているのですか。また、中谷議員の質問の前に、

このオスプレイ構想を知っていたのですか、お

聞かせください。 
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○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 今城議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 中谷衆議院議員の安全保障委員会における、

岩屋防衛大臣への質問、答弁の中で、陸上自衛

隊オスプレイの配備場所についてのやりとりが

なされておりますが、この安全保障委員会にお

きまして、岩屋防衛大臣は、防衛省として、現

在、陸自オスプレイを高知県宿毛市に配備する

計画はないと答弁もしており、本市の自衛隊誘

致の状況につきましては、これまでも議会で答

弁をさせていただいているところでありますが、

現時点で誘致の可能性があるのか、あるいは、

どのような内容のものを誘致できるのかなどを

含めて、白紙の状態でございます。 

 また、中谷衆議院議員の安全保障委員会での

質問につきましても、事前に承知はしていなか

った状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ということは、オスプ

レイ構想というのは、あったことはあったんで

すか、話に出たということは。 

 市長、いかがでしょうか。オスプレイの話に

ついては、これまでに何か論議されたことはあ

ったんですか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 議論したことはございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） それでは、中谷議員の

オスプレイ発言に対して、市長として、どのよ

うな立場をとられるか、聞きたいと思います。

賛成、反対、保留、無視など、そんなことで構

いませんので、どのような立場を、市長として

とられるのか、お教えください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先の答弁と同じでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ということは、今のと

ころ考えにないということでしょうか。 

 まず、自治体、住民の合意もとらずにこのよ

うな発言をすることは、地方自治の本旨、憲法

９２条に反する行為であると思います。住民意

志に基づき、自治体が決定した上での論議では

ない。個人がどんな考えであろうと、地方自治

を飛び越えた中谷議員のこの発言は問題である

と思います。 

 市長として、中谷議員にくぎを刺していただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 その点につきましては、議員とは考え方が違

うということを述べさせていただきたい思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 地方自治の本旨、つま

り住民自治、それから団体自治、地方分権です

ね、この論議を飛び越えた上で、佐賀の話を、

佐賀空港で住民の反対、そして漁民の反対にあ

い、頓挫している。それをもって、宿毛はどう

ですかというような、それをにおわせるような

発言です。 

 ぜひ、くぎを刺していただきたいと思います。 

 佐賀の話を急にもってこられても困ります、

程度の苦言を言ってもらってもいいんじゃない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ
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きます。 

 中谷衆議院議員の発言については、私のほう

からくぎを刺すという内容のものではないとい

うふうに、今のところ考えております。 

 この後、何か動きがあれば、またそのときに

皆様方と一緒に考えていきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 内容としては、やはり

地方自治を飛び越えて、こういうふうな論議を

されるということは、やはり問題はあると思い

ます。 

 次の質問にいきます。 

 宿毛にオスプレイ部隊が配備された場合、基

幹産業や住民生活にどのような影響があると思

われますか、市長の考えをお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛にオスプレイが配備された場合に、どの

ような影響があるかということでございますが、

先ほど答弁をさせていただきましたように、現

在、オスプレイの配備計画はございませんので、

配備された場合の影響調査などは、もちろん行

っておりません。 

 そうしたことからも、例えばエンジンの音な

どを初め、よくわからないですが、さまざまな

状況について把握をしていないところでござい

まして、当然、基幹産業や住民生活への影響に

つきましては、現時点ではお答えをいたしかね

ますので、御了承を願いたいというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 自治体の長として、

少々消極的なので、残念に思います。 

 振動、騒音、事故、環境の悪化やストレスに

よる住民生活への影響、基幹産業へのマイナス。

沖縄でも、県民は猛反対。佐賀空港も、さっき

言ったように、市民、漁協の強い反対で頓挫。

そして、高知県内で２０議会がオスプレイ配備、

訓練中止を求める意見書を決議し、尾﨑知事も、

オスプレイは完全に懸念を払拭されたわけでは

ないと、発言されている。 

 宿毛は、何でもいらっしゃいではない。ブレ

ーキも踏んで、安全運転をしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 当然、何でもいらっしゃいというつもりは、

全くございません。 

 そういった形の中で、当然、動きがあれば、

先ほどもお答えをしましたように、しっかりと

調査をしなければならないというふうに考えま

すが、現時点では、そういう状況ではないとい

うふうに判断をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） もちろん今、そういう

状況ではないんだと思います。住民合意の上と

いうことになると思いますが、市長はこれまで

の宿毛市の自衛隊誘致の動きは、住民合意の上

と考えるか、市長の考えをお知らせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 自衛隊誘致活動を含めた住民合意についての

質問でございます。 

 自衛隊誘致に対する私の基本的な考え方は、

これまででも議会で答弁をさせていただいてお

りますが、地域経済の活性化や、昨年の豪雨災

害でも多大な尽力を賜りました防災対策、さら
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には本市の大きな課題でもあります人口減少対

策にもつながるものと考え、これまで市議会や

商工会議所と一体となり、要望活動等に取り組

んでまいりました。 

 自衛隊誘致の現在の状況につきましては、誘

致の可能性があるのか、あるいは、どのような

内容のものを誘致できるのかなどを含めて、白

紙の状態でございますので、具体的な説明をで

きる、そういった段階には至っていないという

のが、そういった状況には変わりがないところ

でございます。 

 この自衛隊誘致につきましては、私ひとりが

決定するものではないと考えておりますので、

具体的な説明ができる状況になりましたら、当

然、関係者を初めとする市民の方々、また近隣

自治体にも説明をさせていただく中で、しっか

りと御意見を聞かせていただく、そのような考

えを持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 自衛隊誘致は、市の将

来にとって、大変重要な論点です。当然、経済

効果、プラスの面もあろうかと思います。です

が、市は住民説明会も行っていない、これは地

方自治の本旨に反すると思います。誘致を進め

る、そういう状況においても、住民と合意をと

りながら進めていってほしいと思います。 

 今回の市議選で、自衛隊誘致で議会を引っ張

ってきた候補が落選、反対を訴えてきた私が当

選したことは、有権者の声であるとも捉えてい

ただきたい。 

 今後は、しっかりと住民合意に基づく市政を

進めていただくよう、お願いいたします。 

 次の話に移ります。 

 非核平和都市について、市長にお尋ねします。 

 まず、市長、宣言文を持たれていますか。あ

りましたら、ぜひ宣言決議文を読んでいただけ

ればと思いますけれども、ないですか。 

 それでは、私のほうから、少し省きますけれ

ども、宣言文の抜粋を読みます。 

 「宿毛市非核平和都市宣言決議。 

 世界の恒久平和を実現することは、人類共通

の願いである。（中略）わが国は、（中略）こ

の地球上に、広島、長崎の惨禍を再び繰り返し

てはならないと訴えるものである。 

 （中略）憲法の精神に基づく国の平和と安全

こそが、地方自治の根本的条件である。私たち

は、平和を愛し、人類の共存を願う立場から、

あらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶と、憲法に

うたわれている平和的生存権の確立のため、こ

こに非核平和都市宣言を行うものである。 

 一つ、宿毛市は「核兵器をつくらず、持たず、

持ち込ませず」の非核三原則を、将来ともに厳

守する。 

 一つ、核兵器の宿毛市への通過、一時持ち込

みをさせない。 

 一つ、核兵器の完全禁止のため、宿毛市を

「非核都市」として広く呼びかける。 

 右、決議する。 

 昭和６０年７月８日 宿毛市議会。」 

 市長、これまで宿毛市として、どのような行

動をしてきたのか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 非核平和都市宣言についての質問でございま

す。 

 宿毛市非核平和都市宣言は、昭和６０年６月

定例会におきまして、議員提案により、決議案

として提出され、昭和６０年７月８日に可決、

制定されております。 

 この宣言の内容といたしましては、世界の恒

久平和実現のため、核兵器の廃絶を目指し、非

核三原則の厳守と、核兵器の宿毛市への通過、
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一時持ち込みを認めず、宿毛市を非核都市とし

て広く呼びかけるものとなっておりまして、先

ほど読んでいただいたとおりでございます。 

 本市におきましては、独自の取り組みは行っ

ておりませんが、非核平和都市宣言を行った自

治体で組織される日本非核宣言自治体協議会に、

平成２５年より加盟をしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） それでは、加盟をした

だけで、余り目立ったことはしていないという

ことですね。 

 それでは、非核平和都市として、今後に行お

うとする施策をお聞かせください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 今後の政策についての

質問でございます。 

 まず、目立ったことはしていない。今、何か

これといった具体的なことはしていないところ

でございますが、やはり加盟をして、しっかり

とそこの団体を支えていくというのは、立派な

行動ではないかなというふうに思います。 

 今後の取り組みにつきましては、引き続き、

人類の平和と安全を脅かす、核兵器の廃絶に向

け、宿毛市非核平和都市宣言の趣旨や目的を十

分に尊重してまいりたい、そのように考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 私のほうからも、核兵

器廃絶に向けた行動ステップの例を挙げておき

たいと思います。 

 これは、どこの自治体でも、似たものです。 

 まず、１番目として、核兵器の壊滅的結末の

認識。これは、広島、長崎、ビキニ、証言を聞

けるのは今です。 

 次に、非核のメッセージを発信しましょう。

「Ｎｏ Ｎｕｋｅｓ非核平和の宿毛のまちへよ

うこそ」とか、看板やポスターを掲示するのも

いいと思います。 

 次に、非核平和の国際交流、ぜひやっていた

だきたいと思います。 

 宿毛にも外国人がふえてきています。外国人

労働者も入ってきています。ぜひ市民や学生た

ちと一緒に、平和について語り合う場を持って

いただければと思います。 

 そして、最後に核軍縮への働きかけ。大変大

きな話題になるようですが、多くの市町村でや

っています。 

 例えば、核兵器禁止条約を求める意見書。高

知県では１４議会、４割が採択しています。四

万十市、四万十町、大月町など、近辺ではこの

ようなところです。 

 全国では３４７議会が意見書を出しておりま

す。それから、全国６割の被爆者国際署名に賛

同の首長、市長会議というのがあるようです。 

 市長にお伺いします。今言った例も含めて、

何かやれそうなことがありましたら、お答えく

ださい。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） ただいま提案をいただ

いたところで、一つだけやれないことが、逆に

ございます。 

 市議会からの意見書は、議員の皆様方から出

すものですので、市長としては、これはできな

いということでございまして、それ以外のこと

は、まず、どういった状況なのかもしっかりと

調べる中で、また検討してまいりたいというふ

うに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） そのとおりですね。議
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会の採決ということですので、これは市長とし

ては当てはまらなかったかもしれません。 

 市長にお聞きします。 

 いつの間にか市のホームページから、非核平

和都市宣言の文言が消えております。ホームペ

ージから抜け出ておりました。数年前はあった

のですけれども。それから、看板もなくなって

います。ぜひ、再度、掲示をしていただきたい

と思います。 

 よろしくお願いしますが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 その点につきましては、申しわけございませ

ん。自分は確認がとれていませんので、また確

認をして、対応したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） よろしくお願いします。 

 決議されて、自分たちも、３０年ほど前にな

りますものね。記憶にあったものが、いつの間

にか、調べようとしたらなくなっている、寂し

いものですので、ぜひしっかりとお願いいたし

ます。 

 続いて、ビキニ被災者と遺族への救済策につ

いて、お聞きします。 

 ビキニ水爆実験から６５年たちました。わか

っているだけでも、被災マグロ漁船は延べ９９

６隻、被災船員は、全国で１万人を超えます。

３分の１が高知県の船員で、宿毛市では数百人

の船員が被災しています。 

 国は、これまで被曝の事実を公表しなかった

ため、若くから体調を崩し、労災認定も受けら

れないまま、多くの方が、がんや白血病で亡く

なりました。現在の生存者も、皆、がんに苦し

んでいます。 

 宿毛市で生存しておられる被災船員は、まだ

まだ多くいるはずです。船員遺族の方々に、救

済の手が届くよう、市にお願いしたいと思いま

す。 

 そこで市長にお聞きします。 

 ビキニ被災の認識共有のため、まず健康、福

祉、教育、啓発などにかかわる職員への研修機

会をとっていただきたいと思います。いかがで

しょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 ビキニ水爆実験による被災船員の救済に関し

ましては、１９４６年から１９５８年に行われ

た米国によるマーシャル諸島での核実験に関連

し、健康に不安感を覚えている元漁船員の方が

いらっしゃることは、承知をしているところで

ございます。 

 宿毛市としましても、こうした事実関係につ

きまして、関係課を中心に状況を共有しており

まして、今後につきましても、ビキニにおける

核実験に関連し、健康不安を覚えている方々が、

宿毛市に相談される際には、関係職員が歴史的

経緯も踏まえ、きめ細やかな対応ができるよう、

職員への指導を図ってまいりたい、そのように

考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。

助かります。 

 宿毛市には、ずっと被災者支援にかかわって

きた山下正寿さんも講師に来ていただけるはず

です。１時間ぐらいの説明を聞くだけでも、随

分と認識が変わってくるものと思います。 

 多くの被災者に対面し、逐一情報を入れてい

ますので、ぜひまた時間をとっていただいて、

市役所でも１時間ぐらいでも話を聞くような機

会がもてれば、ぐっとまた認識度が広がると思

いますので、よろしくお願いします。 
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 そのような研修機会というのは、いかがでし

ょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） この件につきましては、

総務課長のほうからお答えをさせていただきた

いと思います。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、今城議

員の質問にお答えさせていただきます。 

 現在、職員研修につきましては、職員として

の経験年数であるとか、役職であるとか、収納

事務とか課税事務である、専門性であるとかと

いったことを中心に、県内市町村が立ち上げま

した、こうち人づくり広域連合と、千葉県にあ

ります広域財団法人の市町村アカデミー等を通

じて、年間を通した研修計画を実施をしており

ます。 

 今、今城議員が御指摘されましたような、ビ

キニ被曝についての個別の研修計画については、

現時点で年次計画の中には計画をされてはおり

ませんが、今後、特に個別の課題につきまして

は、所管課の意見も聞きながら、そのような要

望があれば、関係課とも研修として取り組んで

いくか、検討していきたいというふうには考え

ております。 

 ただ、先ほど市長が申し上げましたように、

まずは関係職員が、歴史的経緯も踏まえ、住民

の方へ、健康不安をおぼえる住民の方へ、いか

に周知をしていくかということが大切であろう

かと思いますので、まずは、前段で関係職員の

指導を図って、市民の方へ周知をしていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。 

 私の考えていることは、それほど大層なこと

じゃなくて、例えば、あいた時間、５時以降、

例えば１時間ぐらい、可能な方が参加していた

だけるとか、あるいは興味のある職員、それか

ら、課長とか指導的立場にある人が知っていた

だくと、その後の話がすぐいきますよね。 

 証言者のビデオも数多く撮っています。話は

直接、なかなか聞けないと思いますので、この

辺の幡多の証言者の声、それから山下先生の一

言、本当に１冊本を読むより、３０分話を聞く

ほうが、ずっと現実がわかってくる、こんなこ

とがありますので、フレキシブルな感じで、そ

れは当然、仕事の枠で取るべきことなのかもし

れませんが、機動的にやっていただくというこ

とが、私たち、これからすぐにそういうことが

動いていく可能性があると思っていますので、

よろしくお願いします。気軽にお願いします。 

 次に、児童生徒への学習、市民への啓発につ

いて、教育長にお聞きします。 

 地元のビキニ被災船員の事実に学ぶことは、

平和教育としても日本や世界の被災者救済にも

大きな力になります。 

 高知県教育委員会後援の紙芝居「ビキニの海

の願い」や、教材ＤＶＤなどを地域教材として、

先生方にも活用していただきたいと思うんです

が、教育長、いかがですか。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、１番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

 核兵器によって、広島県や長崎県の人々を初

め、多くのとうとい人命が一瞬にして奪われて

しまったことは、決して許されないことであり、

こうした悲惨な戦争を二度と起こしてはならな

いと考えております。 

 また、核兵器製造のための核実験が、地球環

境や人々に与える影響等について、正しい認識

を持つことも大切なことであるというふうに考

えております。 

 市内の学校におきましては、悲惨な戦争をな
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くしていくための平和学習に取り組んでおりま

して、小学校では毎年、広島県へ修学旅行で訪

れまして、原爆資料館の見学でありますとか、

あるいは語り部の話を聞いて、戦争の悲惨さや、

平和の大切さについて学習を深めているところ

でございます。 

 また、広島県での学習を学校全体で共有する、

そういった取り組みも行っております。 

 さらに中学校におきましても、８月の登校日

などに合わせまして、平和学習を行っていただ

いております。今後も児童や生徒の理解度や年

齢に応じた、効果的な教育がなされるよう、サ

ポートしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。 

 それでは、地元のビキニ被災の現実を学ぶと

いう機会も持てる可能性があるということです

ね。よろしいでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 今城議員も御承知のことと思いますけれども、

小中学校における平和学習において、どのよう

な教材等を活用するかというのは、基本的には

学校現場において御判断をいただくということ

でございますけれども、教育委員会として、そ

ういったさまざまな教材がある。いわゆる広島

の原爆資料館以外でも、核の悲惨さというもの

を訴える、そういう教材が、こういったものが

ありますよという情報提供はできると思ってお

りますので、教育委員会としては、そういう形

で取り組んでまいりたいというふうに思ってい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。

救済のお手伝いをしていますから、ついつい押

し込むような感じになってきていますが、決し

てそういうわけではありません。学校に無理や

りということではなく、地域教材として、地元

のおじさんたちが、これだけいたのかという現

実に出くわしてしまいます。 

 私の教え子、同級生のお父さん、つい、ここ

にかかわってしまうと、いっぱいいたというこ

とがわかってきました。地元のおじさんとか、

本当にいっぱいいるんです。 

 ということで、写真集も学校に配付はされて、

教育委員会を通してありました。それから、恐

らく紙芝居も、教育委員会に届いたのかもしれ

ません、送られてくるとは思います。 

 ですから、教職員にも、こういうのがあると

いうことを知らせていただければ、恐らくどん

どん広がっていくと思います。それが地元の船

員たちの救済、第一歩につながる可能性が強い

と思いますので、ぜひまたお伝えください。 

 続いて、市長にお聞きします。 

 相談窓口の開設、情報収集、健康相談会の呼

びかけについて、被災者や遺族が気軽に相談で

き、県や支援団体につなげていただければ、大

変助かります。 

 先ほども、これに重なる言葉があったかもし

れませんが、もう一度よろしくお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 これまで土佐清水市、室戸市、高知市におき

まして、高知県による健康相談会などが実施を

されております。本市では、個別の健康相談に

おいて、ビキニ環礁水爆実験に関連し、健康に

不安感がありそうな方がおられましたら、高知

県へ相談するなどの対応をしてきたところでご

ざいます。 

 関係者が年齢を重ねる中で、さまざまな健康
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に関する不安も生じると思われ、相談内容も時

代とともに変化するものと考えられます。 

 放射線は目に見えないものであるという性質

でありまして、被曝線量にかかわらず、被曝し

た方の健康への不安感につながるものと、その

ようにも思っております。 

 今後につきましても、高知県とも連携を図り

つつ、適切な助言、サポートができるよう努め

てまいりたい、そのように考えているところで

ございますので、しっかりとしたサポートをし

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。

助かります。 

 何であるか、いろいろあるかと思います。い

ろいろなところに届いてくるかもしれません。 

 まず、広報なども活用していただいて、不安

な方が広報の中でキャッチできるとか、あるい

は県の健康相談会が幡多地域で、恐らく秋ぐら

いにあるんじゃないかと思いますが、あったと

したら、それが放送などを通じて市民の多くが

耳に入っている。「おんちゃん、どうよ。」み

たいな感じで伝わっていく、そういうものがで

きたらと思います。 

 今まで、なかなかあっても本人に伝わってな

かったということがありますので、ぜひそんな

感じで広めていただければと思います。よろし

くお願いします。 

 続いて、宿毛湾漁業振興についてお伺いしま

す。 

 漁業就業支援について、それから外国人技能

実習生や、外国人労働者の拠点づくりについて、

お聞きします。 

 宿毛湾漁業は、年商約２３０億円、随分盛り

上がってきています。重要な基幹産業です。し

かし、後継者不足です。 

 すくも湾漁協では、外国人実習生の受け入れ

が始まり、来年には２０名ほどになると聞きま

す。他の業種でも、今後、外国人労働者がふえ

ることから、宿舎、日本語研修、手続など、相

談窓口となる拠点づくりを、市または幡多地域

でつくることができないかということです。 

 もう一つ、つけ加えます。 

 また、漁業の基盤となる中小漁業の支援、就

労対策、所得向上など、そういうものについて

市長の所見をお伺いします。よろしくお願いし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 議員おっしゃるとおり、水産業というのは宿

毛市の基幹産業の、本当に重要な一つだという

ふうに認識をしているところでございます。 

 そういった産業であるにもかかわらず、魚価

の低迷であるとか、その時々の浮き沈みの中で、

非常に経営母体が安定をしていない、そういっ

た職種でもあろうかというふうに、自分自身も

認識をしているところでございます。 

 すくも湾漁協では、中型まき網漁業の知識や

技術を習得されることを目的に、昨年度から、

外国人技能実習生の受け入れを行っておりまし

て、今年度の外国人実習生につきましても、既

に室戸市の漁業研修センターに入学をし、日本

語や文化、漁業技術の習得を行っているところ

でございます。 

 昨年度の外国人実習生につきましては、大月

町で中型まき網漁業の研修を受けておりまして、

網元が用意した宿舎で共同生活を行っていると、

お聞きをいたしております。 

 本年度からは、宿毛市内の網元でも、外国人

実習生の受け入れが始まりますので、実習生の

生活面でのサポートや、各種支援に関しては、
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基本は漁協職員や網元が行うことになろうかと

思いますが、市といたしましては、大月町や漁

協、受け入れ先である網元とは情報共有を密に

行い、実習生にとりまして、よりよい生活環境

となるよう努めてまいりたいというふうに考え

ておりまして、しっかりと側面からサポートさ

せていただかなければならない、そのように思

っております。 

 釣りや小型まき網漁業者への支援に関しまし

て、新たに漁業者を志す場合には、条件にもよ

りますが、県の補助制度を活用して、漁業研修

を受けることが可能となっております。 

 また、漁業者の所得向上策に関しましては、

水揚げ量を増すことと、漁獲物を高値で販売す

ることが基本となりますが、市といたしまして

は、水産資源の増大を図るため、これまでもイ

サキやカサゴ、ヒラメなどの放流事業を実施し

ており、特にイサキにつきましては、放流効果

が高く、イサキ資源の下支えに寄与していると

考えているところでもございます。 

 また、間接的でございますが、未利用魚、要

するに利用していない魚ですが、この魚の有効

活用や、消費拡大を目的とした補助事業を実施

した結果、魚価が向上して、漁業収入の増加に

つながった事例もあります。 

 今後も宿毛湾中央市場の機能強化や、販路開

拓を支援することで、漁業者の所得向上に努め

たいというふうに考えているところでございま

す。 

 この未利用魚なんですが、今までは余り食べ

ていなかった魚を、少し違ったところに送って

食べてもらったりとか、また地元であっても、

違った料理をして食べるとかいうことで、非常

に人気が出て、一部魚種によっては、値段がか

なりはね上がったという事例もございますので、

いろんな加工であるとか、いろんなことを手が

けながら、せっかくとった魚、そういった魚を

しっかりと高値で販売できるような、そういっ

た土壌をつくり上げていきたい、そのように考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 実は、この話は漁協な

どに聞きに行って、これは現在進めている内容。

私が今、質問したのは、実はこの上にさらに要

求しているということなんですね。 

 今言った外国人相談窓口、あるいは拠点とな

るものというのは、やはりこれからどんどん外

国人労働者がふえてきますので、大変になって

からでは遅いと思います。困ったときに、ある

いは市民として受け入れるという窓口ですよね、

そういうものができないかということです。 

 宿毛に来た外国人労働者たちを、市民として

丁寧に受け入れる施策が必要だと思います。こ

こに来れば相談ができる、そして助かる、そん

な場所づくりを設定していただきたい。 

 事業者が違ってでも、例えばどこかサテライ

トみたいなところがあって、何かその国の情報

があるだとか、諸手続のアドバイスが受けられ

るとか、市に一つ、あるいは地域に一つあれば、

困りごとが相談できるとか、解決していく可能

性があります。 

 今は、業者の中で困ったまま、受け入れてく

れている方が気がつくまでということがあるよ

うですので、市民としての受け入れという、そ

ういうことはできないでしょうか。 

 そういう展望ですが、お願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市民としての受け入れについては、どのよう

な形なのか、少し勉強させていただきたいと思

いますが、そのサポート体制については、当然、

しっかりと労働目的、また研修目的という形で
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入ってこられたりとか、いろいろな目的で入っ

てこられるのだとは思いますが、そういったの

をしっかりと支えて、先ほど、側面的というお

話をさせていただきましたが、それぞれの網元

であったりとか、例えば農家でももう既にやら

れてますよね。そういったところに入った方々

を、そのまま自分たちは知らないよじゃなくて、

しっかりとサポートができるような形で、雇わ

れている方ともお話をしながら、どういったふ

うな形で市としてサポートできるのか、また考

えてもらいたいというふうに思いますし、また

担当課のほうで、そういったお話を、海外の研

修生が入られているところに、こちらからもお

話をさせていただく、そういう取り組みをこれ

から進めていかなければならないかなというふ

うに、今、思ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。 

 本当に、そういう場ができたり、市民と交流

ができる機会がふえたりしながら、いい思い出、

ここで何年か過ごしていただく。そして、日本

の情報も、あるいは海外の情報も、私たちが仕

入れて、真の国際交流になろうかと思います。

市民的な国際交流、平和交流になろうかと思い

ますので、ぜひ何かそういう相談受入口が、あ

るいは自分たちのいろんな学習の場になったり、

自分たちの市民的活動の広がりになったり、そ

ういう機会になろうかと思いますので、新たな

動きが出てくることを期待します。 

 それから、中小漁業の所得向上は、今やられ

ていること、成果が上がっているようですが、

さらに地元のほかの業種と結びつけて、地元で

消費。例えば、市場で、加工場近くでおいしい

料理が食べれるだとか、家族で体験型観光がで

きる、あるいは教育や福祉も漁業と何かつなげ

られる。若者の起業支援にもつながる、周辺産

業と中小漁業者の漁獲が結びついて、小さな糸

が結びついていく。ひょっとしたら、経済活動

としては大きなものではないかもしれませんけ

れども、これは恐らく、町並みの復活につなが

るのではないかと思います。 

 今、大きな動きをつくろうとして、小さな動

きがとまっている、いわゆる細胞が死んだとい

うことですよね。 

 血管が大きなものはどんとつながるけれども、

最後に血が通ってないというのが、過疎化であ

り、まちの寂れであると思いますから、小さな

漁業が、小さな町のあらゆる営みとつながって、

共存していくような形、そういうトータルデザ

インの中で行政が後押しする、そんなまちづく

りをしていただければと思っております。 

 次に、赤潮予知対策など研究施設、輸出など

のための検疫所の設置についてお伺いします。 

 宿毛湾の赤潮が心配される状況になっていま

す。南予水産研修センターのように、宿毛湾に

も大学と連携した施設が、研究施設ができない

か。高知大学も産学連携、地学連携を進めてい

ます。宿毛市から声を上げていただきたい。 

 さらに、宿毛湾の輸出が拡大するようですが、

宿毛湾に検疫所などをつくるなどの対応ができ

ないか、市長に伺いたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えさせていただき

ます。 

 赤潮対策に関しましては、高知県の出先機関

である宿毛漁業指導所が、定期的に環境調査を

実施しておりまして、赤潮プランクトンの遺伝

子解析調査も実施をしているところでございま

す。 

 調査結果につきましても、養殖業者や漁協な

ど、関係機関にファクスで送信されるよう、整

備をされておりまして、赤潮の発生リスクが高

まった場合などには、指導所職員から、注意喚
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起がなされることとなっております。 

 これ以外にも、国立研究開発法人が管理運営

する赤潮ネットというサイトでは、愛媛県や大

分県など、宿毛湾以外の赤潮発生状況も把握す

ることが可能となっています。 

 議員がおっしゃられる赤潮対策を含めた水産

関連の研究施設の設置に関しましては、地域の

発展に非常に有効とは思いますが、当面は漁業

指導所の協力を得ながら、赤潮対策を含め、漁

業者が必要とする情報の提供に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 海外輸出に関しましては、輸出相手国によっ

て、必要な証明書が異なり、その多くは高知県

が発行する証明書となっています。事業所にと

りましては、申請書類の提出や、証明書の発行

などに多くの時間が割かれているという、そう

いう状況でありまして、そのため、高知県や宿

毛市、漁協や、水産関係者で組織される高知県

水産物輸出促進協議会におきまして、海外輸出

における各種手続や、課題について協議、意見

交換を行っているところでございまして、今後

も海外輸出に向けた事務の簡素化、改善に向け、

引き続き、県や関係機関と協議をしてまいりた

いというふうに考えているところでございまし

て、議員御指摘の点につきましては、何らかの

改善策を講じていきたいと、そのように考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 私も通告書を出して、

先日、漁業指導所に行ってきましたら、随分話

が進んでいました。聞き取りをした方、漁協だ

ったんですが、それ以上に、かなり進んでいて、

赤潮の検査機械は、さっき言われたように、既

に入ったと。遺伝子レベルで、すぐに採水した

水を入れれば、自動に濃度、プランクトン種、

自動に出ると。あとは採水人員が整えば、採水

する、結局、海の各地で採水して、それを検査

して、データを入力すれば、宇和海のようなも

のがすぐにでも出るところまできている。ただ、

あとは採水人員だけだということでした。随分

進んでおります。 

 そして、検疫も、自分が聞いていたのは、須

崎市に検体を届けて、戻ってくるのに１日かか

ってくるという話だったが、もう既に湊の指導

所でできていると。 

 書類については、電子データを交換するとい

うことですので、あと、その書類の手続の簡素

化、県との間の簡素化ができれば、人間の移動

というのはほとんどなく、済むようになってい

る。どんどん進んでいるようです。 

 いい話でしたが、ただ、今、大学の設置の要

求については、未回答だったと思いますので、

ぜひ高知大学、栽培漁業学科ありますよね、な

ど、研究所分館が宿毛湾にできることは、漁業

者にとっても大学にとっても、重要なことだと

いうことを、漁協からも指導所からも伺いまし

たので、ぜひ後押しをお願いします。 

 産官連携で、大学のほうも動くべきところで

すので、声をかけてマッチすれば、動き始める

可能性がありますので、よろしくお願いします。 

 次にいきます。 

 急を要する災害対策について、伺います。 

 津波被害を拡大させないため、行政主導で廃

船処理システムづくりを行っていただきたい。 

 また、震災後の早期漁業復興のため、沿岸部

の国土調査を急ぐよう、すくも湾漁協から強い

要請を受けました。対応について、市長にお聞

きします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先ほどの件でございますが、漁業指導所は県

の出先機関でもございますので、その漁業指導

所が大学と連携してやりたいということでござ
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いましたら、また自分たちも一緒にお話をさせ

ていただきたいというふうに思ったところでご

ざいます。 

 私、実は以前、検体とか自分でやっていたこ

ともあって、実は、今、技術が上がって漁業者

も自分で検体されています。 

 そういった部分で、自分たちで判断ができな

かったときに、漁業指導所に持っていって御指

導をいただいたりとかいう形の中で、もう２０

年ほど前の話になりますが、漁協職員も技術を

学ばなければならないという士気がありました

ので、今はできるようになっているのかなとい

うふうに思っておりますが、さらに、またそう

いったものが必要であれば、しっかりと協議し

てまいりたいというふうに思ったところでござ

いました。 

 それでは、お答えをさせていただきます。 

 東日本大震災以降、国土調査が被災後の迅速

な復旧復興に貢献することが確認をされまして、

宿毛市においても、南海トラフ地震の津波浸水

想定区域での国土調査が重要であると考えてい

るところでございます。 

 そのような中で、現在の宿毛市における海岸

沿いにおいては、藻津から高砂まで完了してお

りますが、大島と坂ノ下以南の区域が未実施と

なっております。 

 近年では、公共事業の用地取得を円滑に行え

るよう、高規格道路のルート帯の沿線を優先的

に実施しておりまして、計画では、令和３年度

末に現地調査を終えることとしておりますので、

その後、沿岸部における未実施区域の国土調査

を計画的にしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、国土調査につきましては、ここ近年、

増額予算も議会のほうにもお願いをして、進め

ているところでもございます。 

 廃船の処理につきましては、南海トラフ地震

における津波被害の拡大につながるとして、県

全体としても、力を入れているところでありま

して、廃船処理の推進として、補助事業もござ

います。県が行う補助事業の内容といたしまし

ては、市町村が事業主体として、長期間違法に

放置されている船舶で、所有者が不明な船舶に

ついて、処理経費の２分の１以内を補助すると

いう事業でございまして、所有者が判明してい

る廃船につきましては、対象外となっていると

ころでございます。 

 宿毛市といたしましても、管理漁港内におけ

る廃船の現状を調査しているところでありまし

て、その結果に基づき、県に対しても申請して

いく予定であります。 

 県が補助対象外としている所有者が判明して

いる廃船の対応につきましては、現在、宿毛湾

漁協、並びに藻津漁協と協議を行っているとこ

ろでございます。 

 これも大きな課題でございまして、現在、Ｆ

ＲＰの船になっておりまして、非常に廃船の手

間もかかるし、またお金もかかるというところ

でございまして、そのあたりは、先ほど答弁し

たように、各部局ごと協議を行っている、そう

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 結局は、そのやってい

きますなんですけれども、進んでないから急い

でほしいという要求なんですよね、この漁協か

らの話。私は、それを伝えてくれという話で、

これを今、言っております。 

 それから、今、話を聞きましたが、沿岸部が

終わるのが、もう７年も８年もさきになってい

くと思います、この話では。 

 素人が常識的な判断をすると、１０年さきで

もできていない高規格道路よりも、沿岸部がさ

きにというのが、普通の感覚です。ぜひ、ある
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いは同時進行とか、人員をふやすなどして、沿

岸部の国土調査を急いであげるべきではないか

と思います。いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど、答弁でも申しましたように、実は私、

就任以後、国土調査の人員であるとか、予算で

あるとかというのをあげさせていただいており

ます。議会の皆さん方に御承認をいただいてい

ることではございますが、そういった形の中で、

できる限り、スピーディーに国土調査を進める

よう、努力をしているところでございますが、

なかなか予定どおりに進まないのが、この調査

でございまして、非常になかなか、１件１件こ

こでお話はできませんが、非常に難しい状況で、

一度入ると、なかなか出れないということで、

時間がかかっております。 

 はっきりした年数は、今ちょっと承知はして

ないんですが、西地域のほう、宇須々木、藻津

のほうから国土調査が入られたのは、当然、昭

和の時代から入って、なかなか時間がかかりな

がら、今の状況になっているというふうにお聞

きをいたしているところでもございます。 

 高規格道路の関係ですが、これも一つ一つ処

理しながら、今、おっしゃったように、１０年

ぐらいのスパンがかかりながら動いている事業

でもございます。 

 そういった形の中で、ここでまた国土調査を

せずに次のところにいくと、高規格はその分延

びるということも、当然あり得る話でありまし

て、そのあたりは、できる限り予算、人員も、

増員増額をしながら進めなければいけない事業

だというふうに認識をしているところでござい

ますが、ぜひ御理解をしていただき、また、そ

ういった予算等を計上した際には、ぜひ議員の

皆様方にも御理解をしていただきたい、重ねて

お願いをいたしたいところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） なかなか理解はしない

んですが、津波が来た後になってしまったとい

うことにならないようにという話ですので、本

当に、何が優先すべきかという線を、また検討

してください。 

 続いて、特定空家指定と行政代執行について、

お聞きします。 

 次のような相談を受けました。隣の空き家が

崩れ、我が家に倒れかかり、大変危険だ。市に

相談しても、一向に対応がないということです。 

 これは、特定空家として、行政代執行すべき

事例ではありませんか。お答えください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 その前に、なかなか理解はできないというお

話ですが、場をかえて、またいろいろお話もさ

せていただきたいと思っておりますが、今、言

った海岸線の国土調査は、財産を守るために、

津波が来た後にも、その人が所有してた土地を

明確に区分けというんですか、線引きをしてい

くということに資するというふうに考えており

ます。 

 また、その一方で、高規格道路というのは、

命を守ろうということでの整備も、同時に進め

ておりますので、そのあたりをまたしっかりと

考えながら、御理解もいただきながら、事業を

進めてまいりたい、そのように思っているとこ

ろでございます。 

 代執行にすべきではないかということでござ

います。 

 空き家問題は、本市においても、近隣の安全

性や公衆衛生の悪化など、周辺環境に影響が及

ぶ重大な課題となっているところでございます。 
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 そのような中、空き家の所有者等におきまし

ては、その責任において、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めてい

ただきたいと考えておりまして、現在、環境課

において、所有者等の特定を行い、危険度の高

い空き家について、現状をお知らせし、適正管

理に係る依頼や相談を行うとともに、取り壊し

に関する補助金や、解体業者の情報提供などを

行っているところでございます。 

 一方では、所有者が不明な空き家や、意見聴

取ができていない空き家も多く、現地確認や関

係機関への調査などを引き続き実施し、所有者

の特定や、事情の把握に努めているところでご

ざいます。 

 特定空家等とは、そのまま放置すれば、倒壊

等著しく、保安上危険となる恐れのある状態、

または著しく衛生上、有害となる状態などのた

め、放置されることが不適切である状態にある

と認められる空き家等をいいますが、行政代執

行を行うに際しては、所有者の財産であること

からも、放置された経過や、事情の把握を初め、

解体に要した費用の徴収など、多くの課題が山

積しておりまして、現時点での実施は困難な状

況と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） これですよね、サッシ

に屋根があたっています。この状態で１年経過

しました。動きません。どうしたらいいんでし

ょうかというお願いなんですよね。 

 じゃあ、行政代執行が使えない事例だ。資金

回収ができない。じゃあ、相談者の家の敷地に

壁を立てて、この屋根を防御する、そういうた

てつけはできますよね。 

 本人が自分の敷地に壁をつくって、この屋根

がガラスにあたるのをとめる、できますよね。

それを、地区住民が協力しながら支える。市も

できる限りの協力をする。 

 とにかく、この方の危険度を取り除いてほし

い、これが要求です。普通ならできます。普通

の私たちの感覚では。いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 非常に、住民の方が困られているというのも、

その写真を見る限りで、すぐに判断もできます

し、行政として、代執行を含めてできないのか

という議員の思いも、一面わかるところでござ

います。 

 そういった形の中で、地域住民の力も得なが

らというお話もありましたが、また、倒れかか

っているほうには、所有者もおられるというお

話も聞いているところでもございますし、危険

を排除するための援助や方法について、事例に

応じまして、高知県を初め、関係機関との御意

見をいただきながら、宿毛市としても検討、考

えてまいりたい、そのように現在、考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 宿毛市は、特定空家認

定もほとんど進んでないと聞きます。ですので、

この制度も活用できる準備をしておくと。代執

行できなくても、できる事例で、急いで対応で

きる準備をしておく必要があると思います。 

 よろしくお願いします。 

 次に移ります。 

 前向きに、ぜひ、いろんなやり方で検討して

ください。 

 続いて、公共事業入札の不透明性についてお

伺いします。 

 ５月の市庁舎高台造成入札不調の件から、市

民が不思議に思う点を述べておきます。 

 市の積算ミスがあったという説明で、各グル
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ープの入札結果を知りました。秘密のはずの最

低制限価格に、各グループがずらりと並んだの

は驚きです。 

 補正が必要がない事例なら、恐らく４グルー

プが一直線に並んだと思われます。これでも１

万円差ですから、ほぼ１０億円に対して１万円

ですから、１０万分の１の精度で当てていると。 

 それから、宿毛市はこの１年で２０件余りの

最低制限価格、どんぴしゃの入札が出ておりま

す。ということは、土木事業において、業者は

最低制限価格を見通せるということになると思

いますが、市長、その理由を教えてください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 議員のほうも、いろいろと調べていただいた

ということでございますので、当市だけじゃな

くて、県内の状況もわかった上での質問だとい

うふうに思います。 

 国は、平成１２年の公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律の制定後、公共工

事における入札の適正化、公正化、透明性の確

保に取り組んでおりまして、国や自治体は、積

算の考え方を示した積算基準書や、手引き、運

用指針等を、一般に公開をしているところでご

ざいます。 

 また、使用している単価につきましても、高

知県が公表しておりまして、建設物価や積算資

料に掲載されている単価につきましても、書籍

を購入すれば、確認をすることができ、見積も

り単価につきましても、閲覧時に確認できるも

のと、そのように今、なっているところでござ

います。 

 また、近年では、民間技術者の責任能力も格

段に向上しておりまして、民間に導入されてい

る積算システムでも、ほぼ１００％に近い精度

で、積算を行うことが可能となっているのが現

状でございます。 

 これをもとに、最低制限価格を設定するわけ

でございますが、最低制限価格の設定について

は、現在、多くの自治体で使用されているモデ

ルの積算式を、宿毛市でも採用しておりまして、

これも公表をされているところでございます。 

 以上のことから、公共工事の入札におきまし

ては、最低制限価格と同額での落札額となるこ

とが、現在、珍しいことではない、そんな現状

となっているのが、今の状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 了解しました。談合で

はないということで。 

 いわゆる中央公契連モデルの計算式に、設計

書の数値を代入すれば、ほぼどんぴしゃ当たる

ということ。 

 自治体によっては、競争入札の意味をなさな

いとして、このモデルの値に変動係数を乗じて、

最低制限価格を変動させる。そうやって競争入

札の意味をなすと。 

 あるいは、初めから公開しくじ引きだけとい

うところも出ているようです。 

 何が適切かはわかりませんが、公正さの担保

に、傍聴制度を設けるところがふえてきている

ようです。 

 そこで市長にお伺いします。 

 宿毛市でも、積極的な資料公開、傍聴制度を

整えるなどして、健全、公正な入札制度の研究

を進めていただきたい。傍聴制度、いかがでし

ょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛市といたしましても、ランダム係数の採

用であるとか、また最低制限価格の事前公表で

あるとか、いろんなことを検討したところでご
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ざいますが、それぞれ問題があって、現在の形

になっているところでございまして、多くの自

治体が、当市と同じような状況だというふうに

感じているところでございます。 

 それでは、傍聴制度の件について、お答えを

させていただきます。 

 先ほども述べましたとおり、公共工事の入札

及び契約の適正化の促進に関する法律の制定後、

宿毛市でも、入札の透明性の確保に取り組んで

おりまして、現在、指名競争入札の落札結果に

つきましては、ホームページ上にて公開入札参

加業者、そして落札金額、予定価格、最低制限

価格については、市役所２階の閲覧室にて公開

を行っているところでございます。 

 宿毛市では、入札方式の検討において、市内

業者優先の契約を進めるため、ほぼ全ての入札

において、指名競争入札方式を採用しておりま

すが、入札不調、そして入札不落の場合に、同

条件での再入札を行うことがあります。 

 最初の入札の際に、入札参加業者以外の者が

入札状況を傍聴すれば、再入札のときには、公

正性の阻害や、談合の誘発につながる危険性が

あるために、宿毛市では、入札の傍聴制度につ

いては、採用していないというのが今の現状で

あります。 

 そういった懸念があるということで、現在は

していないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） そうですね、非常に難

しいところでやっていることは、よくわかりま

す。ただし、その困難さも含めて、市民が知る

ということは、大事なことなんですよね。 

 こういうぎりぎりのところで、我々業者はや

っているんだということを知っていただくこと

が、不信を取り除く、今やっている仕組みの不

信を取り除くということになろうかと思います。 

 それから、ある意味では、第三者の目が入る

ことによって、改善されていくという話があり

ます。 

 ぜひ、今の時点ではできないと言われました

けれども、できる方法を編み出すなどして、や

っぱり何が行われていたのかということは、市

民は知るという必要がありますので、検討をお

願いしたいと思います。 

 この項の最後に、今回は土木建設の質問でし

たが、小中学校のＰＦＩの入札は、これ以上に

市民にとっては不透明です。公正さの証明とし

て、市はみずから必要な情報を公開しなければ

ならないと、申し述べておきます。 

 次の質問に移ります。 

 市発注における業者への指導などについて、

伺います。 

 市の事業で働いた臨時作業員より、賃金未払

いの相談を受けました。市の担当課、法律相談、

警察、労働基準監督署を回り、最後に私に相談

が来た。社員と一緒に働いたのに、孫請の形に

なっており、契約書、出勤簿もなし。労災保険

なし、最低賃金以下、半分の日数の賃金を抜か

れた、という事例でした。 

 先日、本人と一緒に社長に会いました。その

場で未払いは解決しましたが、ここに至るまで

１年を要しています。 

 相談者は、尊厳を踏みにじられた。同様の被

害者を出してはいけないと怒っています。 

 行政機関への相談では、実質的にたらいまわ

しになったことも事実です。問題ですね。 

 そこで市長にお聞きします。 

 市の発注事業で働く者の雇用、労働環境の把

握と改善指導、相談の受け皿もしっかりやって

いっていただきたい。市長、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 
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 その前に、先ほど、はっきりとお示しができ

なかった国土調査の実施なんですが、昭和５７

年より行われておりまして、先ほど答弁したよ

うに、西から、藻津方面から東向きに、一部飛

び越したところもありますが、実施をされてき

ている経過がございまして、実は、かなり西の

ほうも、津波浸水エリアでございます。 

 そういった形の中で、市内の全体に占める割

合としては、県内の他市町村と比べると、率と

しては津波浸水エリアの国土調査はかなりでき

ているほうだということは、今、報告がありま

したが、なおのこと、しっかりと進めてまいり

たいと思っております。 

 それでは、答弁に戻ります。 

 市が発注した工事における雇用、労働環境の

実態把握と改善指導について、お答えをさせて

いただきます。 

 労働基準監督署は、法律に基づく最低労働基

準等の厳守について、事業者等を監督すること

を主たる業務とする機関でございまして、労働

契約や賃金の支払い等の労働条件等に関する事

務を所管しております。 

 そして、定期的に、また労働者から法違反の

申告があったときは、それに基づいて事業場に

立ち入って、労務関係書類や安全衛生管理の状

況を調べ、法違反が認められた場合には、事業

主に対し、その是正を指導をいたします。 

 宿毛市として、労働基準監督署の所管事務は

できませんが、相談があった場合は、単に同署

を紹介するだけではなくて、先ほどたらいまわ

しというお言葉もありましたが、そういった同

署を紹介するだけではなくて、今後は労働基準

監督署と連携した取り組みができないか、考え

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 なお、やはり権限等は当市持っておりません

ので、そこらあたりについては、御理解をいた

だく中で、しっかりと連携した取り組みができ

ないか、考えてまいりたい、そういうことでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） もちろん権限を越えた

ことはできません。ただし、例えば相談を受け

て、うまくいかなかったら、また相談に来てね

とか、それだけでも、恐らく、随分変わってく

ると思います。 

 それから、業者にどうよとか言いながら、様

子を見るだけでも、チェック体制できると思い

ます。今でも子請、孫請状態で、労働者が雇わ

れて、人数調整行われているという実例がある

ようです。どこというわけじゃないですよ。 

 割と、そういう環境でやっているのが、どこ

もあるということですから、少なくとも市で発

注したものについては、そういうことが起こら

ない、視線というか、アンテナを張っていただ

くということで、随分変わってくると思います。 

 地元の顔の見える人たちの切実な悩みや、願

いに共感して、知恵を集めて、手だてを探って

いただきたいと思います。 

 ぜひ、市のほうでも頑張ってください。お願

いします。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） これより、１０分間

休憩いたします。 

午後 ２時５１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時０３分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、川田栄子でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

 選挙が終わって初めての一般質問でございま
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す。私は、問題、課題意識を持って、議員に挑

戦をいたしました。なので、行政職員の皆様と

は温度差があるかもわかりません。私の役目は、

市民の声をしっかり聞いて、市民の幸せにつな

げる、このことが役目と思っております。今ま

でも貫いてまいりました。これからも、その趣

旨に沿ってまいります。 

 それでは、一般質問のほうへ入らせていただ

きます。 

 林邸の現状と今後についてでございます。 

 新カフェの現状を聞くのはまだ早いかもしれ

ませんが、滑り出しは手応えを感じているもの

でしょうか。期待しているところであります。 

 今後の見通しにつなげるための問題発生は起

きていないかなど、現状をお尋ねします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 林邸カフェの現状につきまして、開店当初は

注目度の高さから、４月には２，４００人の来

客、そして５月には２，６００人の来客があり

まして、順調な滑り出しでスタートをすること

ができたとお聞きをいたしております。 

 運営者からは、この状態を維持、継続させる

ため、今後も新たな顧客の掘り出しを行ってい

きたいとお聞きをいたしておりまして、宿毛の

喫茶店で名物となっているモーニングにちなん

だ「すくモーニング」の提供も開始をしている

ところでございます。 

 また、６月２５日からは、新たなランチメニ

ューの提供や、すくモーニングにおにぎりバー

ジョンを新たに加え、引き続き、この取り組み

を継続していきたいというお話を聞いていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） まちづくりへつなげる

取り組みを話していましたが、どんな仕掛けを

してくれているのか、またこれからどのような

仕掛けを持っておられるのか、それについてお

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） まちづくりの仕掛けと

いうことでございます。 

 林邸の御質問でございますので、林邸の関係

でお答えをさせていただきたいと思います。 

 林邸カフェにおきましては、ゴールデンウイ

ークイベントといたしまして、宿毛のまち作戦

会議や、こどもの日記念映画の上映など、さま

ざまな交流イベントが企画実施されておりまし

て、また市の職員もこれらのイベントに参加し、

状況の把握も含め、市民活動の一環として、こ

の取り組みにも加わっているところでもござい

ます。 

 運営者の合同会社ドラマチックは、「活かす、

繋ぐ、しかもドラマチックに。」を理念に、ま

ちにユニークな人材や、活動が根づく仕組みづ

くりを目標に、まちづくりに取り組んでいる会

社でありまして、このコンセプトを基本といた

しまして行われるさまざまな取り組みは、当市

としても非常に期待をするものでございます。 

 また、宿毛のまち作戦会議に参加した市民の

方の発案により、企画された「宿毛音頭で盛り

上げナイト！」の開催など、市民発案の企画実

現に向け、新たな取り組みも始まるなど、形と

して、成果が実りつつあります。 

 林邸カフェにおける多種多様なイベントの開

催により、この場所から新たな人の交流が生ま

れ、人や活動が根づくコミュニティーが形成さ

れつつありますので、今後もこの取り組みが広

がっていくことを期待をしている、そういう状

況でございます。 

 また、合同会社ドラマチックは、人が集う場

所を目指し、サイクルステーションとしての取
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り組みにも協力をしていきたいとの意向もお伺

いをしているところでもございます。 

 この取り組みは、本市が進めております宿毛

市自転車を活用したまちづくり計画にも合致す

るものでありまして、相乗効果によって、地域

に活力が生まれることを、非常に期待をしてい

るところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） うまくいくことを願っ

ておりますが、もしそうならなかったら、市と

して、どのような対策を考えているか、お聞か

せください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 今、一生懸命取り組んでいただけているとい

うお話をさせていただきました。しっかりと、

一緒になって取り組みをしていきたいと思って

おりますので、今、だめになったらというお話

は、ちょっと控えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） しっかり受けとめまし

た。 

 林邸の文化財のことについて、お尋ねいたし

ます。 

 林邸の文化財、宿毛のすごさは何といっても

歴史的偉人を出していることが基本であると、

専門家は言われます。 

 このことを大事にしながら、すごい偉人が出

ているよ、高知県最後の自由民権運動の林邸と

聞いています。もっときちんとすべきだった、

名残を惜しむ方も少なくありません。 

 林邸には、全国から民権運動の重要な文化財

がありました。このことについて、お尋ねいた

します。 

 もともとの林邸の資料目録はございますか。

その点、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 資料目録については、

担当者のほうからお答えをさせていただきたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（上村秀生君） 商工観光課長、

４番、川田議員の質問にお答えさせていただき

ます。 

 林邸のもともとあった文化財の目録はあるか

という御質問でございますけれども、現在、目

録については、作成はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 目録はないということ

ですね。 

 文教センターの資料館にもございませんでし

ょうか。お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 少し答弁読まさせていただいて後に、また御

説明をさせていただきたいと思いますが。 

 改築の際に譲り受けた物品の目録ということ

だというふうに理解をしましたが、物品の中か

ら、たんすなど価値のあるものにつきましては、

館内に展示を既にしているところでございます。

一方で、食器などその他の物品についてもあり

ましたが、そういったもの譲り受けましたが、

それらについては、その時点では価値が高いも

のと判断ができなかったために、市が管理する

倉庫などに保管をしておりまして、現状では、

寄附をいただいた、文化的な価値のある物品に

ついての目録というのがないような状況でござ

います。 
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 数が余りないということでございます。 

 今後、保管している物品の整理をしていく中

で、展示できるものがあれば、来館者の方に見

ていただけるようにしていきたいというふうに

思いますし、またそういった食器類の数等、ま

た数えて書きとめておきたいというふうには考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 資料館のほうにござい

ますかと思いましたけれども、資料目録は重要

でございますので、コピーでもよいから、林邸

のほうへ置いていただいて、目に触れていただ

いたらと思いましたけれども。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 林邸の改築に伴って、林邸から出たものにつ

いてのお答えをさせていただきましたので、そ

れまで宿毛市が持っている、林家に関する資料

であるとか、いろいろなものについての目録と

いうことであれば、また答弁が変わってくるわ

けでございますが、その点について、もしよろ

しければ、言っていただければお答えさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 林邸の資料目録、ござ

いますか。答えられますか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 再度、答弁をさせてい

ただきます。 

 先ほど答弁したことと重複いたしますが、現

在、林邸にもともとあったものが、たんすとか

食器類ということで、目録のほうは作成をして

いないということで、目録はございません。 

 ただ、その中で、重要文化財として指定され

るようなものは、今回、御寄附を受けていない

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 林邸の文化財的な資料

目録は、文教センターの資料館にもございませ

んか。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。 

 同一趣旨の問題で、先ほど答弁したとおりで

ございます。 

○４番（川田栄子君） 了解。 

 次いきます。 

 そういうものがあれば、コピーでも置いてい

ただいたら、皆さんの目に触れるからいいかな

と思いまして、質問をさせていただきました。 

 次へいきます。 

 庭にありました石はどこへ、また庭に野生の

ランがありましたけれども、それはどこへ置か

れたのでしょうか。また、門扉はどこへ置いて

あるか。 

 宿毛の観光ガイドの皆さんは、高い門扉があ

ったことを、苦労して説明をしています。庭に

あった石、ラン、門扉はどこにあるか、お尋ね

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 林邸の改修においては、早稲田大学の古谷教

授と綿密に協議を重ねながら、歴史的価値を考

えまして、できる限り、当時の趣を維持しつつ

も、この林邸を地域の方々の活動にも、積極的

に利用していただくことを想定した改築を行っ

たというところでございます。 

 今回の改築に当たりまして、敷地内にもとも

とあった石につきましては、使用可能なものに

ついては、処分することなく、庭園のところに

設置をしているところでございます。現在も設
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置をしております。 

 ランにつきましては、ただ同じ場所に植えか

えても、枯れる可能性が非常に高いというお話

を聞く中で、現在、土佐愛蘭会宿毛支部におき

まして管理をしていただいているところでござ

います。 

 最後に、門扉については、改築前の時点で、

既にもう存在していなかったというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 林邸のもともとの写真

がありました。秋には観光ガイドの皆さんが、

真丁を盛り上げる企画を立てております。 

 まちかどギャラリー、ここでは写真も多く置

くと聞いております。あわせて、林邸の元の写

真をここに置いてはどうでしょうか。この点に

ついて、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 林邸の改築につきましては、歴史的価値や魅

力を考え、できる限り、当時の趣を維持する形

で行ったところではありますが、老朽化が著し

い部分があったことや、耐震性の確保、また利

活用などのコンセプトも考慮した上で、結果的

に、大規模な改修を行いましたので、雰囲気や

状態が変わった箇所もございます。 

 そういった形の中で、川田議員がおっしゃる

ように、林邸の価値や魅力を伝えていくために

も、改修前の写真の展示については、検討して

いきたい、そのように考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 歴史的建造物や文化財

の議論は、これまでしてきたでしょうか、お尋

ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど答弁したことと同じにはなりますが、

林邸の改築につきましては、歴史的価値や魅力

を考え、できる限り、当時の趣を維持する形で

行ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 建築は誰がやっても同

じではございません。適正な設計料、優秀な設

計者を選ぶには、発注者側が高い見識を求めら

れます。 

 早稲田大学に頼まれましたが、早稲田大学は

現代建築でございました。そのような結果が、

今の林邸になっております。 

 次へまいります。 

 宿毛小中学校合築ＰＦＩ事業についてでござ

います。 

 宿毛小中学校合築ＰＦＩ事業について、この

事業は平成３０年度の実施方針公表時には、平

成３１年度６月議会と言っておりましたが、事

業者の希望で３月議会となりました。 

 水路の問題など、先送りしながらも、賛成多

数で可決されました。この事業は、３０年間続

くものであり、可決されたから終わるものでは

ありません。私はそう認識しております。 

 このＰＦＩ事業は、ＢＴＯ方式で、サービス

購入型で、施設整備ができたら行政の所有とな

り、その後、民間に維持管理を任せてサービス

料を支払うというもので、これはリスクを民間

側が余り負わないものであります。 

 ＰＦＩを導入するメリットは、民間企業の経

営ノウハウを、効率的に導入して、コスト削減

やサービスがよくなるのではといわれておりま

す。 

 一番安い事業者が落札ではなく、非価格面で
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の提案が評価される公募型プロポーザル方式と

なっております。 

 具体的には、経営体制やモニタリング体制、

ファイナンスの安定性の審査項目が重視されま

す。金額ではないから、どうやって選定プロセ

スが公平性、透明性、客観性をもって行われた

かということについて、一連の質問を行ってま

いります。 

 まず、初めに、市長のつぶやきかもわかりま

せんけれども、この市長のつぶやきが、今生き

ているのか、どのような変わられたのか、少し

お伺いしてまいります。 

 小学校移転について、沖本市長が現地建設で

選挙を戦われましたが、その後、議会との攻防

で時が流れた経緯があります。 

 中平市長となられての発言で、小中学校５階

建て、忠霊塔へ陸橋をかけ、屋根をつけるとの

話は記憶に残っているところであります。その

後、この話は余り聞かないので、終わった話と

受けとめてよいのでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 通告にも受けておりましたので、少し調べさ

せてもいただきました。 

 宿毛小学校、宿毛中学校の建設につきまして、

高台を断念して以降の経過について、まず説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず、高台整備が困難となった以降、現敷地

に建設することが最善であるとして、宿毛小学

校校舎がある敷地の北側に、小学校校舎を配置

する案、そして宿毛中学校のグラウンド敷地内

に小中学校合築校舎を配置する案を、保護者や

地域の方々へ提案をさせていただきました。 

 その後、議員協議会におきまして、宿毛小学

校のグラウンドと宿毛中学校の敷地の中に、小

中一体型施設を建設する方針を説明させていた

だき、学校とも協議をした上で、宿毛小学校の

グラウンド付近に小中一体型施設を建設する案

を、保護者や地域の方々へ提示をし、意見交換

を開催させていただいております。 

 現在は、先ほど、川田議員のほうからもお話

ありましたが、ＰＦＩ導入可能性調査の結果を

踏まえまして、宿毛小中学校整備事業として、

校舎も含めた施設の建設について、ＰＦＩ手法

による手続を開始しておりまして、宿毛小学校

グラウンド並びに宿毛中学校グラウンドに小中

学校合築校舎を建設することで、設計協議を行

っておりまして、７月には地域の方の意見も反

映させるために、近隣地域の方々も交えたワー

クショップを開催することとしているところで

ございます。 

 配置の件等の御質問、川田議員からありまし

たが、変更の説明等も、その都度、議会へは報

告をさせていただいておりまして、意見交換会

等を開催し、地域の方々にも情報を提供させて

いただいているところではございますが、先ほ

どおっしゃっていた５階建ての案でございます

が、平成２９年１月のときに、文教センターの

多目的ホールで説明会を開かさせていただいた

ときの、３案、このときあったわけですが、冒

頭でも、私もお話もさせていただきましたが、

この３案だけに決まった話じゃなくて、皆さん

方の意見もいただく中で、いろんなことを考え

ていきましょうということで、３案の提示をす

る中で、御意見をいただいたところでございま

す。 

 そのときに、いろいろ御意見もいただく中で、

５階建ての可能性についても、することはでき

るよというお話等をさせていただいたのは、記

憶をしているところでございますが、その後も、

議会のほうには、その都度、説明はしてきたと

ころでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 小中学校合築になれば、

小学校、中学校の体育館を交換してもらうとい

っておりましたことを聞いたことがありますが、

このことの話は、今も生きている話なのでしょ

うか、どうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど答えたとおり、いろんな協議をする中

で、皆さんからもいろんな意見を聞きますし、

例えば、そういったことは可能かとか、いろい

ろな御意見をいただく中で、こういったことも

できますよねとかいうふうな話をしたところの

中の１案であります。 

 先ほども説明したような形の中で、その都度、

今の現状でこういう形になっていますというの

は、議会のほうに報告をさせていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に注意申し

上げます。 

 川田議員も現役議員でありますので、全て聞

いていると思います。同一種の問題は慎むよう

に、よろしくお願いいたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 確認を行っております。 

 用地買収が進む中、隣接住民との交渉が続い

ていたが、途中からの意欲が失われたのか、解

体費用の負担分の値下げの交渉など、お願いが

あったと聞いております。 

 その後、用地買収は消えました。１案を進め

るに当たり、予算もあることでしょうが、用地

獲得は必要であったのではないかと考えていま

す。誠意をもった結果と理解していいのでしょ

うか。このことについて、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 推測、推察するお話にはなりますが、小学校

の裏の用地の話でしょうか。用地、用地という

話ですが。 

 そこの用地であれば、先ほどの話と同様で、

紆余曲折あったこと、議員も重々に承知だと思

います。その都度、それぞれの場で御説明しな

がら、議員の皆様方の御意見も聞く中で、取り

組んできたというふうに理解をしているところ

でございます。 

○議長（野々下昌文君） 再度申し上げます。 

 聞いているはずですので、きちっと自分で精

査してください。 

 同一種の発言はしないように、再度注意申し

上げます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ５階建てと言っていた

話は、多くの市民が共有していた話ですが、そ

の後、反面、５階建てについては、教育的環境

から問題があると、市民の意見も多く出ていま

した。 

 結局、企画提案書は２階建て、一部を４階建

てになっていました。いつから２階建ての話に

なったのか、その点、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほどと全く同じ話になって、大変恐縮です

が、その件についても、その都度、議員の皆様

方に説明をしながら、取り組んできたことにな

っております。 

 当然、２階になったのは、提案を受けて、そ

の形が決定したときに、２階になったというこ

とでございます。 

 それから、５階建てとか４階建てとか、建て
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る場所については、それぞれ川田議員からもい

ろんな御意見をいただいたところでもございま

す。 

 そういった形の中で、いろんな御意見等をい

ただく中で、それぞれ、その都度、説明はさせ

ていただいたというふうに理解をしているとこ

ろでございます。 

 当然、形が、これでやりますという提案をし

ているわけではなくて、こういう可能性もあり

ますよねと、何案か提案したうちの１案で、そ

れもこれをやりますという話はしていませんの

で、その点は御理解をしていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 市民の方は、そう理解

しておりません。説明不十分だと、多くの方が

そう思っておられます。しっかり議会に説明し

たから、それで終わりというものではございま

せん。真剣に考えられている市民の方にも、

隅々まで届くように、しっかり、何度も説明が

あってもいいのではないかと思っております。 

 次へいきます。 

 公共建築には、国は多くの補助金を出してい

ます。特に学校については、手厚い。国のお金

でどんどん整備をしてしまうこと、公共施設の

設置、管理にせよ、公共サービスの改革にせよ、

上手に提案して、国からお金を引き出し、地元

に還元することができるかが、これからの地方

公共団体の長、議会、あるいは職員の知恵の出

しどころであります。また、腕の見せどころと

なってきます。 

 今、建てようとしている宿毛中学校には、補

助金が出ませんが、組み合わせようとしている

ＰＦＩでやると、国の補助金以上の有益な方法

となっているのか、御説明をお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、４番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

 中学校校舎の建設に当たっての補助金に関す

る御質問でございますけれども、教育委員会と

いたしましては、教育環境をより充実させてい

くことが使命でございます。そういったことか

ら、充実させるための財源の確保の議論につき

ましては、財政担当当局と十分に協議を行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ………………………… 

……… 

 …………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………… 

 次、まいります。 

○議長（野々下昌文君） 本日の会議時間は議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ５時００分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ただいまの川田栄子君の一般質問における発

言の中で、「私もちょっと申し上げます」から、

「次、まいります」の前までの発言については、

議長において、不穏当なものであると認めます

ので、川田栄子君に取り消しを希望いたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私は、委員会とか議会

の公のこういう話ではなくて、委員会そのもの
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の中での話よりも、この議場で皆さんが経過を

わかっていただくために使った言葉でありまし

て、決して議会を軽視したとか、そういう意味

で使ったものではございませんので、取り消し

は希望しておりません。 

○議長（野々下昌文君） 川田栄子君において、

取り消しをされないならば、議長は、川田栄子

君に取り消しを命じます。 

 地方自治法第１２９条及び会議規則第８７条

の規定により、川田栄子君の、「私もちょっと

申し上げます」から、「次、まいります」の前

までの発言については、会議録に記載しないこ

とに処置いたします。 

 一般質問を継続いたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私もそうでありますが、

市民の方にも、拙速である。賛成、反対を言う

前に、ＰＦＩ事業のことを理解していない市民

の方が、かなり多くおられることもわかってい

ます。 

 教育委員会の中でも、皆さんはＰＦＩ方式に

好印象を持たれているようでありますが、私は

少し不安を感じております。 

 新聞報道でＰＦＩ方式に決定したと、その後、

知りました。ＰＦＩの利点として、費用対効果

があるとのことでありましたが、数千万円単位

ではなく、もっと効果があるとも伝えておられ

ます。 

 ＰＦＩ方式が学校建設に適しているか、疑問

である。ある程度、意見も吸い上げてくれると

のことでありますが、一般発注方式のほうがよ

いというような気がするなど、またファイナン

スリースによる所有権の問題など、もう少し勉

強しなければわからない部分が多いので、と教

育委員の方も話しておられる会議録がございま

す。 

 この後、教育委員会では、疑問のほか、十分

な時間と検討が尽くされたのか、対応ができた

のかということを、教育長にお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、川田議員の

御質問にお答え申し上げます。 

 宿毛小学校、中学校の改築の関係で、総合教

育会議、これは平成３０年６月１１日であった

と思いますけれども、その中で、教育委員のほ

うから、ＰＦＩの導入について、新聞報道等で

知ったという発言がございましたけれども、そ

の件に関しては、その総合教育会議の場で、担

当課より十分、説明をいたしております。 

 なお、教育委員会におきまして、ＰＦＩにつ

いての協議については、平成２９年から、担当

課から、担当者にお越しいただいて、ＰＦＩの

内容等について説明をいただき、また平成３０

年の第１回教育委員会定例会、これ１月でござ

いますけれども、において、委員の中の協議の

中で、当初予算の中に学校に関する設計予算が

ないということについて、議論がございまして、

私のほうから、現在、執行部でＰＦＩについて

の導入に向けて検討をされている最中で、当初

予算については、それが方向づけできてからと

いうことで、説明もいたしておりますので、教

育委員会の中では、十分、議論はしておるつも

りでございます。 

 なお、教育委員会個々は、それぞれ個々人が

いろんな考えをお持ちだろうと思いますので、

それらを踏まえて、最終的に教育委員会で合議

決定をしたということで御理解をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 教育長は、子供たちに

とって、最適な教育環境をつくるということに

なれば、屋上ではなく、屋根のある建物が必要。

しかし、避難場所として活用するために屋上が
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必要ということであれば、検討が必要とおっし

ゃっています。 

 その点、十分な議論がどのようになったか、

私たちに説明をお願い申し上げます。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 ただいま御質問いただきました件につきまし

ても、宿毛市総合教育会議の場における私の発

言であろうと思いますけれども、議員御指摘の

ように、教育委員会といたしましては、校舎の

建設に当たっては、管理運営上、屋根があるほ

うが望ましいというふうに考えております。 

 これは、これまでの、現在ございます各小中

学校の校舎の老朽化に伴う雨漏り等、いろいろ

な課題がございまして、なかなかそれが抜本的

な改修ができない、最終的に屋根を設置するこ

とによって、雨漏りをとめるという形になった

ことも踏まえまして、教育委員会においては、

屋根つきの校舎が望ましいというふうに判断を

しているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ＰＦＩはファイナンス

の先食いであり、その仕組みは複雑で、自治体

がみずから行う起債に比べてわかりにくい。Ｐ

ＦＩが行政的専門性に支えられ、創意工夫の結

果であるならば、それでよいと思いますが、た

だ一方的な政治的配慮、忖度による将来を見な

い、楽観的、無責任政策によるものなら、将来

に禍根を残すことになると思うのですが、そも

そもＰＦＩ手法を取り入れた理由について、お

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 川田議員は、何か疑惑のようなお話をされて

いるようでございますが、これまでも再三御説

明を申し上げてきたことですが、平成２９年度

に実施した宿毛市ＰＦＩ調査研究アドバイザー

業務、これ議会のほうで予算議決もいただいて

いる案件でもございます。 

 宿毛小学校、宿毛中学校の合築校舎整備にＰ

ＦＩ手法を導入することで、一定の効果が見ら

れるとの結果に至ったことによりまして、ＰＦ

Ｉ手法の導入を選択したものでございます。変

わっておりません、ずっと説明してきたとおり

でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ＰＦＩは、公共が担っ

ていたものを民間がかわって行うので、そこに

はルールが存在します。ＰＦＩの５原則につい

てお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 ＰＦＩの５原則ということでございます。 

 １つに、公共性の原則。２つ目といたしまし

て、民間経営資源活用の原則。３番目といたし

まして、効率性の原則。４番目といたしまして、

公平性の原則。そして最後５番目といたしまし

て、透明性の原則となっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 先ほど５原則を伺いま

した。何のために行政が要るのかということを

考えれば、住民の福祉の増進であります。住民

を抜きに語れませんので、透明性の視点でお伺

いしてまいります。 

 ＰＦＩには、全部、丼勘定のブラックボック

スになることがあるのかもしれないということ

です。 

 丼勘定の価格で始まる予定額、４２億９，９

２０万円でありますが、この金額が丼勘定の高
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く想定か、低いかの積算により、契約金額を考

えるとなります。 

 この金額は高く想定か、低く想定か、そこを

どう考えていくか、積算についての根拠をお尋

ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 これにつきましても、何度もその根拠につい

て御説明は、議会、委員会等でもさせていただ

いているところではございますが、その上で、

丼勘定と言われるのは、どうかなというふうに

思うところでもございますが。 

 アドバイザリー契約を締結しているコンサル

業者が連携している建築の専門業者が、１０月

に公表した要求水準書をもとに、設計図面を作

成し、ＰＦＩでの事業費を試算をしたものにな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 優先交渉権者との契約

金額は４２億９，４９０万円、次点事業者は４

２億８，８９６万円です。ＰＦＩは、金額評価

より技能面に価値を置いているものですが、一

般競争入札なら２割近くほど引けることもある

ともいわれます。 

 ＶＦＭが４．９％あるといわれる中で、契約

額と予定額の差は６００万円ほどでございます。

ほぼ満額に近いものです。 

 財政的なコストダウンとなったのか、その点

についてお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをします。 

 ざくっとした質問で、少し困惑しているとこ

ろではございます。 

 例えば、入札をすれば２割ぐらいのカットが、

当然されるかのような御発言も、場合によって

はあるようなことも言われましたが、当然、最

低制限価格で品質の管理もしていかなければな

らないという形の中で、実際、２割のカットを

した金額を入れたときに、そこにかからないの

かなという部分もありますが、今回については、

そこの点については、これ以上、説明は控えさ

せていただきたいと思います。 

 予定価格と提案金額の差が小さいので、その

ことでコストダウンができたと言えるのかとい

う趣旨の御質問もございましたので、少しお答

えをさせていただきますが、ＰＦＩ事業では、

コストダウンについて、従来の指名競争入札の

ように、予定価格と入札価格を比較するもので

はございません。ＰＦＩ事業では、従来方式と

ＰＦＩ手法との比較することになっておりまし

て、債務負担行為額そのものが、従来方式で算

定した総事業費４５億１，９３７万２，８６４

円との比較で、既にバリュー・フォー・マネー

が４．９％の効果が見られるとの結果になって

おりますので、一定、コストダウンができてい

るものというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 第１次審査を経て、２

次審査では選定委員の７人が評価点を、有識者

４人から助言を受けて点数が決まります。 

 ５人が職員、宿毛中学校の校長先生お二人と

なっています。この構成についてでありますが、

参考に他を見てみますと、学校の先生、教育委

員会、同窓会長、ＰＴＡ会長、マスコミ、大学

教授、ＰＦＩの専門家、実務者、市長、そのほ

か各方面からの構成になっております。市民か

ら、偏っていると思われないことが重要だから

です。 

 民間建築の場合は、お気に入りの建築家にお

願いしたり、数社から見積もりをもって、一番
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安いものを選んだりしています。透明性、公平

性、客観性が問われる公共建築では、そうはい

きません。客観的な評価基準のもとに、公正な

審査を行い、選定プロセスの透明性を高められ

ることが求められます。 

 当市の選定委員がこのような構成となった理

由について、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 選定方法につきましては、本事業が学校の整

備であることから、教育委員会より教育長と学

校教育課長、実際に学校を使用される教職員の

考えも必要だということから、宿毛小・中学校

の両校長に入っていただきました。 

 また、建設の観点から、都市建設課長、ＰＦ

Ｉ担当課である総務課長、統括的な立場として

副市長を選定をいたしました。 

 また、今回は、専門的な知識から審査をして

いただける外部有識者にも入っていただいてお

りますので、適正な評価がなされたと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 選定委員の評価点には、

それぞれ個性が入っていることと思いますが、

それはそれで尊重しなければならないと思って

おります。 

 議会また執行部も、この事業が住民にとって

有益なのか判断していくためには、情報を入手

する必要があります。 

 選定委員会による評価点では、総合点となっ

ておりますので、評価点の個人別を見たいと、

情報公開請求をいたしました。 

 これは、正当性の問題です。具体的な決定が

納得のいく結論を出しているかを確認するため

であります。 

 情報公開制度の考え方の基本は、行政は役所

が預かっている市民の財産であるとのところの

行政の情報を、市民に説明する責任と、市民に

提供する責任があるということであります。職

員は、公開する努力をしてもらいたいと思いま

す。 

 市民にとって、クリアしなければならないハ

ードルが多い自治体ほど、ハードルを課す職員

がいるほど、自治体の質が悪いのが常と言われ

ています。それが情報公開のレベルにあらわれ

るということです。 

 公開できないという回答になった理由につい

て、お伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 選定委員である職員の氏名につきましては、

宿毛市情報公開条例第６条第２号ウ（ア）の規

定によりまして、公開することとされておりま

して、本市のホームページ上において、審査公

表の一部として、既に公表しているところでご

ざいます。 

 一方、各選定委員の採点結果につきましては、

当該情報を公開した場合、前述の職員の氏名と

照合することで、各選定委員の採点結果が推測

されることになりまして、その結果、各選定委

員が、今回の採点結果に対する個人攻撃を受け

る可能性があることで、今後、同市の事務事業

の公正かつ適正な意思決定に当たり、著しい支

障が生じるおそれがあると認められたため、公

表をしていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 氏名は公表しなくても、

評価点の公表だけでよいわけなので、個人情報

は守られると思いますが、その点についてお伺

いいたします。 
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○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先ほどお答えをさせていただいた内容をもう

一度繰り返させていただきます。 

 選定委員である市職員の氏名につきましては、

宿毛市情報公開条例第６条第２号ウ（ア）の規

定により、公開することとされておりまして、

本市ホームページ上において、既に公表をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 得点の公表をお願いし

ているわけでございますけれども、氏名の公表

はわかっておりますけれども。 

 得点の公表のみで、全体を把握する、Ａ社、

Ｂ社を判断する材料は、得点が欲しいわけです

よね。その得点の公表だけでの情報公開ができ

ませんか、再度お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 御理解をしていただき

たいと思うんですが、既に氏名を公表しており

ますので、今から得点だけの公表をするという

ことは、不可能ですので、その点は御理解をし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次へいきます。 

 優先交渉権者は、地域経済の貢献度で高い得

点のまま逃げ切りました。配点は１０点、２０

点、３０、４０、５０点。そして、地域経済の

貢献度１１０点と、倍以上となっています。こ

の部分は、市長の裁量範囲である程度、認めら

れる部分と思いますが、桁外れを感じます。 

 民間事業者の評価選定に当たっては、公平性、

公正性、透明性を確保することが重要です。こ

のことは、正当性が問われています。 

 具体的な決定が納得のいく結論を与えている

かという問題を問うものです。適正な技術評価

が優位な競争が行われるような評価項目、配点、

採点のあり方なのかの点について、Ａ社、Ｂ社、

この得点の差を説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思いますが、質問のほうが、どこの部

分を聞かれているのかが少しわからないところ

がありますので、答弁のほうがずれていたら御

容赦を願いたい、もしくは御指摘をしていただ

きたいと思います。 

 得点の差がついたのはなぜかということに関

しては、総体的に見たら、しっかりと採点した

結果、結果として得点に差が出るわけですから、

それを逆に、私が、説明がなかなかできないと

いうか、逆にそれぞれの委員さんたちがしっか

りと採点した結果だとしか言えないところでご

ざいまして、その点については、議員のほう、

それぞれの名前を公表されている方々が、しっ

かりと採点しているのかという疑義を持たれて

いるような、先ほどから質問等ございますが、

それぞれがしっかりと採点をしていただいたも

のだというふうに、私は受けとめているところ

でございますし、当然、そういった方々に、こ

れからも、場合によってはいろいろなところで

行政がお世話にならないといけないですし、ま

たそういった採点等にも携わっていただかなけ

ればならないこともあるかもしれませんので、

そういったことに関しては、しっかりと、そう

いったものは払拭をしていきたいというふうな

思いから、説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 平成３１年３月議会の山戸議員の一般質問で

も答弁をさせていただいておりますが、宿毛市

において、ＰＦＩ事業を成功させるためには、

地元事業者ができるだけ多く参画した、地域経

済に貢献できるか。また、ＰＦＩ事業のノウハ
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ウを地元事業者にどれだけ継承できるかが、必

要不可欠なものと考えております。 

 また、地域経済への波及効果は、当初から、

議会からも指摘を受けてきた点でもあります。

その観点から、この項目の配点につきましては、

重点配分しているところでございます。 

 大差がついた理由といたしましては、応募事

業者１より応募事業者２のほうが、参画する地

元事業者の数が多く、ＰＦＩ経験のある事業者

と一緒に事業を遂行していくことで、ノウハウ

の継承やスキルアップが図れるのではないかと

評価されたというふうに、私自身は推測で考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 開いたということは、

地域経済、１１０点と、倍以上となっておりま

すので、この点をお聞きしましたことなんです

けれども。そういうことでございます。 

 次へまいります。 

 ７人の選定委員会による審査において、地域

経済の貢献度で５０点の差をつけたまま、山幸

グループが代表者となりました。 

 有識者の発言内容からは、一抹の不安を感じ

ています。 

 有識者は、次点業者に比べて実績が少ない。

ＰＦＩの経験がない。なので委託にするという

が、代表企業に経験がなくて、監督ができるか

と指摘もされています。不安だと、有識者にも

複数の方がお話をしておられます。 

 ファイナンスにも不安、マネジメントも実績

がないので、お任せになるだろう。ＳＰＣの主

体性を持った管理は大丈夫か。津波に備えると

した三、四階の面積は大丈夫か。維持管理業務

でも、地元企業の代表企業に経験がないのに、

監督ができるか。ＳＰＣに、運営を専門とする

企業が入ってない。なので、３０年間、外部に

委託は確認がいる。 

 次点事業者は経験がある。修繕、長期計画や、

大規模修繕についても、考えている。ファイナ

ンスは計画がある。マネジメントもよい。企画

についても、よい評価でありましたが、以上の

ことから、この結果について、現在の代表者が

選ばれた理由について、不安は免れません。 

 山幸グループが、確かであるか、不安を抱え

る問題に対応するために、行政がフージャース

に入ってもらったということですが、これは審

査員による評価も終わり、正統性が問われる話

であります。 

 この正統性は、具体的な決定が正しい権限に

由来しているか、この点に関してどのようにお

考えなのか、御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 川田議員、選定されている方々が、しっかり

選定をしているか、すごく疑問視があるという

一方で、今のお話は、まさにしっかりと選定を

されているからこそ、そのマイナス面について

も、しっかりとその場で議論をされたという、

結果の議事録ではないかというふうに、私は、

推察ですけれども、思うところでございます。

それぞれの考え方がございますので、そこの点

については、私はそのように思います。 

 いろんな議論をする中で、最終的に決定をし

たのだというふうに思っているところでもござ

います。 

 優先交渉権者となったグループは、ＰＦＩ事

業の経験がなかったことから、実施体制等につ

いては、ＰＦＩの事業遂行に対して、他者と比

較し、低い評価になったものだと、そのように

先ほどお話させていただきましたが、思われま

すが、結果的に、総得点では上回ったことから、

優先交渉権者に選定された、そういったもので
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ございます。 

 また、優先交渉権者決定後に契約交渉を進め

ていく中で、第三者企業の立場であったＰＦＩ

事業の経験のある事業者が構成企業になり、サ

ポート、バックアップが強化されましたので、

３０年間の長期的な事業を、より安定的に遂行

できるものだというふうに考えております。 

 そのバックアップの企業についてでございま

すが、先ほど、川田議員のほうから、フージャ

ースグループというお名前あがってきました。 

 このフージャースグループは、企画提案時に

は、もともと第三者企業の立場で参加をされて

いた、もう既に参加をされていた、そういった

企業になります。 

 優先交渉権者決定後に、その第三者企業から

構成企業に変更したという形ですので、ルール

上は特に問題がない、そういうところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ルール上では問題がな

いと言われました。じゃあ、ルールに反するの

ではないか。私は構成企業の中で評価点をいた

だいたのではないですか。山幸グループさん、

これは後出しじゃんけんではないですか。する

と評価点も変わってくるのではございませんか。

地域経済に貢献するという点で。 

 このことについて、相手方業者も、もう終わ

っていることなので、文句も出ないのでしょう

けれども、地域経済の貢献と評価点は無効とな

るのではございませんか。市民からもおかしい

と思う方も、幾つか声が上がっております。 

 おかしくない話なら、誰が見ても不正がない

と証明をしてもらいたいです。 

 公募型プロポーザル方式の具体的な決定が、

正しい権限に由来しているのか。正しい手続に

よって形成されたかという問題、この点につい

てお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 端的な答えにはなりますが、フージャースグ

ループが構成企業になることで、地元経済の貢

献度及び人材の育成活用、議員もいろいろ資料

を持っておられますので、わかると思いますが、

その項目で評価点が変わることはありませんの

で、結果的に後から入って、後出しじゃけんと

かという状況では、全くございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） フージャース、信頼お

ける会社でしょうか。週刊誌でよくうわさも聞

きますけれども。 

 次にまいります。 

 水路についてでありますが、今の進捗状況に

ついて、宿毛水利土木組合とのお話について、

御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、お答え申し

上げます。 

 宿毛水利土木組合との協議の状況について、

御質問でございます。 

 宿毛水利土木組合につきましては、宿毛小学

校グラウンドと、宿毛中学校グラウンドの敷地

の間にある宿毛市所有の暗渠水路を、長年にわ

たって管理をしていただいておりますけれども、

優先交渉権者を決定後は、提案図面をもとに、

施設配置について御理解をいただくため、継続

して協議を重ねているところでございます。 

 今後は、提案図面での施設配置を行っていく

に当たり、現状よりも当該水路が管理しやすい

形にするにはどうすればよいか等、ＳＰＣも交

えて、宿毛水利土木組合と協議をしていくこと

といたしております。 
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 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 今、こういう建設を進

めていく中で、この宿毛水利土木組合とのこう

いう問題にならないためには、どこでどうすれ

ばよかったのでしょうか。そこのあたりはどう

考えておられるのか、お話しください。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

 宿毛水利土木組合との協議の関係でございま

すけれども、この件に関しては、以前にも申し

上げましたけれども、優先交渉権者が決定する

までの間においては、どのような施設が、どう

いう配置で建設されるかわからない状況でござ

いますので、そういったことから、優先交渉権

者が決定した後に、宿毛水利土木組合のほうへ

協議の申し入れを、具体的にさせていただいた

ということでございまして、我々としては、で

きる限りの誠意を尽くして、協議を重ねている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 了解いたしました。 

 ＰＦＩ事業の情報開示についてであります。 

 この事業は、徳島市立高校は徳島で初めてだ

ったので、議会には関心がありました。質問も

多く出た、行政関係者に話を伺いました。 

 与野党は関係ない議会で、全員が質問したと、

笑って話してくれました。 

 公共ではなく、なぜＰＦＩか、説明せよとな

りました。実施方針、募集要項、その都度、そ

の都度、議会に説明してきました。秘密会議は、

議会にもできる限り説明してきました。答えれ

ないとはなかったと言っています。 

 審査結果も、全て出しました。選定理由も出

しました。こういうメンバーで、こういう選定

をしたが、その結果どうだったのか、全部出し

ました。 

 提案者は、決定まで出しづらい。審査結果が

出るまでは、知らせませんでした。 

 募集をかけると、委員会には、市の提案内容、

この内容で募集をかけると説明しました。三社

グループの募集がありました。 

 審査員は大学教授、マスコミ、教育委員会、

職員、同窓会会長、９名であったそうです。 

 事業名全て公表、実施方針検討委員会を立ち

上げて、職員に偏っていると思われるので、多

方面から入れたということであります。 

 議会が関心を持っているので、隠して見つか

るとストップをかけることが事前にあったこと

など、しかしかかわらず、本会議で質問攻めに

あったと、その様子が流れたので、地元新聞に

その都度、載せました。 

 なので、市民は周知できたと話しています。 

 当市では、ＰＦＩについて、まだまだ市民の

周知は少ないのであります。使われるのは住民

の税金です。住民の知らないところで物事が決

まり、税金がどのように使われていくのか、知

らされない中で進むのは、市民の怒りを生むこ

とになります。 

 この点に関しては、どのようにお考えなのか

お聞きします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 川田議員、徳島のほうまで電話をしていただ

いて、確認をしたということで、徳島市立の高

校ですかね、ＰＦＩ事業で成功されたという事

例を十分に聞いたということで、その点からも、

ＰＦＩ事業そのものは、すばらしいものだとい

うことは、認識をしていただけたのかなという

ことで、少し安堵をしたところでもございます。 

 また、当市といたしましても、徳島市のほう
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に連絡をして、確認をしたんですが、川田議員

とは少し話が違っていまして、本市において提

示をできる情報資料につきましては、その都度、

議会には提出してきているところでございまし

て、この提出した資料等は、向こうと確認をす

る中では、当市と同じ資料を提出されていると

いうふうに認識をしているところでもございま

す。 

 宿毛市だけが、特別に提示をしていないとい

うわけではないということでございましたので、

川田議員の言われる、全てというのは、どこを

捉えて全てなのかが、ちょっとわからないとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 全てというのは、当市

の場合は２社、グループ出ておりますけれども。

山幸グループさん、相手業者、どなたなのかわ

からない。このＰＦＩ事業は、選定委員の方た

ちが、どういうふうな状況になって、どういう

ような結果を出したか、議会を通っていくわけ

ではありません。全てが、結果が出てきた中で、

判断をしていくわけでございますので、どうい

う事業者が出て、そういうものたちの算定した

採点方法、そしてまた、その採点基準、そして

結果を説明することによって、議会も納得をし

ていくわけですけれども、相手業者が出ない中

で、それをどうやって私たちが納得をしていく

かということについて、なかなか理解しがたい

ものがあるから、そのことについて、全てとい

うことを申し上げました。 

 そして、長く続く事業でございますので、情

報公開は議会も知っていかなければなりません。

そこのあたりを、私は申し上げました。 

 次、まいります。 

 情報公開条例第１条は、市民と市が行政情報

を共有することにより、市民の知る権利を保障

し、本市の諸活動を市民に説明する責務を全う

するとともに、市政は市民参加を一層増進し、

もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、

地方自治体の本旨に即した市民全体の構成で、

開かれた政務の実現を図ることを目的とすると

あります。 

 今、契約を終了した法人事業者情報について

は、公開することで不利益が生じるおそれがあ

るとは考えられません。支障がないから、公開

処分とする自治体があるということは、他の自

治体でも支障はないはずであります。今におい

ても、未公開情報とする理由について御説明を

お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、全てを公開したというのは、結果的に、

川田議員、それは、お話で、私が今理解したの

は、相手企業の名前が出てないということだけ

を捉えて、全てとお話をされたんでしょうか。 

 結果の公表であるとか、委員の名前であると

か、そういうことは全く当市と一緒だというこ

とでお聞きをしておりますので、非常に、聞い

ている方々が誤解をされるような質問は、ちょ

っと控えていただきたいなというふうに、偉そ

うな言い方で申しわけございませんが、思うと

ころでございます。 

 相手方の公表については、なぜできなかった

かは、この後、担当課から説明をさせていただ

きますが、そういった指摘を受ける中で、今度、

庁舎の建設の設計のほうのプロポーザルの関係

は、事前にそれを公表することを了解していた

だく形の中での応募をとりましたので、今度は、

皆さん方にもそれを公表できるような形でやり

ましたということも、議員の皆様方に、先日、

お話をさせていただいた直後でもございます。 

 そういった状況の中ではございますが、再度、
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担当課のほうから説明をさせていただきます。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、川田議

員の質問にお答えさせていただきます。 

 落選事業者の名前が未公開になっている点に

ついて、という御質問であろうかと思います。 

 ＰＦＩ事業につきまして、落選業者におきま

しては、企画提案書であるとか、業者そのもの

の名前が、落選ということで公表されるという

ことは、非常に不名誉なことでありますので、

その点については、我々としては、公表を差し

控えたということと、いろんな面で、落選業者

の企画提案書につきましても、落選をした時点

で全て提案業者のほうにお返しをしておりまし

て、我々の手元には、そういう公開する資料等

についてはございません。 

 ということで、公開ができないということを、

これまでにも御説明をさせていただいてきたと

おりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 全てというのは、先ほ

ど、私が申し上げたことが、全体が全てです。 

 それで、徳島から比べると、三社グループの

募集があった、それは全て公表したと。そこだ

け、宿毛市が公表されていないということで、

今はもう終わった段階でありますので、入札の

状況から見ても、誰かが選ばれて誰かが選ばれ

ないいう状況は常でございますので、今さらそ

の事業者に不利益がこうむるとは考えられませ

んので、公表をお願いしたいと申し上げたとこ

ろでございます。 

 次へまいります。 

 庁舎移転問題についてでございます。 

 庁舎造成地の入札やり直しとなったことは、

新聞報道にもありました。説明の意味でも、経

過について御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思いますが、その前段で、それであれ

ば、全てというよりは、相手方の公表をしてな

い点だけになるのではないかというふうに、私

は認識をしたところでもございます。 

 それから、相手の企業に対しては、著作権の

保護の観点からも、やはり公表ができないよう

な状況になっております。そこを、先ほどもお

話ししたように、次回からはクリアできるよう

な形で、前もって、それについては了解をもっ

たもので参加をしていただくような、規定とい

いますか、形に変えたところでございます。 

 それでは、落札決定取り消しについて、答弁

を述べさせていただきたいと思います。 

 市役所庁舎や、保育園などの移転先でありま

す小深浦高台造成工事についての経過等につい

ての御質問でございますので、この工事につき

まして、説明をさせていただきたいと思います。 

 この工事につきましては、５月８日に市内業

者へ指名通知をし、５月９日から２３日までの

１５日間を閲覧期間とし、５月２４日に入札を

行いました。 

 入札では、宿毛市内の５つの共同企業体が参

加をし、２つの企業体が最低制限価格を下回り、

失格し、同額であった２つの企業体がくじ引き

を行い、１企業体が落札をいたしました。 

 その後、５月２８日正午までの疑義申立期間

中に、２つの企業体から同じ内容の疑義申立が

ありました。 

 その疑義申立の内容は、機械が移動する際に、

仮設で設置する敷き鉄板の賃料、リース料金に

なりますが、こちらについて、減額補正される

べきところが、宿毛市の積算では、減額補正さ

れていないのではないかというものでした。 

 積算基準では、賃料は１日当たり積算単価が

あり、日数掛ける単価で、１枚当たりの賃料が
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算出されます。しかしながら、リース期間が長

くなると、日数の増加に比例せず、減少する場

合があり、減額補正をすることとなっています。 

 今回の疑義申立を受ける中で、積算内容を確

認した結果、先ほど説明した減額補正しなけれ

ばならない点につきまして、今回の積算では、

減額補正がされていないことが確認されました。 

 この減額補正をした場合、工事価格で約１６

万円安くなることが判明しましたので、最低制

限価格を下回り、失格となった２つの企業体に

ついては、本来であれば失格にならないことが

判明しました。 

 このことから、県などにも確認をする中で、

まず、積算に誤りがあったこと。次に、正しい

積算に修正した場合、落札候補者に変更が生じ

ることから、落札決定を取り消すことを判断し、

５月２８日付で落札決定の取り消しを行いまし

た。 

 今回の積算は、設計金額も多いことから、担

当課である都市建設課内で行ったチェックに加

えまして、高知県建設技術公社にも計３回のチ

ェックを依頼し、確認を重ねましたが、結果と

して、積算ミスとなりました。 

 この積算ミスによりまして、市民の皆様や参

加業者の信頼を失うことになりましたので、大

変申しわけなく思っているところでございます。 

 積算誤りの原因につきましては、宿毛市が使

用している高知県土木積算システムにおいて、

本来であれば単価表で敷き鉄板のサイズを選び、

供用日数を入力すれば、減額補正も考慮された

１枚当たりの金額が自動計算され、表示されな

ければなりませんが、今回は、この高知県土木

積算システムに不備があり、減額補正が反映さ

れないまま、自動計算されたことが原因である

と判明しました。 

 今回、このような事例が発生しましたので、

システムを所有する高知県や、システムの運用

委託を受けている高知県建設技術公社に対し、

今後のシステム運用の正確性を確保できるよう、

要請を行ったところでございます。 

 経過は以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） もし、このミスがどこ

かで見つけられるとしたら、どこでそのことを

見つけられる、時期的なものはどこかにおあり

になったでしょうか。それとも、それはだめな、

到底できないシステムの問題であったというこ

とで理解していいでしょうか、御説明をお願い

いたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 市長、答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 どこの時点で気がつけばということでござい

ます。 

 結果的に、３度のチェックを、庁外にもかけ

ていただいて、わからなかったということで、

その原因がシステムの内部であったということ

でございます。 

 結果的に申しますと、やはりシステムを管理

する高知県のほうに、しっかりと管理をしてい

ただきたい、そのようにお願いを申し上げたと

いうことで、先ほどの答弁にもあったような内

容になっております。 

 また、入札のやり直しをしなくてよかった時

期については、入札前日までに気がつき、各社

に訂正内容を通知できれば、やり直しには至ら

なかったというふうに思っております。 

 この時点で気がつけば、入札取消にはならな

かったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 職員の皆様におかれま

しては、さまざまな機種の、ハイレベルな技術

を、これからも習得され、市民や、また宿毛発
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展のために貢献している事業者の皆さんのため

にも、頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、新庁舎付近の市街化について、お

聞きいたします。 

 新庁舎周辺の土地活用策についてであります

が、新庁舎周辺に新しい市街地を形成するなど

のお考えがあるかどうかについて、お聞きいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 周辺ということでございますが、どの程度ま

でを捉えたかというところもございますが、現

段階では、庁舎建設予定地である小深浦高台の

造成工事の区域においては、建物の配置等計画

しておりますが、それ以外の周辺エリアについ

ては、市街化をするような計画は、今のところ

ございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 新庁舎移転に対する住

民の不満は、議決後も続いていることを、市長

は御存じでしょうか。 

 建設したら、そこで長くいることになる市民

の庁舎であり、市民にとって切実な声は、議決

したら終わりではない。この点についてお尋ね

いたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 今でも、市役所庁舎の高台移転に反対をされ

ている方々がおられるということは、承知を、

当然させていただいているところでもございま

すし、またそういった御意見もお伺いをする機

会も多いところでございます。 

 ですが、これまでも何度もお答えしてまいり

ましたが、議員がおっしゃるような結論ありき

の庁舎移転などではございませんで、庁内での

検討委員会から始まり、市民との意見交換会、

アンケート調査、審議会への諮問、住民説明会

と、でき得る限りの手段を踏んで、昨年の９月

議会で特別議決をいただいたところでございま

す。 

 そういったものでもございます。これからも、

市民の皆様の御意見につきましては、賛成意見

も反対意見も真摯に受けとめてまいりますが、

来るべき南海トラフ地震に備えるためにも、新

庁舎移転の手続は着実に進めてまいりたい、そ

のように考えている思いについては、変わらな

いところでございます。 

 皆様方の御意見は、しっかりと受けとめてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 市民からの切実な声に

目をつぶってはいけないとして、取り上げまし

た。 

 本当にあそこでよかったのか。もっと時間を

かけるべきであった。拙速だと、市民も私も思

っております。 

 新庁舎の議論は昨年４月に始まり、９月に議

決されました。市民も３，０００名以上の署名

を集め、しっかりと働きました。その思いを議

会はくみ取らなければならないのに、時間がな

い、財政どうするかと迫り、多数決で幕引きと

なりました。 

 市長は、議会の決めたことだからと思ってい

ることでしょうが、決めてくれと出したのは市

長です。議会は、賛成多数で高台決定に終わり

ました。 

 この思いは、市民の皆さんもそれぞれ納得を

されていくでしょうけれども、このようになら

ないためにはどうすればよかったのか、疑問が

残っております。 
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 次、高台と緊急防災・減災事業債のこの１点

に突っ走った経過の中で、財政をどうするかの

議論もありませんでした。これは追加再質問に

なります。もっと時間があればと思ったことを

思い出します。 

 緊急防災・減災事業債のほかに財政的な手段

は何も考えられなかったでしょうか、提示もご

ざいませんでした。 

 その点についてお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 通告になかったので、

担当課のほうからお答えをさせていただきます

が、その前に、議会が決めたことだからという

ことだけで済ませているつもりはございません

し、そういった発言もした覚えはございません。 

 自分が当然、提案させていただいております

ので、当然、自分としては、それがふさわしい

という強い思いを持って、議会に提案をさせて

いただいて、特別議決をいただいたという形の

中で、今、動かさせていただいていると御説明

を、ずっとさせていただいているところでござ

います。 

 緊急防災・減災事業債以外の話を、今、され

ています。これも、４月に話が始まって、９月

に議決という話ですが、その１年以上前から、

ずっと、当然、いろいろなところで議論してき

た内容でございまして、また４月以降も、財源

については、非常に市民の方々、それから議員

の皆様方からも御質問があった案件でございま

すので、常に説明をしてきた経過でございます

が、改めて再度、また質問をされましたので、

担当課のほうから御説明をさせていただきたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） 総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君） 総務課長、川田議

員の質問にお答えします。 

 これまでも、高台移転につきましては、有利

な財源につきましては、我々としても御提案を

して、議論をしていただく中で、御決定をいた

だいたというふうに理解をしております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 緊急防災・減災事業債以外にどんな使えるよ

うな、そういった補助がないかということでご

ざいます。 

 例えば、緊急防災・減災事業債の期限を過ぎ

た場合も、使える、緊急減災事業債のような補

助はありますが、補助率が下がってきます。そ

の内容については、通告がなかったので、また

詳細については、後で担当課のほうから資料を

お渡しをさせていただきたいと思います。 

 なお、説明会の中でずっとお話をさせていた

だいた、高台以外の場所に建てる場合は、有利

な起債等補助金はないというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。 

 通告外の質問をしておりますので、気をつけ

てください。宿毛市議会は通告制になっており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 通告制でございますの

で、再質問といたしまして、緊急防災・減災事

業債が、ほかにあったのかなかったのか。あり

ましたら、ありましたで、それでよかったんで

すけれども。 

 次へまいります。 

 メス猫避妊手術推進事業について、この３月

議会でも行いましたが、重ねて行います。 

 捨て猫についてのアンケートをとりました。

時間も短くありましたが、５８人の方と話しま
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した。 

 御近所の方、会社、学校と身近な範囲であり

ますが、内容は、猫の遺棄は犯罪である。捨て

猫を見つけたらどこへ電話するか。猫について

の相談は、市の何課へ連絡するか、この３点で

す。 

 １については、どちらかというと、犯罪であ

ると認識している方が、少しはいました。２、

３については、ゼロでした。 

 ３については、環境課とか、市民課とか言わ

れた方が４名ほどおられました。 

 宿毛市の正解では、健康推進課と言われる方

はいませんでした。健康推進課も、市町村がか

われば全然かわってまいります。 

 四万十市は環境課、土佐清水市は市民課、黒

潮町は住民課、また県は食品衛生課となってい

ます。これは、ほとんど正解はゼロです。もう

少し啓発をしていかなければと思いました。 

 猫を捨てることは犯罪でありますので、警察

へ連絡をすれば刑事が来ます。そして、猫は警

察へ連れて帰ります。そして、５日ほど世話を

していきます。その後、小動物愛護センターへ

引き取りします。そこでは、世話をしながら、

里親探しに当たってまいります。 

 知事が力を入れている殺処分ワーストワンか

ら抜け出したい対策をとっているのに、自治体

ももっと力を入れなくてはいけないのではと思

います。 

 このアンケートが、もっと広い範囲になると、

知ってもらえることと思っております。担当課

の働きかけは欠かせません。この点について、

市長はどのようにお考えでしょうか、お尋ねい

たします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 時間がございませんので、どこまでお答えが

できるかわかりませんが、できる限りお答えを

させていただきたいと思います。 

 まず、アンケートをとることが、非常にそう

いった啓発活動につながるだろうということで

ございます。考えていただいて、その答えもし

っかりと示すことによって、啓発が進むんだと

いうふうに思いますので、アンケートをとると

同時に、その答えをしっかりとまた伝えていた

だきたいなというふうに、改めて思ったところ

でございますし、またそういった活動を、ぜひ

続けていただきたい、そのように思ったところ

でございます。 

 ３月議会でもお話をさせていただいたところ

でございますが、本市としましては、動物の遺

棄は犯罪になること、動物の遺棄を発見した際

は、発見していただいた方が、まずは警察に連

絡をしていただくことを、引き続き啓発をして

いくことが必要だと、そのように感じていると

ころでございます。 

 動物の遺棄は犯罪に当たる啓発ポスターも、

公共施設並びに遺棄されているとの情報があっ

た場所には、随時、掲示を行っているところで

ございます。 

 また、犬猫の引き取りに関して、市への相談

がありますが、犬猫の引き取りは、動物愛護及

び管理に関する法律により、県の業務となって

おります。県内では、中核市の高知市を除きま

して、それぞれの県の管轄福祉保健所の業務と

なっておりまして、本市では、四万十市にある

幡多福祉保健所が管轄であるため、引き取りに

関しての相談があった場合には、飼い主として

の責務を説明しつつ、保健所への連絡をお願い

しているところでございます。 

 今後も広報や回覧、ポスター掲示などにより

まして、引き続き、啓発に努めてまいります。 

 そういった形の中で、そんな不幸な猫や犬が

ふえないことを願っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ちょっと、健康推進課

は、じゃあ猫の、警察ということは…… 

○議長（野々下昌文君） 川田議員に申し上げ

ます。川田議員の一般質問の時間は既に９０分

に及びましたので、会議規則第５７条の規定に

より、発言を禁止いたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ６時０７分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） おはようございます。

５番川村三千代、一般質問をいたします。 

 申しわけありません、ちょっと二、三日前か

らのどの調子がおかしてくて、お聞き苦しい点

があろうかと思いますが、どうか御容赦をよろ

しくお願いをいたします。 

 私、今回は３項目について質問をさせていた

だきます。 

 １つが子供たちの安心・安全について、そし

て、２つ目が多発しております高齢者ドライバ

ーの交通事故について、そして、最後、３項目

めが観光振興についてでございます。それぞれ

市長、または、教育長からの答弁をよろしくお

願いをいたします。 

 まず、子供たちの安心・安全についてですけ

れども、皆様も御記憶に新しいことと思います。

先月、５月８日、ちょうど１０連休が明けて間

もなくでしたけれども、滋賀県の大津市で散歩

中の保育園児の列に車が突っ込みまして、園児

の方お二人が亡くなるという大変痛ましい事故

が起こりました。その後、保育園のお散歩など

について、コースやいろいろなことが検討、見

直しが行われたと聞いておりますけれども、本

市ではどのような状況になっているのか、御説

明をよろしくお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） おはようございます。 

 川村議員の質問にお答えをさせていただきま

す。 

 保育園での園児の散歩時における取り組みに

ついてですが、宿毛市におきましても、保育園

生活の中で、周囲の環境にかかわり、そして、

親しむことで、季節に触れ、好奇心や探求心を

育むことなどを目的に、全園で各年齢に応じた

散歩の機会を設けている、そういう状況でござ

います。 

 これまでもコースの選定や引率する保育士の

配置等、安全性につきましては配慮してきたと

ころではございましたが、今回の事故を受けま

して、引率する職員の増員やイベント等での徒

歩での外出時には警察の方に見守りをしていた

だくなど、いろいろ工夫をしているところでご

ざいます。 

 宿毛市では、幸いなことにこれまで重大な事

故はありませんが、今後も安全の確保を最優先

にいたしまして、子供たちが安心して身近な環

境に触れ合うことができる、そんな体制づくり

に努めていっているところでもございますし、

また、努めていかなければならないと強く思っ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） この事故が起こった

直後、いろいろな保育士さんのインタビューも

拝見しましたけれども、やはりどうしても散歩

というのは、園児を狭い園内に閉じ込めておく

こともできませんし、市長が先ほどおっしゃっ

ていたように、さまざまな四季折々の風景に触

れたりですとか、そういった面でどうしてもお

散歩というのは外すことができない行事という

か、催しであるというふうにおっしゃっていま

したし、また、この滋賀県の大津市の事故の後

も、今月におきましても兵庫県の西宮市で保育

園児の列にまた車が突っ込むというような事故

もございました。本当に保育園の皆さん、万全

の体制で、例えば、この大津の事故の場合でも、

子供たちを一列に並ばせて、一番車道から遠い
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歩道、隅を歩くように、そしてまた、前後に保

育士さんがついて、また、中ごろにもお一人つ

いて３人体制で散歩をなさっていたということ

で、非常に万全な体制をとっていたにもかかわ

らず、避けられない事故であったというふうに

皆さん思っていらっしゃいます。 

 ここでお一人亡くなった園児さんのお父様が

コメントを寄せておりますので、少し紹介をさ

せていただきます。 

 レイモンド淡海保育園におかれましては、こ

れはその事故に遭われた園児さんが通っていた

保育園の名前ですが、短い期間ではありました

が、娘のかけがえのない笑顔を見守ってくれた

ことには感謝の意しかなく、今回のことにとら

われることなく、今後も小さな命に寄り添い、

ともに歩み続けることを娘もきっと望んでいま

す。最愛の娘さんが亡くなって間もないころ、

胸が張り裂けるほどの深い悲しみの中で、この

ようなコメントを寄せてくださったこのお父様

の意に応える意味でも、保育園の皆さんの安

全・安心を地域で、そしてまた、行政としても

見守っていかなければならないと思っておりま

す。 

 市長、このお父様のコメントに何か思うとこ

ろがございましたらおっしゃっていただけない

でしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 やはりこういった突然の事故で最愛の自分の

娘や息子を亡くすということは本当に当事者じ

ゃないとわからないつらさ、悲しさ、また、い

ろんな意味での無念さがあるんだというふうに

思います。この事故だけじゃなくて、ほかの本

当に理不尽なそういった状況において、自分の

最愛の人の命を亡くすという、そういった報道

を受けるたびに本当に悲しいですし、やっぱり

社会として何ができるのかというのを自分たち

はしっかりと考えて、やはり行動していかなけ

ればならないというふうに思うところです。ま

た、そういった被害者の家族の方がコメントを

出すということは、やっぱりそういったこうい

った不幸なことがもう起きないように、社会全

体で考えてほしいという、そういうコメントだ

というふうに受けとめているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） そして、保育園の場

合は交通事故でしたけれども、また、通学時に

大変悲惨な事故が起こりました。これは５月２

８日のことですけれども、神奈川県の川崎市で、

これはスクールバスを待っている小学生の列に

男が刃物を振りかざしながら迫ってまいりまし

て、御父兄の方お一人と、そして、小学校６年

生の女子児童がお亡くなりになったということ

で、この件に関しましては、昨日も松浦議員の

ほうも一般質問の中で取り上げておりました。

重なってしまうこともあろうかと思いますけれ

ども、改めて児童生徒の通学における安全対策

について、現在の状況をお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） おはようございます。

５番川村議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 児童生徒の通学時の安全対策について御質問

をいただきました。 

 現在、青少年育成センターを中心といたしま

して、学校及び関係機関と連携を図る中で、ス

クールガードリーダーや補導員、さらには、Ｐ

ＴＡや各種団体等に御協力をいただき、登下校

時の巡回、見守り活動を行っているところでご

ざいます。 

 また、小学校新１年生への防犯ブザーやラン

ドセルカバーの配布を行う中で防犯対策を講じ
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るほか、遠距離通学の児童生徒への取り組みと

いたしましては、市内５路線のスクールバスを

運行し、児童生徒の安全確保に配慮いたしてい

るところでございます。 

 昨日も申し上げましたけれども、児童生徒が

安全に通学するためには、教育委員会の取り組

みだけでなく、保護者や地域の方々との連携が

何よりも大切であるというふうに考えておりま

すので、今後も地域の方々の御協力をいただき

ながら、通学時の安全対策に取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 学校関係者の皆さん

はもちろんですけれども、本当にＰＴＡの方々、

地域の皆さんが通学路の安全性に尽力されてい

らっしゃることを本当に感謝を申し上げます。 

 ただ、この川崎の事件ですけれども、刃渡り

３０センチの刃物を持った男が無言で襲いかか

ってきたという、大変凶悪性を持った事件でご

ざいますし、児童生徒を襲ったものではござい

ませんけれども、先日も大阪のほうでは交番を

刃物で襲撃する事件も起こりました。また、昨

日も名古屋のほうで男性２人が刃物によって亡

くなるというような事件も起こっております。

非常に刃物を使った凶悪な事件が最近多発して

おります。 

 そういった中で、例えば、見守りですとか、

声かけ、こういったことは確かに連れ去りです

とか、わいせつ行為といったような、こういっ

た児童に降りかかる事件や事故を防ぐことはで

きると思いますけれども、そういった刃物を持

った、こういった凶悪犯に対してはなかなかそ

れだけで対応できるのかという不安もございま

す。 

 この事件が報道されておりました折に、防犯

の評論家の方がテレビでおっしゃっていたんで

すが、これからは攻める防犯も必要である。つ

まり、そういった凶器を持った犯人が来た場合

に、ある程度対処ができるような、そういった

ものをやっぱり備えておくことも必要ではない

かとおっしゃっておりました。例えば、催涙ス

プレーですとか、スタンガン。催涙スプレーの

ほうが効果があるとは思いますけれども、そう

いった防犯に関する器具を何かそういった学校

関係者や、または、ボランティアで見守ってく

ださる方に推奨するというようなお考えはあり

ますでしょうか、そういったことに関してのお

答えを、恐れ入ります、お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 再質問にお答え申し

上げます。 

 議員御指摘のとおり、昨今の犯罪情勢を踏ま

えますと、児童生徒のみならず、見守り活動に

携わる方々につきましても、その安全対策とい

うのは求められているというふうに認識をいた

しております。今後、どのような形が望ましい

のか等について、関係機関とも十分に協議をす

る中で、児童生徒だけでなく、見守りをしてい

ただいている方々の安全確保についても研究、

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） そういった凶悪な犯

罪が起こらないのが何より望ましいことですけ

れども、万が一そういった事案が発生したとき

のこともやはり対策として考えていく必要があ

ると思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 そして、続いては虐待についてでございます。 

 先日も北海道において２歳の女の子が母親と、

そしてまたその交際相手による虐待で亡くなる

という大変痛ましい事件が起こりました。本当
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に毎議会ごと、この問題をもう取り上げなくて

はならないほど情けないといいますか、大変悲

しい現実がありますけれども、いろいろとこの

問題につきましても前議会と重複してまいる場

合もありますけれども、関係機関の連携がどの

ようになっているのか、お答えをお願いをいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 ５月に起こった北海道の虐待死亡事件では、

児童相談所と警察の連携の不備について大きく

報道され、各自治体は関係機関との連携体制に

ついていま一度見直しを図り、その強化につい

て取り組んでいるところでございます。 

 虐待疑いを含めて、最初の相談は福祉事務所

に入ってきます。その相談内容を所内の要保護

児童地域対策協議会、要対協といいますが、こ

ちらで程度や緊急性等を協議する中、福祉事務

所長が判断し、４８時間以内に職員２人体制で

子供の状況を確認することとなっています。 

 特に、身体的虐待を疑う緊急性の高いケース

につきましては、必ず子供の状況を確認する前

後で児童相談所に助言をいただきながら、必要

に応じて警察とも情報を共有することになって

いるところでございます。 

 さらに、子供が所属する保育園や小中学校に

も協力していただく必要がありますので、迅速

に対応ができるよう、教育委員会等とも情報を

共有しております。 

 当市でも、年々対応するケースの内容が子供

たちにとって大変厳しいものとなってきており、

児童相談所及び警察と連携をして、迅速な対応

を求められたケースが今年に入ってから複数件

ございました。 

 関係機関での役割や支援策に漏れがないよう、

細心の注意を払いながら情報共有し、意思統一

を図っていかなければならないと、そのように

考えているところでございます。 

 昨年３月、東京で起こった５歳女児の虐待死

亡事件を受け、国は虐待事案が発生したときの

ルール改正を行い、去る６月１９日、今国会で

親の体罰禁止を柱とした児童虐待防止法などの

改正案が可決され、来年４月から施行されるこ

ととなりました。 

 宿毛市としては、常に子供の命を守るという

視点を忘れず、対応する職員のさらなる質の向

上を図り、より多くの関係機関が子供を見守る

仕組みを整備しながら、日常的に機能すること

ができるよう、取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

 また、これは市民の皆様へのお願いではあり

ますが、身近なところで気がかりなことがあっ

た場合、皆様から情報提供していただくことが

重大事例を防ぐきっかけとなっていくことと考

えておりますので、どうぞ市役所や児童相談所、

警察への一報をよろしくお願いをいたします。 

 よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 市長も今おっしゃい

ましたけれども、本当に地域の目というのが、

見守りの目というのが虐待の場合も非常に重要

な意味を持ってくると思いますので、ぜひとも

地域の皆様、本当にちょっと気になることでも

ありましたら一報、お願いをいたしたいと私の

ほうからもお願いを申し上げます。 

 いろいろな機関の連携が不十分で救えなかっ

た例というのが全国を見ますと多々ございます。

本市におきましてはそのようなことがないよう

にぜひとも皆様、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、続いて、高齢者ドライバーの交通

事故の件について御質問させていただきます。 

 私は以前にもこの高齢者ドライバーの事故に
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ついては一般質問させていただいたことがござ

いますが、この事故につきましても、最近は本

当に多く報道をされるようになっております。 

 特に、皆さんが御記憶なさっているのは東京

の池袋で起きたあの事故ではないかと思います。

８７歳の方が運転をしていた車が３１歳のお母

様と３歳のお子さんが、横断歩道を渡っており

ましたけれども、そこに突っ込みまして、お二

人とも亡くなるという、そしてまた、多くのけ

が人の方も出されました。 

 また、この方８７歳という御高齢もさること

ながら、警察から出てきたところ、また、現場

検証している模様などテレビで見ますと、両手

につえを持って、この方がアクセルとブレーキ

をまともに踏めるんだろうかというような足元

のおぼつかないありさまを見まして、このよう

な状態の御老人が運転することを本当に許して

いいんだろうかと、私も考えたところでござい

ました。 

 この事故を背景といたしまして、国としても

いろいろと高齢者ドライバーの件については検

討をしているところではございます。 

 さて、私が前回この高齢者ドライバーの交通

事故について質問をいたしました際に、市長の

ほうからは今はいろいろなサポートのついた車

が開発もされていますし、普及もしつつあるの

で、そういった車を高齢者ドライバーの方には

推奨していきたいというふうな趣旨のお答えを

いただきましたが、現在本市において、安全装

置のついた車というのはどのような普及率、現

状になっておりますでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛市における安全装置つき自動車の普及状

況についてでございます。 

 このことに関しましては統計がございません

ので明確な答弁はできませんが、昨今では自動

車技術の発展により、そうした機能を持った自

動車も販売をされているところは御承知のとこ

ろでございます。宿毛市においても少しずつ普

及している現状ではないかというふうに、その

ように考えているところでもございます。 

 市内での普及に向けた取り組み状況としては、

宿毛警察署において高齢者交通安全活動推進員、

通称高齢者アドバイザーが高齢者宅への訪問活

動や地区集会所等で行う交通安全教室におきま

して、安全装置つき自動車の有効性を説明する

中で普及に努めているところでございます。 

 また、宿毛自動車学校においても、高齢者が

免許更新時に行う講習において、同様の取り組

みを行っているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） この安全装置つきの

サポートカー、こちらのほうについては奈半利

町のほうでは補助金を出すというようなことも

行われておりますし、また、この６月議会で南

国市や香南市がその補助制度を検討、また、取

り組んでいきたいというような議会での市長か

らの説明もあったようでございます。もちろん

財源的な問題もございますけれども、ぜひとも

サポートカー普及に本市でも努めていかなけれ

ばならないと思っております。 

 この高齢者の事故、このサポートがついてれ

ば、自動ブレーキがついていれば約４割は防げ

たのではないかという統計も出ております。重

ねて市長、いかがでしょうか、サポートカーの

こういった補助制度を含めて普及について、も

う一度お答えをお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 このことに関しましては、昨今の悲惨な事故
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を受けまして、東京都が急発進防止装置を高齢

ドライバーが運転する車に後づけで設置をする

際に、取りつけ費用の９割程度を補助する方針

を表明したところでもございます。これは、先

ほども申しましたが、急発進を防止する装置と

いうことでございます。 

 また、香川県においては、平成２８年度から

補助制度を創設し、一定の機能を持った新車を

高齢ドライバーが購入する際に、１台につき３

万円を補助をしております。 

 先ほど議員のほうからも御紹介がありました

が、県内においても奈半利町が今年度から香川

県と同様の補助制度を創設いたしまして、高齢

ドライバーの悲惨な事故防止に取り組んでいる

ところでもございます。 

 宿毛市において、今後このような補助制度を

創設していくかということにつきましては、市

単独財源によりまして、直ちに制度を創設して

いくことは困難な状況であると考えているとこ

ろでございますが、このことに関しては全国的

な課題であると考えております。 

 先週１８日には、政府は交通安全確保に向け

た緊急対策を決定し、対策の一つとして安全運

転支援機能を持つ、これは安全運転の支援機能

なので少し大きな意味になりますが、こちらを

持つ自動車のみを運転できる高齢者向けの限定

免許を創設する方針を示したとも聞いていると

ころでもございます。こうした国の動向を注視

する中で、国、県に対してもしっかりと要望し

て、宿毛市としての対策を検討してまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 この安全装置につきましてはいろいろな、議

員も御承知だと思いますが、いろいろなものが

ありまして、ブレーキとアクセルを間違って急

にアクセルを踏み込んだときにとまって、前に

進まなくするであるとか、壁が近づいてくると

自動ブレーキであったりとか、それから、車線

をはみ出るようであれば、それをまた元の自分

の走行車線に戻すものであるとか、いろんなも

のが今の技術の中でどんどんどんどん新しく出

てきていますし、また、県から、以前は高級車

についていたんですけど、言うとちょっと語弊

があるかもしれませんが、値段の安いそういっ

た車両にもこういった装置がついてきている、

そういう時代でもありますので、そういう流れ

も注視をする中で、宿毛市としてどういうこと

ができるのか、またしっかりと考えていきたい

というふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） いろいろと国の動向

も見ながら、またこの点には努めていただきた

いと思います。 

 また、車にそういう装置をつけることももち

ろんですけれども、急発進できない仕組みにな

る車どめというのもありまして、タイヤが空回

りするようになって、こういった車どめもまた

新しい庁舎で考えてみてはどうかなと。実際愛

知県のほうではこの車どめを使っている市役所

もあると伺っておりますので、またこういった

点からも高齢者ドライバーの事故が一件でも少

なくなるように努めていただきたいと思います。 

 そして、高齢者ドライバーの事故が多発する

ことによりまして、高齢者ドライバーの免許の

返納のことについてもいろいろと話題になって

おります。先ほど申し上げた池袋の事故後は飛

躍的に返納率が伸びているということも聞いて

おります。 

 ただ、本県では、やはりどうしても地理的条

件ですとか、公共交通機関が脆弱であるという

ようなことが背景にございまして、なかなか高

知県の高齢者の免許返納率が伸びないという状

況を聞いております。免許の返納をするにこし

たことはないんですけれども、やはりどうして
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もその後のこと、移動手段、そしてまた、生活

援助、買い物に行けなくなる、通院できなくな

る、そういったさまざまなことを考えますと、

返納、なかなかできないなとちゅうちょしてい

らっしゃる方がたくさんいるのも事実でござい

ます。 

 免許を返納した際にいろいろな優遇措置があ

るともお伺いしておりますけれども、本市の場

合はどのようになっておりますでしょうか、お

願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず、現在の免許の返納の状況について少し

お話をさせていただきたいと思います。 

 宿毛市在住者の運転免許の自主返納件数は、

平成２８年が２８件、平成２９年が４９件、そ

して、平成３０年が５８件、平成３１年１月か

ら６月１８日現在の件数が４４件となっており

まして、宿毛市においても自主返納件数が年々

ふえてきている、そういった状況でございます。 

 宿毛市における免許返納時、免許を返納され

たときの優遇措置に関してでございますが、免

許返納時の優遇措置、宿毛市としての支援は行

っておりませんが、公共交通機関として土佐く

ろしお鉄道や高知西南交通が運賃等に対する支

援を行っております。また、一部のコンビニエ

ンスストアや銀行等、企業が高齢免許返納者へ

の生活支援サービスを行っているところでもご

ざいます。 

 現在、宿毛市が取り組んでおります宿毛市自

転車を活用したまちづくり計画の中で推奨して

おります電動アシストつき自転車も免許返納に

つながる一つの方法ではないかというふうに考

えているところでもございます。 

 こちら、電動アシストつき自転車は２輪だけ

ではなくて、転倒の危険性が少ない３輪のもの

もありまして、自転車になれていない方でも簡

単に利用することができるといった自転車でも

ございますし、また、坂道もアシストがついて

いますので、ペダルさえ前へこいでいただけれ

ば自転車が電気の力で進むという形でございま

す。これに比較的若いときになれ親しんでいた

だくことで、自動車から自転車へスムーズな移

行ができるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 そういった形の中で、現在進めております、

庁舎移転も含めて、宿毛市の中を今はなちゃん

バスが走っているわけですが、そういったコミ

ュニティバスを利用する中で、点と点を線でつ

ないで、その線を今度円でつなぐような形で宿

毛市の今公共交通網が途絶えている地域を何と

か結んでいきたいという考え方を持っていると

ころでございます。ただ、全てをつなぐことは

不可能でございますので、その、例えば、乗降

場所、そういうところまでに歩いていけなけれ

ば、こういったアシストつき自転車とかを利用

するとか、いろんな方策を現在思案をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 市としてもいろいろ

に考えていらっしゃるということですが、優遇

措置の問題なんですが、本市は非常に優遇措置

が少ないというのが現状だと思います。お隣、

四万十市にまいりますと、本当にさまざまな商

店、お店でいろいろな優遇措置が受けられるよ

うになっております。それは理髪店、美容院、

それから、飲食店、居酒屋さんですとか、喫茶

店ですとか、店によって優遇措置は違うんです

けれども、例えば、５％オフですとか、また、

何かポイントで還元するようなお店はポイント

２倍サービスですとか、そういった優遇措置を

とっているお店が非常に四万十市に限らず、県
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下でもたくさんございます。そういった中で宿

毛市は、そういったお店が非常に少ないという

か、ほとんどないのが実態ですので、これはぜ

ひ行政のほうから民間の皆さんに働きかけて、

そういった優遇措置をとれるお店がまた１件で

もふえるとまた変わってくるんじゃないのかな

という思いもするんですが、市長、いかがでし

ょう。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市内における優遇措置を現在行っていただい

ているところはコンビニエンスストアであると

か、銀行であるとか、そういうお話をさせてい

ただきました。そういった形の中で、当然民間

のほうからいろいろしていただかなければなら

ないことがあるわけですが、当然そこに対する

啓発というか、お願いであるとか、お知らせで

あるとか、そういったのを自治体のほうから、

宿毛市のほうから発信をしていくということは

大切なことだと思いますので、しっかりと取り

組みをしていかなければならないというふうに

改めて思ったところでございます。 

 そういった形の中で、実は、やはり返納率が

上がらないのはやはり本当に車がなくなると困

る、生活ができなくなる、そういった背景のも

とでなかなか返納が進まないというふうに思っ

ております。だから、その両方からしっかりと

整備して、車を乗るのが怖いと思われる、そう

いった高齢者の方には免許を返していただいて

もこの宿毛市で生活ができる、そんな地域にし

ていきたいなというふうに思ったところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 先ほど市長もおっし

ゃっていた、コミュニティバス、はなちゃんバ

ス、こちらのほうもどんどん活用して、免許の

返納率の向上に向けて役立てていただきたいと

思うんですが、このコミュニティバスですが、

町区を巡回しているバスについては１００円と

いうことで均一の料金なんですが、全地域１０

０円で乗れるというふうに改善するともっと皆

さん乗りやすくなるんじゃないかなと思うんで

すけれども、私なんか特にいつも車に乗って、

公共交通は余り利用していない者にとっては、

公共交通を利用しようとするときに、いつもあ

あ、小銭があるかなとか、もちろん車内で両替

もできますけれども、そういったことを結構気

にするほうなんです。それが１００円玉１個で

乗れるとなると、もっと皆さん気軽に乗れるん

じゃないかと、出井の奥からまちへ来るのも、

それから、栄喜からまちへ来るのもみんな１０

０円だよというふうになるともっと皆さんの利

用率が上がるのではないかなと思うんですけれ

ども、コミュニティバスを今後もっと高齢者の

方に乗っていただくためにどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 本市のコミュニティバスにつきましては、平

成３０年度には全線で延べ８，２２７人に乗車

をしていただいておりまして、多くの方々に現

在も御利用いただいている、そういう状況でご

ざいます。 

 このコミュニティバスのさらなる有効活用に

向けて、料金設定や年間パスポートなどの導入

については、これまでも考えてきたところもご

ざいますが、タクシーなど、他の民間事業者と

の関係、影響も考えられますので、慎重に議論

をしなければならない点もございます。 

 そして、他市町村の取り組みも参考にさせて

いただきながら、さらなる利用促進、また、利
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便性の向上に向け、今後検討してまいりたいと

いうふうに現在考えているところでもございま

す。 

 高齢ドライバーの交通事故防止策につきまし

ては、公共交通機関の利用促進が有効な手段の

一つであると認識をしているところでもござい

ますので、そのためには運転免許証を返納しや

すい、先ほども申しましたが、環境づくりを行

うことも重要であると考えておりまして、当然

市のコミュニティバスであるとか、現在も利用

していますが、スクールバスの一般混乗ですね、

こちらにつきましても運転免許の自主返納者に

対する利用料金の減免など、優遇措置の導入に

ついて今後検討を進めなければならない、その

ように考えているところでもございます。 

 また、現在、非常にコミュニティバス、はな

ちゃんバスを利用していただいていますので、

これからは、先ほど言った、新たな形での路線

の創設であるとか、また、循環型、ぐるぐるぐ

るぐる回るやつですね、そういった円のバスの

運営であるとか、運行であるとか、そういった

ものもしっかりと考えて検討していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 免許を返納してしま

いますと、本当に御高齢の方、なかなか家から

出歩かなくなって、これはうちの母親もそうで

したけれども、何かだんだん前より認知が進ん

できたなと思ったこともありました。実際、お

年寄りに限らずそうなんですけれども、お買い

物に行くのは楽しいじゃないですか。その楽し

みが何かいつでもどこでも自分の好きなときに

行けたのが奪われてしまうという、そういった

思いから、お年寄りの方、なかなか免許も返納

できないのも現実だと思います。 

 愛生福祉会のほうでは、週に１回、お買い物

バスを宿毛のほうに走らせておりますけれども、

また、サニーマート系列ではとくし丸という軽

自動車の荷台いっぱいに商品を積んで、買い物

難民の皆さんのところを回るようなそういった

車もございますけれども、いろんな形で、また、

本当に官民一体となって高齢者の問題、免許返

納も含めてお年寄りになってから生き生きと楽

しく暮らせる宿毛市であってほしいなと願って

おりますので、また今後とも行政のほうでもい

ろいろと力を尽くしていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは、続きまして、観光振興について質

問をさせていただきます。 

 観光振興と申しましても、私の場合、この１

点、ドローンの活用ということに絞って質問を

させていただきたいと思っております。 

 ドローンにつきましては、以前も一度災害の

発生したときに、例えば、土砂崩れや崩落等で

孤立してしまった地域に、例えば、薬ですとか、

食料ですとか、そういったものを運ぶのにドロ

ーンが使えないかということを一度質問をした

ことがあったんですが、そのときは、市長は、

市役所として、市としてはドローンを購入し、

活用していく考えはないというようなことでお

返事をいただいたと思いますが、ここで再び、

ドローンはそういった災害発生時ばかりではな

くて観光にも生かせるということで新たにまた

質問をさせていただきました。 

 と申しますのも、荒木初子さんの件を一般質

問した際に、ウィキぺディアで荒木初子と見た

ときの沖の島の写真というものがどう見て柏島

の写真だったんです。それを担当課に申しまし

たら、いや、この後ろに写っているじゃないか

と、でも、中心がどうしても柏島なので、一般

の人が見ると、どうしても柏島が沖の島になっ

てしまう状況なんです。実を申しますと、読売

旅行さんがよさこいツアーでよくこういったの
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を、チラシが入りますが、読売旅行さんが拝啓、

知産知消の旅お届けします、地産地消の知は高

知の知、知るという字を書いて、聞いたことは

あるが行ったり見たりしたことがない、魅力満

載の地元で楽しむ旅、登場ということで、日帰

りのさまざまな県下のバスツアーを組んでいま

すが、その中にまだ見ぬ絶景、秘境の島めぐり、

チャーター船で訪れる海の秘境、沖の島と鵜来

島アイランドクルーズというこの日帰りツアー、

大変魅力あふれる題目がついているこのクルー

ズがあるんですが、ここにもまたどう見てもこ

れは柏島だなという写真が出ております。沖の

島というのは本当に釣りをなさる方もそうです

し、私なんかいつ行ってもすばらしい自然、心

を奪われる自然がいっぱいなんですけれども、

余りに沖の島をきちんとＰＲする写真がないで

はないかと。こういったところからも考えてお

りまして、それこそドローンを使って、沖の島

や鵜来島の絶景、どう見ても柏島の写真では秘

境感が全くないわけです、つながっていますか

ら。そういったところで、宣伝材料としてもど

うしてももっと沖の島や鵜来島の写真が欲しい。 

 そしてまた、そういう空から空撮しますと、

もっといろんな視点で宿毛のよさが発見できる

のではないかと。例えば、中筋川ダムの平田町

黒川の桜の花がきれいに咲く時分ですとか、そ

れから、大島の桜公園もそうですし、また、例

えば、坂本ダム、中筋川ダム、もうすぐ完成し

ます、横瀬川ダム、これらのダムも空撮したら

もっといろんな魅力あふれるものができるので

はないかと思うんですが、ドローンを使った宿

毛の魅力、観光の発信、発掘ということについ

て市長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 その前に、先ほどのはなちゃんバスの件なん

ですが、西のほうの御婦人たちが本当にきれい

な格好して、きれいな格好してというと怒られ

ますね、少しいつもとは違う服装で皆さん立た

れているんです。どうしたのと言ったら、はな

ちゃんバスに乗って、モーニング食べにいくの

と行って。モーニング食べにいくだけに乗って

いただいていますし、また、林邸カフェ、あち

らにも時間があれば僕も寄って、いろんな方々

に声をかけさせてもらっているんですが、こち

らのほうも、今度は西じゃなくて東のほうから

来られている方もおられましたし、また、はな

ちゃんバスだけじゃなくて、そういった病院の

ついでにということで、うまくバスを乗りなが

ら、きょうはすくモーニング食べにきたよとか

言って、そういうお話を聞きました。 

 だから、本当に女性の方だけじゃなくて、本

当に外にでるというのは心も明るくなるという

か、豊かになるし、当然そういった部分で心身

ともに元気に、健康になるんだなというふうに

感じているところでございますので、しっかり

外に出てもらう、そういった意味でも使える話

でもございますので、しっかりと考えていきた

いというふうに思っているところでもございま

す。 

 このドローンについてでございます。 

 ドローンについては、宿毛市のほうは持って

いないというお話を前回させていただきました

が、現在、宿毛消防署が１台、所有をしており

まして、必要な場合には撮影に協力をしていた

だける、そういう状況でございますので、宿毛

市で空撮映像を撮りたいと思えば撮れる状況に

現在なっているところでございます。 

 議員のほうからもお話がありましたように、

ドローンというのは静止画だけじゃなくて、本

当にダイナミックで、本当にすばらしい映像を

今撮っていまして、特に、ドローンを操縦され

る方々はそういった映像を撮るのが大きな楽し
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みになっていまして、楽しみの一つというより

はそれがメーンになっていまして、いろんな映

像を撮りながら、いろんなユーチューブである

とか、いろんなところでアップをしているのを

私も見るところでございます。 

 そういった現状の中、宿毛市としましては、

スワンテレビや、それから、市民の方々から提

供していただいたそういった映像を使って情報

発信を現在しているところでございます。 

 それから、沖の島のお話がありましたが、実

は沖の島であるとか、鵜来島の写真は当市とし

てもたくさん所有をしております。多分当市の

ほうに問い合わせしていただいたらそういった

お写真を御提供できるかと思うんですが、多分

何らかの形で違うところから持ってこられた写

真を使っているのかなというふうに思いますの

で、議員御指摘のそういったパンフレット等に

載っているところに関しては逆にうちの商工観

光課のほうからしっかりとこういう写真があり

ますよということで情報提供というか、そうい

う写真の提供もさせてもらわないといけないな

と思いながら聞かせていただいたところでござ

います。しっかりとＰＲしてまいりますし、そ

ういったすばらしい映像、そして、そういった

写真も使っていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ドローンは消防署の

ほうが所有をしているし、また、民間で持って

いらっしゃる方もいらっしゃって、また、その

映像なりを提供してくださって、宿毛のＰＲに

も役立てているということですが、ドローン、

例えば、災害発生時、先ほど物資を運ぶことに

も使えると申しましたけれども、例えば、被災

状況の速やかなチェック、それにも使えますし、

例えば、いろんな面で、例えば、教育委員会で

も、例えば、学校行事を撮るですとか、ですか

ら、危機管理の面からも、それから、土木の面

からも、それから、産業振興の面からもいろい

ろな活用方法がありますので、ぜひ市としても

１台購入して、活用していくのがいいのではな

いかなと思うんですけれども、またひとつ御検

討をお願いできればと思います。 

 済みません、今回は本当に何度もせき込むよ

うな状態がございまして、大変私の一般質問、

お聞き苦しいところで失礼をいたしました。５

番川村三千代、以上で一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時４７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０１分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） １０番、通告に従い

まして、一般質問を行いたいと思います。 

 まず初めに、道の駅についてを質問させてい

ただきます。 

 現在の道の駅、サニーサイドパークの整備に

ついてでございますが、過去に多くの議員から

一般質問があり、中平市長の方向性、大体の方

向性についてはわかっているつもりではござい

ますが、再度お伺いをいたしたいと思います。 

 ２０１９年４月２７日には、スノーピーク土

佐清水キャンプフィールドがオープンをいたし

ました。２０２０年７月には、新足摺海洋館、

ＳＡＴＯＵＭＩがリニューアルオープンをいた

します。今後、国道３２１号の交通量はふえ、

道の駅すくもサニーサイドパークを利用される

方々もふえるかと思います。現在の道の駅すく

もサニーサイドパークの整備についてどのよう
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に考えているのか、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 岡﨑議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 道の駅すくもサニーサイドパークの施設改修

につきましては、昨年度、宿毛青年会議所から

アンケート調査結果や提言書が提出される中、

市の関係課や観光協会などの関係組織、入居者

等で意見交換会を重ね、現在の課題や改修案な

どを検討いたしました。 

 現在、整備の方向性といたしましては、利用

しやすい公園として改修することと海洋教育や

体験活動を行う施設、渚の交番の設置を検討し

ているところでございます。 

 渚の交番というのは、日本財団が進める海の

拠点をつくるプロジェクトで、地域や海にかか

わる活動している団体に対し、海洋教育や体験

活動等を行う施設整備費について、ほぼ１０

０％助成される支援制度ですが、柏島で活動し

ているＮＰＯ法人黒潮実感センターよりこの支

援制度を活用して、宿毛湾全域の海洋教育や体

験活動などを行う拠点施設を整備したいとのお

話をいただき、サニーサイドパークに新しいに

ぎわいと人の流れをつくるために当施設の設置

を検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 この施設ができることによりまして、マリン

アクティビティなどの自然体験型観光の振興に

つながる効果も期待できると考えているところ

でございます。 

 渚の交番の整備の検討に合わせまして、道の

駅の改修を進めていきたいと考えていますが、

具体的には、通路などのバリアフリー化を行い、

老朽化し、バリアフリーになっていないトイレ

については設置場所も変更して、新規に移設し

たいと考えております。 

 また、海鮮バーベキューなどができる簡易な

施設の設置や駐車場スペースの見直しも検討し、

海辺のロケーションを生かした海の道の駅にし

てまいりたいと、そのように考えております。 

 議員からもお話がありましたように、３２１

号を取り巻く環境が非常にこれから観光客がふ

えてくるであろうと、そのように思われる施設

整備が進んでいるところでございます。四万十

市、そして、土佐清水市、大月町のそれぞれの

道の駅としっかりと連携をして取り組むことに

よりまして、この高知西南エリアにさらなる観

光客の誘客につなげていけるものだと、そのよ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今市長よりるる説明

がありました。そのように実施されるように市

のほうとしても協力していただきたいと、その

ように思っております。 

 次に、新しい道の駅の構想についてお伺いを

いたします。 

 平成２９年第１回定例会の一般質問の答弁の

中で、道の駅のあり方として、２カ所の機能分

担した施設を位置づけることができないかとい

うふうに市長が答弁をされています。要するに、

サニーサイドパークを今言われたように、海の

道の駅と、それから、市街地の２つのそれぞれ

分担した機能を持たせた道の駅の整備ができな

いかというふうに答弁がありました。 

 現在、道の駅として、サニーサイドパークが

あり、また、まちの駅として林邸があります。

新たな道の駅についてどのような構想を思い描

いているのかお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 新しい道の駅につきましては、今春、計画段
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階評価を終えた宿毛内海間の高規格幹線道路の

整備も踏まえる中で、市街地に人の流れをつく

ることができるようなところに特産品の販売や

観光などの情報発信の機能を持った施設を整備

したいと考えております。 

 具体的な内容につきましては、まずは現在の

道の駅すくもサニーサイドパークの改修を進め

る中で、それぞれの特色を生かした道の駅建設

を検討してまいりたい、そのように考えている

ところでございます。 

 現在の当市を取り巻く環境といたしましては、

先日、高知道水の水産加工施設、これは県内一

の加工施設でございますが、できました。また、

ふるさと納税を進める中で、４年前には数百万

円だったふるさと納税が現在は３億円を超えた

り、３億円近くなったりということを近年はそ

ういった伸び率で伸びているところでございま

す。 

 そういった中で、一次産品を中心とした非常

に商品開発がここ二、三年で進んできておりま

す。そういった商品をしっかりと宿毛で売る、

そういった場所を整備する、そういったことも

必要だというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 一つ再質問をさせて

いただきます。 

 今市長より説明がありました、特産品を展示

できるような、そのような考えの道の駅をつく

っていきたいような考えをされていましたけれ

ども、この新しい道の駅、市長の考えとしては、

例えば、２年後であるとか、３年後であるとか、

現在のサニーサイドパークの設備がそろわない

となかなか難しいかと思いますけれども、して

いくということでよろしいでしょうか、その点、

御答弁願います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 やはり物産というものが中心になろうかとは

思っています。物産、そして、観光の発信の拠

点という形の中でこの３つの道の駅を使ってい

きたいというふうに考えているところでござい

まして、やはり物産の中心になるものを早い段

階で整備をする必要があるというふうに考えて

おりまして、現在のサニーサイドパークの道の

駅の改修を進める中でしっかりと検討してまい

りたい、そのように考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） それでは、次に、宿

毛市自転車を活用したまちづくり計画について

お伺いをいたしたいと思います。 

 極めて身近な交通手段である自転車は、環境

負荷の低減、健康の増進、観光振興や災害時に

おいて機動的であるなどの面から注目されてお

り、国においては、平成２９年５月、自転車の

利用を促進し、自動車への依存の程度を低減す

ることによって公共の利益の増進に資するなど

を基本理念とする自転車活用推進法が施行をさ

れております。 

 本市においても平成３１年３月に宿毛市自転

車を活用したまちづくり計画を策定をいたしま

した。平成３１年度市長の行政方針の表明の中

では、宿毛市自転車を活用したまちづくり計画

では、子供から高齢者までが自転車に乗れる機

会をふやすことで、自転車やサイクリングスポ

ーツを市民にとって身近なものにしていくとと

もに、交通ルール、マナーの徹底や健康増進を

図り、市民の安全を確保した上で、将来的な生

活の質の向上を図っていきたい。また、市内業

者の皆様とともに連携を図りながら自転車を切
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り口とした観光振興の取り組みや各種イベント

の実施により、交流人口の拡大を図り、地域経

済の活性化につなげてまいりたいと言われてお

ります。 

 宿毛市自転車を活用したまちづくり計画の進

め方についてお伺いをいたします。 

 １点目の今後の取り組みについては、松浦議

員に対する答弁で了解をいたしましたので、そ

れ以上のことは質問いたしません。 

 少し具体的な内容について質問をいたしたい

と思います。 

 市長の行政方針の表明の中で、子供から高齢

者までが自転車に触れる機会をふやすことでと

の発言がありましたが、子供で見れば移動手段

は自転車が多いかと思いますので、自転車に触

れる機会は多いかと思います。高齢者の移動手

段は車が多いと思いますので、高齢者に対して

どのように自転車に触れる機会をふやしていく

つもりなのか、その点お伺いをいたしたいと思

います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 高齢者の自転車に触れる機会をどのようにふ

やしていくのか、また、そういった取り組みに

ついてのお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まずは、自転車に限らず、高齢者の方々に交

通安全への意識を高めていただくため、老人ク

ラブ連合会や各地域の老人クラブ、元気クラブ、

いきいき百歳体操などの自主的な集いのグルー

プなどに対して、宿毛警察署の高齢者アドバイ

ザーによる交通安全教室をより多くのグループ

等で実施できるように支援をしてまいりたいと、

そのように考えております。 

 高齢者の中には筋力の低下から屋外での自転

車乗車に不安がある方もいるかと思いますが、

自転車は膝に負担をかけずに身体の中でも最も

大きい筋肉を鍛えることができるメリットがあ

ります。 

 現在、地域で広がっていますいきいき百歳体

操も幾つになっても一定の負荷を筋肉に与える

ことで筋力をつけることができることに着目し

た取り組みでもありまして、自転車でもその効

果が期待されますので、室内で自転車の模擬的

な体験ができる機材などを活用した取り組みが

できないか、検討をし、多くの高齢者の方に自

転車を活用してもらう機会が広がるように取り

組んでまいりたい、そのように考えているとこ

ろでございます。 

 まずは、自転車を乗らずにお年をとってしま

った方には室内で自転車を乗れるようなサイク

リングマシーンのような簡単なものですけど、

そういったものを使って運動してもらえないか、

そのように考えております。 

 また、自転車になれていない高齢者の方でも

電動アシストつき三輪自転車、これは先ほどお

話を川村議員のときにさせてもらったものです

が、これであれば転倒の危険性も少なく、安全

に御利用いただけるのではないかと考えている

ところでもございます。日常生活の移動手段と

して自動車等に頼るだけではなくて、自転車を

うまく活用していただくことで、先ほど言った

免許の返納であるとか、それから、健康の増進

であるとか、そういったものにつながるのでは

ないかというふうに考えておりまして、多面的

にいろんな活用方法をこれからも考えて模索し

ていきたいと、そのように思っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ありがとうございま

した。 

 ただいまの答弁で全てのことがわかりました。 
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 これから実施していく計画等々でございます

ので、一つずつ市民とともに市役所のほうはき

ちんと対応を高齢者に対してしていただければ

とそのように思っていますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。 

 次に、今後の条例制定についてお伺いをいた

します。 

 千葉市では、千葉市自転車を活用したまちづ

くり条例を平成２９年７月１日に施行をしてお

ります。今後、宿毛市として条例を制定してい

く考えはあるのかどうかお伺いいたしたいと思

います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 本市が平成３１年３月に策定した宿毛市自転

車を活用したまちづくり計画につきましては、

自転車活用推進法第９条に定める国の自転車活

用推進計画を勘案し、地域の実情に応じた地方

版推進計画であり、本市における自転車を活用

したまちづくりの基本的な方向性を示すものと

なっております。 

 千葉市における自転車を活用したまちづくり

条例につきましても、本市の計画と同様に自転

車を活用したまちづくりの基本的な推進体制を

示したものと理解をしているところでございま

す。 

 本市の今後の取り組みの方向性につきまして

は、市民の皆様を初め、各関係機関の自転車を

活用したまちづくりへの御理解、御協力をいた

だきながら、本計画の基本方針に基づき、各種

の事業を実施していくこととしておりますので、

現時点では条例を制定する、そういった予定は

ないといったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） わかりました。 

 次に、庁舎について質問をいたします。 

 ずばり新庁舎の完成時期についてお伺いをい

たします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 令和３年度末の完成を目指し、現在取り組み

を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 新庁舎が令和３年度

末に完成できるように努力していっていただき

たい、そのように思っております。 

 次に、庁舎移転後の行政サービスについてを

質問いたしたいと思います。 

 平成３０年第３回定例会において、庁舎が移

転した際にも既存市街地の住民の皆様に対する

行政サービスが維持できるように、市民直結の

窓口業務を担保した機能は残しながらとの答弁

が市長のほうからありました。 

 そこで、質問をいたします。 

 この中で、市民直結の窓口業務とはどのよう

な課を想定しているのか、お伺いをいたしたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 市民直結の窓口業務についてでございますが、

想定しております市民直結の窓口業務とは、戸

籍や住民票の交付、各種証明書の発行や税金の

支払い、国保や国民年金、介護保険などの申請

業務を受け付けることができる支所的な機能を

想定をしております。それを課として設置する

かどうかについては現状では決定をしていない

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 課を想定しているの

ではなくて支所的なことを考えているというこ
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とでございましたので、その点了承いたしまし

た。 

 そうするならば、支所的なものをどこの場所

に設置を考えているのか、今の段階で考えがあ

ればお伺いいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 どこに設置するかということにつきましては、

現状では明確には決まっておりませんが、候補

地として考えられるのは現庁舎や文教センター

が挙げられるとそのように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今支所の設置場所に

ついてはまだ決まっていなくて、庁舎や文教セ

ンターを考えているということでございました

ので、それで了解をいたします。 

 次に、３番目、庁舎移転後の現庁舎の利活用

について、この質問に関しましては、昨日、三

木議員の答弁の中で、庁舎移転後の現庁舎の活

用計画は確定をしていないと、さまざまな案の

実現性を見きわめつつ、にぎわいづくりに貢献

できるものを検討していくというような答弁で

ございましたけれども、昨日、三木議員が質問

した内容は、この現庁舎を大学や専門学校など

のサテライトキャンパスとして使うに当たり、

現状の進捗状況をお聞きしたと思うんですけれ

ども、平成３０年第４回定例会の中で市長の答

弁の中で、今後この庁舎について取り壊すこと

も検討の上、ここの利活用も考えているという

ような答弁があったかと思いますので、今後こ

の庁舎を残すのか、それともこの庁舎を壊して

まちづくりのために何かを建てていくのか、そ

の点ちょっとわからない部分がありますので、

質問いたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 記憶をたどって少し答弁をさせていただくと、

例えば、ここの利活用をどんなことを考えてい

るんだという質問の中で、多岐にわたっていろ

いろこういったことの可能性があるんじゃない

かというお話をさせていただきました。その後

に議員の皆様の中から、庁舎を壊すか残すか決

まっているのかというお話があって、そういっ

た流れの中で、壊す、残す両方を考えていきま

すという形の中での発言だったというふうに記

憶をしております。現在もこの庁舎を残して利

用していくのか、壊して後に利用していくのか、

決定しているものではございませんが、残す方

向でこういった案があるのではないかというこ

とで提案をさせていただいているところでござ

います。 

 答弁といたしましては、現状で確定したもの

は現庁舎についてないわけでございますが、こ

れからもさまざまなそういった案をお示しする

中で、その実現性も見きわめつつ、市民の皆様

の御意見も聞きながら、何よりもまちのにぎわ

いづくりにつながる、そういった貢献ができる、

そういった活用方法をこの現庁舎でしていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） わかりました。 

 次に、保育行政について質問いたします。 

 初めに、中央保育園と咸陽保育園を統合した

統合保育園の開園の時期についてお伺いをいた

したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 令和４年度の供用開始を目指しているところ

でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 令和４年度に開園の

予定であるということでございます。 

 次に、統合保育園の定員数についてお伺いを

いたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 現在のところ２４０名程度を想定をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今の定員数について

再質問いたしたいと思います。 

 定員数については今先ほど市長より約２４０

名ということでございましたが、平成３１年４

月１日現在で中央保育園の園児が８５名、咸陽

保育園の園児が８０名でございます。合わせて

１６５名でありますので、定員数が多いように

思われますが、その理由についてお伺いをいた

したいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 統合保育園につきましては、咸陽保育園、中

央保育園の園児はもとより、大島保育園の園児

も含めた地域の子供の受け入れを想定をしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今の説明で納得をい

たします。 

 次に、園児の受け入れ年齢についてお伺いを

いたしたいと思います。 

 現在、中央保育園、咸陽保育園では１歳３カ

月になった翌月から園児の受け入れをされてお

りますが、統合保育園では園児を何歳から受け

入れをするのか、お伺いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 満６カ月の翌月から、要するに６カ月になっ

た次の月から受け入れを想定をしております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 次に、統合保育園の

開園が令和４年度ということでお聞きをしまし

たが、統合に伴い中央保育園と咸陽保育園が使

われなくなりますが、せっかくの施設ですので、

今後の利活用についてどのように考えているの

か、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 跡地利用につきましては、今後地域住民の方

に御意見等をいただきながら、地域にとっても

有益な活用方法を検討していきたいと、そのよ

うに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど地域住民の皆

様と話をしながらということでございましたの

で、令和４年度には新しい統合保育園が完成を

いたします。それまでに一定程度その方向性は

地域の皆様とともに話をしながら考えていって

いただきたい、そのように思っております。 

 次に、浸水エリアの保育園については、三木

議員に対する答弁で理解をいたしましたので、

それ以上のことは質問いたしません。 

 今回、私立保育園に関する質問はいたしませ

んでしたが、市側としてできる限りのサポート

をしていただきたい、そのように思っておりま

すのでお願いをいたします。 

 次に、幼児教育・保育の無償化について質問

をいたします。 

 幼児教育無償化は、生涯にわたる人格形成の
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基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育

に係る費用負担の軽減を図る少子高齢化の観点

などから、３歳児クラスから５歳児クラスの子

供及び住民税非課税世帯のゼロ歳児クラスから

２歳児クラスの子供を対象に、令和元年１０月

から幼児教育・保育の無償化が予定をされてお

ります。 

 現在、宿毛市独自で行っている同時入所無料

化制度は法改正後どのようになるのか、また、

今後、幼児教育・保育無償化に伴い、市として

独自で新たな取り組みをしていくのか、お伺い

をいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛市では、行政方針の５つの柱の一つに子

育て支援対策を掲げまして、すくすく健やかに

育てるまちづくりを基本理念といたしまして、

宿毛市子ども・子育て支援事業計画を策定する

中で、独自政策の一つとして、平成２８年度よ

り、同時入所の２人目の保育料の無償化の実施

をしてきたところでございます。 

 そのような中、ことし１０月より国が消費税

増税分の一部を活用して、非課税世帯の子供と

３歳以上の子供に対し、幼稚園や保育施設利用

料の無償化の全面実施を決定をいたしました。

これにより、利用料の軽減については、国の政

策で一定図られるものと判断をし、１０月から

は独自政策である同時入所の第２子の無償化に

つきましては国の制度の対象から外れる２歳か

らゼロ歳の兄弟姉妹に限定するものに政策転換

を図りたいと、そのように考えております。 

 また、国の３歳以上の無償化の制度では、給

食の食材料費については、一人の子供につき主

食の御飯を除くおかずやおやつ代となる副食費

４，５００円を目安に、実費徴収を基本とした

政策としております。この副食費４，５００円

を実費徴収ということでございます。 

 そこで、宿毛市の新たな独自政策といたしま

して、今期定例会へ補正予算を計上させていた

だいておりますが、副食費の実費徴収はせず、

無償化を実施し、子育て世代への経済的支援を

図りたいと、そのように考えております。 

 公立保育園に通園の対象児童に対しての無償

化はもとより、私立保育園及び認定こども園に

対しても、事業主に補助金として交付すること

によりまして、副食費無償化を図ってまいりた

いと、そのように考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど市長の答弁よ

り、宿毛市として独自の取り組みをされるとい

うような答弁でございました。 

 そこで、一つだけ再質問させていただきたい

と思います。 

 その新しい取り組みをどのようにして保護者

の皆様に周知をさせていくのか、その点をお伺

いをしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まずは、現在、通園されている方々に関しま

しては、それぞれの園を通じてお知らせをさせ

ていただくことになろうかと思います。 

 また、広報とか、ホームページであるとか、

そういったところでしっかりと今議会、皆様方

の議決をいただきました後にお知らせをしてま

いりたいと、そのように考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 以上をもちまして、

私の一般質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） この際、午後１時ま
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で休憩いたします。 

午前１１時３１分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０２分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） ８番山上でございます。

一般質問をさせていただきます。 

 今回の質問は、市民の方から聞かせていただ

きました御意見などを抜粋して、３項目につい

て質問させていただきます。しんどい時間帯で

ありますけれども、余り長くはありませんので

よろしくお願いいたします。 

 それでは、質問通告書の最初の項目になりま

すが、太陽光発電機の設置状況の把握について

でございます。 

 ソーラーパネルといったほうがおわかりでは

ないかとは思いますが、市内の太陽光発電所の

場所について、その設置状況を市はどのように

把握されているのか、まずお聞かせいただけま

すでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 山上議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 太陽光発電システムを設置した場合は、固定

資産税の課税対象となり、内容といたしまして

は、償却資産に係るものと装置が設置されてい

る土地に係るものがあります。このため、税務

課では固定資産税係の職員による市内見回りや

現地調査、農地法に基づく転用手続、所有権移

転登記、償却資産の申告、確定申告などを確認

することで、その設置状況の把握に努めている

ところであります。 

 また、本年、第１回定例会におきまして、宿

毛市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置

及び管理に関する条例の制定が承認され、発電

設備のうち、その出力が１０キロワット以上の

特定発電設備を設置しようとする場合、着手の

６０日前までに届け出る義務が本年４月１日よ

り生じましたので、環境課への届け出により、

把握してまいります。これらの関係各課からの

情報提供などをもとに、設置状況を確認してい

る、そういった状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 御答弁いただきました

太陽光発電所のうち、課税の対象になる施設に

ついては市内にどのくらい存在するのか、確認

されておりますでしょうか、お聞かせください。

できましたら、その数字を含めてお示しいただ

けましたらと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 まず、償却資産として課税されている太陽光

発電設備について、償却資産課税台帳は所有者

の方からの申告に基づき登録されるものですが、

その申告書に記入していただく資産の名称など

におきまして、統一的な記入の仕方があるわけ

ではなく、商品名であったり、型番であったり

とさまざまとなっております。名称が統一され

ていないため、その件数の算出が非常に困難な

状況になっている、そういった状況でございま

す。 

 一方で、太陽光発電設備が設置された土地に

ついては、設置されたことがきっかけで、田畑

等から雑種地へ変更されたと思われる土地が令

和元年度時点で２１１筆課税台帳へ登録されて

いることが確認をできております。 

 ただし、太陽光発電設備を設置する前から雑

種地となっていた土地や、または宅地の一部に

太陽光発電設備を設置している場合など、そう

いった場合もありますので、この数字以上の筆

数が課税されている、そういった現状でござい
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ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） それでは、ソーラーパ

ネルを設置しますと、その土地が農地であった

としても税制上は雑種地の扱いになるというこ

とですが、それで間違いないでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 太陽光発電設備が設置された土地の地目につ

いては、原則雑種地と認定されることとなりま

す。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 雑種地ですと、税制的

には宅地並み課税になるようですが、これも間

違いありませんでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 雑種地の評価については、宅地並みとなりま

すが、環境や規模に応じまして、各種補正がか

けられる場合がございます。したがいまして、

評価額においては宅地と同額ということではご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 宅地並み課税扱いとい

うことですけれども、税収も幾分か上がってい

るのではないかというふうに思いますが、経済

産業省の太陽光発電の買い取りの認定がされて

いる発電所について、省のホームページから検

索しますと、ことしの２月末現在の数字になり

ますけれども、宿毛市内には１８２カ所が掲載

されておりました。電力会社に聞きますと、こ

れら全てが実現しているかどうかについては教

えることはできないということでしたが、実際

に設置されている数字とは少し違いがあるかも

しれません。その違いが少し今の答弁から出て

きているのかもしれませんが、これら全て把握

して課税漏れがないようにすべきであることは

申すまでもないことですし、宿毛市での太陽光

発電に対する課税状況はどのようになっており

ますでしょうか。これも数字をお示ししていた

だければわかりやすいと思いますが、よろしく

お願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先ほど御説明したとおりでございまして、償

却資産につきましては、名称が統一されていな

いために件数の算出が非常に困難となっており

ます。 

 一方、土地につきましては太陽光発電設備が

設置されたことがきっかけで、雑種地となった

と思われる土地は２１１筆確認ができていると

いうことでございまして、実際はそれ以上の筆

が太陽光発電用地として課税されております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 今回太陽光発電所のこ

とをお尋ねしたのは、第１には、課税漏れがな

いようにして市の税収増につながるようにとい

うことでございますが、それとともに、現に設

置されている方々の中には、公正、公平に課税

されているのかといった疑心暗鬼といいますか、

疑念を持たれている方がおられるということで

ございます。このような疑念を払拭する必要が

あると思いますが、その方法として何かありま

したらお示しください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 まず初めに、御説明したとおりでございます

が、税務課職員による現地調査や関係各課から
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の情報提供などをもとに、これまでも公正、公

平な課税に努めているところではあります。こ

れに加えまして、令和元年度からは、宿毛市再

生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管

理に関する条例の制定により、設置前に市環境

課へ届け出する義務が生じることとなりました

ので、環境課と税務課が連携をすることで、今

後も公平、公正な課税に努めていこうとするも

のでもございます。 

 また、太陽光発電を事業として行っている場

合は、所有者の方に償却資産申告をしていただ

く義務もございます。設置前は環境課への届け

出、設置後は税務課へ償却資産申告が必要であ

ることにつきまして、ホームページや広報で市

民及び事業者の皆様に一層の周知を行ってまい

りたいと、そのように考えているところでござ

います。そういった形の中で公正、公平に取り

組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） ぜひとも疑念を払拭さ

せるように努めていただきたいということに加

えまして、課税漏れを防止していただければと

思います。 

 ある自治体の例でございますけれども、太陽

光発電所に対して課税漏れがあって、その課税

額が数百万円に上ったようでして、その分を課

税することで税の増収となったとのことであり

ました。くどいようですけれども、宿毛市は自

主財源が４分の１ほどでありますので、課税漏

れがないようにしていただければと願っており

ます。 

 続きまして、太陽光発電所に関連して、もう

一つ、質問させていただきます。 

 それは、ソーラーシェアリングに対する税制

上の扱いについてでございます。 

 御承知のとおり、農地に作物の支障がない程

度に地上２メートル程度の上空にソーラーパネ

ルを設置しての太陽光発電ですが、このような

方法について、税制的にはどのようになってい

るのでしょうか、お聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 ソーラーシェアリングを行った場合、パネル

の支柱部分は農地法に基づく一次転用の取り扱

いとなりますが、固定資産税課税上ではその土

地で作物等が耕作されている限り、基本的には

農地として課税することとなります。 

 ただし、パネルにつきましては償却資産とし

て課税対象となるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 電力取引制度そのものも見直す動きが出てき

ているようでして、また、売電価格も低下して

いることからも、今後は太陽光発電機の設置に

ついては変化が起きてくる可能性もあると思い

ますけれども、しかしながら、ソーラーシェア

リングにつきましては、農家の副収入をあげる

一つの方法として設置が広がっていると聞いて

おりますので、宿毛にもソーラーシェアリング

を導入する農家の方も出てくるのではないかと

思いまして質問をさせていただきました。 

 今後、農家への設置に関しまして、市として

も支援していただければと思っております。 

 続きまして、２項目めになりますが、お墓の

件でございます。 

 これは昨日も質問されておりましたので、重

複するところがあるかとは思いますが、市営の

墓地公園などに樹木葬などの永代供養ができる

ようにならないかということでございます。最

近では核家族や子供さんがおられない、あるい

は、子供さんが県外におられて帰る見込みがな
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い方々などが終活におきまして、終活といって

も就職のほうじゃなくて、人生を終えるための

活動ということですが、後に残される方々に迷

惑をかけたくないということからも樹木葬など

ができる施設を市のほうでも整備してもらえな

いかという方々がおられます。そのような方々

は、お墓をつくっても見てくれる方もないとい

うことで、お寺のほうに永代供養なりをお願い

する方もおられるようですが、宗教的にどこに

も属さない方もおられて、そのような方々のた

めにも市営で樹木葬などの永代供養ができる施

設を設置できないかということで、宿毛市とし

ても今後考えていかなければならない課題であ

ると思いますが、市長はこのことにつきまして

どのように認識されているのかお聞かせくださ

い。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 議員御指摘のように、今後の墓地の管理に不

安を持たれている方が年々ふえてきている中、

全国的に樹木葬など、宗教の枠を超え、将来に

わたって利用できるお墓の需要もふえてきてい

ることも承知をしているところでもございます。 

 しかし、現在のところ、樹木葬などを含めた

新規の市営墓地を整備する計画はございません

が、今後樹木葬などの需要や民間霊園の状況も

注視しつつ、検討してまいりたい、そのように

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） 公営での樹木葬ができ

る施設としてはもう１０年以上前に横浜市から

始まったようでございまして、その後全国に拡

散してきている状況にあります。最近ですと、

樹木葬とネット検索をしますと、たくさんの樹

木葬の広告に出くわすようになっております。

それだけ需要が多くなってきていることのあか

しではないかというふうに思います。宿毛市で

も樹木葬などの需要があることは市としても認

識していただきたいと思いますし、今後市営の

墓地公園のあり方も含めて、ぜひとも実現でき

るように検討していただきたいというふうに思

います。 

 それでは、最後の３項目めになりますが、事

前復興についてということでございます。 

 事前復興といいますと仰々しく思われるかも

しれませんけれども、津波浸水エリアの住宅な

どをできるところから高台に移転できるように

してはどうかということでありまして、市とし

ては南海トラフ地震に対する備えとして、さま

ざまな施策が講じられておりますが、災害の観

点から事前に高台移転を促進することが必要で

はないかと思います。 

 そこで、旧田ノ浦小学校跡地などは住宅用地

として分譲していってはどうかと思いますが、

市長の御所見をお伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 旧田ノ浦小学校跡地を住宅用地として分譲し

てはどうかということでございます。 

 旧田ノ浦小学校跡地の高台は小筑紫保育園と

旧みなみ保育園の２つの避難所施設を備えた津

波からの避難場所でありまして、グラウンドも

あることから、ヘリを活用した受援や仮設住宅

の用地としても想定される重要な防災拠点と認

識をしているところでございます。 

 一方、行政が住民の高台移転を推進する場合

には、国庫補助を活用した防災集団移転促進事

業の方法もありますが、その場合、移転する住

民の新築に係る個人負担や移転しない住民の危

険地域指定による新築、増改築の禁止、地価の

下落等の不利益があります。そのため、住民の
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移転に向けては、地域全体の合意形成が不可欠

となっているところでございます。そのような

地域からの声があれば、検討が必要であると考

えますが、移転の候補地といたしましては先ほ

ど申し上げましたとおり、旧田ノ浦小学校跡地

には重要な役割がありますので、まずはほかの

候補地を検討する必要があるのではないかと、

そのように思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） この件につきましては、

田ノ浦小学校近辺の方々から伺った話でありま

して、当然地区全体として意思統一されたもの

ではありませんけれども、跡地を遊ばせている

のはもったいないし、せっかくなら住宅の高台

移転用地にできないものかというものでありま

した。やはり海岸線近くにお住まいの方々は生

活の安全、安心のためにできることはやってお

きたいという気持ちから発っせられたことであ

ろうと思っております。 

 旧田ノ浦小学校近辺の地区に限らず、他の地

区でもさまざまな要望などはあると思いますの

で、市としては真摯に受けとめていただければ

と思います。 

 一つの方法としてお聞きしていただければと

思いますけれども、旧田ノ浦小学校跡地などは

集落移転場所として分譲して、処分することで

得られた利益をもとに、また次の高台造成費に

回すといった、俗に言われます、転がし方式と

いいますか、そのような方法で高台移転を推進

していくことも考えられます。これは市に不動

産業をやれと言っているように思われるかもし

れませんけれども、以前に土地開発公社という

のがありましたけども、そのようなものをイメ

ージしていただければと思います。あくまでも

一つの方法として考えられるということでござ

います。 

 これから申し上げますことも一つの提案にす

ぎませんけれども、高速道路の計画では、おお

よその路線の発表がされましたが、高速道路が

できる場合、高速道路建設の場合、工事用の道

路というのが必要ですし、その道路は完成後も

管理用の道路として残ることになります。その

道路を高速道路の北側に設けていただくように

して、少し広い市道として位置づけて、歩道の

設置やライフラインを敷設するなどしておけば、

その道路から新たな宅地開発を誘発することに

つながるものと思いますし、民間の開発をやり

やすくするものと想像されます。このようなこ

とが積み重ねとなって、将来的には住宅などは

高台に移転するようになるのではないかと思い

ます。公共側が先行して社会資本整備を行うと

いうことでありまして、このような方法ですと

市が直接的に宅地開発をするのではなく、民間

の活力を誘発することで開発が推進されること

にもなると思います。 

 また、津波浸水エリアにおいて、建築都市計

画的な方法としましては、地区計画などで形態

規制により、１階部分を柱だけの下駄ばき方式

でなければ建築できないようにするといった方

法も考えていかなければならないかもしれませ

ん、もちろんこの場合、浸水深さを考慮しなけ

ればなりませんけれども。そのためにも将来的

なまちづくりのビジョンの明確化も求められま

すでしょうし、その中には立地適正化も必要に

なってくると思います。 

 昨日の答弁の中では、新庁舎の高台付近では、

市街化の計画はないとのことでありましたけれ

ども、この地域は都市計画的には用途地域の指

定はありませんが、白地地区ということで都市

化区域でありますので、市街化になってもおか

しくない地域になっております。その意味では、

ことし、マスタープランの見直しを行うように

なっておりますので、このことも含めて検討し
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ていただければと思います。 

 今後まちをつくっていく上で、住宅の高台移

転などの問題は外すことのできない項目の一つ

であると思いますので、今後の行政施策にも反

映されますように願っております。 

 これらのことに対しまして、私が一方的にし

ゃべっておりますと、質問をしないというよう

なことから議長にお叱りを受けるかもしれませ

んので、市長の何かコメントをいただければと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 山上議員の質問に答え

させていただきます。 

 「高台に道路が整備されると」ということで

ございます。整備されると、沿線に民間の住宅

団地が誘導されていくので、マスタープランで

も反映をしてはどうかという御提案だというふ

うに受けとめさせていただきました。 

 現在、国の高台移転の補助事業もございます

が、実際に行うとなると、先ほど言った合意形

成に至るまでの課題も多くて、全国的にも進ん

でいない、そういった状況がございます。これ

はあくまでも集団ということの話でございます。 

 しかしながら、当市においては３０年以内に

発生する可能性が高いといわれる南海トラフ地

震や津波を想定する中で、防災の観点を取り入

れた計画づくりが必要ですので、山上議員の御

意見も参考にさせていただき、また、市民の皆

様方の多様な意見を、踏まえた中でまちづくり

のビジョンを描いていきたいとそのように考え

ているところでございます。 

 これから宿毛市がつくっていく長期ビジョン

２０年、３０年後を見据えたときには、必ず南

海トラフの地震、津波が起こる、そういうこと

を想定する中で、起こった後にこのまちをどう

するのか、というのを次期計画の中には入れ込

む必要があるというふうに考えておりますので、

そのあたりはしっかりと入れ込んでいきたいと

いうふうに思っております。 

 また、高速道路の側道の件は国土交通省の関

係者の方からもお話を聞く中で、どういうふう

な形で整備をしていくのが高速道路ができた後

に当市にとって生かされるのかということも考

えて、しっかりと話し合いを詰める中で計画を

していきたいというふうに思っているところで

もございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ８番山上庄一君。 

○８番（山上庄一君） また計画のほうをよろ

しくお願いいたします。御答弁ありがとうござ

いました。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午後 １時３０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時４０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ９番山戸です。 

 前回、３月議会に引き続いてということにな

りますが、今回、この６月議会でも、学校建築

のＰＦＩ事業について、幾つか質問したいと思

います。 

 ３月議会ではこのＰＦＩ事業について、私な

りに多岐にわたった内容であれこれお尋ねいた

しました。この３月議会では、ＰＦＩがこの事

業に妥当かどうかを検討し、決意した段階を第

１段階として、要求水準書を作成し、優先交渉

権者を決定した第２段階、特定目的会社ＳＰＣ

との契約に基づいて建設などの工事が実施され

る第３段階、そうして、建物の維持管理を含め

た運営が行われる第４段階と、それぞれについ
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て懸念される事項をベースにしながら確認を行

ったことになります。３月議会ではそうさせて

いただきました。 

 けれども、どちらかといえば、執行部からの

説明を聞きおくことが主体となって、聞き取り

の域を出ないままに終始した嫌いがあって、ま

た、その事業者との契約書案についても日程的

に極めて窮屈な形での開示となった関係で、一

般質問に反映させることはおろか、その内容に

ついて十分に吟味するだけの余裕もないままに

議会議決まで進んだという印象が強くあります。 

 私個人としては、これまで未消化というか、

理解し切れていない部分が多々あることから、

今回は３月議会での執行部からの説明を下敷き

にしながら、３月議会中に執行部から開示され

た特定事業仮契約書、現在ではもう契約書です

が、それを中心に質問いたしますので、どうか

よろしくお願いをいたします。 

 通告書にあります１の（１）のア、イ、ウの

３項目については、昨日の川田議員の質問と重

複するために省略し、（２）のプロジェクトマ

ネジメントの業務内容と経費についての項目か

ら質問いたします。 

 総額４３億円近くの今回のＰＦＩ事業、その

契約金額の内訳の中で、プロジェクトマネジメ

ント費として全体費用の約１０％に相当する４

億４，９２８万円が計上されていて、株式会社

フージャースホールディングスと株式会社ＩＥ

Ａの両者が業務を行うこととなっています。 

 以前いただいた資料１という事業の従来方式

と応募事業者からのＰＦＩ方式による予定対価

を比較した表に従えば、企画・設計業務、整

備・開発業務、維持管理業務という共通の項目

以外に従来方式では計上されていないプロジェ

クトマネジメント業務という項目がこのＰＦＩ

方式の部分では計上されています。 

 この業務プロジェクトマネジメントというの

は、具体的にはどんなことを行うのか。契約書

の第６条には、その業務の内容として引用しま

すけれども、「乙、つまりＳＰＣの組成及び事

業期間中の維持、適正な財務管理並びに全業務

のマネジメント及びセルフモニタリングをい

う」と、このように書かれているのですが、こ

れは事業全体、つまりＳＰＣを含めたこの事業

全体のマネジメント等を総括的に取り仕切ると、

そういうことでよろしいのでしょうか、まずお

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 山戸議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 山戸議員のほうからも詳しいお話をいただい

たところでございますが、契約期間中、事業全

体を円滑に遂行できるように、市及び各事業者

との連携、調整を図る窓口的な役割を担うこと

となります。また、ＳＰＣの財務管理やセルフ

モニタリングを担うこととなっております。そ

ういったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ひょっとすると、これ

はいわゆる従来方式とＰＦＩ方式との相違の根

幹にかかわることかとも思われますので、今の

事項について再質問を行います。 

 ただいま市長からの御答弁いただいた契約書

第６条に基づくプロジェクトマネジメントの事

業内容並びにその経費というのは、従来方式、

つまり、市直営の方式で考えれば、それぞれの

事業、つまり、企画・設計業務、整備・開発業

務、維持管理業務、さらには運営業務の中に含

まれている業務であって、それぞれの業務を担

当する事業者、あるいは、事業部門がそれぞれ

の責任において実施してきた内容、それを抜き

出す形で一つにまとめた。そういうことになる

のでしょうか、それとも何か違いがあるのでし
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ょうか、その点お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 プロジェクトマネジメント業務の内容といた

しましては、先ほど申し上げた内容となりまし

て、従来方式では、各事業担当者やそれに係る

市担当者がそれぞれ個別に行ってきたものとな

ります。経費につきましては業務内容に係る人

件費などやＳＰＣの組織維持に係る経費、これ

は弁護士や会計士なども入りますが、こちらな

ども含まれます。また、従来方式の場合は、業

務ごとに分離発注していたため、それぞれの業

務の連携が想定されていませんが、本事業はＦ

ＰＩ事業の特徴である、包括的な業務の発注に

なるため、それぞれの業務の横の連携がとれて

こそライフサイクルコストの削減や質の高い施

設維持が可能となる、そういうことでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ただいまの御答弁への

再質問というか、確認になりますけれども、こ

のプロジェクトマネジメント業務に係る経費と

いうのは、従来方式では個別の事業者に割り当

てられた経費の中に含まれていた分を抜き出し

て一つにまとめた部分と、本来行政が担当して

きた部分、つまり、業務と業務の連携、調整の

役目等を合わせた形になっていると、そういう

ことでよろしいのでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 議員が言われるような経費がプロジェクトマ

ネジメント費の中に含まれているということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） プロジェクトマネジメ

ント業務というのは、そのような広範、横断的

な業務であるということと、行政の業務上の負

担分が軽減されることにもなるし、企画・設計

業務、整備・開発業務、維持管理業務のつなぎ

の業務に必要であった経費的な負担分も軽減さ

れると、その点了解しました。 

 さあ、そうしたときに、次は、特別目的会社

ＳＰＣについてお尋ねいたします。 

 ３月議会の際にお渡しいただいた、ＰＦＩ事

業有識者会議の議事録の中で、有識者の意見と

して、「ＳＰＣには実態がない」つまりペーパ

ーカンパニーみたいなことになっていて、「特

に２番目のほうは」という指摘がなされていま

す。それに対して、アドバイザーの方からは、

「応募事業者１も２も同じペーパーカンパニー

です」という答えに続いて、「ＳＰＣ自体はＰ

ＦＩ法で契約する以上はどういう形をとろうが

ＳＰＣの中にもし業務を残していれば、これは

逆に残さないでくれという形をとるのが今回の

事例だというふうに思います」このような説明

がなされています。ＳＰＣは構成企業、協力企

業に全て委託し、そこがまたそれぞれに直轄で

やるか、あるいは、下請に委託するかと、そう

いうことのようですが、このＳＰＣの役割につ

いて幾つか質問いたしたいと思います。 

 ＳＰＣの要件については契約書第３条、乙の

要件として９項目の規定がなされていますが、

今申し上げましたように、ＳＰＣはペーパーカ

ンパニーであるとするなら、全てを構成企業、

協力企業に委託し、そこがまた下請に委託する

ということになる。直接でやる場合は別ですけ

れども、委託する可能性がある。そうしたら、

ＳＰＣは何のために存在し、何を担当するのか、

事業全体の横断的な調整や維持管理、セルフモ

ニタリングは今市長から御答弁いただいたよう

に、また、第６条に示されているように、プロ

ジェクトマネジメント企業として構成企業、今
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回は株式会社フージャースホールディングスと

株式会社ＩＥＡの２社が独立して担当する。し

たがって、ＳＰＣはその両者からあがってくる

報告にＳＰＣの名の鑑をつけるか、両者の名称

部分を自社名に変更して、行政に連絡し、行政

からの指示があればそのことを担当の企業に伝

える。単なる連絡係でしかないことになるよう

にも思えるのですが、その点、どのように認識

なさっておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 ＳＰＣ自体は業務を担う存在ではないため、

役割としては今回の事業期間である３０年間存

続し続けることが一番の役割となります。 

 また、ＳＰＣは公共事業を担う契約相手とし

て、制度上、倒産隔離の意義があるため、全て

の業務をパススルーの原則にて事業スキームを

維持することになっています。 

 その上で、公共事業を担う特別目的会社とし

て、銀行からの審査の上、プロジェクトファイ

ナンスを受けられることになります。そういう

意味でペーパーカンパニーのようなものと言わ

れております。 

 議員が言われる、連絡係はプロジェクトマネ

ジメント企業が担うこととなります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ただいまの御答弁によ

りますと、ＳＰＣは存在はするけれども連絡係

ですらない。一体何なんだろう。ちょっとただ

いまの御答弁の中で難しい言葉が出てきました。

少し補足的な説明をお願いしたいと思うのです

が、今市長の言葉の中に、倒産隔離の意義とい

う言葉が出てきたんですけども、この倒産隔離

の意義というのは優しく言えばどういうことに

なるのでしょうか、再質問です。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 一般的にＰＦＩ事業では契約期間が長期間に

なるために、その間に契約相手であるＳＰＣに

倒産されると公共事業が遂行できなくなります。

そのためにＳＰＣを倒産させないという意味で、

倒産隔離という意義が存在をしているというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 非常にわかりにくいで

すので、もうちょっとまたお尋ねしますけども、

その倒産をさせないというその意義が全ての業

務をパススルーすることによって維持できると

いう、そのからくりというか、何というか、ど

ういうことになっているのか補足の説明をお願

いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 簡潔に申しますと、ＳＰＣを倒産させないた

めには、ＳＰＣに業務を残さないということで

す。先ほど議員のほうからも少しお話がありま

した。業務を残さないということです。ＳＰＣ

に業務を残すと倒産のリスクがついてきますの

で、ＳＰＣが市から受注した業務全てをＳＰＣ

を組成する構成企業や協力企業に請け負わせる

ことでＳＰＣに業務を残さないことになります。

業務を請け負った構成企業や協力企業が倒産し

たとしても、新たにその業務を担う企業を組み

入れることで、ＳＰＣは問題なく契約を遂行で

きる、そういうことになります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ちょっと話が複雑にな

ってまいりますけれども、このＳＰＣの倒産隔

離ということで、ＳＰＣの存続の保証について
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は構成企業や協力企業が倒産しても、新たにそ

の業務を担う企業を組み入れることで確保でき

る。この点についてはさきの３月議会でも確認

をしたところです。ＳＰＣはとにかく契約相手

として最後まで存在させなくてはならない。だ

から、場合によっては、構成企業の首のすげか

えをしてでも存続を図っていく。ＳＰＣはその

ような最終手段ともいうべき首のすげかえ以外

にももっと卑近な形での事業遂行のための防御

策を講じることになっているのではないですか。 

 契約書にはこの首のすげかえ以外にも請け負

い企業の倒産を含めた、ＳＰＣの業務の頓挫な

どの事態に対する予防策が盛り込まれているよ

うに思うのですが、その点、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 請け負い企業の倒産の予防策という点での質

問でございます。 

 建設期間中及び維持管理期間中にその業務を

請け負った事業者は事業遂行中に起こった事故

等で損害をこうむらないよう、建設工事保険、

第三者賠償責任保険、火災保険等の保険に加入

するよう、規定をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） そのような防御策を講

じるられていると、ただいまの御答弁につけ加

えさせていただきますけども、事業契約書第３

８条の中に、乙、つまりＳＰＣは施設整備費の

１０％相当以上の契約保証金を本契約締結日ま

でに甲に納付するものとする。ただし、乙がみ

ずからの責任及び費用負担において、甲または

乙を被保険者とする履行保証保険を締結する場

合には、契約保証金の全部、または、一部の納

付を免れるとする、第１項から第５項に及ぶ履

行保証の項目もその保証に該当するものではな

いのかと、私は判断いたします。 

 次に、そうしたときに、ＳＰＣの利益という

のはどうなっているのか。先ほどから取り上げ

ています、有識者会議の議事録の中には、有識

者とアドバイザーとのやりとりの中で、ＳＰＣ

について、「資本金もありますよね、利益もあ

ります。」「だから、ＳＰＣ自体に利益が留保

されますよね、内部留保があって、最後に配当

するとなっていますよ、精算するときに」とい

う有識者の発言に挟まれる形で、アドバイザー

は次のように答えています。「利益という利益

はどちらの会社も、どちらの会社もというのは

この応募してくれた事業者２社のことなんです

けども、何とかにして配当を打つという形にし

ています」と。この今私が「何とかにして」と

いった部分は、黒く塗り潰されていて、書類で

は、全く判読ができないことになっていますが、

ここには何と書かれていたのでしょうか。どう

してこの利益が生まれるのか。ペーパーカンパ

ニーであって、内部に業務を残してはならない

とされているこのＳＰＣ自体の利益はどのよう

な形で捻出され、その額はどの程度になるもの

なのか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 黒塗りの部分につきましては、落選した応募

事業者１の提案内容にもかかわってきますので、

お答えはできないところでございます。 

 その上で、ＳＰＣといえども企業会計上の会

計処理が必要となり、貸借対照表、損益計算書、

キャッシュフロー計算書を用いて市はモニタリ

ングを行います。その際に、健全な企業活動を

しているかどうかの判断材料の一つとなるのが

利益剰余金です。この観点からＳＰＣ自体にも

利益は出ます。それはＳＰＣから業務を請け負

う構成企業、協力企業がそれぞれの業務に応じ

まして、市から受け取るサービス対価のうち、

一定の額をＳＰＣの利益として計上しておりま
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す。その額は３０年間で約１，８００万円とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ＳＰＣとしての利益分、

これが３０年間で自己出資分の１，０００万円

を含めて２，８００万円程度、それを株主の出

資比率に応じて配当するとなると、ＳＰＣから

あがる利益はそれほど大きなものにはならない。

構成企業はそれぞれの担当業務で利益を上げる

ことになってきますが、契約書にはそれぞれの

事業に関する担当企業が明確に記載されていて、

維持管理企業は株式会社フージャースリビング

サービス、建設企業は株式会社山幸建設、荒川

電工株式会社及び株式会社合田工務店、設計企

業は有限会社艸建築工房及び株式会社石本建築

事務所、プロジェクトマネジメント企業は株式

会社フージャースホールディングス及び株式会

社ＩＥＡということになっています。これらの

企業は、同時にＳＰＣの構成企業でもあるんで

すが、契約書第３条第４項の条文を読み上げま

すけども、「乙、つまりＳＰＣは前項の業務分

担表において、企画・設計業務を設計企業に、

整備・開発業務を建設企業に、維持管理業務を

維持管理企業に、プロジェクトマネジメント業

務をプロジェクトマネジメント企業に、及び運

営事業を運営企業にそれぞれ委託、または、請

け負わせることとする」と。そういう規定から

すれば、これらの企業はＳＰＣからの受託、ま

たは、請け負い企業ということになって、言う

ならば、自分自身がその構成メンバーであると

ころの元請、ＳＰＣから仕事をもらう形になる。

つまりは、一種の下請企業であるという解釈で

よろしいのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 ＰＦＩ手法はパススルーの原則によって成り

立っておりますので、ＳＰＣは全ての業務を構

成企業、協力企業に委託、または、請け負わせ

るという形になります、全てのそういった業務

を。ＰＦＩ事業における下請企業とは構成企業

及び協力企業からの受注を受ける第三者企業を

指すところとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 次は、その下請関係な

んですけども、ＳＰＣの構成企業であると同時

に事業の実施企業でもある各社、つまり先ほど

名前を申し上げました各社からの仕事を請け負

う形になる会社、つまりそのまた下に属するこ

とになる会社は、ＳＰＣからすれば孫請という

ことにはならないと、そういうことでよろしい

のでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 ＳＰＣからの孫請ではなくて、構成企業、協

力企業からの下請という形になります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 今の再質問に入ります

けども、ちょっと一括下請の禁止範囲というこ

とですね。さらに、その契約書の第３条第９項

には、またこれも読み上げますけども、「乙、

つまりＳＰＣは、先ほど申し上げました第４項

の委託または請け負いのうち、企画・設計業務

及び整備・開発業務については各企業に対し、

一括下請、または、一括再委託を認めてはなら

ない」とこのように規定されています。という

ことは、第４項には、このＰＦＩ事業に関する

全ての事業が掲げられていて、それぞれ委託、

または、請け負わせることとするとある以上は、

ここに制限が示されている企画・設計と整備・



 

－ 106 － 

開発以外の業務、つまり、維持管理業務、プロ

ジェクトマネジメント業務並びに運営業務はそ

れぞれに指定されている各企業からの一括下請

けも可能であると、そういう意味合いになりは

しないか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 事業契約書第３条第９項に書かれている内容

は、企画・設計業務については建築士法第２４

条の３第２項に基づいて禁止されている一括再

委託のことを、整備・開発業務につきましては、

建設業法第２２条第１項に基づいて禁止されて

いる一括下請のことを明文化したものでありま

す。 

 それで、維持管理業務及びプロジェクトマネ

ジメント業務につきましては、一括下請け負い

を禁止している法律はありませんが、ＰＦＩ事

業の契約の際には、どの業務をどの企業が担う

かが明確になっておりまして、その受託企業が

リスクを負うこととなっておりますので、市と

いたしましては、一括下請け負い、一括再委託

を認めることはできません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） ちょっと今の件で、プ

ロジェクトマネジメント業務が法的規制の対象

にならないというのは、これはすんなり理解で

きるんですが、維持管理業務というのは、実際

には校舎や外構設備などの修理や補強など、多

分の建設事業的な性格を持った業務が想定され

ると思うのですが、その点は規制の対象にはな

らないのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 校舎や設備等の修繕や補強についても維持管

理業務に位置づけておりますので建設業務に当

たらないと考えますが、いずれにいたしまして

も、先ほどの答弁でもお答えしましたように、

どの企業が維持管理業務のリスクを負うのかは

明確になっておりますので、市といたしまして

は一括再委託を認めるつもりはございません。

そういうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） そうしたら、その一括

下請は認めないと、そのことなんですけど、一

括下請が行われていないという確認は、市とし

て具体的にどのようになされるのか、お尋ねい

たします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 企画・設計業務を担う業者の確認方法ですが、

これは今現在、まさに設計協議中でございます

ので、協議相手は企画・設計業務を担うことと

なっている業者に間違いはございません。 

 次に、整備・開発業務を担う業者の確認方法

ですが、整備・開発業者は、工事着手に先立っ

て工事実施体制表や施工計画書を提出させるこ

ととなっております。 

 また、維持管理業務及びプロジェクトマネジ

メント業務におきましては、実施体制を記した

業務仕様書を提出することとなっておりますの

で、いずれの業務においても確認できることと

なっております。そういった状況ですので大丈

夫だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 私が一番気にかかるの

は、学校の校舎を初めとする諸設備のできふで

きを左右することになる、その整備・開発業務

の部分なんですが、契約書では第２３条に、
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「本施設の建設整備に当たっては、乙、つまり

ＳＰＣは、建設企業と請け負い契約を結ぶこと

とし、その契約書の写しを甲、つまり市へ提出

する」となっています。契約書の写しとなると、

そこには当然契約金額も記載されることになっ

ていて、幾らで請け負ったものなのか、チェッ

クできることになります。ここでいう建設企業

というのは、株式会社山幸建設、荒川電工株式

会社及び合田工務店、そういうことなるんです

が、これらの企業が下請に事業を回した、その

際のチェックは一体どうなるのでしょうか。先

ほど市長は業務の仕様書なんかでチェックでき

ると言いましたけれども、契約書はその中に盛

り込まれていないんですよね。そうしたときに

どういう形になるのか、事業のチェック、下請

に回したときのチェックはどうなるのかという

のをお尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 第２８条で建設工事着手前に施工契約書の提

出が必要と規定しております。その際に、同時

に提出しなければならない書類といたしまして、

実施体制や下請業者の一覧の提出も必要となっ

ていますので、一括下請になっているかどうか

は確認ができます。下請への委託金額について

はＳＰＣの内部の話でありますので、市が関与

することではないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） くどくどとこの問題を

やっていますけども、市の一般的な工事などの

契約では、下請との契約書の提出が行われてい

るのではなかったかと、そんなふうに思うんで

すが、この点はこれ以上は言いません。とかく

工事などの手抜きのもととなる事項に、事業者

自身のモラルの問題は別として、切迫した工期

の設定、下請金額の極度の抑制などが指摘され

ます。今回、工事自体の監査は設計企業が当た

ることになっていますので、しっかりした監査

がなされるものとは思いますが、市としての下

請条件への目配りを怠ることのないようにお願

いして、次の質問に移ります。 

 これまではＳＰＣを中心とした事業の執行体

制についてお尋ねしました。これからは少し内

容を変えて、事業費の、特に資金の確保と支払

いの方法についてお尋ねしたいと思います。 

 ８％の消費税込みで総額４２億９，４９２万

１，６０３円のこの事業、金利負担分として１，

５９６万１，６０３円が計上されていますが、

この金利というのは誰がどれだけの事業費をど

れだけの期間借り入れる予定で算出されたもの

なのか、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 先ほどの山戸議員のしっかりとした建物を建

てていただかないといけないと、そういった面

でしっかりと自分たちも確認をしながらやって

いきたいというふうに思います。また、３０年

間、ＳＰＣ自体は自分たちで建てた建物を管理

をするという形である一定そこのあたりも担保

できているのではないかなというふうには考え

ておりますが、御指摘の点についてはしっかり

と対応していきたいというふうに考えます。 

 それでは、答弁を読ませていただきます。 

 提案金額で設計費、これは税抜きですが、１

億７，０００万円と建設費、税抜きで２７億円

を建設完了までにＳＰＣが借り入れる金額にな

ります。償還期間につきましては企画提案書に

よると、合築校舎完成後から契約終了時までの

期間で算出をされているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 次に、事業費の一括払

いと割賦払いということでお尋ねしますが、３
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月議会での私の質問に対して、市長は、事業費

のうち国庫補助金４億７，１００万円と起債借

入額の２１億３，６００万円、合計２６億７０

０万円については工事完了時点で一括にて支払

うと、このようにお答えいただきました。また、

残りの１６億８，８００万円のうち、維持管理

費７億３，０００万円を除いた約９億５，８０

０万円が平準化されると、そういうことでもあ

りました。 

 そこで、お教え願いたいのですが、特定事業

契約書、正規の契約書になっていると思います

が、この別紙の９というところに、サービス対

価の支払い構成という表があるんですが、その

表を見ますと、施設整備費の中で一括払い対価

として、つまり一括払いする分として、市が適

用する補助金等の対象になる建設工事費、つま

り、先ほど申し上げました、補助金と起債分を

合わせた２６億７００万円の支払いについては、

「個々の設備施設の完工確認書交付後、請求を

受けた日から４０日以内とする」となっていま

す。 

 しかしながら、同じくこの施設整備費には、

割賦払い対価という項目があって、その項目の

中に、ア、事前調査全般に要する費用、イ、施

設整備に関する設計業務全般に要する費用、ウ、

施設整備に係る建設工事全般に要する費用、エ

というのはどういうわけか、多分ミスだろうと

思うんですけれども、エは抜けていてありませ

ん。次に、オとして、工事管理業務全般に要す

る費用、カ、建中金利、建築中の金利という意

味だろうと思うんですけれども、その金利、キ、

ＰＦＩ事業者の資金調達に要する費用という６

つの小項目、これを恐らく施設整備費のほとん

ど、あるいは、全部の項目が含まれるというこ

とになるだろうと思うのですが、「契約期間中、

竣工後、年に４回とする」として、４月から６

月分は７月、７月から９月分は１０月、１０月

から１２月分は１月、１月から３月分は４月と、

このように記載されています。どうも竣工後と

いう表現が不明瞭で、文字どおり工事の完了後

とすると、年４回に分けて払うでいいことにな

って、３カ月単位で何月から何月分というふう

にまるでその期間中の出来高に対する支払いみ

たいに区切ってある点が非常に不自然に思われ

るのですが、これは一体どういう意味になるの

でしょうか。この割賦払いというのは工事完了

後に施設整備費のうち、補助金等の一括支払い

分を引いた残りの分について、年間４回の割合

で契約期間である３０年が終了するまで分割で

支払いすると、そういうことになるのではあり

ませんか。その点を尋ねさせてもらって、ちょ

っと複雑すぎてなかなかちょっとおわかりにく

い面もあろうかと思いますけど、この表を見て

いただければすぐにわかります。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 一時金の支払う時期につきましては、校舎完

成後に市が完成確認、これを検査をした上で完

成確認書を交付します。その後、一時金の請求

がＳＰＣから出されますので、そこから４０日

以内に一時金を支払うこととなります。割賦払

いというのは一時金を除いた施設整備費、これ

は設計や建設の費用ですが、こちらの残額を指

しておりまして、個々の施設の竣工後、これは

完成後ですが、ここから毎年の割賦額を四半期

ごとに支払うものになっております。要するに、

割賦額を四半期ごとにうちが支払うということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） お聞きになっておられ

る方々もなかなかちょっと私の言っていること

はわかりにくいと思います。この表を見ていた

だければ、先ほど申し上げたように一発でわか
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るんですけども。今言われたようにそうだとす

ると、この表に寄れば、プロジェクトマネジメ

ント費、維持管理業務費、これは内容に応じて

変わるために、当然出来高払いと、そういうこ

とになることが想定されるわけですけども、こ

の欄に上記、つまり施設整備費と同様に年４回、

同様の支払い方をいたしますという内容の記載

がある。このこととちょっと矛盾することにな

りはしないかと。ここに記載されてある文言を

文字どおりに読んで、施設整備費をプロジェク

トマネジメント費や維持管理費と同じ形でその

期間の出来高について支払いを行うのだとする

なら、国庫補助金４億７，１００万円と起債借

入額の２１億３，６００万円、合計２６億７０

０万円は工事完了後に一括で支払うということ

と矛盾が生じることになるし、その逆もまたお

かしな話になってしまいはしないか。この表を

見ていると、どうしてもそんな印象を拭い切れ

ないんですけども、その点、お尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 大変申しわけございま

せん、今手元に表を持っておりませんで、もし

よろしければ、休憩していただければ少し調べ

ますが。 

○議長（野々下昌文君） 休憩にいたします。 

午後 ２時２６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時２７分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 別紙９の議員が言われる箇所につきましては、

対価支払い時期を示しているものとなります。

プロジェクトマネジメント費と維持管理業務費

は毎年の必要額が前年に提出されますので、そ

の見積もりに応じて毎年予算化し、モニタリン

グを経て適正と判断されれば四半期ごとに支払

うこととなりますので、施設整備費とは違う取

り扱いになっております。支払いとしては、四

半期ごとに支払うということにはなっておりま

すが、施設整備費とは違う取り扱いになってい

るということで御理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） この別紙９の書き方は

紛らわしい、混同しかねない内容であるけれど

も、その意味は今御答弁いただいた形でそれぞ

れ別途のものである点、実際の支払いはこの表

の表記どおりでないことを確認、了解いたしま

した。 

 続いて、これからの質問はちょっと教育長に

お尋ねいたしますけども、校舎の形状と津波へ

の対応についてということで、３月議会で教育

長は、２階建て校舎３棟、４階建て校舎１棟と

することによる教育環境と津波、震災対応の関

係をどう考えるかという私の質問に対して、特

に津波対策については３階部分の床面高は８．

３メートル、４階部分は１２．３メートルとい

うことで、Ｌ２クラスの浸水予測高が６．０３

メートルということから、最大クラスの地震、

津波が来ても３階、４階部分はつからず、緊急

避難場所として機能し得るものであると、この

ようにお答えくださいました。確かに、高さ的

にはそうなのですが、問題はこの３階、４階に

どれだけの児童生徒を収容することができるの

か。ひょっとすると、近隣の市民の方も避難し

てこられる可能性もあるわけですが、３階、４

階でどの程度の人数が収容可能か、試算されて

いるようでしたらお示しいただきたいと思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） ９番山戸議員の一般
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質問にお答え申し上げます。 

 宿毛小学校、宿毛中学校の合築校舎を含めた

設計につきましては、ＰＦＩ事業の契約締結後、

ＳＰＣとの協議を重ねておりますけれども、現

在の配置計画では、合築校舎の３階と４階部分

の床面積は合計約１，０００平方メートルとな

っております。緊急避難時の収容可能人数を１

人当たり１平方メートルで換算いたしますと約

１，０００人が収容可能人数となります。 

 この１，０００人という収容可能人数で宿毛

小学校と宿毛中学校の児童生徒や教職員、そし

て、近隣地域から避難してくることが想定され

る全ての人を収容でき得るものかということに

つきましては、十分検討する必要があろうかと

は思います。けれども、宿毛小学校と宿毛中学

校の地震発生時の避難場所につきましては、新

校舎が完成をした後もこれまでどおり、基本は

地域の緊急避難場所である忠霊塔や松田町に避

難することとしております。そして、緊急避難

場所への避難訓練も定期的に実施をしていると

ころでございます。 

 一方、実際に地震が起きた際には、けがなど

によって全ての児童生徒が忠霊塔や松田町へ迅

速に避難することが困難なケースが出てくる可

能性もあることから、校舎の一部を高層階とし、

地域の方々も活用できる緊急避難場所として機

能させたいと考えております。 

 ちなみに、参考までにですけども、現在６月

３日現在で、宿毛小学校の児童数の３３１名、

宿毛中学校１７３名、両校の教職員４５名、合

計で５４９名となっております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 十分収容できるという

試算のようですけども、児童生徒の避難経路、

それから、避難の指導はどのように行われるの

でしょうか、これはかなり交通整理が難しいん

じゃないかという心配があるものですからお尋

ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 再質問にお答え申し

上げます。 

 避難経路、避難誘導についての御質問でござ

いますけれども、先ほども御答弁申し上げまし

たように、宿毛小学校、宿毛中学校の避難場所

につきましては、基本的には地域の緊急避難場

所でございます、忠霊塔や松田町を考えており

ます。そのため、学校施設から緊急避難場所ま

での避難経路となる学校敷地内の障害物や校舎

内の障害物を極力少なくし、迅速に移動できる

環境を整えていかなければならないと、そうい

うふうに考えております。 

 ＳＰＣとは設計内容の協議を重ねておりまし

て、例えば、児童生徒の昇降口から緊急避難場

所への移動経路には、フェンスを設置しないよ

うにすること、あるいは、避難時の混雑を避け

るため、昇降口付近のスペースを広くとること、

さらに合築校舎１階の出入り口を昇降口以外に

も配置すること、そういったことを考えており

ます。現状で考え得る対策について協議を行っ

ているところでございます。 

 今後も、日々の教育活動がより効果的に行え

る設計はもとより、災害時に対応できる施設と

して機能し得る設計の両方の視点に立ちまして、

ＳＰＣと協議を重ねてまいりたいというふうに

考えております。 

 あわせて、校舎建設後もどのような災害のケ

ースでも迅速な避難が行えるよう、継続して避

難訓練を実施してまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） どうも私は、あるいは、

私たちという言い方も可能なのかもしれません
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けども、校舎の構造に対して、ただいまの教育

長の御答弁とはちょっと違ったイメージを持っ

て考えていたようなんです。新校舎ができたら、

児童生徒全員が校舎内の高層階に避難するもの

と、そういうイメージでいたのですが、ただい

まの御答弁ではむしろ校舎は補助的なものでし

かないことになる。だったら、最初のたとえ話

だとはいえ、何も５階だなどという必要もなか

ったのではないか。何だか大きくミスリードさ

れていたのではないだろうかと、そんなふうに

思わないではいられません。その点、教育長の

御見解をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 再質問にお答え申し

上げます。 

 児童生徒が高台へ避難するのであれば、最初

から５階建てというような提案も必要なかった

のではないかという御質問でございますけれど

も、宿毛中学校のグラウンドに５階建ての校舎

を建てる案を提示した際にも、児童生徒の避難

場所は基本は近隣の緊急避難場所を想定をして

おりました。そして、想定外の事象により緊急

避難場所へ避難できない場合などに、校舎へ逃

げ込めるよう、校舎を高層階の建物として提案

をしたものでございます。このことにつきまし

ては、平成２９年１月１９日に保護者や地域住

民の皆さんを対象にいたしました意見交換会の

場におきましても、市長より十分説明させてい

ただいているところでございます。 

 大規模な災害に対しましては、想定外の事案

も当然考えなければなりません。先ほど御答弁

申し上げましたように、近隣の緊急避難場所へ

逃げおくれる児童生徒がいないとも断言はでき

ません。そのようなことからも、津波災害が想

定される地域に学校施設を建設する場合には、

全ての児童生徒の命を守るため、また、緊急避

難場所であります高台に避難することが困難な

地域住民の安全のためにも、高層階の学校施設

としなければならないというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 今の教育長の御答弁、

私らが不注意だったといえばそれまでのことな

んですけれども、いずれにしても、児童生徒の

安全・安心に対する深い配慮と学校現場の御尽

力に御期待申し上げます。 

 それでまた、これからは、市長に質問を申し

上げますけども、別紙１０のサービス基準合意

書というのが、これは私が持っているのは案と

ついているんですけれども、宿毛市における小

中学校整備事業に係る特定事業契約書に関する

サービス基準合意書と、かなり長いタイトルな

んですけども、この私の持っている文書には今

言ったように案とついていますので、これはも

しも変更があったり、あるいは、この書類その

ものが削除されてしまっていれば、これからの

質問は成り立たないことになりますので確認し

ますが、この合意書は契約書の別紙附帯書類と

して正式に生きていると、そういうことでよろ

しいのでしょうか。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えさせていただき

ます。 

 別紙１０のサービス基準合意書は契約書の附

帯書類として有効です。現在サービス基準合意

書の本文は合意に至っておりまして、附随する

別表、書類関係を協議中というところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 有効であると。そうし

たときに、このサービス基準合意書、私が気に

なることは、その第５章、一般条項というとこ
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ろに盛られた守秘義務の部分です。そこには、

第１３条守秘義務として、「甲乙双方は、相手

から提供された資料及び情報を第三者に対し一

切開示、漏えい、または、提供してはならない。

また、知り得た情報、資料等は適切なサービス

基準の管理やマネジメントサイクル、ＰＤＣＡ

を回すこと以外に使用してはならない」とこの

ように記載されています。これはどういうこと

なのでしょうか。資料、情報というのはどのよ

うな内容範囲を意味してるのでしょうか。ひょ

っとして、業務に関する資料、情報は一切外に

は出すなと、そういうことになるのなら、ただ

でさえわかりにくいこのＰＦＩ事業がますます

ブラックボックス化してしまうことになりはし

ないか。この点が気にかかってなりません。お

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 セルフモニタリング報告書や市やＳＰＣの内

部情報等、サービス基準合意書の中で、双方が

提供することになっている書類や情報になりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） 本当にこのサービス基

準合意書には、これはまた別に第２章、モニタ

リングの実施方法という項目が掲げられている

のですが、この部分は、マネジメント企業によ

るセルフモニタリングとは違う、市の関与する

内容となっています。この第２章に規定されて

いるモニタリングの結果に関する資料や情報は、

これは市が行うモニタリングなんですけども、

合意書の守秘義務とは関係なしに公表できるも

のであると解釈してよろしいのでしょうか、お

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 サービス基準合意書第１３条の守秘義務の条

文は、市とＳＰＣの双方が提供する書類、情報

についてサービス基準の管理やマネジメントサ

イクルを回すこと、つまりその目的以外には使

用してはならないとありますので、無条件に公

表できるものではありません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） どうもまともにお答え、

今の答弁をいただいていないような気がするん

です。どうも私の質問の仕方が悪かったようで

す。この事業の透明性はどこまで確保できるの

か、契約書本体の第１０章並びにサービス基準

合意書の第２章に規定されている甲、つまり市

によるモニタリング、つまり市による監視、監

査の内容や結果までも守秘義務の名目で全てが

公表できないとなったら、事業に関する監督責

任も市民に対する説明責任も議会として果たす

だけの情報が入手できない、そういうことにな

りはしないか。その点、気にかかるんです。お

尋ねいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほどの答弁は、守秘義務規定とは関係なし

に公表できるのかとの御質問でございましたの

で、無条件には公表できないという答弁になっ

ております。サービス基準の管理等の目的で必

要なものにつきましては、使用できるとの規定

になっておりますので、モニタリング結果など、

サービス基準の管理等に使用されるものであれ

ば開示できるものと、そのように考えていると

ころでございます。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） いろいろな制約はある
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のかもしれませんけども、極力開示できる情報

については、議会へも、市民へも開示していた

だきたいと思います。 

 次に、ワークショップについてなんですけど

も、３月議会における私の市民参加、市民の意

見の反映に関する質問に対して、市長からは、

「優先交渉権者との契約が締結となりましたら、

基本設計を行うためにＳＰＣ、特別目的会社と

ともに関係者が集まったワークショップを開催

することを検討しております。ワークショップ

には、住民の方の意見を反映させるために、当

該学校施設の近隣地域の地区長さんにも参加を

依頼したいと考えているところでございます」

という御答弁をいただきました。このワークシ

ョップの開催に向けての具体的な計画はどのよ

うになっているのか、お尋ねいたします。きの

う市長が川田議員とのやりとりの中で少し触れ

られた事柄ではありますけども、お願いいたし

ます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） ワークショップについ

てお答えをさせていただきたいと思います。 

 ＰＦＩ事業の契約締結後、教育委員会、学校

現場も含めまして、ＳＰＣとは設計内容の協議

を重ねているところでございます。そして、地

域の方の意見を反映させるために、近隣地域の

方々も交えたワークショップを７月１日に開催

する予定としております。 

 具体的には、宿毛小学校、松田川小学校、宿

毛中学校の教職員や保護者の方々、常日ごろか

ら開かれた学校づくりで御協力をいただいてい

る地域の方々の中から、中心となっていただい

てる方々に参加をしていただきまして、ＳＰＣ

から現時点での配置計画、教室配置を説明する

中で、参加者からの御意見をいただきたいとい

うふうに考えております。そういったワークシ

ョップを開催する予定としております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ９番山戸 寛君。 

○９番（山戸 寛君） いずれにせよ、ただで

さえわかりにくいこのＰＦＩ事業、市としての

丁寧な説明と時期を得た情報の公開をお願いし

て、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午後 ２時４７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時５８分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

 ２番掘 景君。 

○２番（堀 景君） まず、議員になり、市民

の代表としてこの場に立ち、大変緊張もしてお

りますが、市民目線でわかりやすい質問もして

いきたいと考えております。専門用語もあるか

と思いますが、お答えもわかりやすいようにお

答えいただければありがたいです。 

 それでは、１番の防災対策についてですが、

南海トラフ地震対策の中で、長期浸水対策事業

について、これは、県の事業で、１５年間の中

で長期浸水、地震によって液状化が起こり、地

盤が下がり、長期浸水し、昨年の豪雨のような

大雨で水いっぱいになったような、そういうふ

うな形になると、そこで防潮堤を６０センチか

ら１１０センチ、それぐらいかさ上げして、１

日２度の満潮のときにそれ以上海水が入ってこ

ないようにする、簡単に言うと、そういうふう

な事業ですが、これは県の事業といえど、国土

強靭化事業として市のほうでも１０％の負担と

いうふうな形で予算も通っているようですが、

計画案や工事区間、工事内容をしっかりと市の
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ほうがわかっていないような気が私にはしてな

りません。市と県の協力体制について市長はど

のように考えられておるかをお答え願いたいと

思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 堀議員の一般質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

 宿毛市におきましては、南海トラフ地震に伴

う広域的な地盤沈降及び津波により市街地、中

心市街地が広範囲かつ長期的に浸水することが

大きな課題となっているところでございます。

皆様も御承知のとおりだと思います。 

 その対策の一つといたしまして、河川堤防の

耐震化及び海岸堤防の耐震化とかさ上げを県に

要望をし、県による堤防の地震津波対策が事業

化され、平成２９年度より工事が進められてお

ります。 

 海岸堤防におきましては、新田海岸の松田川

橋たもと付近から、堤防耐震化工事に着手をし

ておりまして、本年度は防災・減災国土強靭化

のための３カ年緊急対策の平成３０年度２次補

正及び平成３１年度の予算措置により、新田海

岸、宿毛湾港海岸、大深浦海岸の３海岸の合計

で約１４億円の工事を予定しているとお聞きを

いたしております。 

 今後も工事を担当する宿毛事務所と連携を密

にし、説明会に参加するなど、協力して事業を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 工事内容はわかっていないのではないかとい

うお話がありましたが、工事内容は把握してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 県との協力体制がどのよ

うにできているのか、確認したかったわけです

が、それでは、市長にもう一度お聞きしたいの

ですが、直近の話の中で、先週の木曜日、片島

地区の役員会で県が長期浸水対策事業の中で、

国土強靭化計画の優先度１の片島にかかわる１

００メートルの工事を役員会の中で全会一致で

賛成し、工事の早期完成に向け、２１日に県の

ほうへ区長より報告し、６月末に入札、８月末

に着工、今年度末に完成する方向で進んでいく、

そういう話はもう市長のほうに届いております

か。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） かなり細かい内容の御

説明をしていただきまして、知っているかとい

うことでございますが、大変申しわけございま

せんが、通告でもありませんでしたので、よろ

しければ通告でお話をしておいていただきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 堀議員に申し上げま

す。 

 本議会は通告制になっていますので、きちっ

と通告をして質問をしてください。よろしくお

願いします。 

 ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 失礼しました。お答えは

要りませんが、この事業の計画において、県も

市も、そして、地域も住民と協力、十分な話し

合いのもと、しっかり安全で安心な命を守る政

策として考えていっていただきたいと思います。 

 続きまして、防災対策のイ、避難タワー建設

についてですが、３年前の西支部の地区長会の

中、新田の区長さんが、避難タワー建設に関す

るお願いをその年の８月の市政懇談会の中で提

案してみると要望し、私も市長との懇談の中で

話をしたことがありました。新田の要望に関し

ては、近隣のホテルにお願いして、避難場所と

してホテルを活用する。私の質問に対しては、

避難道を整備しておるので、山が近くにあり、
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高台へ逃げてください。そのような回答だった

と思います。それが３月議会での市長の話の中

に、住民からの要望があれば、必要なら避難タ

ワーを建設してもいいと聞きました。この６月

議会でも同じような質問で失礼なところもある

かもしれませんが、令和の時代のお考えとして、

市長、どのようにお考えになっておられるか、

真意をお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 真意ということでございますが、真意も何も

そのお話をしているとおりでございます。 

 津波避難タワーの建設につきましては、本年

３月議会で松浦議員からの一般質問の際に、本

市における津波避難に関しての基本的な対応を

規定しております、宿毛市津波避難計画の見直

しを行う、これを見直すということでございま

す、見直しを行う中で必要性があれば検討をす

る旨の答弁をいたしたところでございます。そ

の方針のもとで、今議会には津波避難計画の見

直しに係る補正予算を計上させていただいてお

りますので、議決をいただきましたら、当該計

画の見直しに取りかかってまいります。 

 この計画を見直す中で、必要性があれば津波

避難タワーの建設について検討してまいりたい

というふうに考えておりますが、何分いろいろ

なところ、どこにでも避難タワーを建てるとい

うものでもございませんので、しっかりと要望

も受けますが、当然必要性をしっかりと計画の

中で明記をする中で、そういった建設に向けて

取り組みをしていきたいということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） それでは、地区でもしっ

かり話し合って要望すれば避難タワー建設に向

けて前向きに対応して、話を聞いていただける

というふうに私は理解したわけですが、この８

月の市政懇談会でも西支部より、また同じよう

なお話があると思いますので、しっかりお答え

していただきたいとは思いますが。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほど答弁をしたとおりではございますが、

要望があればそこに建てるというものではござ

いませんので、避難タワーにつきましては。し

っかりと計画の中で位置づけをしながら、計画

的に必要な場所には建っていくということでご

ざいます。 

 ぜひ要望は当然お聞きはいたしますが、要望

があれば建てるというものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 次に、防災対策の３番と

いたしまして、避難道の見直しについてですが、

市の報告によりますと、避難道は９５％以上完

成されていると言われています。先日、咸陽小

学校、大島小学校、片島中学校、３校の合同の

登校時避難訓練がありました。その際、私も交

通安全指導もしながら、一宮神社上の避難場所

へ子供たちと一緒に上がりました。ふだんから

鍛えている私でもなかなか階段、一段一段が高

く、そして、急なため、登りづらいのが現状で

ありました。さらに、階段の幅が狭いとか、ソ

ーラーの明かりが欲しいとか、手すりが途中で

切れているとか、避難場所の看板がないとか、

いろいろな要望があります。市長は避難道の見

直しについて、どのようにお考えになっておら

れるのかをお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 避難道につきまして、

まず、９５％完成ということでございますが、
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自分たちの認識とは若干違うわけでございます

が、避難道整備、堀議員も区長をされていたか

らよくわかると思いますが、地域と行政が入っ

て、その地域の中でどういったところに欲しい

のか、また、どういったところだったら今のあ

る階段とか、そういったもう既にある道ですよ

ね、場合によっては神社に上がるところである

とか、そういったものを活用できないのかとか、

いろんなことを地域に入って、地域の要望をも

とに今まで整備を進めさせていただいておりま

して、１回目の要望についてはほぼ完成をして

いるというところでございます。 

 そういった形の中で、これから決してそうい

ったものをもうつくらないというお話ではない

というのをまず知っておっていただきたいと思

います。 

 議員が心配されるように、要配慮者にとりま

しては、通行が困難な避難道もあることは当然

認識をしておりますが、被災時におけるそうい

った局面では、共助の力で手を貸し合って避難

を行っていただくことが必要であるというふう

に考えております。 

 その中で、現在、災害時に一人では避難が困

難な避難行動要支援者についての取り組みを強

化しているところで、避難行動要支援者一人一

人を避難時にどのように支援していくかを定め

る個別計画の作成を地区にお願いをしていると

ころでございます。 

 今後、個別計画を策定いただいた後には、計

画に基づいた訓練を行っていただくこととなり

ますので、そうした訓練時の課題を検証する中

で、必要性があればスロープなどの設置につい

ても検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 いろいろなところでいろんな要望があるのは

私自身も議員をしていましたので当然存じ上げ

ております。そういった要望を全てかなえるこ

ともできませんので、そういった中で精査をし

ながら、優先順位が高いところを整備をしてい

くということで、そのときに何よりも地区の代

表の方々とその地区にとってどこが一番優先順

位が高いのか、そういうお話をする中で進めさ

せていただいておりますので、そういった意味

でも地区をしっかりまとめていただいて、一緒

になってより安全な地域をつくってまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 地区と一緒になってとい

うふうなお言葉をいただきましたので、頑張っ

て一緒にやっていけたらと思います。 

 続きまして、２の福祉対策についてです。 

 子育て支援についてですが、最近、新聞等で

ファミリーサポートセンターが開設されるとい

うことをよく耳にします。四万十市では７月１

日から開設され、香美市のほうではもう行われ

ている事業だと聞きました。ファミサポと言わ

れていますが、この事業、子供さんを預かって

もらいたい会員と、子供の世話を応援して預か

ってもらえる会員との構成で、会員同士事前の

打ち合わせをして援助活動を行う。１時間６０

０円から８００円の有料にはなるようですが、

会員間で受け渡しをする事業となっております。

利用の仕方としては、一時的な預かりや保育所、

幼稚園、習い事などの送迎、放課後児童クラブ

後の預かりとか、冠婚葬祭であったり、授業参

観、通院等の間の預かりとか、病児病後児の預

かりとかいうふうな形で、そういう利用の仕方

になります。 

 四万十市では、病児や病後児の子供を預かる、

県下で初めて預かるようになる事業だと聞いて

おります。おじいちゃん、おばあちゃんのいな

い家庭や、また、父子母子家族が多い宿毛市の

中で、こういう施策ができれば非常に保護者と
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してはありがたい事業だと思われますが、市長

はこのファミサポについてどのように思われる

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市長としてどのように思うかということでご

ざいますが、少し説明もさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 現在、高知県下でファミリーサポートセンタ

ー、通称ファミサポでございます。この事業は

９市町村が実施をしておりまして、今年度に１

市１町が実施予定となっているところでござい

ます。 

 四万十市では、７月１日からファミサポ事業

が開始される予定でありまして、ファミサポ事

業としては県下初となる病児病後児の保育も実

施されることになっております。これは議員お

っしゃっているとおりでございます。 

 子育て支援の中で、子供が安全に安心してい

ただける体制づくりは非常に重要であると感じ

ておりまして、私自身も、その政策としてファ

ミサポの設置は手段の一つであるとは思います。

当市におきましても令和２年度から始まる第２

期子ども・子育て支援事業計画の見直しのため、

昨年度実施したニーズ調査の利用意向の質問に

ファミサポと答えられ方が１割程度いらっしゃ

いました。しかし、教育、保育無償化が進んで

いく中、ファミサポは有償ボランティアで運営

する組織でありまして、利用時の料金を設定す

る必要があります。そして、利用料を支払って

も利用したいという方がどの程度いるのかとい

うことも含めまして、今後検討していく必要が

あるのではないかというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 病児病後児保育におきましても、潜在的なニ

ーズ量の調査も念頭に置きながら、事業として

実施するか否か、また、実施するとなったとき

にファミサポとして展開するのか、医療機関や

保育園内に設置するのか、自宅への訪問型にす

るのかなど、地域の実情に即した形態を検討し

ていく必要があります。 

 今後はファミサポ及び病児病後児保育の両事

業につきまして、宿毛市の地域特性も考慮しな

がら、また、近隣市町村の利用量や体制等の動

向も見ていきながら慎重な対応をしていきたい

と、そのように考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 近くは大月町でも開設さ

れる予定だと聞いておりますので、市長が言わ

れましたように、いろいろ調べながら研究して

いただきたいと思います。 

 続きまして、教育対策について、１つ目の学

校統合についてですが、学校統合問題について

は、これまでの再編計画案の中で候補地を探し

て、片島中学校、大島小学校、咸陽小学校を統

合していきたいというふうな形の案がありまし

た。その計画の中で、具体的な案は宿毛小中学

校の建設が終わった後にやっていくというふう

に聞きました。現在の小深浦の新庁舎建設の発

表の前に、咸陽保育園、中央保育園、それに大

島保育園を含めたものを統合して小深浦に移転

するという話を前もって私も聞きました。その

ときに、普通にそれなら小中学校の統合もこの

場所になるんだろうなというふうに私は思いま

した。これまでの外からの話の中では、警察で

あるとか、県土木事務所、海上保安署など、移

転先として候補に挙げられる、それを市が手招

きしているかのように見えてきますが、宿毛市

の所有する土地に国や県の建物より先に公共の

建物を建てるのが先ではないかと思いますが、

その点、市長のお考えがあればお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 
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○市長（中平富宏君） 通告を受けておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 通告をしてからきち

っと質問してください。 

 ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 失礼しました。教育長へ

の質問でした。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） ２番堀議員の一般質

問にお答え申し上げます。 

 西地区にございます片島中学校、咸陽小学校、

大島小学校の統合、それから、改築ということ

でございますけれども、西地域にございます片

島中学校及び大島小学校、咸陽小学校につきま

しては、いずれも津波浸水が予測される地域に

ございますので、子供たちの安全を確保すると

言った観点からもこの３校については高台移転

が望ましいというふうに教育委員会としては考

えております。 

 また、子供たちの安全を確保するためには、

適正規模の有無に関係なく、近隣校との統合も

検討していかなければならないというふうにも

考えております。 

 議員御指摘のように、宿毛市では、小深浦の

用地を購入し、高台を整備することといたして

おりますけれども、小学校と中学校の用地とな

りますと、教育効果を低下させないためには一

定の面積が必要となります。また、近隣の学校

との位置関係についても適正配置の観点から検

討してまいらなければならないというふうに考

えております。そのため、小深浦の用地も含め

ましてそのほかに学校用地として活用できる高

台用地がないか、市長部局とも十分に協議をす

る中で適地調査を行ってまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございました。

これからの海沿いの小中学校の統合に関しては、

教育長が言われますように、本当に保護者とも

しっかり話し合いをしていただいて決定するよ

うな形にしていただきたいと思います。 

 次に、教育対策（２）の宿毛市体育施設の中

学生クラブチームの使用料減免についてですが、

現在中学校のクラブチーム活動については、体

育施設の使用料が減免されていません。指導者

のいない部活動を終えた後、練習不足を補った

り、また、いろいろな中学校から純粋にそのス

ポーツが好きで、集まり、友人をつくり、コミ

ュニティを養い、技術を向上させようとする姿

はすばらしく、部活動と同様に減免すべきでは

ないかと考えますが、教育長のお考えをお願い

します。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） お答え申し上げます。 

 中学生のクラブチームの減免に関する御質問

でございます。 

 本市における体育施設の使用料の減免につき

ましては、小学生につきましては、健全育成と

いう考えのもとで減免を行っているところでご

ざいます。また、中学生につきましても、中学

校の部活動として使用する場合には減免をして

いる状況でございます。 

 教育委員会におきましては、中学校における

部活動に関して、スポーツ庁から示されたガイ

ドライン等を踏まえ、宿毛市における運動部活

動ガイドラインを策定をいたしております。 

 その内容は、成長期にある中学生にとって、

適切な休養日の設定や望ましい部活動時間の設

定を行うことが必要であるというものでござい

ます。これを受けまして、各学校においてもガ

イドラインを策定し、日々の部活動に取り組ん

でいるところでございます。 
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 こうした状況等も踏まえ、現状では部活動の

後に行われるクラブチームの活動に対して、施

設利用の減免措置は行われていないところでご

ざいます。 

 しかしながら、年々生徒数が減少傾向にある

中で、部活動の数も減少し、部活動の中に生徒

自身が希望するスポーツ競技の選択肢がない、

これは議員も言われましたけれども、等の問題

が生じていること、また、子供たちの特性を伸

ばすといった観点からクラブチームでの指導を

希望する生徒がいることも十分承知をいたして

いるところでございます。 

 また、クラブチームの活動は青少年の競技力

の向上やスポーツの振興を初め、青少年の健全

育成、子育て支援などに大きく貢献をいただい

ていることも認識をいたしておりますので、今

後、市長部局とも協議をする中で、減免につい

て前向きに検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） その言葉を聞いて安心し

ました。ありがとうございます。ぜひ減免に向

けて努力していただきたいと思います。 

 続きまして、４の観光振興対策ですが、

（１）の自然や戦争遺跡を生かした観光につい

てです。西地区の観光を考えていくときに、や

はり咸陽島を中心とした施策になると思います。

咸陽島、大島公園、一宮鹽竈神社、宇須々木の

戦争遺跡、そして、藻津につながる砂浜まで、

こう続くラインと鵜来島の砲台跡、母島のあこ

うの木や、弘瀬の三浦家の墓、そして、荒木初

子さんの生家とか、もちろん青く澄んだ海、い

ろいろとアピールできるものがありますが、観

光のメーンとして対策をどのようにお考えにな

るのか、市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思いますが、通告内容と少しずれてい

ますので、答弁、もしずれたら御容赦を願いた

いと思います。 

 観光のメーンということでございますが、観

光のメーンというよりも、広くかなりの数を言

われましたので、メーンということよりも観光

に資するようなそれぞれのところというふうに

理解をしているところでございます。 

 咸陽島を含めまして、この周辺地域は魅力の

ある観光資源と認識をしております。いろんな

ところを今言っていただきましたけど、ちょっ

と多岐にわたっていたのであれですけど、それ

ぞれすばらしいものだというふうに認識をして

おります。 

 そういった形の中で、咸陽島公園や大島桜公

園などの整備を進めさせていただいているとこ

ろでもございます。ゴールデンウイークには咸

陽島公園には多くの観光客が訪れ、キャンプで

にぎわったとの報告も受けておりますので、今

後も観光資源としての磨き上げを行いまして、

積極的に活用をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、サイクリングコースとしての適正も高

いと考えておりまして、本年度、大島桜公園内

を通り抜けできるサイクリングロードを整備す

る予定でございます。 

 次に、観光振興における宇須々木の戦争遺産

の活用でございますが、現在、教育委員会部局

におきまして、宇須々木の戦争遺跡を平和学習

教材としての活用が進められておりますが、観

光資源としての活用は十分にはできていない、

そういう状況でもございます。全国的には平和

学習観光ルートとしての開発が行われている自

治体もございますので、本市の戦争遺跡が魅力

的な観光資源となり得るかどうか、その活用を

広く検討してまいりたいというふうに考えてい
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るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ありがとうございました。

私も宿毛市街歩きガイドの会員の一員でもあり

ますので、いろいろその中でガイドが必要だと

思われるときはどんどん利用もして、活用して

いただきたいと思います。 

 体験型観光の推進についてですが、宿毛市で

は観光協会とも協力して、体験型観光の推進策

を考えているようですが、その中身を具体的に

教えていただきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 本市の体験型観光につきまして、観光協会で

はロードバイク等のレンタサイクル、手ぶらで

フィッシングやバーベキューができるメニュー

などがございます。昨年度、県の補助事業を活

用し、釣りざおなどのフィッシング用品やスタ

ンドアップパドルボードなどのマリンレジャー

用品を整備し、体験型観光メニューの強化を図

ったところでございます。 

 また、レンタサイクルといたしまして、電動

アシストつきマウンテンバイク、こちらＥバイ

クでございますが、こちらの導入も図り、当市

の自然を満喫していただけるような取り組みを

現在行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） いろいろ楽しめる事業を

計画しているようですが、何かどれも周知され

ていないといったら失礼ですね、入ってきてい

ない、自分たちには余り深く知らされていない

ところもたくさんありますので、どんどんどん

どん周知できるように広げていってもらいたい

とは思います。 

 次に、５の空き家対策について、空き家がど

んどんふえています。片島におきましても、中

心街はもう２軒に１軒ぐらいは空き家となって

います。昔にぎわった姿は今はもう見る影もな

い状況であります。人口減少対策と重なるかも

しれませんが、空き家対策について宿毛市の取

り組みを教えていただきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 その前に、先ほどの前段の質問の中で、なか

なか現在のいろんな観光メニューが周知がまだ

まだというところもございましたので、その点

について現在の取り組みを少し御紹介をさせて

いただきたいと思います。 

 観光メニューの周知につきましては、現状で

は幡多広域観光協議会が作成したパンフレット

や、それから、高知県観光コンベンション協会

作成の龍馬パスポート、それから、パンフレッ

ト。また、今月号のホットこうちでは６ページ

にわたる宿毛市の特集が行われまして、私自身

もＥバイクに乗ってＰＲをさせていただいたと

いうことで記事を載せていただいております。 

 また、インターネットにおきましては、高知

県作成のリョーマの休日、自然体験キャンペー

ンのホームページや宿毛市観光協会のホームペ

ージに記事を掲載し、広報を行っているところ

でございます。 

 また、ＳＮＳを使って、随時発信もさせてい

ただいているところでもございます。 

 本年度につきましては、幡多広域観光協議会

が地元の子供たちやその家族にも幡多の観光を

知っていただこうと、幡多の体験ガイドブック

を幡多地域の小中学校に配布する、そういった

予定でもございます。 

 さらに、宿毛市観光びらきにおきまして、Ｅ

バイクを使ったサイクリングツアーを実施する
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など、実際に乗って楽しんでいただく取り組み

を周知を図っているところでございまして、今

後もパンフレットやインターネットで広報だけ

ではなくて、実際に触れていただく機会をふや

すなど、より多くの方々に利用していただくよ

うにつなげていくＰＲを図っていきたいという

ふうに考えております。 

 でき得る限り今やっておりますが、まだまだ

知らないということでございます。しっかりと

広報に努めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 それでは、空き家対策についてでございます。 

 議員も御指摘されたように、近年、本市にお

きましても、人口減少や社会的ニーズの変化等

に伴いまして、空き家が増加しております。そ

れが事実でございます。空き家の中には、地域

の活性化につながる有効な資産となる空き家が

ある一方で、適正な管理が行われていないもの

は安全性の低下や公衆衛生の悪化など、さまざ

まな問題を発生させまして、地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼすことも危惧されており

ます。 

 危険空き家につきましては、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努め

ていただくため、所有者等を特定し、現状をお

知らせし、適正管理に係る依頼や相談を行うと

ともに、取り壊しに関する補助金や解体業者の

情報提供などを行っているのが今の現状でござ

います。 

 一方、空き家の活用につきましては、空き家

バンク制度を設けまして、空き家等に関する情

報を広く発信することにより、地域の環境保全

や活性化、人口増加に向けて取り組んでいると

ころでございます。 

 空き家バンクへの登録につきましては広報等

に掲載するとともに、空き家提供についてのチ

ラシを市内の空き家にポスティングを行いまし

て、これは帰ってきたときに見てもらおうとい

うことでポスティングを行っております。 

 また、送付先が市外の方の固定資産税の納付

書にチラシを同封するなど、利活用可能な空き

家の掘り起こしを行い、登録物件の増加に努め

ているところでございます。 

 なお、移住者へ空き家を貸していただける所

有者につきましては、移住のために行う空き家

の改修費用について、その費用の一部を助成す

る補助制度を創設し、本市への移住及び定住の

促進に向け取り組んでいるところでもございま

す。 

 以上のような取り組みをしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 空き家対策も本当に地域

と協力し合って行われればどんどん進んでいく

のではないかなというふうにも思います。 

 続きまして、６の環境対策についてですが、

宿毛でお花おもてなし事業についてですが、本

事業の内容と周知の仕方、申請状況をお聞かせ

ください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 宿毛でお花おもてなし事業についてでござい

ますが、本事業は、地域住民等が行う自発的な

環境美化活動の一部を支援し、環境美化意識の

高揚を図るとともに、草花を植栽し、明るくき

れいなまちづくりや観光振興に寄与することを

目的に、昨年８月より取り組みを進めてきてい

るところでございます。 

 内容は、自治会、老人クラブ、その他の市内

を活動拠点とする３人以上の団体が市道の植え

込み等の公共性があり、かつ管理者、または、

所有者の承諾が得られている場所に植える草花

の苗や肥料等の購入に係る経費や活動に必要な
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ごみ袋の提供などを支援するものとなっており

ます。そういった内容になっております。 

 周知方法は、広報やホームページ等での周知

に加えまして、特に、本市が草花の植栽に力を

入れている宿毛駅前の市道桜町藻津線は各店舗

に対し事業説明を行ってまいったところでござ

います。かなり協力を今いただいているところ

でございます。 

 また、これまでの申請件数は平成３０年度は

７団体、令和元年度はこれまで１２団体の申請

をいただいているところでございます。このよ

うな事業になっております。 

 何とか宿毛市の道を走っていると、周りに草

花が目に入ってくる、そういった地域にしたい

という思いで進めている事業でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） ボランティア参加型とい

いますか、ボランティアの輪を広げる施策とし

てすばらしい企画だとは思います。地区長連合

会であるとか、地区長さんにもお願いをしたり

とか、もっとどんどんどんどん広げていっても

らえたらうれしいです。また、先ほどお昼に私、

片島のほうに帰りましたが、今市長の言われる

ようなお店の前にいろいろ花があり、名前も看

板があって、名前もどこどこのお店の名前もあ

りましたが、はなちゃんの絵もあったりして、

すごい何か親しみが持てるようなこういう企画

でしたので、どんどん広げていってもらいたい

と思いました。 

 次に、清掃ボランティア支援事業についてで

すが、これも先ほどと同様ですね、事業内容、

周知の仕方、申請状況をお聞かせください。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 清掃ボランティア支援事業につきましては、

本年２月より、地域住民の皆様が行う自発的な

環境美化活動を支援し、明るく、きれいなまち

づくりを実現することを目的とし、道路や公園

などの市内の公共場所において、清掃活動をさ

れますボランティアの希望者に公共用のごみ袋

を提供し、当市の指定場所で回収をさせていた

だく、そういった事業の内容になっております。 

 本事業の周知方法は広報、ホームページを初

め、地区長連合会の総会におきまして御説明を

させていただいております。 

 これまでの申請件数は６件、約３０名の申請

をいただいておりますが、申請いただいた方々

以外でも自主的に環境美化活動に取り組んでい

ただいている方も多くおられまして、その方々

に対しましても、公共用のごみ袋を提供し、ボ

ランティアで活動をしていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） ２番堀 景君。 

○２番（堀 景君） 私もよく片島の町でごみ

を拾い、ほかのたくさんの方がごみを拾ってい

るところも見かけます。ちょっとここに､これ

はクリーンデイのときに使ったごみ袋を持って

きました。公共用のごみ袋、こんなに大きいで

すよね。これを持ってごみを拾いにいくのもな

かなか大変なわけですが、例えば、スーパーの

レジのごみ袋、これぐらいがちょうどぐらいか

なと思うのですが、市のほうで用意していただ

いて、ここにはなちゃんの絵を描いたものがあ

ったりしたら、市民も持っていきやすいんじゃ

ないかなと思いますが、これにごみを入れまし

て、拾ってきたごみをこれも一緒に渡して、こ

のごみを大きなごみ袋に移動して、この袋はま

た再利用するといったような、そういう自分が

ちょっと思いついたことなんですが、こういう

ふうな形でしたら、ごみ拾い隊がもっともっと

ふえていくんじゃないかなというふうに思いま

すので、これは自分の思いですので市長の答弁
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は要りませんが、そういうふうな形で思ったり

するところです。 

 これで、私の質問も終わりますが、いろいろ

初めてで、本当に緊張もして、通告もしていな

かったこともありましたが、またこれからもよ

ろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ３時４７分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 本日までに請願１件、及び陳情３件を受理い

たしました。 

 よって、お手元に配付してあります請願文書

表及び陳情文書表のとおり、所管の常任委員会

へ付託いたします。 

 地方自治法第１８０条第２項の規定による市

長の専決処分の報告につきましては、お手元に

配付しているとおりであります。 

 今期定例会に提案されております議案第９号

につきましては、内容に一部誤りがありました。

よって、市長より正誤表が提出されております

ので、お手元に配付いたしました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） １４番、一般質問を

いたします。 

 街の活性化について。市道水道線の用水路に

ついて。 

 水道通りの街区を流れている水路環境につい

て、住民から水路の水が流れていないとか、ま

たとまっているからくさいとか、いろいろな苦

情が、時々出ます。それは、雨が降ったときに

水門をとめているからでございます。そのため、

地元で水が常時流れる環境をつくりたいが、大

き目の雨が降るたびに、水門をとめなければな

らず、管理が非常に大変である。市として、何

とか協力できないか、お伺いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） おはようございます。 

 濵田議員の一般質問にお答えをさせていただ

きます。 

 水道通りなどの市街地の水路につきましては、

住宅密集地で勾配がほとんどないことから、現

状として、家庭からの雑排水が流入し、滞留す

るなど、環境衛生上の問題があることは、認識

をしているところでございます。 

 このことについては、以前より住民の皆様に、

公共下水道への接続の御協力をお願いしている

ところでもありまして、今後も引き続き、加入

促進に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 質問の、市道水道線沿いの用水路に、農繁期

以外に大量の水を流すことで、必要になる水量

調整などの日常的な管理について、市のほうで

支援できないかということでございますが、水

量調整などの日常管理に関して、支援を行うこ

とは難しいというところであります。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問いたします。 

 この水門の開け閉めは、大体、農繁期のとき

だけ水利組合がやっていたようなわけで、あと

は水道の区長がやっていたわけでございます。

しかし、年のため、水門の開け閉めがちょっと

難しいというので、去年、おととしですか、や

めてしまったわけでございますけれども。 

 これは通告外になりますけれども、市長、構

いませんか、電動のこと。読ませていただきま

す。後でいかなければ、切ってください。 

○議長（野々下昌文君） 濵田議員に申し上げ

ます。 

 通告書どおり質問してください。 

○１４番（濵田陸紀君） いや、言葉の中で出

るぐらいなので、それは構わないのではないか

と、私は思っている。 

○議長（野々下昌文君） 通告書どおりに質問

してください。 
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○１４番（濵田陸紀君） わかりました。 

 市のほうではできないということでございま

したけれども、民間では、今まで２０年間やっ

ているわけです。それで、市のほうでできない

と。まちの安全ということを考えているのかと、

そういうように思ってくるわけでございます。 

 仮に、水門から、一時でも早く水門をとめれ

ば、まちが水没しないというときもあったわけ

でございます。 

 そして、平成７年８月ですか、一応、そのと

きも大量の雨が降り、街区はほとんど浸水状態

になりました。それは、上町地区から水道地区

の、沢田医院などは、診療するところが水浸し

で、診療ができないようなこともありました。 

 それで、できれば、私たちもできる範囲は、

今は年がちょっと行き過ぎて、なかなか昔のよ

うな機転はききませんけれども、できれば私た

ちも、まちを水害から守ろうという気持ちは、

普通の人以上にあるつもりでおります。 

 しかし、市のほうが、全然協力してくれない

ということになれば、一斉清掃のときもそうで

すが、まちは今、真丁通りなんか御存じのとお

り、私より若い者が、全体で６人しかおりませ

ん。そして、側溝のふたなんかは、６００メー

トルあります。それを全部、二、三十キロある

ようなふたを、担ぎ上げてやれと言っても、私

なんかも隣、その隣と、四、五件分はやりまし

たけれども、なかなか街なんかの協力なくして

はできないような状態でございます。 

 しかし、ヘドロを取らないと、また、溝が詰

まり、例えば真丁のますやなんかの裏のあたり

が、大雨の後は、いつもつかっているような状

態です。そして、トイレの水をくみ出してくれ

とか何とか、いろいろきますけれども、これは

市の業務ではないので、おたくがくんでくれな

いかというような話も、私なんか時々していま

した。 

 そういうような状態で、市のほうは全然タッ

チできないというような、そういう返答はない

と思うんです。 

 やはり、水というものは、いつ何時、雨とい

うものは降ってくるかわからないと。それで、

市のほうも、できるだけの援助はしていただき

たいと、そう私は思うんですけれども、市長は、

それは全然できないということですか。もう一

度、答弁お願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 質問の内容が、ちょっ

と理解できませんので、反問権を使わせていた

だきます。 

 通告外であるということで、通告外について

は、質問を受けれないということで、これは議

長の指示があったというふうに思います。 

 私たちが通告を受けているのは、要するに水

路に水が流れてなくて、においや蚊が発生する

ので、環境衛生上、問題があるので、水量の調

節などを市にしてもらえませんかという話で、

それについては、なかなかできませんといった

ら、なぜか、命の危険があるのでという話で、

災害の話になっています。 

 通告と全く違う話になっていますし、質問の

趣旨が全く見えないのですが、その点について、

整理をしていただきたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 宿毛市議会は通告制

をとっていますので、きちっと通告をしたとお

りに質問をお願いをいたします。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） いや、それはわかっ

ているけれども、話の途中で出てくるようなこ

とでございますので、聞き取りのときにはして

まいりましたけれども、水門をつけてくれとい

う話もしましたけれども、それを私のほうは出

してなかったんです。それで、１，０００万以

上するから、そんなときは無理だからというの
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で、私のほうが引っ込めたような次第でござい

ますけれども。 

 話の途中で出してもというような気持ちでや

りました。まことに済みませんでした。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 濵田議員の質問に対し

ての答弁をさせてもらいます。 

 私たちは環境衛生上、蚊とかが発生するので

水門の調整をしてくださいということで、水を

流してくださいというお話で通告を受けて、質

問を受けました。 

 そのことに関しましては、市としては、水門

調整に関しては、今のところ、市としてやるの

はちょっと難しいというお話をさせていただい

て、それに対して、濵田議員のほうから、災害

で、命を守るのかというお話をされていますの

で、それは、そのことに対しての答弁ではあり

ませんので、御理解願いたいと思います。 

 そのことについては、私たちは通告を受けて

おりませんので、そのことに対しての答弁では

ございません。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） もう一度、申し上げ

ます。 

 通告順に質問をお願いいたします。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 一応、溝というものは、常備に水を出しても

らわなければ、夏場になればボウフラが大量に

発生して、まちの中は、夜なんか、飲みに来る

人が、濵田さん、これは何ですかという話があ

りまして、どうしたんですかと言ったら、手を

一生懸命たたいているんです。蚊がまちの中に

おるというのは、珍しいですねと。 

 しかし、私は、何年も水が、これは水道区の

話ですけれども、真丁区なんかは２年以上前か

らとまっています。そして、それは市のほうが、

水道の、下水道工事じゃなくて、水路工事があ

るときに、水道の道路を通っている暗渠をふさ

いでしまったわけです。そして、その後、私が

ちょうど３日ぐらいよそに行っていた間に、ふ

さいだ暗渠の中で水が流れんから、そのとき、

ちょうど沖本市長が来てて、これはこうこうな

っているがどうしたんですかと。尋ねますと、

済みません、間違えてふさぎましたと。そして、

業者の方も謝りにきまして、２年以内に暗渠を

直すから、許してくださいというようなことで、

それは水道の皆さんも、皆知っています。 

 そういうような状態でも、皆さん文句を言わ

ず、水が流れなくてボウフラがわいても、こら

えているというような忍耐力も持っておりまし

た。 

 しかし、私も再三再四言われますので、この

際、電動化の話をしたいと思い、つい出してし

まいました。 

 しかし、これは通告外でございますので、答

える必要はございません。 

 それから、２番目として、今年の春先、選挙

前ですけれども、まちのいろいろなところを回

ってみました。そうすると、大体、私に問いか

けるのは、道路が悪い、水たまりがたくさんで

きる。何とかこれは是正できないかというよう

な話でございました。 

 しかし、道路が悪いは今始まったことではご

ざいません。真丁の下水道工事からこちら、ず

っと水たまりができっ放しで、やはりこの上に

コンクリートじゃなくて、補修をしてもらった

わけですけれども、それも大体、半年に１回ぐ

らいやらなければ、地面が沈下します。そして

また、水たまりができます。 

 ほかのまちと比べてみても、それは少し市の

ほうも怠慢じゃないかなと。一応、市のほうに

は、皆さん連絡しているそうですが、なかなか

やってくれないと。そのかわり、雨ふりなんか、
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この間も大きなけんかをしているから、どうし

たんだろうと思ったら、軽自動車が水たまりを

走ったと。そしたら、酒を飲みに行く人のズボ

ンに水を散らされ、困っているということで、

けんかにはなりませんでしたけれども、クリー

ニング代を払わされたというようなことも、私

も目撃しております。 

 そういうようなこともありまして、できる限

り、市のほうでも悪路の見回りと言っちゃあ悪

いですけれども、確かに真丁なんか、四、五十

メートルおきにずっと下がっています。本町か

らも言われました。 

 いろいろなところでそれは言われております。

市長も、できればまちを見て、ああ、こういう

ところは予算もつけなければならないなという

ようなことがあってしかるべきではないかと、

私は思いますが、この悪路について、市長の答

弁をお願いします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市長も見にいったらどうかとか、市の怠慢で

はないかという、手厳しいお話がありました。 

 ぜひ、そういったお声を、また市の担当課の

ほうにも、議員のほうからも届けていただいて、

できるだけ市としても把握に努めていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 そういった思いも込めて、答弁のほうを、少

しさせていただきたいと思います。 

 宿毛市の市道といたしましては、７８７路線

です。７８７路線、総延長で約３８０キロあり

ます。 

 そういった状況でありまして、多数の路線を

管理していることもありまして、さまざまなと

ころで老朽化に伴う舗装の穴やひび割れが生じ

ていることは承知しているところでございます。 

 こうした状況に対して、毎年、限られた予算

でありますが、近年は、私、市長就任後は、予

算を増額させていただいております。 

 そういった中で、当然、議会の皆様方にもそ

れをお示しし、議決をいただいているところで

ございますが、そういう中で、部分的な対策を

中心に、補修工事を実施し、市道の維持管理に

努めているところでございます。 

 市道の点検につきましては、基本的に職員の

パトロールのほか、地域住民等の通報や要望に

より、そしてまた、議員の皆様方からの情報に

よりまして、職員が現地を確認することで、状

況把握をしているところでございます。 

 この点検結果から、舗装等に異常が確認され

た場合、ごく小規模なものは、職員による簡易

補修を行うこともありますが、基本的には、道

路維持工事の契約を締結している業者に指示を

いたしまして、補修を実施しているところでご

ざいます。 

 しかしながら、市道は路線数と、それから長

さとも課題であることに加えまして、舗装補修

というものは、工場にてアスファルトを一定量

以上製造する、そういった必要がありまして、

１カ所ずつの施工ができないために、おくれが

生じることもあるかと、そのように思いますが、

御理解を願いたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 なお、市道認定されていない生活道等につき

ましては、地元負担金をいただき、補修を行っ

ておりますが、小規模なものについては、市か

らの材料支給により、対応していただいている、

そういった場合もございます。 

 そういった場合も含めて、本当に地元の方々

にお世話になっているところでございます。特

に市道の場合、議員も当然、御存じだとは思い

ますが、地域をまとめていただいている、特に

地区長さんのほうにお話をさせていただく中で、

どこがその地区として最優先的にやっていただ
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きたい場所なのか、そういったのを担当課とし

っかりと話をさせていただいて、全てはできま

せんので、そういったところからやっていると

ころでございます。 

 逆に言うと、言い方は悪いかもしれませんが、

一人一人の御意見で、その場所を直しているよ

うな状況ではありません。優先順位をつけてや

っているということも、十分に御理解していた

だきたいというふうに思っているところでござ

います。 

 今後、市道等の道路の維持管理に尽力してま

いりますので、皆様の御協力を何よりも必要と

しております。よろしくお願いをいたしまして、

答弁にかえさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 栄喜の道ですが、私

が思うのには、市道ではないではないだろうか

とは思ったんですけれども、向こうが市道と言

うから。 

 栄喜に入ると、喫茶店がありまして、喫茶店

のところの左に入っていく道ですが、これはも

うがたがたになって、確かにブルドーザーでな

いと入りにくいような道でした。 

 それで、これは市のほうに連絡してますかと。

これは去年の７月８日の豪雨のとき以前からな

っていたそうですが、豪雨のときに、またセメ

ントが剝げて、地区の人も、泥を入れたりして、

多少は直したんです。そういう話でしたけれど

も、市のほうへは連絡していますかと聞いたら、

していますと。そして、これは市道ですか、生

活道ではありませんかといったら、市道になっ

ていますいうて。ちょっと市道には狭いような

気もするんですけど。 

 市道と言うから市道で、私は受けておりまし

たけれども。 

 そこの道なんかも、普通のあれではなかなか、

もうでこぼこ道で、ちょっとあれじゃないかな。 

 去年の７月８日が済んだ後、連絡していると

いうのだから、担当のほうも、そこへ一度、見

回りに行っていただきたいと、私はそのように

思っております。 

 私が選挙に行ったときに、まだ道は悪かった

です。去年の７月豪雨の後に報告はしてますと、

区長にも言っていますという話でしたが、余り

にもちぐはぐになっているから。 

 そういうことで、去年の７月に、一応、報告

している。まだ来てくれないというのは、３月

のときにちょっと、怠慢なんじゃないだろうか

と、そのように私も思いましたから、今回、取

り上げていったわけでございます。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 市長、お答えをさせて

いただきます。 

 質問になってないような気もいたしますが。 

 昨年の７月豪雨の際に、当然、市役所の職員

も何度も現地に行っていますし、私自身も場所

わかります。左側、通行どめにもなったところ

です、土砂崩れになって。 

 それから、濵田議員、御存じですか。あそこ

は川自体も、上に水があふれた、そういったと

ころでございまして、そのときにも道路がかな

りやられていた、そういったことでございます。 

 また、災害後は、現地のあたりのごみを、あ

そこの旧栄喜小学校のグラウンドに置かさせて

いただいたということもあって、あそこには頻

繁に職員が行っていたところでございます。 

 当然、その後も、現地には行っているはずで

すが、ただ、申しわけございませんが、通告を

受けておりませんので、細かいことに関しては、

ここでの答弁は避けさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 濵田議員、再度申し
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上げます。通告どおりの質問を、よろしくお願

いします。 

○１４番（濵田陸紀君） その道の話は聞き取

りのときに、これもしますよという話はしてい

る。 

○議長（野々下昌文君） 通告を受けてないと

いうことです。 

○１４番（濵田陸紀君） 言葉にかえて、入れ

ております。 

○議長（野々下昌文君） 通告、出ていません

よ。 

○１４番（濵田陸紀君） 通告は出てないが、

俺はこれも質問するぞという話は、聞き取りの

ときはしている。 

 そしたら、用紙にでも書いて、通告用紙に書

いて、それを出すのか。 

○議長（野々下昌文君） そうです。通告用紙

は、要旨を書いて出すんです。要旨を書いて出

すようになっています。 

○１４番（濵田陸紀君） 道のことを、とかい

うてあれすれば、私なんかはいいんじゃないか。 

○議長（野々下昌文君） 休憩いたします。 

午前１０時２６分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時４１分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） ３番、市道桜町沖須

賀線の拡幅について。 

 宿毛小学校から沖須賀に至る道路、市道桜町

沖須賀線は、地震発生時の津波から市街地の

方々の、高台までの避難するための重要な道路

であります。 

 津波から、市街地の方々の高台までの避難を

スムーズにするため、現在のこの道路の一部の

区間においては、道路幅が４メートル程度しか

ない、非常に狭い区間でもあり、車両のすれ違

いが困難であったり、交差点付近では見通しが

悪く、事故も発生している状態でございます。 

 また、この道路の沿道には、老朽化した家屋

も隣接しているため、地震発生時の揺れを考え

ると、家屋が倒壊するのではないかと、そのよ

うに思われます。 

 このようなことから、以前から道路の拡幅計

画があると思いますが、今路線の拡幅について、

どのように考えているか、市長の見解をお願い

いたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 濵田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 宿毛小学校から沖須賀地区に向ける市道桜町

沖須賀線につきましては、都市計画道路に位置

づけておりまして、街路としての機能に加え、

南海トラフ地震等の大規模な災害時においては、

町中から市街地北部の高台へ避難する経路の一

つとして、大切な路線でございます。 

 ただし、当該線以外にも、早急に進めなけれ

ばならない防災関連事業が多くある現状の中、

事業の優先順位や市の財政状況を考え、検討し

てまいりました。 

 その中でも、特に宿毛小学校から水道線まで

の区間については、道路を拡幅し、今まで整備

を進めてきた水道線と接続させることで、有益

な町中からの避難経路となると考えております。 

 また、この区間の事業化について検討をする

ため、本年度、概略設計費を予算化しておりま

して、予算計上して、濵田議員のほうにも議決

というか、認めていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 水道までという予定

になっておりますけれども、水道の角にある、

みやおの昔の魚屋の家、あれなんか築９０年以
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上で、土台から柱が離れている状態です。 

 これも、ちょっと大きい、震度６程度の地震

では、崩壊するんではないだろうかというよう

なうわさも、専門家の人らから聞いております

が、やはり、でき得れば、そういうところも計

画に入れていただければと思いますけれども。

予算の関係上、それはなかなか難しいというの

であれば、また次回ということも仕方がないと

思いますが。 

 必ず崩壊するというような状態です。何本か

は、土台に柱がついてないようなところがあり

ます。そういうようなところもありますし、幅

も４メートルぐらいのところでございますので、

でき得ればそういうようなところも管理してい

ただきたい、そのように思っております。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 道路の拡幅のお話で、質問を受けておりまし

た。 

 先ほどの濱田議員のお話は、家が老朽化して

いて、地震発生時に崩壊する危険性があるとい

うふうに、専門家に言われたというお話でござ

います。 

 その家の所有者の方もわかっておられると思

いますので、そういった方と、ぜひ相談を、場

合によっては市も受けますので、相談をさせて

いただく中で、何らかの対策はないのか、講じ

てまいらなければいけない話なのかなと思って

おります。 

 内容としては、老朽化家屋であるとか、また

そこに住んでなければ、空き家対策であるとか、

そういったような制度を使いながら、やってい

くお話だというふうに考えました。 

 以上です。 

 詳細についての事前のお話がありませんので、

この程度の答弁になりますが、御容赦願いたい

と思います。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） それからもう一つ、

４番目として、真丁地区の水路について。 

 今はなかなか水が、全部の水路に張りめぐら

せているというわけではありません。途中、い

ろんなところで、乾いたところもあったり、な

ぜこういうようになったかといえば、水道の工

事のときに、水道と真丁との道路の暗渠を潰し

てそのままにしており、水が入りにくいため、

乾いたり、水が少し流れたりというような状態

が続いております。 

 しかし、真丁の方が、全然水が通っておりま

せん。それで、水でちょっとぬれたとき、家庭

排水なんかとまざって、変なにおいがするとい

うような苦情も、ときどき聞きますけれども、

なかなか全てを、市としても直すわけにはいか

ないでしょうというような話も、私も地区の人

なんかにもしております。 

 しかし、確かにドブが乾くときには、変なに

おいがして、確かに普通の人なんかだったら、

ああ、こんなところは。というような状態にな

ると、私はそのように思っております。 

 ほかの人が住んでいるところは、水路が余り

ないと、小さな水路のところだったら、そうい

うようなにおいが出ない思うんですけれども、

やはり真丁は３１０メートル、長さがあるわけ

です。それで、南側と北側と、両方の溝に行き

渡るといえば、大分、水位を高くしなければな

らないというようなわけでございますけれども、

これはやはり、一斉清掃でも、私を入れて７人

ぐらいですか。男の人が出て、やってくれたよ

うなわけでございますけれども。 

 水路のふたをあけられない。例えば、それが

２０キロから３０キロ、水路のふたがあると。

それを持ち上げるには、８０過ぎたおばあちゃ

んなんかでは、なかなかそれはよう持ち上げま
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せん。しかし、一斉清掃だからといって、私も

六、七軒のところを、ふたを持ち上げたわけで

ございますが、いまだに腰のところが、耕した

わけではないのに、また痛くて仕方がないよう

な状態でございます。 

 こういうようなところは、やはりまちの活性

化のためとか、いろいろと条件はあるでしょう

が、市として、そういうようなところ、ふたを

ボルトでしめているところもあるんです。それ

は、道具もありませんから、真丁ではあけられ

ないということでございます。 

 そういうようなことを加味して、市のほうで

も、何か手伝っていただけることがあれば、何

か協力していただきたいと、そのように思って

おります。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 このことについても、通告のときに、要旨で

聞いていたことから、かなり外れた話の中で出

てきますので、どこまで答弁できるかあれです

が、できるだけ答弁をさせていただきたいと思

います。 

 真丁地区への水の流入がなくなった大きな要

因は、水路を改修したことによりまして、水道

線の用水路の流れがよくなり、水位が低下した

ことだと考えております。 

 そのため、試験的に用水路に仕切りを設けま

して、水位を上げることで、沿線に水を導けな

いかというふうに、検討をしてまいりたいと考

えております。 

 それから、においのお話ありました。これに

ついては、先ほども御答弁させていただいたよ

うに、家庭排水につきましては、公共下水道へ

の接続の御協力を、現在、お願いしているとこ

ろでございまして、ぜひ、地域をあげて、そう

いう取り組みもしていただきたいなというふう

にお願いをしたいところでございます。 

 それから、水路のふたのお話ありました。こ

れは一斉清掃のときに、うちの環境課のほうか

らも、しっかりと区長さんとか、地区の代表の

方々にお話をするようにということで、指示も

出しておきましたが、どういった状況かという

のを、一度調査をさせていただきました。昨年

の豪雨の後に。 

 それで、やはり用水路の一つ一つをしっかり

と清掃をしないといけないだろうという形の中

で、今、議員おっしゃったような形の問題点も

見えてきましたので、そういった形の中で、何

か宿毛市が、自分たちでできないところで、例

えばふたが、重機を使わないと上げることがで

きないであるとか、さっき言われたように、特

殊な工具を持ってしないと、グレーチングがの

けられないとか、そういうふうなところがあれ

ば、連絡をしていただいてということは、当市

のほうからもお話をさせていただいている現状

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） なかなか市のほうで

も、難しいのではないだろうかと。私の場合、

皆さんが言ってくれというのは、ふたをあける

力がないから、市の若い人を呼んでくれないか

というような話も、多々出ておりました。 

 しかし、それはやはり、ちょっと無理ではな

いだろうかと。市のほうが、金でもあれば、ま

た人を雇うてくれるかもしれませんけれども、

そういう予算もないとは思いますというような

冗談も言ってますけれども。 

 けれども、やはり、飲みに行くのに、蚊に刺

されたいうて、いやみですけれども、そういっ

て私なんかも言われて。濵田さん、これ何とか

なりませんかというような話も、二、三聞いた

ことがあります。 
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 そういうような状態でございますので、市の

ほうも一斉清掃のときには、なるべくいろいろ

なことを教えていただければ、またそれに合う

たあれを、また市長のほうでも考えると思いま

す。 

 そして、５番目として、旧町名の利用につい

て。街区の呼び方について、真丁、上町といっ

た旧町名に戻せないかという点について、以前

から同僚議員が、同じ内容の質問をしておりま

したが、街区の方々からは、この話をよく聞く

ので、再度、質問してくれとの要望でございま

した。 

 実際に選挙の受付名簿においても、旧真丁、

旧本町といった形で分けられているように聞い

ておりますが、宿毛市中央何丁目といわれるよ

りも、真丁のどこそこ、本町のどこそこといっ

たほうが、イメージがしやすく、また理解も早

いと思います。 

 しかし、実際に中央から旧町名を変更すると

なると、時間と予算を費やすことになりますの

で、現実的には、中央という住居表示を変更す

ることは、なかなか難しいんではないかと、私

のほうも考えております。 

 しかし、街区の活性化を考える中で、住民か

らも、愛着のある旧町名を、もう一度、復活し

てくれないかという要望もありまして、このよ

うなお伺いをしたわけでございます。 

 二十数年たつわけですか、今の中央になって。

それでも、選挙のときなんか、私もそうですけ

れども、行ったら、どこですか、中央二丁目何

とかとか、中央五丁目何とかといったら、それ

でわからないから聞いているんですって、女の

人に言われまして、ああ、そうですかって。そ

したら、もう一回、昔の町名に戻してくれるん

ですかというように、そこで冗談を言うたこと

もあましたけれども。 

 第一、受付している女の人も、余りよく知ら

ないような状態でございまして、受付のもう一

人の女の人が私の顔を見て、濵田さんは真丁の

五丁目と言ってくれて、自分の本当の住所を言

って、それでなおかつわからないというのは、

これはなかなか難しいんだなと、私は直感しま

したが。 

 通称名で構いませんから、市長、これは何と

かならんものですか。町名変更。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 通りの名前を聞くというふうに聞いていたも

のですから、ちょっと答弁ずれるかもしれませ

んが。 

 この旧町名の利用につきましては、平成３０

年１２月定例会におきまして、寺田議員の一般

質問で答弁をさせていただいているとおりでご

ざいます。 

 道路名に旧町名を取り入れることにつきまし

ては、そういったお話を、議員されてたという

ことですので、地域に親しみや愛着を感じるた

めの一つの方法として、大変、効果があるもの

だというふうに、私自身も考えているところで

ございます。 

 一番身近な存在である既存市街地の方を初め、

市民の皆様の御意見をいただきながら、検討も

していきたいというふうに思います。 

 議員もおっしゃられているように、全体をか

えるというのは、非常に現在の状況では、難し

いのではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君） 通称名にするならば、

市長、余り金は要らないと思うんですよ。 

 だから、でき得れば、そういうような、皆さ

んが覚えやすい、愛着ある町並みにしていただ
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きたいと、そのように思っております。 

 それから、６番目の学校の問題は、川田議員

のほうで聞かせていただきましたので、この際、

遠慮させていただきます。 

 一般質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） この際、１０分間休

憩いたします。 

午前１０時５３分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０９分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） １３番、一般質問を

させていただきます。 

 月曜日から始まった一般質問も、きょうで３

日目、職員の皆さんも、また議長、大変お疲れ

でしょうが、私が最後になりますので、ぜひ簡

潔な御答弁を、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、今回は、まず教育長のほうから質

問をしていきたいと思います。 

 教育行政についてということで、小中学生の

交通安全教育の現状と課題ということを、お聞

きをいたします。 

 この交通安全、今回、何人かの議員が交通安

全教育については、お聞きをしましたが、あえ

て、最後ですが、私も聞きたかったのは、ほと

んど毎日、車に乗って移動することが多いわけ

ですが、私も。 

 よく見かけるのが、小中学生の自転車の乗り

方であったり、登下校の歩く状態であったりと

いうのは、よく見かけます。 

 その中で、気になるのが、ヘルメットの着用

の仕方。中学生はやはり、平日はしてないこと

も多いですし、高校生になったらやってない。

小中学生を考えてみたら、もう少し指導が必要

ではないか。 

 並列で移動している中学生、よく見かけます

し、小学生も、横断歩道の手前で、渡るのか渡

らないのかわからない、何かスタートダッシュ

の構えをして待っていたり、できるだけそうい

うところは、見かけると、徐行をしながら、ま

た一度はとまりながら、移動はするわけですが、

やはりそこらあたりの教育を、もう少しすべき

ではないかというふうに思いますが、これまで

の答弁と重複するかもしれませんが、現状につ

いて、教育長にもう一度、お聞きをしたいとい

うふうに思います。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 

○教育長（出口君男君） 教育長、おはようご

ざいます。１３番、寺田議員の一般質問にお答

え申し上げます。 

 小中学校においての交通安全教育と課題とい

うことで、御質問をいただきました。 

 小中学校で行われております交通安全教育に

つきましては、交通ルールや、自転車の乗り方

やマナーなど、日常的に教職員が指導している

ものや、危機管理課や宿毛警察署交通課の協力

のもとで行われる、交通安全教室等がございま

す。 

 そうした取り組みによりまして、昨日もお答

え申し上げましたけれども、宿毛市内の児童生

徒の登下校時におけるヘルメットの着用率、こ

れはほぼ１００％ではないかというふうに認識

をいたしております。 

 しかしながら、議員御指摘のように、その反

面、学校を離れた休日等における、特に中学生

なんですけれども、ヘルメットの着用率につき

ましては、登下校時に比べて、非常に低い状況

があると。 

 それと、これも議員御指摘されたように、い

わゆる自転車通学のあり方、基本的には狭い道

路の中で、一列になってということなんですけ

れども、どうしても友達同士で話し合いしなが
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ら通学や、下校をしたりとか、そういったこと

で、横に広がって通学をするケースについて、

私も目にすることがございます。非常に危ない

といったこともございますし、まさに自転車の

乗り方、マナーの部分で、まだまだ十分でない

というところもあろうかと思います。 

 議員御承知のように、ことし４月に高知県に

おいて、高知県自転車の安全で適正な利用の促

進に関する条例が施行され、児童生徒の安全確

保のために、家庭における児童等への自転車安

全教育の実施が、努力義務として規定をされて

おります。 

 まさに先ほど申し上げました、マナーという

部分では、当然、学校現場においても、指導し

ていくことではありますけれども、先ほど申し

上げましたように、休日とか土日等については、

特に家庭の責任において、しっかりと子供たち

にそういうマナー、交通安全、それが、そのこ

と自身が、第三者に対しても、あるいは子供自

身にとっても、安全であると、そういったこと

も含めて、御指導していただく必要があるので

はないかなというふうにも考えております。 

 そういった意味合いからも、今後も学校と家

庭が一体となって、安全教育を行える環境を整

え、児童生徒の安全確保に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 少し、再質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 確かに、教育委員会としては、しっかりと学

校と連携をとりながら、また危機管理課、また

警察署等とも協調しながら、安全教育をやって

いるというのはわかります。 

 ただ、実際に、教育長もわかっているように、

登下校だけではなくて、ふだんの生活の中で、

ヘルメットをかぶってない子供たちも多くいま

すし、私服になれば、中学生、高校生の見きわ

めもなかなか難しいような状態では、あるには

あるんですが、ヘルメットをかぶってない子供

の数が、非常に多いという感じがいたします。 

 先日、私、愛媛県のほうに車で移動すること

があって、ちょうど日曜日でしたけれども、中

学生か高校生ぐらいの子供五、六人が自転車で

移動しているところを見ました。横を通り過ぎ

たんですが。 

 しっかりとヘルメットをかぶって移動してい

る。それも、宿毛市内でよく見かける白いヘル

メットではなくて、今、サイクリングの人たち

がやっているような、ちょっとおしゃれなとい

うか、金額的にもちょっと高いんだとは思いま

すが、そのようなヘルメットをかぶって移動を

していました。 

 小さいときからヘルメットに親しむというこ

とを考えれば、本当は幼児教育、自転車を乗り

始める年齢が、今小学生になるまで、幼稚園児

ぐらいのときから乗る練習をする家庭が多いで

すので、そのようなところから、やはりヘルメ

ットを着用、また家庭にもヘルメットのデザイ

ンであるとかというのは、こういう形のヘルメ

ットがどうでしょうねというのを、保育園なり

小学校なりから推奨していくということが、必

要なのではないか。 

 まさに、教育長も先ほど言われました、学校

と教育委員会と家庭が一体になって進めていく。 

 学校がやる交通安全教室というのを、年度当

初であったりとかというのときに、よく学校で

もやっていると思うんですが、そこに保護者も

入ってもらう。安全教室を保護者とともに、子

供たちにも聞いていただくというような取り組

みが必要なんじゃないかというふうに思います

が、この部分について、教育長の御見解をお聞

きをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育長。 
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○教育長（出口君男君） 教育長、１３番議員

の再質問にお答え申し上げます。 

 議員御指摘のとおり、ヘルメットの着用率が

悪いという部分は確かにあろうかと思います。 

 それから、先ほど御答弁申し上げましたけれ

ども、土日等についても、小学生については、

議員御指摘のように、丸いヘルメットでなしに、

今のサイクリングロードをするようなヘルメッ

トをかぶっている児童が多く見かけまして、私

が知り得る限りは、小学生に関しては、土日祝

日等も、ほぼ１００％着用いただいているので

はないかな。 

 学校については、昨日の御答弁でも申し上げ

ましたけれども、校則で、登下校時については、

規則で定めています。けれども、土日について

は、なかなか学校が管理をできないということ

もございまして、これは御家庭のほうで、ぜひ

とも御指導もいただかなきゃいけない。 

 それと、登下校時もそうなんですけれども、

私、常に保護者の皆さんとの話をするときも、

お話させていただくんですけれども、学校に行

く際には、必ず家を出て行きます。家を出る段

階で、当然、子供がどういう姿で学校に向かわ

れているかというのを、親御さんが当然承知さ

れているので、もしその段階で気づいたら、親

御さんが注意をする、指導をすると、そういう

ことも大事だと思います、ということで、保護

者の方にもお願いをしていることでございます

けれども。 

 ただ、先ほど御指摘いただいたように、１０

０％の着用率になっていないということは事実

です。これは、市長のほうからも、御提案をい

ただいて、何とか着用率を上げるための手だて

を考えていかなければならないんではないかと

いうことで、宿毛市が策定をいたしております

宿毛市自転車を活用したまちづくり計画、こう

いったものもございますので、ぜひともそうい

ったものも含めて、今後、市長と協議をして、

子供たちの着用率が１００％になるような手だ

ては何かないか、そういったことを協議をして、

取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） ぜひ、悲惨な事故に

遭わない、また遭ったときに、命を守るヘルメ

ットの着用というのを、ぜひ市として取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 教育委員会に対する質問は、この程度にして、

続いて同じ自転車というところでいえば、市長

に次の、自転車を活用したまちづくりについて、

お聞きをいたしたいと思います。 

 この自転車を活用したまちづくり、今議会で

２人か３人の議員の皆さんが質問いたしました

ので、この部分についても、重複する部分があ

るとは思いますが、よろしくお願いをしたいと

思います。 

 まず、市民への認知度についてということで、

これは初日の松浦議員のところでも出ていまし

た。やっぱり自転車、まだまだ、それこそ小中

学生の乗り物、高校生になると、距離にはより

ますが、バイク通学というのを、ここの近辺の

高校、認めておりますので、そういう原動機付

自転車、原付にかわる子供たちも、結構おりま

す。 

 そういうところでありますが、自転車の認知

度というのは、まだまだ低いんじゃないか。極

端に言えば、市長の趣味の部分からまだ抜け出

してないんじゃないかというふうに言う市民の

方も、結構いるというふうに、私の耳にも入っ

てきますので、やはりもう少し、市民に対して

の認知度、今はスポーツサイクルというか、ス

ポーツバイクという言い方をするのかもしれま

せんが、長距離を移動できる、変速機のついた
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自転車を、それこそコスチュームから全部そろ

えてやっている、趣味の段階の人に向けた自転

車を活用したまちづくりというふうに捉えられ

ているんではないかというふうに思います。 

 やはり、市民の協力、理解がなければ、この

事業を、今よりも広く周知する、認知してもら

うことにはならないんじゃないかというふうに

思いますが、この市民への認知度についての取

り組みについて、市長のお考えをお聞きをした

いというふうに思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 寺田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 自転車を活用したまちづくりにおきまして、

市民への認知度が低いのではないかと御質問で

ございます。 

 本市におきましては、平成２９年度からロー

ドバイクのレンタル事業の実施や、東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会の開催に向け

た、オランダとのホストタウン事業の一環とい

たしまして、女子ロードレース代表選手の事前

合宿や、市民の皆様との交流事業などを実施し

てまいりました。 

 現在では、オランダ応援団の募集や、市広報

誌におきまして、オランダの人々との文化交流

の記事を掲載するなど、自転車の活用を通じた

まちづくりを、市民の皆様にお知らせもしてい

るところでございます。 

 玄関を入ったところに、オレンジの旗も揚げ

させていただいて、宿毛市はオランダを応援し

てますよということを、告知もさせていただい

ているところでございます。 

 また、平成３０年度には、本年度からを計画

期間とした、宿毛市自転車を活用したまちづく

り計画を策定いたしました。今後は、この計画

の基本方針に沿って、暮らし、環境、交通、観

光、コミュニケーションの分野で、さまざまな

取り組みを実施することとしておりまして、そ

うした取り組みを通じまして、より多くの市民

の皆様に、自転車を活用したまちづくりを知っ

ていただけるのではないかと考えているところ

でございます。 

 まちづくりは、市民の皆様の御理解、御協力

を得る中で、進めていくものでございますので、

議員のおっしゃるとおりでございますので、引

き続き、情報発信等を行いながら、多くの方に

自転車を活用したまちづくりを知っていただき、

御参加もいただけるよう、取り組みを進めてま

いりたいというふうに思います。 

 これまた、地域性がございまして、例えばお

隣、愛媛県であれば、当市と並行して進んでい

る、もしくは当市よりも前に、こういった計画

が進んでおりますので、かなり認知度、上がっ

てきておりますが、残念なことに、高知県下は

当市と同じ取り組みをしているところが少のう

ございます。ただ、県であるとか、国の指導の

もと、これからどんどん進んでいく事業でござ

いますので、そういった中でも、認知度は上が

ってくると思いますし、何よりも宿毛市がそれ

をけん引するような形で、前を引っ張っていき

たい、そのように考えているところでもござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 認知度を上げる取り

組みは、当然していただきたいというふうに思

いますが、これは、これからの事業展開という

ことで考えていただきたいんですが、すばらし

いパンフレット、先日、議会でも配られました、

チリリンすくも！プロジェクトという概要版を

いただきましたが、取り組みやろうとすること

は、非常にいいことだろうというふうに思いま

す。これを市民の皆さんに、いかに認知をして

いただけるかというところでいえば、例えば今、
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宿毛市内に自転車屋というのは、１店舗あるだ

けじゃないかというふうに、私の感覚では、市

街地内に自転車の専門店というのは、１軒しか

ない。 

 そして、量販店でも今、売っていますが、い

ろいろな種類であるとかというのを探すことが

できないし、どこで買おうかなと。子供の場合

であれば、量販店で買うことが多いんじゃない

かというふうにも思いますが、自分の買いたい

自転車であるとかというのになれば、今でいえ

ば、通販であるとか、ネットで買ったりとかと

いうことになってくるんじゃないかというふう

に思います。 

 ただ、買うことは買っても、これは私の考え

方だけかもしれませんが、例えば、パンク修理

をしたり、ちょっとチェーンが外れても、今の

子供は修理ができないんじゃないかというふう

に思うんですよね。 

 やっぱりサポートする体制をいかにつくって

いくかというのが、今から大事になってくるん

じゃないかというふうに思いますが、今、駅の

ところにある観光協会は、宿毛市の自転車もレ

ンタルするように貸し出してますし、そういう

ところは、多分、修理ができる、サポートでき

るスタッフがいるんだろうというふうに思いま

すが、市内に何カ所かサポートをするステーシ

ョンなり、そういうできるところをつくり、市

民が見ても、誰が見ても、ここへ持っていった

ら自転車の修理、パンク修理も含めて、やって

いただけるんだなということを周知できるよう

な環境づくりをするのが、市民により認知をし

てもらえる体制になるんじゃないかというふう

に思いますが、この部分について、市長のお考

えをお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 寺田議員おっしゃるとおりでありまして、自

転車を活用したまちづくりを推進するためには、

自転車の販売修理や、メンテナンスを含めたサ

ポート体制など、利用環境の整備も必要である

と、そのように考えているところでございます。 

 このため、昨年度作成した宿毛市自転車を活

用したまちづくり計画におきまして、利用環境

の整備を推し進めるためのサイクルオアシスの

整備も計画しておりまして、本年度は、この計

画の実施計画を策定するようにしているところ

でございます。 

 サイクルオアシスの整備につきましては、バ

イクスタンドの設置や、空気入れの貸し出し、

トイレの使用などを想定しておりますが、可能

な限り、パンクなどの簡易な修理に関しては、

対応ができるよう、工具セットの貸出機能など

も備えていただき、加えて市内の自転車販売店

や、修理ができる店舗などに、協力体制をとっ

てもらうよう要請していくことで、サポート体

制の構築を図っていきたいと、そのように考え

ているところでございます。 

 こういった利用環境等の整備も図りながら、

宿毛市自転車を活用したまちづくり計画に基づ

く事業を推し進めまして、自転車による魅力的

なまちづくりの実現を目指していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 現在、自転車をどちらで買われたのかなとい

うふうに考えると、やはりホームセンターであ

るとか、そういった量販品店というのですか、

そういうところで買われている方々が結構いる

のじゃないかなというふうに思います。そうい

った形の中で、従来あった自転車屋の数が、専

門店の数が少なくなってきた現状ではないかと

いうふうに思います。 

 ただ、まだまだ、それぞれ地域には、パンク

修理等ができる、自転車屋兼何々みたいな感じ

の店舗もございますので、そういったところに

も、しっかりと私たちからの要請といいますか、
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お願いを伝えさせていただいているところでご

ざいます。 

 そういった中で、自転車を活用したまちづく

りが進んで来れば、何もスポーツのロードサイ

クルに乗っている方々、スポーツサイクルに乗

っている方々だけじゃなくて、市内全体の、子

供からお年寄りまでが、自転車をうまく活用し

ていこうという取り組みでございますので、そ

ういった取り組みのもとで、その背景として、

そういった自転車関係の店舗もふえてくればと

いうふうに思っておりまして、そこの点につき

ましても、しっかりと力を入れていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） サポート体制もしっ

かりとつくっていきたいということですので、

ぜひ、サポート体制、サイクルオアシスも早く

設置をしていっていただければというふうに思

います。 

 私、このパンフレットを見ていて、チリリン

すくも！という、これがロゴですよね。このロ

ゴをステッカーにして、協力店であったり、当

然、店舗でなくても、例えば各郡部にいっても、

このステッカーを張っているところに人がいれ

ば、サポートしてくれます。パンク修理なんか

もしてくれますよみたいなところがあれば、よ

り市内全域で、自転車に対してサポートがして

いるんだなとか、安心感があるんじゃないかと

いうふうに思いますので、ぜひこれを検討して

いただければというふうに思います。 

 また、もう１点、これは全然違う、ごみの減

量のところで、例えばごみを減量する機械を市

が補助をしているという事業がありますよね。 

 例えば、今まで話してたのは、小学生、中学

生という、子供の自転車のほうで話してました

が、例えば大人の人、例えば主婦であったり、

一般の市民が自転車を買うときに、例えば幾ら

かでも補助をしたりとか、ヘルメットを、当然、

市民の方もヘルメットをしてくださいという話

をするようにしないといけないと思いますので、

そういうところに対して、幾らかの補助を、市

として、チリリンすくも！プロジェクトの中で

やっていったらどうかというふうに思いますの

で、ここは返事は要りませんので、これから先

のプロジェクトを進めていく中で、御検討をし

ていただきたいというふうに思います。 

 ということで、この自転車を活用したまちづ

くりについては、質問を終わります。 

 次に、公共交通空白地域の解消に向けた取り

組みについてということで、通告をさせていた

だいています。 

 この部分についても、公共交通の関係で、今

議会でも二、三、質問があったとは思いますが、

はなちゃんバスについて、非常に私のいる橋上

地域も利用率がいいです。特に一番奥というか、

楠山地域の人は、みんなで誘い合って、まちに

コーヒーを飲みに行こうかみたいな取り組みも

していますし、橋上の野地地域という、橋上地

域の人たちも、このはなちゃんバスをみんなで

誘い合って行っているんでしょうね、４人も５

人もが並んで、バスのとまってくれるところで

待っているという光景をよく見ます。月曜日と

木曜日の、週に２日間。 

 ただ、この橋上地域の中でも、例えば還住薮

であったり、あと宿毛市内でも、幹線ではない、

バスが通ってない地域が数多くある。これは質

問の中にもありましたが、今までの。その中で、

やはりバスの通っているところまで、２キロ、

３キロ以上離れると、地域の、特にお年寄りの

人なんかは、車に乗らないようにしようと思っ

ても、どうしても、何らかの交通手段を持たな

ければ生活ができないというところで、車に乗

ってしまう。 
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 先日も、高知市でも子供が巻き添えになる、

高齢者の交通事故があったようですが、本当に

ことしに入ってから、そういう事故が非常に多

いですよね。やはり宿毛市では、こういう事故

を起こさないような取り組みを、市が率先して

やる。そのためには、端々にも、市の手が添え

ていかなければいけないというふうに思います

が、この空白地域についての取り組みについて、

市としての考え方をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 公共交通の空白地帯の解消に向けた取り組み

でございます。 

 本市における公共交通空白地域につきまして

は、公共交通網から半径４００メートル以上外

れた地域を、公共交通空白地域として位置づけ

ているところでございます。 

 平成３０年度におきましては、公共交通空白

地域のうち、５０％以上を占める東部地区の住

民の方々を対象に、移動手段確保に関するアン

ケート調査を実施させていただいたところでご

ざいます。 

 このアンケート調査につきましては、平成３

１年１月末時点に、平田、山奈地区に居住され

る６０歳以上の方、１，３６４人を対象として、

実施をしているところでございます。 

 アンケート調査の結果につきましては、回収

率が５６．７％、人数にして７７３人となりま

して、移動手段の確保についての質問では、５

４６人、７０．６％の方が、「困ることはな

い」と回答しており、「困ることがたまにあ

る」が、９５人の１２．３％、「困ることがよ

くある」が、４３人、５．６％となっていると

ころでございます。 

 一方で、自動車利用の将来についての質問に

つきましては、３年から１０年以内で、自動車

利用が難しくなる、なかなか利用できなくなる、

そういうふうに回答した方が、全体の６５．

９％を占める結果となっておりまして、現時点

では、移動手段の確保では、困っていない方が

大半を占めているものの、将来的には、自動車

利用に不安を持っている方が多いことが、アン

ケート調査の結果から把握することができた状

況でございます。 

 このため、本市といたしましても、今後も引

き続き、市内の公共交通の空白地域の解消、移

動手段の確保に向けまして、検討してまいりた

いと考えているところでございます。 

 特に、公共交通、またうちがやっているはな

ちゃんバスであるとか、そういったところの乗

降までの距離がかなり長くて、そこまでの移動

手段がないという方が多くいるというのは、市

内全域であることだというふうに考えておりま

す。 

 先日来の答弁の中でも、お答えさせていただ

いておりますが、そういったところを、この自

転車をうまく活用できないかとか、または、近

年は四輪の、少し小さい電動カーも、高齢者の

方々、利用されている姿、よく見受けますが、

こういったものが利用できないか。 

 また、そういったものを利用するに当たって、

宿毛市の環境整備、特に自転車通行帯のお話も、

今回質問もありましたが、そういったものであ

るとか、また歩道の整備であるとか、そういっ

たものを、しっかりとあわせて、計画的にやっ

ていく必要があるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） そうなんですよね。

自転車を使うというのは、非常にいいようです

が、これ危険なんですよね。三輪車というもの

もありますが、お年寄りの方が乗ると、また一
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般の自動車を運転している方にとっては、非常

に、よけ合いのときに、非常に気を使わないと

いけないような状態もできますし、今、市長の

言われた環境整備というのを、並行してやらな

いと、逆に事故を誘発する可能性もありますの

で、まちの中で自転車通行帯をつくったりとか

いうことで、できるかもしれませんが、田舎で

そういう、分けてやるということは、非常に難

しい。 

 特に、見通しのいい直線道路を、自転車で行

ったりする人がいる。そこを車が走ると、車は

結構、スピードが出ているんですよね。直線に

なると。 

 本当にそういうところは気をつけなければい

けないので、そこの環境整備を、やはりしっか

りとする。 

 先ほど言ったヘルメットなんかも、お年寄り

なんかにも着用してくださいということを、同

じような形で指導していくということが必要な

んじゃないかというふうに思いますので、ぜひ

お願いをしたいというふうに思います。 

 何で空白地域の話をしたかというと、次のあ

ったかふれあいのほうにつながっていくんです

が、県としては、県民がその地域で住み続けら

れる地域をつくっていこうということをスロー

ガンに、今、進めているというふうに思います。 

 この地域で、地域の方々が生き生きと住み続

けられるためには、やはり家に引きこもらない

ような政策を進めていく必要がある。 

 宿毛市の今のあったかふれあいセンターの現

状を、まずお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 まず、先ほどのお話ですね。今言っていた、

家に引きこもらないということも含めて、外に

高齢者の方々も出ていただく、そういった取り

組みをしていく必要があると思います。 

 自転車と車は危ないという、本当にそのとお

りでして、そのために、ことし１．５メートル

離れて通行しましょう、もしくは徐行しましょ

うという取り組みもさせていただきます。 

 実は、ヨーロッパのあたりを見ると、見ると

といっても、僕、実際行って見ているわけじゃ

ないですが、情報として、見ると、やはり自転

車が走ってて、車と、それほど、日本と変わら

ない状況の中でも、うまく通行しているんです

ね。 

 それはやはり、ヨーロッパとか、その地域の

自転車の文化だと思います。そういったサイク

ルカルチャーをしっかりと、日本の方々にも持

ってもらおうという取り組みを、今、東京のあ

たりから徐々に初めているところです。 

 やはり運転されている方が、自転車の存在、

それから歩行者の存在、もしくは老人の方々の

存在というのをしっかりと認めて、その上で、

道路を利用するという環境が整わなければ、ど

こか１カ所だけをやると、全体が危機な状態、

崩れてくるんだというふうに思っています。 

 高齢者の、今よく報道されているブレーキ、

アクセルの誤作動による、誤作動じゃないです

ね、自分が運転する、ミスによる事故も、今、

時代として、そういう問題になっていますが、

そういったことも含めて、全体的に取り組みを

していかないと、なかなか１カ所だけ、例えば

装置だけつけたら直るのかとか、この問題が解

決するのか、そういう問題じゃないと思います

ので、そういった意味で、計画的に進めてまい

りたいという思いでございます。 

 また、このあったかふれあいセンターも、本

当に大切な事業でございまして、あったかふれ

あいセンターは、子供から高齢者まで、障害の

有無にかかわらず、誰もが気軽に集い、必要な
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サービスを受けることができる拠点として、本

市においては、平成２１年度に事業を開始して

いるところでございます。 

 現在、沖の島地域においては、「あったかふ

れあいセンターおきのしま」、沖の島地域を除

くそのほかの地域におきましては、「あったか

ふれあいセンターすくも」として、市内を２つ

に区分をいたしまして、設置をしているところ

でございます。 

 「あったかふれあいセンターすくも」は、宿

毛市社会福祉協議会内を拠点として、サテライ

トを３カ所設置し、「あったかふれあいセンタ

ーおきのしま」は、弘瀬老人憩いの家を拠点と

して、開設をしているところでございます。 

 平成３０年度の集いの実績といたしましては、

「あったかふれあいセンターすくも」は、年間

延べ１，６３８名、「あったかふれあいセンタ

ーおきのしま」は、延べ１，８４５名の方に利

用していただきました。 

 集いの場としての機能以外にも、それ以外に

も相談、送迎、訪問、生活支援、認知症カフェ

の開催などのサービスを提供いたしまして、高

齢の方々にとっては、介護予防の観点からも、

安心して過ごせる、そういった場の一つとなっ

ているというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質問いたします。 

 あったかふれあいセンターは、「おきのし

ま」と社会福祉センター内の「すくも」と、２

カ所、サテライトで３カ所やっているというこ

とで、２年、３年くらい前かな、もうちょっと

前くらいに質問した経過があるんですが、その

ときには、東方面にサテライトがあって、その

サテライトの存続とかいうことを踏まえて、質

問したことがあります。 

 そのときに、サテライトから出張型にして、

各地区に出ていくというふうな話をされたわけ

ですが、その形が、今どのようになっているの

かというのを、わかっていればお聞かせを願い

たいということと、私の住んでいる地域、特に

橋上地域、縦に長い地域で、面積からいえば、

宿毛市の３分の１近い面積を持っていますが、

人口でいえば、５００人から６００人ぐらいし

か住んでない地域。その上に、高齢化率も非常

に高い、宿毛市でも高齢化率の前を走っている

んだろうというふうに思うんですが、やはり地

域のお年寄りが、僕のところに相談に来たこと

があるんですが、やはり集まる場が欲しいんだ

と。何とかしてほしいというところを、相談に

来られました。 

 実際、それに向けて、やらんといかんねとい

う話はしているんですが、出張型とかサテライ

トではなくて、各地区にあったかふれあいセン

ターを常設していくような形をとるのが、やは

り地域の方々が利用しやすい事業になっていく

んだろうというふうに思いますが、そのことに

ついて、市長のお考えをお聞きをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 先ほども説明させていただきましたが、「あ

ったかふれあいセンターおきのしま」、「あっ

たかふれあいセンターすくも」を拠点として、

必要に応じてサテライトを設置する形で、あっ

たかふれあいセンターの運用を、現在している

ところでございます。 

 出張型の件につきましては、後ほど、担当者

のほうから説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 基本的な考え方といたしまして、いきいき百

歳体操などの自主的な集いの場もふえてきてお

りますので、あったかふれあいセンター事業と
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しては、現在の方式である２カ所の拠点を中心

として、必要に応じたサテライトを設置する運

用をしていきたいと、現在は考えているところ

でございます。 

 しかしながら、地域の実情や、高齢者の方々

のニーズ、また使用する施設の状況なども考慮

して、新たな拠点の必要性が生じれば、財政的

な面も含めまして、検討をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 また、地域でそういう場所が欲しいといった

声があることも承知をしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） 長寿政策課長。 

○長寿政策課長（桑原 一君） 長寿政策課長、

寺田議員の一般質問にお答えします。 

 あったかふれあいセンターにおける出張型の

ようなサービスにつきましては、現在、それぞ

れの地区の必要に応じて、先ほど市長からも答

弁がありましたように、相談業務を中心に、そ

れぞれいろんな相談を受けさせていただいてお

ります。 

 その相談に応じて、集いが必要であれば、そ

の場で集いの模擬的なものもしていこうかとい

うことでやっておりまして、いろいろ地区等か

らも要望がありましたら、その都度、あったか

ふれあいセンターに配置していますアドバイザ

ーを派遣して、その場の対応をさせていただい

ております。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 再質問いたします。 

 相談業務が中心だということでお聞きをいた

しました。 

 これ、やはり先ほども言いましたが、地域の

方が、やっぱり引きこもらないように、外に出

ることが大事なんです。 

 その点でいえば、なかなか地域の人も高齢に

なると、行動範囲というのがだんだん狭くなり

ますので、宿毛まで行ってということにはなら

ない。地域の中で、近所のお友達と話しながら、

１日を過ごす、半日を過ごす中で、やはり次の

日を、また元気に過ごすような、英気を養うと

いうことが必要なんだろうというふうに、私は

思います。 

 そういう点からいえば、やはり拠点になると

ころが、各地区にある。その地区の中で運営す

るスタッフ等がいれば、その人たちが運営をし

ていくということで、地域の輪がまたそこに生

まれてくるんだろうというふうに思います。 

 そういうことを、やはり市として率先して進

めていくことも必要なんではないか。 

 今、市長また課長が言われた百歳体操という

のは、やっている地域、橋上でも何カ所かあり

ます。地区ごとにやってますので、５人から１

０人とか、１０人以上おるところもありますが、

集まってやってます。その人たちは、週に１回、

２回とかいう形で集まって、運動してますので、

いいんですが、その百歳体操の輪にも入ってこ

ない人も、それ以上にいるというのが現状です。 

 その人たちも出てこれるような取り組みも、

市としてやっていかなければ、もう家の中でほ

とんどほかの人との交流がない人が多くなって

いるんです。 

 そこを解消していくことが、市として必要で

はないかというふうに思いますが、もう一度、

市長、答弁あればお願いしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 やはり、家の中でずっと生活をされる、特に

独居の人であるとかいうことであれば、非常に、

いろんな意味で出てきていただくような取り組

み、必要だというふうに思います。 
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 また、今議会の一般質問の中で、御老人だけ

じゃなくて、やはり年齢は問わず、引きこもり

という形で、社会との接点がない、そういった

場で生活をされている方々が多いという、そう

いうお話もありました。 

 そういった形の中で、できるだけ外に出てい

ただいて、社会活動もしてもらいたいし、また

いろんな方々とのコミュニケーションもとって

いただきたい、そういう思いがありますので、

そういった方々に対して、どういうふうな形で、

市としてアプローチをして、そこから出てもら

うか、そういったこともしっかりと考えていき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） あったかふれあいセ

ンター、一番最初に市長が、本当に小さな子供

からお年寄りまで、全世代を対象にしたという

ことを、答弁の中でも言われましたが、本当に、

今、子育てを、核家族という言い方は、おかし

いのかもしれませんが、夫婦だけで子育てをし

ている家庭も、結構います。 

 その中には、子育てに悩んだりとか、産後う

つとかいう言葉もありますが、そういう方たち

が、お年寄りと一緒に子育てをすることによっ

て、なかなかできないような相談をしたりとか、

心が安らいだりとかということもできると思う

んですよね。 

 そういうところも、できる環境というのは、

各地区にあったほうがいいだろうというふうに、

私は思います。 

 そういうことで、ぜひ検討をお願いをしたい

というふうに思います。 

 次に移りたいと思います。 

 集落活動センターの取り組みについてという

ことで、お聞きをしたいと思います。 

 まず、沖の島以外での取り組みの現状につい

て、お聞きをしたいと思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 集落活動センターにつきましては、本市では

現在、沖の島、鵜来島で設置され、それぞれの

地域で、地域住民の方々が主体となりまして、

取り組みが進められている現状でございます。 

 また、そのほかの地域についてはどうかとい

うことでございますが、集落活動センター設立

に向け、取り組んできた経緯もございますが、

設立には至っていない状況にございます。 

 この集落活動センターにつきましては、地域

が抱える課題を解決する手段といたしまして、

高知県におきましても、県全体で推進をしてい

る事業でございますので、本市におきましても、

今後も県と連携を図りながら、各地域の取り組

みを支援してまいりたい、そのように考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） 市長の言うとおり、

これは県が、尾﨑知事が就任以来、県内に１３

０カ所ぐらいを目標につくっていこうというこ

とで始めた事業だというふうに思いますが、４

月２６日現在の県内の状況を見ると、５０カ所

の集落活動センターがあるということで、まだ

まだ県としても、道半ばというふうに感じるわ

けですが、橋上地域も一度、集落活動センター

を設置しようという動きがあったことは、もう

市長も御存じのとおりです。 

 なかなか地域の思いと、地域おこし協力隊で

来られた方との思いの違いから、うまく話がま

とまらなかったということがありますが、地域

の方々が望んでいる、思っている集落活動セン

ターの像というのは、地域に、それこそここ数

年のうちに、店舗がもう１店舗もなくなるとい
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うような状況に、橋上地域は特になっています。 

 その中で、ちょっとした買い物ができるとこ

ろが欲しいねとか、何かのときに、寄れるとこ

ろが欲しいねというのが、地域の方々の思いだ

ろうというふうに思います。 

 そういうところを、やはり集落活動センター

がカバーしていくべきなんじゃないかというふ

うに、私は思うんですが、これなかなか、１人、

２人の人間でやろうということでできる話では

ありませんので、市が中に入って、地域の代表

の方々、また中心になってくれる人たちと一緒

に、つくり上げていかなければいけないという

ふうに思うんです。 

 その点で、市長、これから先、市として、橋

上地域に限らず、集落活動センターの設置につ

いての考え方をお聞かせ願いたいというふうに

思います。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 先ほどの答弁でも申したとおりでございます

が、やはり高知県全体におきましても、集落活

動センター、先ほど議員もおっしゃいましたが、

どんどん進めていきたいという、そういった事

業でございます。 

 当市にとっても必要だというふうに考えてお

りますので、これからも地域の方々にも、そう

いった必要性、それから地域にとっての利点と

言いますか、こういったことができますよとい

うような形で、しっかりと広報等もしながら、

宿毛市としても、一緒になって取り組みを進め

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） ありがとうございま

す。ぜひ進めていっていただきたいというふう

に思います。 

 実は、私は今回、先ほどのあったかふれあい

センター、集落活動センターという、この２つ

を質問の中に入れさせていただいた大きな理由

というのは、この２つをセットで事業展開をし

ていけば、人の雇用であったり、事業の内容の

中に、あったかふれあいセンターのやるべき事

業を、集落活動センターが組み込んでいくこと

によって、継続可能な事業になっていくんじゃ

ないかというふうに思います。 

 昨年、私たちが委員会調査で群馬県に行かし

ていただきましたが、そこでは、名前はちょっ

と今、忘れましたが、地域のお年寄りが集まる

場をつくって、運営をしている。 

 設置のときに補助があるぐらいで、群馬県の

場合は、ほぼ自費で運営をしているという状態

でしたので、ボランティアという形でやってま

したので、なかなかこれを続けていくのは難し

いだろうなというふうに感じました。 

 その点、あったかふれあいセンターとセット

でやる、また集落活動センターで収益事業もや

りながら運営していけば、継続していくことが

可能ではないかというふうに、私は思います。 

 ここらあたりを、セットの形で進めていく取

り組みを、宿毛市としてやったらどうかという

ふうに思いますが、このことについて、市長の

御答弁をお願いをいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 あったかふれあいセンター事業と、集落活動

センター事業との連携についての質問でござい

ます。 

 高知県が策定しております第３期日本一の長

寿県構想におきましても、今年度の取り組みの

一つとして、あったかふれあいセンターと集落

活動センターとの連携の充実強化に向けた取り
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組みが位置づけられ、検討が進められている、

そういったところでございます。 

 本市といたしましても、地域のニーズ、課題

等をしっかりと把握し、県と連携を図りながら、

運営方法を含めた双方の事業の連携について、

今後、研究をしてまいりたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） ありがとうございま

した。ぜひ、連携した形での運営を検討してい

ただきたいというふうに思います。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思います。 

 市長選挙への対応についてということで、通

告をさせていただきました。 

 思い返せば３年半前に、市長は市民に対して

熱い思いを語り、市長選挙に当選をいたしまし

た。以来、多くの問題解決に向けた取り組みを

やってまいりました。 

 宿毛小学校、中学校の改築、そして今までの

市長が手をつけようとしなかった市庁舎の移転

問題、新築問題について、一定の方向性をつけ

てきたというふうに思います。 

 この事業を、これから前に進めていくことが、

非常に大事になってくる。市長が今、掲げてい

ますチリリンすくも！もそうですし、宿毛市に

人を呼ぶ、宿毛市の人口も、多分、今、２万人

を切ったか切らないかぐらいのところになって

います。これを、どのようにして維持していく

か、もしくはふやしていくかということは、非

常に大事なところになっているというふうに思

います。 

 そういう点で、私は市長選挙に対して、先日

の松浦議員の質問には、残された半年間を目い

っぱい走っていきたい。残された課題について、

全身全霊で取り組んでいくという決意を表明し

ましたが、やはりここらあたりで、市長選挙に

向けた態度をはっきりさせるべきではないかと

いうふうに思いますが、市長のお考えをお聞き

をいたします。 

○議長（野々下昌文君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 寺田議員の質問にお答

えをさせていただきます。 

 質問の内容は、次期市長選挙についてでござ

います。 

 私は就任以来、若者が夢を、高齢者が生きが

いを持てるまちづくりを基本理念といたしまし

て、宿毛市の重点政策を、産業振興、観光振興、

防災対策、人口減少対策、そして子育て支援対

策の５本の柱に集約をし、宿毛市発展のために、

全力で取り組んでまいりました。 

 この任期中、移住定住推進室を新設をいたし

まして、宿毛市に移住を希望されている方への

総合的なサポートを行った結果、現在までに２

４２名の方が移住をされてきております。 

 また、地域の活性化や、産業振興に大きく寄

与するふるさと納税事業では、私の就任前は１

００万円程度だったものでございますが、一昨

年は約３億５，０００万円、昨年も約２億５，

０００万円になったところでございます。 

 農業では、市と農協の共同で農業公社を設立

し、研修生の受け入れも行っております。 

 このことで、若者の農業就業率、こちらのほ

うが上がってくるというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 漁業では、県とともに水産加工施設の建設に

も力を入れ、現在、高知道水を初め、数社が稼

働をしているところでもございまして、このこ

とによりまして、海外輸出を視野に入れ、そし

て漁業従事者の方々の収入のアップになるとい

うふうに考えているところでございます。 

 さらには、林邸の改修工事を行い、宿毛まち

のえき林邸として生まれ変わりました。 

 昨年４月のオープン以来、２万人近くの方々
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に御来場をいただき、観光振興や市民の交流拠

点として機能するとともに、地域のにぎわいの

創出にも、必ずつながっているというふうに確

信をしているところでございます。 

 産業振興において、重要な要素となる道路整

備におきましては、議会の皆様方にもお力をい

ただく中で、国や県への積極的な要望活動によ

りまして、四国横断自動車道宿毛内海間につい

ては、概略ルートの決定など、本市の望む宿毛

新港付近へインターチェンジを設置する形での

計画が順調に進んでいるところでもございます。 

 そして、宿毛市の将来のまちづくりにとりま

して、大きな要素となる市役所新庁舎の建設に

つきましては、小深浦高台への移転が決定をし、

現在、令和３年度末完成を目指して進んでいる

ところでございます。 

 このように、宿毛市ににぎわいと活力を生む

さまざまな政策に取り組んでまいりましたが、

昨年の豪雨災害や、近い将来に発生が予想され

る南海トラフ地震への防災対策や、急激な人口

減少対策など、さまざまな課題が山積している

ことも、議員からの御指摘もありましたが、事

実でございます。 

 今年度から、市の最上位計画であり、市政運

営の基準となる宿毛市振興計画及び、その実現

に向けた５カ年の目標や、具体的施策をまとめ

た宿毛市まち・ひと・しごと創生総合戦略、そ

して宿毛市の今後の２０年を見越した都市計画

マスタープランといった、市にとっては重要度

の高い計画策定業務が一斉にスタートをすると

ころでございます。 

 これらの計画により、市民の皆さんに宿毛市

の将来像をしっかりとお示しをしていきたい、

そのように考えております。 

 これからの宿毛市の未来像をどう描いていく

のか、新庁舎建設を契機に、どのように新しい

まちづくりをしていくのか、市長として明確な

ビジョンを持ちまして、市民の方々の御意見を

しっかりと受けとめる中で、実効性のある計画

とすべく、力を注いでまいることを、今定例会

におきまして、市民の代表である議員の皆様の

一般質問を通じ、さまざまな議論を行う中で、

さらに強く心に刻んだところでございます。 

 若者が夢を持って、そして高齢者が生きがい

を持って、そしてここで生活し続けることがで

きる、そんな宿毛市を目指して、引き続き全身

全霊をかけて、宿毛市の未来のために頑張るこ

とを決意をしたところでございます。 

 この場をおかりいたしまして、ことし行われ

る市長選挙への出馬の表明にかえさせていただ

きたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） １３番寺田公一君。 

○１３番（寺田公一君） ちょっと身震いがす

るぐらい、熱い思いが伝わってきました。 

 市長の出馬表明を今、聞きました。山積する

問題はたくさんあります。本当に。それを解決

できるのは、中平市長の若さと行動力だと、私

も思っていますので、ぜひ１２月には、また笑

顔で会えるように、今からの活動をしていって

いただきたいというふうに思います。 

 ただ、１点だけ、市長はめったに会えんねと

いう市民の声があります。宿毛市内にもしっか

りと目を向けて、活動をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（野々下昌文君） これにて一般質問を

終結いたします。 

 この際、午後１時３０分まで休憩いたします。 

午後 ０時１４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３０分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、
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会議を開きます。 

 日程第２「議案第１号から議案第１６号ま

で」の１６議案を一括議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ５番、川村三千代、

質疑をいたします。 

 議案第６号別冊、令和元年度宿毛市一般会計

補正予算（第１号）、こちらの１５ページをお

開きください。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

１３節委託料、宿毛市における小中学校整備事

業プロジェクトマネジメント費６，２８６万円

についてでございます。 

 こちらの件につきましては、昨日の一般質問

の中でも、山戸議員が取り上げていた件と同様

になりますので、重複する部分もかなりあるか

と存じますが、何分金額も大きいですし、また

注目を浴びている事業でもございます。 

 そして、なかなか皆さんの御理解も十分に深

まっていないのではないかと感じまして、重複

するのを承知で、改めてこの質疑の場でも取り

上げさせていただきました。 

 担当課の御説明をよろしくお願いをいたしま

す。 

 この件に関しまして、事業内容とその内訳に

ついて、お答えをお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（中山佳久君） 教

育次長兼学校教育課長、５番、川村議員の質疑

にお答えいたします。 

 議案第６号別冊、令和元年度宿毛市一般会計

補正予算（第１号）、１５ページ。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

１３節委託料、宿毛市における小中学校整備事

業プロジェクトマネジメント費６，２８６万円

につきまして、事業内容とその内訳についての

御質問をいただきました。 

 今回の補正予算につきましては、昨年の１２

月議会におきまして、議決をいただきました宿

毛市における小中学校整備事業の債務負担にお

ける経費の中のプロジェクトマネジメントに係

る経費となっております。 

 プロジェクトマネジメント業務につきまして

は、昨日の山戸議員からの一般質問で、市長が

答弁をさせていただきましたが、３０年の契約

期間中、事業全体を円滑に遂行できるよう、市

及び各事業者との連絡調整を図る窓口的な役割

を担います。 

 業務範囲につきましては、ＳＰＣの組成及び

維持、ＳＰＣの財務管理、マネジャーの配置及

び全体業務のマネジメント、セルフモニタリン

グ、宿毛市との連絡調整や説明支援及び、本事

業に必要な環境整備などとなっております。 

 今回の予算の積算につきましては、ＰＦＩ事

業管理費としまして２，０００万円、アドバイ

ザー費としまして２，０００万円、弁護士費用

として１，６００万円、ＳＰＣの設立準備等で

２００万円、消費税４８６万円の、合計６，２

８６万円となっております。 

 今回の補正予算につきましては、ＳＰＣの設

立に係る経費や、契約時における弁護士費用等

が算定されているため、金額的に大きくなって

おりますが、３０年間におけるプロジェクトマ

ネジメント経費の総額は、４億４，９２８万円

で、変わりはございません。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 再質疑をお願いいた

します。 

 プロジェクトマネジメント費や、維持管理業

務費は、ＳＰＣが毎年、必要額を提出し、モニ
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タリングを経て、適正と判断すれば支払うと、

昨日、市長が答弁の中で、このような趣旨、お

っしゃっていたと思うんですけれども、このプ

ロジェクトマネジメント費に関して、どういう

体制でモニタリングを行うのか、これについて

御説明をお願いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（中山佳久君） 教

育次長兼学校教育課長、川村議員の再質疑にお

答えいたします。 

 今回、補正予算として計上させていただいて

いますプロジェクトマネジメント業務に関して

のモニタリング体制は、どのようにするのかと

いう御質問だったと思います。 

 現在、ＳＰＣとの協議の場を定期的に設けて

おりまして、総務課、学校教育課、都市建設課

が出席する中で、協議を進めさせていただいて

おります。 

 モニタリングに関しましては、今年度はその

３課に加えまして、現在、アドバイザリー契約

を締結しておりますＧＰＭＯも加わる中で、モ

ニタリングを実施してまいりたい、そのように

考えております。 

 以上です。 

○議長（野々下昌文君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうもありがとうご

ざいます。これで私の質疑を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日議題となりました議案のうち、「議案第

１号から議案第５号まで」の５議案については、

会議規則第３７条第３項の規定により、委員会

付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第１号から議案第５号まで」

の５議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 本日議題となりました「議案第６号から議案

第１６号まで」の１１議案は、お手元に配付し

てあります議案付託表のとおり、それぞれの所

管の委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、６月２７日及び６月２８

日、並びに７月１日、７月２日は休会いたした

いと思います。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、６月２７日及び６月２８日、並びに

７月１日、７月２日は休会することに決しまし

た。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月２７日から７月２日までの６日間は休会

し、７月３日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 １時４０分 散会 
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請 願 文 書 表 

                               令和元年第２回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者 紹介議員 付託委員会 

第 １ 号 
令和 

 1. 6.24 

宿毛市庁舎高台移転に関わる調

査・審議を求める請願書 
池 たみ 今城 隆 産業厚生 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     令和元年６月２６日 

                     宿毛市議会議長 野々下 昌文 
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陳 情 文 書 表 

                               令和元年第２回定例会 

受理番号 受理年月日 件       名 提 出 者       付託委員会 

第 １ 号 
令和 

 1. 5. 7 

日米地位協定の抜本改定を求める意

見書提出を求める陳情書 

高知県平和行進実行

委員会 代表委員 

 和田 忠明 

 田口 朝光 

 小泉 美恵 

 徳弘 嘉孝 

総務文教 

第 ２ 号 
令和 

 1. 5.31 

１０月の消費税率１０％への引き上

げを中止することを求める意見書提

出を求める陳情書 

消費税をなくす高知

県の会 

消費税廃止高知県各

界連絡会 

高知県商工団体連合

会 

高知県農民組合 

 代表 金子 陽子 

総務文教 

第 ３ 号 
令和 

 1.6. 3 

家族従業者の人権保障と「女性の活

躍」を促進するために「所得税法第

５６条の廃止を求める意見書」提出

を求める陳情書 

中村民主商工会 

会長 船口 千代松 

高知県商工団体連合

会 

 会長 東谷 勝喜 

総務文教 

 

    上記のとおり付託いたします。 

     令和元年６月２６日 

                     宿毛市議会議長 野々下 昌文 
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議 案 付 託 表 

                              令和元年第２回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第 ６号 

議案第 ７号 

議案第 ８号 

令和元年度宿毛市一般会計補正予算について 

令和元年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

令和元年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ５件） 

議案第 ９号 

 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

議案第１６号 

宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

の制定について 

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

財産の取得について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ ３件） 

議案第１０号 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

宿毛市森林環境譲与税基金条例の制定について 

宿毛市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

について 

宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 
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令和元年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１６日（令和元年７月３日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第１６号まで 

      （議案第１号及び議案第５号、討論、表決） 

      （議案第６号から議案第１６号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 請願第１号及び陳情第１号外２件 

   第３ 委員会調査について 

   第４ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 

      （議案上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決） 

   第５ 意見書案第１号 家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所 

              得税法第５６条の廃止を求める」意見書について 

   第６ 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第１６号まで 

   日程第２ 請願第１号及び陳情第１号外２件 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 議案第１７号 

   日程第５ 意見書案第１号 家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために 

                「所得税法第５６条の廃止を求める」意見書について 

   日程第６ 選挙管理委員及び補充員の選挙について 

 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１４名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ６番 山 岡   力 君 

   ７番 髙 倉 真 弓 君     ８番 山 上 庄 一 君 

   ９番 山 戸   寛 君    １０番 岡 﨑 利 久 君 

  １１番 野々下 昌 文 君    １２番 松 浦 英 夫 君 

  １３番 寺 田 公 一 君    １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 
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   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        朝比奈 淳 司 君 

   次長兼庶務係長 

   兼 調 査 係 長 
奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        宮 本 誉 子 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  黒 田   厚 君 

   総 務 課 長  河 原 敏 郎 君 

   危機管理課長  岩 本 敬 二 君 

   市 民 課 長  沢 田 美 保 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  和 田 克 哉 君 

   長寿政策課長  桑 原   一 君 

   環 境 課 長  岡 本   武 君 

   人権推進課長  谷 本 裕 子 君 

   産業振興課長  谷 本 和 哉 君 

   商工観光課長  上 村 秀 生 君 

   土 木 課 長  川 島 義 之 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  河 原 志加子 君 

   水 道 課 長  平 井 建 一 君 

   教 育 長        出 口 君 男 君 

   教 育 次 長 兼 

   学校教育課長 
中 山 佳 久 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

楠 目 健 一 君 

   学 校 給 食 

   センター所長 
山 戸 達 朗 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
岩 田 明 仁 君 

   選挙管理委員会 

   事 務 局 長 
児 島 厚 臣 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（野々下昌文君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第１６号ま

で」の１６議案を一括議題といたします。 

 これより、「議案第１号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号」は、これを承認することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第１号」は、これを承認する

ことに決しました。 

 これより、「議案第２号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第２号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第２号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、「議案第３号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第３号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第３号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、「議案第４号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第４号」は、これに同意することに異

議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第４号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、「議案第５号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第５号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「議案第５号」は、これに同意する
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ことに決しました。 

 これより、「議案第６号から議案第１６号ま

で」の１１議案について、委員長の報告を求め

ます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（山戸 寛君） 予算決

算常任委員長。 

 本委員会に付託された「議案第６号から議案

第８号まで」の３議案について、審査の概要と

結果を御報告いたします。 

 議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、６

月２７日と６月２８日の２日間にわたり、審議

を行いました。 

 その後、７月２日に、意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本

委員会に付託された議案３件につきましては、

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 

 以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第６号別冊、令和元年度宿毛市一般会計

補正予算（第１号）の１１ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、２目人事

費管理費、５節災害補償費、４万１，０００円

についてであります。 

 本予算は、自伐型林業の実践と、普及事業に

従事している地域おこし協力隊員が公務中に負

傷し、本年５月３１日の公務災害認定委員会に

おいて、公務災害と認定されたため、その治療

費を医療機関へ支払うものであります。 

 委員からは、今後も事故があった場合には、

同様の取り扱いをしていくのか。また、けがの

経過はどうか、との質問があり、執行部からは、

非常勤職員に対しての公務災害については、公

務災害認定委員会を開催し、認定されたものに

ついては、同様の取り扱いとなる。 

 また、けがは、骨が見えるまで裂傷していた

が、骨に異常はなかったとの回答がありました。 

 委員からは、林業は死亡事故につながる危険

な作業が伴うもので、林内作業には、指導者が

同行するなど、さまざまな事態を想定する中で、

体制を検討してもらいたい。また、ほかの地域

おこし協力隊と比べ、危険度が違うので、雇用

条件の見直しも検討してもらいたいとの意見が

ありました。 

 続きまして、同じく１１ページ、第２款総務

費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、１

３節津波避難計画改訂業務委託料、６５２万３，

０００円についてであります。 

 本予算は、現在、策定している宿毛市津波避

難計画について、現地点検の結果や、状況変化

を精査する中で、見直しを行うものであります。 

 委員からは、津波避難タワーの設置も含めて

計画を改定するのか、との質問があり、執行部

からは、避難困難地域の洗い出しを行い、必要

に応じて避難タワーの建設も検討していくもの

であり、今回の改定で避難タワーが必要なエリ

アというのは、一定出てくるとは考えるが、設

置場所の特定まではしない、との回答がありま

した。 

 委員からは、本業務はコンサル業者へ委託す

ることになると思うが、その業者の担当者にも

現地に来てもらい、しっかりと現状を把握する

中で、改定業務に当たってもらいたいとの意見

がありました。 

 続きまして、同じく１５ページ、第９款教育

費、第２項小学校費、１目学校管理費、１３節、

宿毛市における小中学校整備事業プロジェクト

マネジメント費６，２８６万円についてであり

ます。 
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 本予算は、本年度においてＳＰＣの組成、維

持を行う事業、ＳＰＣの財務管理、ＰＦＩ事業

全体のマネジメント、セルフモニタリングの実

施に要する費用であります。 

 委員からは、事業費の内訳がどのようになっ

ているのか、との質問があり、執行部からは、

事業管理費として２，０００万円、アドバイザ

ー費として２，０００万円、弁護士費用として

１，６００万円、ＳＰＣの設立準備費として２

００万円、消費税が４８６万円であるとの回答

がありました。 

 また、委員からは、今までの校舎であれば可

能であった改修等が、ＰＦＩ事業で実施するこ

とで難しくなる可能性はあるのか、との質問が

あり、執行部からは、その改修等の原因が、市

とＳＰＣ、どちらの責任によるものなのかとの

判定が重要となり、ＳＰＣ側の責任であれば、

ＳＰＣが改修を行うことになり、逆に、市の責

任であれば、市が改修することになるとの回答

がありました。 

 さらに、委員からは、本設計へと進む際には、

教育現場や保護者の意見をどのように集めてい

るのかとの質問があり、執行部からは、ＳＰＣ

が小中学校を訪問し、協議を行うなど、できる

限り、さまざまな意見をいただく中で、設計業

務を進めている。 

 今後は、ワークショップも活用しながら、意

見聴取を行っていくとの回答がありました。 

 委員からは、市民の理解度が上がり、今後、

３０年間にわたる経過もわかりやすいように、

本事業の契約書等の資料をホームページ上で積

極的に公開することを求める。 

 また、議会も、よりよい学校建設にしたいと

いう思いは執行部と同じで、市民の代表として、

意見も出せるよう、経過報告も随時お願いした

いとの意見がありました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第６号別冊、令和元年度宿毛市一般会計

補正予算（第１号）の１２ページの第３款民生

費、第２項児童福祉費、３目市立保育所運営費、

副食給食費補助金２７１万４，０００円につい

てであります。 

 内容については、１０月より実施予定の幼児

教育・保育の無償化開始後は、国の制度では、

副食給食費の実費徴収を想定している、１号及

び２号認定の子供、これは３歳から５歳児の幼

稚園児及び保育所等に通う児童を指し、この子

らは、実費徴収の対象となっているが、そのう

ち、世帯収入約３６０万円以下の世帯、及び第

３子以降の児童は対象外となっている。 

 宿毛市では、これを機に、給食費の無償化を

実施し、子育て世帯への経済的な支援を図りた

いと考えている。 

 また、これまで宿毛市独自の施策として行っ

てきた同時入所の第２子の保育料の無料につい

ては、今回の国の３歳以上の無償化を機に、ゼ

ロ歳から２歳児の兄弟姉妹にのみ適用すること

としたいとするものであります。 

 委員からは、副食費の負担割合はどうなるの

か、との質問がありました。 

 これに対し、執行部からは、実施主体が給食

費等の金額を決められるようになっている。例

えば、幼稚園で５，０００円かかった場合、市

は国の政策と同様に、上限である４，５００円

を補助する。 

 あとの５００円は、園の持ち出しをお願いし

ていくこととなる。また、４，５００円以下で

あれば、かかった金額のみ補助をする、との回

答がありました。 

 次に、同じく１３ページの第７款土木費、第

１項土木管理費、１目土木総務費、備品購入費

１１０万円についてであります。 

 内容については、職員が公用車を運転中に操
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作を誤り、停車中の車に衝突した。両者ともに

けがはなく、車両の破損のみの衝突事故であっ

た。公用車は購入から１４年が経過し、修理費

を考えると廃車にしたほうがよく、新たに公用

車を購入するものであります。 

 委員からは、事故が多いので、注意してほし

いとの発言がありました。 

 これに対し、執行部からは、外に出ていく機

会が多いので、十分注意するように指導してい

くとの回答がありました。 

 次に、議案第７号別冊、令和元年度宿毛市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）の８ペー

ジ、第１款下水道費、第１項公共下水道事業費、

２目維持管理費、公共下水道システム構築業務

委託、６０１万７，０００円についてでありま

す。 

 内容については、公共下水道受益者負担金シ

ステムを作成した事業者に管理を委託していた

ところ、保守業務から撤退したいとの申し入れ

があり、なおかつ導入から１４年が経過し、ふ

ぐあいも生じている。 

 また、便利な追加機能も欲しいことから、現

行システムのデータを移行し、新システムを構

築しようとする補正となっております。 

 委員からは、今まで契約していた会社とは契

約が切れるということだと思うが、当初予算で

組んでいたのではないか、との質問がありまし

た。 

 これに対し、執行部からは、当初予算作成時

には、今までの会社が業務を継続できるものと

思っていた。しかし、４月に問い合わせすると、

システムエンジニアがやめたこともあり、請け

負うことができないと回答があった。 

 現在は、今までのシステムを自分たちで運用

している、との回答がありました。 

 これに対し、委員からは、市民への影響はな

いのか、との質問があり、執行部からは、影響

はないとの回答がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました３議案に

ついて、審査結果の報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（山岡 力君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました５議

案の審査結果の報告をいたします。 

 議案第９号は、宿毛市防災コミュニティセン

ターの設置及び管理に関する条例の制定につい

てでございます。 

 内容につきましては、南海トラフ地震等の災

害発生時において、災害対策活動の拠点となる

宿毛市防災コミュニティセンターが、本年９月

末に西町公園敷地内に完成する予定となってお

りますので、本条例を制定しようとするもので

す。 

 委員からは、指定管理に関する事項も盛り込

まれているが、指定管理者は西町地区以外も想

定しているのか、との質問があり、執行部から

は、災害時を想定すると、日ごろから地域の方

に施設の使用方法等を熟知していただきたいの

で、指定管理者は西町地区を想定しているとの

回答がありました。 

 議案第１１号は、消費税率及び地方消費税率

の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてでございます。 

 内容につきましては、本年１０月１日からの

消費税率及び地方消費税率の改定に伴い、本市

においては、１２本の条例改正が必要となりま

すが、それらを一括で改正するための条例を制

定しようとするものでございます。 

 委員からは、今まで内税としていたものを外

税にすることについて、国の指導があったのか、

との質問があり、執行部からは、国からの指導

等があったものではないが、今後、消費税率の

改定があった場合でも、変更する必要がないよ

う、改正を行うものである、との回答がありま
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した。 

 また、委員からは、仮にことしの１０月に消

費税率が上がらなかった場合には、本条例の取

り扱いはどのようになるのかとの質問があり、

執行部からは、２つの方法があり、１つ目は、

本条例を９月定例会において廃止する条例を制

定する。 

 ２つ目は、附則において、１０月１日と施行

期日を定めているが、規則委任という形に改正

することで、実際の法令施行日に合わせるとい

う方法がある、との回答がありました。 

 議案第１２号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、国会議員の選挙等の執

行経費の基準に関する法律、及び公職選挙法の

一部を改正する法律が、本年６月１日に施行さ

れたことに伴い、本条例の一部を改正しようと

するものでございます。 

 議案第１３号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、不当競争防止法等の一

部を改正する法律の公布により、工業標準化法

の一部が改正され、本年７月１日より施行され

ることに伴い、本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。 

 議案第１６号は、財産の取得についてでござ

います。 

 内容につきましては、消防団の消防力向上の

ため、片島分団に２，５３３万８９０円の消防

ポンプ自動車１台を取得することについて、地

方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、５議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

議案第１１号を除く４議案につきましては、原

案を適当であると認め、全会一致をもって可決

すべきものと決しました 

 議案第１１号につきましては、賛成多数をも

って可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案５議

案につきまして、報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（山上庄一君） 産業厚

生常任委員長、本委員会に付託されました議案

３件につきましての審査結果を、報告いたしま

す。 

 議案第１０号は、宿毛市森林環境譲与税基金

条例の制定についてでございます。 

 内容につきましては、森林整備及びその促進

を図るため、本年度より、国より譲与されます

森林環境譲与税について、これを基金として積

み立て、適切に管理運営していくために、本基

金条例を制定しようとするものです。 

 これに関連して、委員からは、森林組合の取

り組みが行政に移ってくるということか、との

質問がありました。これに対し、執行部からは、

森林組合は業務を行う際には、一定、収益を出

す必要があるので、人工林の条件が悪いところ

よりは、条件のよいところに入っていく。国と

しては、条件が悪い山、切って材を搬出しても

もうけが出ない山が放置されているので、そう

いうところを整備すべく、森林経営管理法を制

定し、民間ではなかなか積極的に入れない山も、

税の負担でひとしく山を管理していこうとして

いる、との回答がありました。 

 これに対し、委員からは、基金をつくる以上、

しっかりと管理や計画を立てて取り組んでもら

いたいとの意見がありました。 

 続きまして、議案第１４号ですけれども、こ

れは宿毛市災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、災害弔慰金の支給等に

関する法律施行令の一部改正する政令が、本日
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４月１日に施行されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものです。 

 議案第１６号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例でございます。 

 内容につきましては、介護保険法施行令及び

介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一

部を改正する政令、及び介護保険の医療保険者

の納付金の算定等に関する省令の一部を改正す

る省令が、本年４月１日に施行されたことに伴

い、本条例の一部を改正しようとするものです。 

 以上の議案につきましては、担当課より詳し

い説明を受け、慎重に審査をした結果、全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案３件に

つきましての報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、委員長の報

告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第６号から議案第１０号まで

及び議案第１２号から議案第１６号まで」の１

０議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第６号から議案第１０号まで

及び議案第１２号から議案第１６号まで」の１

０議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 全員起立であります。 

 よって「議案第６号から議案第１０号まで及

び議案第１２号から議案第１６号まで」の１０

議案は、原案のとおり可決されました。 

 これより、「議案第１１号」について、討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１１号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって「議案第１１号」は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第２、「請願第１号及び陳情第１号外２

件」を一括議題といたします。 

 これより、「請願第１号及び陳情第１号外２

件」について、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（山岡 力君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました陳情

第１号から陳情第３号までの審査結果を報告い

たします。 

 陳情第１号は、日米地位協定の抜本改定を求

める意見書提出についてであります。 

 本陳情は、高知県平和行進実行委員会代表委

員、和田忠明氏ほか３名より提出されたもので

あります。 

 審査の過程で、委員からは、現在の地位協定

では、裁判権を持っていない現状や、訓練等が

事後通告でよいとされている点など、問題が多

いので、見直しに賛成であるとの、賛成意見が

出されました。 
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 一方で、日米地位協定の改定は必要であり、

国においても、さまざまな交渉を行っているが、

抜本的な見直しというのは現実的ではない。ま

た、安全保障上の日本の立場を考えても、賛同

できないとの反対意見も出されました。 

 そのような審議を踏まえまして、採決した結

果、本陳情を賛成少数で不採択と決しました。 

 陳情第２号は、１０月の消費税率１０％への

引き上げを中止することを求める意見書提出を

求める陳情についてでございます。 

 本陳情は、消費税をなくす高知県の会代表、

金子陽子氏から提出されたものであります。 

 審査の過程で、委員からは、日本経済のマイ

ナス要因がますますふえることになる。軽減税

率は混乱してしまうことが予想される、といっ

た賛成意見が出されました。 

 一方で、国も市町村も、消費税が１０％に引

き上げられることを前提として予算を組み、事

業を実施している。 

 また、中止することは現実味がない。軽減税

率という平等な課税方法であり、国の体制を維

持していくためには、上げざるを得ないといっ

た反対意見が出されました。 

 このような陳情を踏まえて、採決した結果、

可否同数となり、委員長採決で不採択と決しま

した。 

 陳情第３号は、家族従業者の人権保障と、女

性の活躍を促進するために、所得税法第５６条

の廃止を求める意見書提出を求める陳情につい

てでございます。 

 本陳情は、中村民主商工会会長、船口千代松

氏外１名の方から提出されたものでございます。 

 審査の過程で、委員からは、特に反対する意

見はなく、採決した結果、全会一致をもって採

択と決しました。 

 以上、本委員会に付託されました陳情３件に

ついての報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（山上庄一君） 産業厚

生常任委員長、本委員会に付託されました請願

第１号の審査結果を、報告いたします。 

 請願第１号は、宿毛市庁舎高台移転にかかわ

る調査・審議を求める請願であります。 

 本請願は、池たみ氏より提出されたものであ

り、内容としては、庁舎移転は昨年９月議会で

いろいろな課題を有したまま議決されたが、住

民への十分な説明もない中での決定であったた

め、いまだに疑問や不安が渦巻いている。 

 庁舎移転に伴い、街区の機能は弱体化し、寂

れていくことが危惧される。 

 津波浸水では、長く陸の孤島となり、アクセ

ス道路の崩壊ともなれば、防災の司令塔機能は

失われる。 

 これらの市民が感じている疑問等について、

調査・審議、結果公表を求めるというものであ

ります。 

 審査の過程で、委員からは、市民が心配して

いるアクセス道路の問題や、軟弱地盤の問題に

対して、しっかり説明責任を果たしてこなかっ

たから、このような請願という形で出てきた。

議会として、意見を聞くだけではなく、執行部

に対して申し入れし、丁寧な説明、情報公開を

すべきであると投げかけるべきである、という

意見がある一方で、追加工事の問題は、実際起

きてみないとわからないことであり、今、自分

たちが答えられる問題ではない。 

 また、まちづくりや街区の活性化は、マスタ

ープランを作成する中で取り組み、軟弱地盤の

問題についても、しっかりと対策をすると、執

行部は述べており、議会としても、当然、チェ

ックをしていく。 

 さらには、市民との意見交換の場の設定も、

議会報告会を行い、議会の持っている情報等に

ついては、いろいろな形で提供しているという
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経過がある。 

 意見聴取の問題だけを取り上げて、請願全体

を取り上げることは難しい、という意見もあり

ました。 

 以上の意見や、請願の趣旨を踏まえ、市民へ

の丁寧な説明や、また広報広聴の場を設けるこ

とを心がけるべきであるとは感じるが、今後の

まちづくりや、街区の活性化等について、執行

部は既に取り組むことを明言しており、それを

議会が審議、点検することは当然であるとの審

議を踏まえて、採決をした結果、可否同数とな

り、委員長採決で不採択と決しました。 

 以上、本委員会に付託されました請願１件に

つきましての報告を終わります。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、委員長の報

告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより、「請願第１号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「請願第１号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 これより、「陳情第１号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「陳情第１号」を採決いたします。 

 本件について、審査報告書のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 これより、「陳情第２号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「陳情第２号」を採決いたします。 

 本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 これより、「陳情第３号」について、討論に

入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「陳情第３号」については、お手元に配付い

たしました審査報告書のとおりであります。 

 本件は、審査報告書のとおり決することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま
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す。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 日程第３、委員会調査についてを議題といた

します。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４、「議案第１７号」を議題といたし

ます。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 皆様、おはようござい

ます。 

 追加提案いたしました議案につきまして、提

案理由の説明をさせていただきます。 

 議案第１７号は、「工事請負契約の締結につ

いて」でございます。 

 内容は、小深浦高台造成工事につきまして、

６月２６日に実施しました指名競争入札により、

契約の相手方及び契約金額が決定しましたので、

工事請負契約を締結することについて、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により議会の

議決を求めるものです。 

 よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（野々下昌文君） これにて提案理由の

説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ４番、川田栄子、質疑

をさせていただきます。 

 議案第１７号「工事請負契約の締結につい

て」でございます。 

 この請負契約事業は、新庁舎用地となる高台

造成工事で、最低制限価格に誤りがあり、落札

を取り消した経過がございます。 

 入札やり直しとなった事業でありますが、前

回は５企業体の参加でございましたが、今回の

参加企業体の数をお伺いいたします。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

川田議員の質疑にお答えします。 

 議案第１７号の入札参加企業体につきまして

は、前回と同じ５企業体が参加しております。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 前回は工事現場の敷き

鉄板のリース料で減額補正されるべき減額分１

６万円が反映されなかったことでありました。

使用した日数の部分に積算ミスが発生して、正

確な数字が出なかった経過がありましたが、そ

のことについての対応は、どのようになされた

のか、お聞きいたします。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

積算ミスに対する対応について、お答えします。 

 積算ミスのあった敷き鉄板の賃料につきまし

ては、供用日数が長い場合にだけシステムの不

備が生じておりましたので、敷き鉄板の供用日

数を変更することで、正しい単価計算が行われ、

適正な積算内容となっております。 

 また、チェック体制につきましては、民間の
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積算システムを併用しまして、歩掛りや単価を

再確認することで、再発防止の体制も講じてお

ります。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 入札結果について、お

尋ねいたします。 

 前回、２企業体が同額となり、くじ引きで決

定したということでありました。今回の入札結

果はどのような状況であったのか、お尋ねいた

します。 

○議長（野々下昌文君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君） 都市建設課長、

入札の状況、経過について御説明します。 

 今回の入札に参加した５企業体の入札額は、

税抜きで８億７，４７０万円の同額となりまし

た。 

 このため、５企業体によるくじ引きを行い、

山本・金村・仲上特定建設工事共同企業体が落

札決定者になっております。 

○議長（野々下昌文君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 以上で質疑を終わりま

す。 

○議長（野々下昌文君） 以上で通告による質

疑は終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時４５分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０２分 再開 

○議長（野々下昌文君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１７号は、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本案は、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

 これより、議案第１７号について、討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１７号」を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（野々下昌文君） 起立多数であります。 

 よって「議案第１７号」は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第５、「意見書案第１号」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにいたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 格別質疑がありませ
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んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本案は、委員会の付託を省略するこ

とに決しました。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、「意見書案第１号」は、原案のとお

り可決されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま意見書案が可決されましたが、その

条項、字句、数字、その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は、

議長に委任することに決しました。 

 日程第６、「選挙管理委員及び補充員の選

挙」を行います。 

  お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに

決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において指

名することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議長において指名することに決しま

した。 

 宿毛市山奈町山田２８８５番地 土居利充君、

宿毛市山奈町芳奈１３８９番地３ 島内千尋君、

宿毛市松田町８番７－５号 三浦開君、宿毛市

小筑紫町伊与野４４７番地２ 岡松平君の４人

を選挙管理委員に。宿毛市小筑紫町湊７３番地 

岡添 見君、宿毛市和田７９８番地２ 村中純

君、宿毛市小深浦１０２番地 柴岡喜美子君、

宿毛市貝塚３番４７号 北村俊介君の４人を補

助員に、それぞれ指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました諸君

を、それぞれ当選人に定めることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、土居利充君、島内千尋君、三浦開君、

岡松平君の４人が選挙管理委員に、岡添 見君、

村中純君、柴岡喜美子君、北村俊介君の４人が
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補助員に、それぞれ当選されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま当選いたしました選挙管理委員に欠

員が生じた場合の補充の順序は、議長が指名し

た順序によることと定めておきたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（野々下昌文君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、補充員の順序は議長が指名したとお

り、１番、岡添 見君、２番、村中純君、３番、

柴岡喜美子君、４番、北村俊介君とすることに

決しました。 

 以上で今期定例会の日程は全て議了いたしま

した。 

 閉会に当たり、市長から挨拶の申し出があり

ますので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 閉会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 去る６月１８日に開会しました今期定例会は、

本日までの１６日間、議員の皆様におかれまし

ては、連日、熱心に御審議いただき、御提案申

し上げました１７議案につきまして、原案のと

おり御決定をいただき、まことにありがとうご

ざいました。 

 今議会を通じお寄せいただきました数々の貴

重な御意見や御提言につきましては、今後、検

討いたしながら、市政の執行に反映させてまい

りたいと考えております。 

 四国地方も梅雨に入り、これからさらに強い

雨が降ることが予想されます。災害には十分に

気をつけていただくとともに、これから暑い季

節を迎えますので、どうか健康に御留意されま

して、より一層の御活躍をされますことを御祈

念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（野々下昌文君） 以上で、市長の挨拶

は終わりました。 

 これにて、令和元年第２回宿毛市議会定例会

を閉会いたします。 

午前１１時１０分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛  市  議  会  議  長                  野々下 昌 文 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  川 村 三千代 

 

 

                          議 員   三 木 健 正 

 

 

                          議 員   川 田 栄 子 
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                                 令和元年７月２日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        予算決算常任委員長 山 戸   寛 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ６号 令和元年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第 ７号 
令和元年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算につ

いて 
原案可決 適 当 

議案第 ８号 
令和元年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算に

ついて 
原案可決 適 当 
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                                令和元年６月２７日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 岡   力  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ９号 
宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に

関する条例の制定について 
原案可決 適 当 

議案第１１号 
消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 
原案可決 適 当 

議案第１２号 
宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１３号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 
原案可決 適 当 

議案第１６号 財産の取得について 原案可決 適 当 
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                                令和元年６月２８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 山 上 庄 一  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１０号 宿毛市森林環境譲与税基金条例の制定について 原案可決 適 当 

議案第１４号 
宿毛市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第１５号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 
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                                令和元年６月２８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 山 上 庄 一 

 

請願審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件          名 審査結果 理  由 

第 １ 号 宿毛市庁舎高台移転に関わる調査・審議を求める請願書 不 採 択 不 適 当 
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                                令和元年６月２７日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 岡   力 

 

陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件          名 審査結果 理  由 

第 １ 号 
日米地位協定の抜本改定を求める意見書提出を求める

陳情書 
不 採 択 不 適 当 

第 ２ 号 
１０月の消費税率１０％への引き上げを中止すること

を求める意見書提出を求める陳情書 
不 採 択 不 適 当 

第 ３ 号 

家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するた

めに「所得税法第５６条の廃止を求める意見書」提出

を求める陳情書 

採  択 適  当 
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                                令和元年６月２７日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        総務文教常任委員長 山 岡   力 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                令和元年６月２８日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 山 上 庄 一 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                                 令和元年７月２日  

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

 

                          議会運営委員長 寺 田 公 一  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所得税法第５６条の廃止を 

   求める」意見書について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  令和元年７月２日提出 

                      提出者 宿毛市議会議員 山 岡   力 

                      賛成者 宿毛市議会議員 今 城   隆 

                       〃     〃    堀     景 

                       〃     〃    髙 倉 真 弓 

                       〃     〃    山 戸   寛 

                       〃     〃    寺 田 公 一 

 宿毛市議会議長 野々下 昌 文 殿 

説明 口頭 

 

   家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進するために「所得税法第５６条の廃止を

求める」意見書 

 

 中小業者や農林漁業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その

中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」（自家労賃）は、税法上、所得税法第５６

条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」により、

必要経費として認められていない。 

 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者は８６万円、親族は５０万円である。家族従

業者はこのわずかな控除が本人の収入とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立でき

ない状況となっている。家業を手伝いたくても手伝えないことが、後継者不足に拍車をかけて

いる。 

 政府は、成長戦略の中核として「女性の活躍」をあげている。「自家労賃を必要経費」とし

て認めることで、「女性の活躍」をいっそう促進することができる。 

 税法上では青色申告にすれば、家族従業者の働き分を給与として経費にすることができるが、

同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。 

 平成２８年３月、国連の女性差別撤廃委員会が日本政府に対し、「家族経営における女性の

労働を認めるよう、所得税法の見直しの検討をすすめることを求める」勧告を出している。ド

イツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としている中、日本

国内でも見直しを求める声が大きく広がり、平成３１年３月３１日現在で５１６の自治体が国

に意見書をあげている。 

 税法、民法、労働法や社会保障上でも、家族従業者の人権保障の基礎をつくるため、また、

女性の活躍を促進するためにも、所得税法第５６条を廃止することを求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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  令和元年７月３日 

                    高知県宿毛市議会議長 野々下 昌 文 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 法 務 大 臣 殿 
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一  般  質  問  通  告  表 

                            令和元年第２回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ７番 

 髙倉真弓君 

１ 宿毛市の墓地について（市長） 

（１）市全体の状況について 

（２）城山墓地の現状について 

（３）今後の計画（新規霊園・合葬）について 

 

２ 市民の安心安全について（市長、教育長） 

（１）市道の植栽について 

（２）自転車保険の加入義務化について 

（３）登下校時のヘルメット着用について 

 

３ 成人のひきこもりについて（市長） 

（１）現状について 

（２）対策、対応について 

２ 
１２番 

 松浦英夫君 

１ 児童・生徒の登下校時の安全対策について（教育長） 

（１）川崎市の事件についての受け止めについて 

（２）今後の対策について 

 

２ 自転車の安全対策について（市長） 

 

３ 自転車を活用したまちづくりについて（市長） 

（１）取り組み方について 

（２）レンタサイクルの利活用について 

 

４ シモン芋の活用について（市長） 

（１）調査・研究について 

（２）産業振興について 

 

５ 宿毛市長選挙について（市長） 
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３ 
 ３番 

 三木健正君 

１ 公共施設利用について（市長） 

（１）旧武道館利用について 

  ア 現在の状況について 

  イ 今後の活用計画について 

（２）新庁舎移転後の現庁舎の利用について 

  ア 今後の活用計画について 

（３）新庁舎での行政サービスについて 

  ア 死亡に伴う手続について 

  イ お悔みコーナーについて 

 

２ 津波浸水区域にある保育園への対応について（市長） 

（１）現在の状況について 

４ 
 １番 

 今城 隆君 

１ 自衛隊誘致について（市長） 

（１）中谷衆議院議員の国会質問（６／６）宿毛へのオスプレ

イ配備について 

（２）基幹産業・住民生活への影響について 

（３）住民合意の認識について 

 

２ 非核平和都市について（市長） 

（１）これまでの政策について 

（２）今後の政策について 

 

３ ビキニ被災者・遺族への救済策について（市長、教育長） 

（１）健康・福祉・教育・啓発等に関わる職員への研修につい

て 

（２）児童・生徒への啓発・学習について 

（３）相談窓口の開設・情報収集・ビキニ被災健康相談会参加

よびかけについて 

 

４ 宿毛湾漁業振興について（市長） 

（１）就業支援策、外国人技能実習生・特定技能労働者支援の

拠点づくりについて 

（２）赤潮予知・対策の研究施設、輸出のための検疫所設置に

ついて 

 

５ 急を要する災害対策について（市長） 

（１）漁村・沿岸域の国土調査及び、廃船処理システム作りに

ついて 

（２）特定空家指定と行政代執行について 
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６ 公共事業入札の不透明性について（市長） 

（１）土木建設事業において、業者が最低制限価格を見通せる

理由について 

（２）健全・公正な入札制度の研究、資料公開・傍聴制度につ

いて 

 

７ 市発注工事における業者への指導等について（市長） 

（１）働く者の雇用・労働環境の実態把握と改善指導について 

５ 
 ４番 

 川田栄子君 

１ 林邸の現状と今後について（市長） 

（１）カフェの現状と期待について 

（２）まちづくりの仕掛けの取り組みに期待するものについて 

（３）林邸の文化財について 

 

２ 宿毛小中学校合築ＰＦＩ事業について（市長、教育長） 

（１）宿毛小中学校合築に至る経緯について 

（２）ＰＦＩの５原則について 

（３）ＰＦＩ事業の透明性、正当性と正統性について 

（４）公募型プロポーザル方式の矛盾点について 

（５）宿毛水利土木組合との協議の状況について 

（６）ＰＦＩ事業の情報開示について 

 

３ 庁舎移転問題について（市長） 

（１）高台造成工事の入札やり直しについて 

（２）新庁舎付近の市街化について 

（３）結論ありきの庁舎移転に対する住民の怒りについて 

（４）旧庁舎の今後について 

 

４ メス猫不妊手術推進事業について（市長） 

（１）捨て猫の対応について 

（２）メス猫不妊手術費の予算減額について 

（３）県のメス猫不妊手術推進事業の活用について 



 

付 － 4 

６ 
 ５番 

川村三千代君 

１ 子供達の安心・安全について（市長、教育長） 

（１）保育園児の安全について（散歩コース） 

（２）児童生徒の通学路における見まわり、声かけ等の体制の

現状と今後の課題について 

（３）虐待についての関係機関の連携の現状と今後の課題につ

いて 

 

２ 高齢者ドライバーの事故の現状と事故防止の取り組みにつ

いて（市長） 

（１）安全装置付き自動車の普及促進について 

（２）免許返納の状況とそれに対する優遇措置について 

（３）コミュニティバスの活用について 

 

３ 観光振興について（市長） 

（１）ドローンを活用した宿毛の魅力発信・発掘について 

７ 
１０番 

 岡﨑利久君 

１ 道の駅について（市長） 

（１）現在の道の駅の整備について 

（２）新しい道の駅の構想について 

 

２ 宿毛市自転車を活用したまちづくり計画について（市長） 

（１）今後の取り組みについて 

（２）高齢者に対する取り組みについて 

（３）条例制定について 

 

３ 庁舎について（市長） 

（１）新庁舎の完成時期について 

（２）庁舎移転後の行政サービスについて 

（３）庁舎移転後の現庁舎の利活用について 

 

４ 保育行政について（市長） 

（１）統合保育園の開園時期について 

（２）統合保育園の定員数について 

（３）統合保育園の園児の受入れ年齢について 

（４）中央保育園と咸陽保育園の利活用について 

（５）浸水エリア内の保育園について 

 

５ 幼児教育・保育の無償化について（市長） 

（１）現在、市独自で行っている制度と今後の取り組みについ

て 
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８ 
 ８番 

 山上庄一君 

１ 市内における太陽光発電所の設置状況の把握について 

                        （市長） 

（１）設置状況の把握について 

（２）課税の対象となる施設の確認について 

（３）設置した土地の地目の取り扱いについて 

（４）雑種地の評価について 

（５）市内の太陽光発電所に対する課税状況について 

（６）課税の不公平感の疑念に対する払拭の方策について 

（７）ソーラーシェアリングに対する税制上の扱いについて 

 

２ 公営墓地整備について（市長） 

（１）樹木葬など永代供養を可能とする施設整備について 

 

３ 震災対策における事前復興について（市長） 

（１）市有地を高台移転の住宅用地として分譲の可能性ついて 

９ 
 ９番 

 山戸 寛君 

１ 宿毛市における小中学校整備ＰＦＩ事業について 

                    （市長、教育長） 

（１）特別目的会社（ＳＰＣ）の構成変化について 

  ア フージャースグループが構成企業となった経緯につい

て 

  イ 審査指標「地域経済貢献度及び人材の育成・活用」へ

の影響について 

  ウ 市主導による優先交渉権者への働きかけについて 

（２）プロジェクトマネジメントの業務内容と経費について 

（３）特別目的会社（ＳＰＣ）について 

  ア ＳＰＣの要件とその役割について 

  イ ＳＰＣの利益について 

  ウ ＳＰＣと構成企業との関係について 

  エ 下請関係について 

（４）事業費の確保と支払いの時期について 

  ア 金利負担額と借入対象額について 

  イ 事業費の一括支払いと割賦払いについて 

（５）校舎の形状と津波への対応について 

  ア 新校舎３階、４階の収容可能人数について 

  イ 避難誘導について 

（６）サービス基準合意書について 

（７）ワークショップについて 



 

付 － 6 

１０ 
 ２番 

 堀  景君 

１ 防災対策について（市長） 

（１）南海トラフ地震対策について 

  ア 長期浸水対策事業について（県との協力体制） 

  イ 避難タワー設置、建設について 

  ウ 避難道の見直しについて 

 

２ 福祉対策について（市長） 

（１）子育て支援について 

  ア ファミリーサポート事業及び病児病後児保育の必要性

について 

 

３ 教育対策について（教育長） 

（１）学校統合について 

（２）宿毛市体育施設の中学生クラブチームの使用料減免につ

いて 

 

４ 観光振興対策について（市長） 

（１）自然や戦争遺跡を活かした観光について 

（２）体験型観光の推進について 

 

５ 空き家対策について（市長） 

 

６ 環境対策について（市長） 

（１）宿毛でお花おもてなし事業について 

（２）清掃ボランティア支援事業について 

１１ 
１４番 

 濵田陸紀君 

１ 街の活性化について（市長） 

（１）市道水道線沿いの用水路について 

（２）市道の補修について 

（３）市道桜町沖須賀線の拡幅について 

（４）真丁地区の水路について 

（５）旧町名の利用について 

 

２ 宿毛小中学校建設について（市長） 

（１）鉄筋５階建てについて 
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１２ 
１３番 

 寺田公一君 

１ 教育行政について（教育長） 

（１）小中学生の交通安全教育の現状と課題について 

 

２ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）自転車を活用したまちづくりについて 

  ア 市民への認知度について 

  イ これからの事業展開について 

（２）公共交通空白地域の解消に向けた取り組みについて 

（３）あったかふれあいセンターの現状と今後の対応について 

（４）集落活動センターの取り組みについて 

  ア 沖の島以外での取り組みの現状について 

（５）市長選挙への対応について 
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令和元年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について  ７月 ３日 承  認 

第 ２号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて 
 ７月 ３日 同  意 

第 ３号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
 ７月 ３日 同  意 

第 ４号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
 ７月 ３日 同  意 

第 ５号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
 ７月 ３日 同  意 

第 ６号 令和元年度宿毛市一般会計補正予算について ７月 ３日 原案可決 

第 ７号 
令和元年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて 
７月 ３日 原案可決 

第 ８号 
令和元年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
７月 ３日 原案可決 

第 ９号 
宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理

に関する条例の制定について 
７月 ３日 原案可決 

第１０号 宿毛市森林環境譲与税基金条例の制定について ７月 ３日 原案可決 

第１１号 
消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について 
７月 ３日 原案可決 

第１２号 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

７月 ３日 原案可決 

第１３号 
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 
７月 ３日 原案可決 

第１４号 
宿毛市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について 
７月 ３日 原案可決 

第１５号 
宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例につい

て 
７月 ３日 原案可決 

第１６号 財産の取得について ７月 ３日 原案可決 

第１７号 工事請負契約の締結について ７月 ３日 原案可決 



 

付 － 9 

 

   請  願 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
宿毛市庁舎高台移転に関わる調査・審議を求める

請願書 
 ７月 ３日 不 採 択 

 



 

付 － 10 

 

   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １ 号 
日米地位協定の抜本改定を求める意見書提出を求

める陳情書 
 ７月３日 不 採 択 

第 ２ 号 
１０月の消費税率１０％への引き上げを中止する

ことを求める意見書提出を求める陳情書 
 ７月３日 不 採 択 

第 ３ 号 

家族従業者の人権保障と「女性の活躍」を促進す

るために「所得税法第５６条の廃止を求める意見

書」提出を求める陳情書 

 ７月３日 採  択 

 

 

 


